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平成２３年度厚生労働科学研究費労働安全衛生総合研究事業 

「諸外国の産業精神保健法制度の背景・特徴・効果と 

わが国への適応可能性に関する調査研究」 

総括研究報告書 

 

諸外国の産業精神保健法制度の背景・特徴・効果と 
わが国への適応可能性に関する調査研究 

 

主任研究者 三柴 丈典 近畿大学法学部・准教授（平成２４年４月～同教授） 

 

研究要旨 

本研究の統一課題は、①諸外国の産業精神保健法制度の背景・特徴・効果を解明し、

②わが国への適応可能性を探ることにある。本年度と次年度の調査研究は、①を目的と

しているが、本年度は、イギリス、デンマーク、ドイツ、フランス、アメリカの関連法

制度の調査を実施すると共に、その際必要となる視点について、関連領域の専門家から

示唆を得た。 

得られた結論を整理すると、以下の通り。 

①諸外国の施策の結果をもうしばらく見守る必要はあろうが、国の産業精神保健法政

策でも、いわば性能要件化（：一律的な規準への適合性審査ではなく、現場で実効性の

あがる方策の許容と国の法政策への積極的な吸収）への発想の重点の移行ないし追加が

求められている可能性がある。もとより、日本の安衛法政策でも、現在国会上程中の関

連法案を含め、医師による個別面談や個別的な就業上の措置の勧告など、専門性に基づ

くオーダーメード方策の基礎は提供されているが、個々の労働者とその所属組織の双方

に対する、より包括的かつ継続的な措置を基礎づけるような法政策が求められている可

能性はある。 

要は、ヨコ（平均的人間像の現象面を前提とした一律的で強制的な対策）からタテ（個々

の人物や組織の経緯や脈絡を踏まえた個別的で柔軟な対策）へ、定性的・定量的な実体

規制から手続的理性（合理的な手続な設定と公正な運用）の履践の実質的な義務づけへ、

重点の移行が求められている可能性がある。 

この際、法は、基本原則の設定、使用者が果たすべき手続と目的の設定、専門家の育

成と活用（選任）、予算措置の根拠付けを前提とした行政官など特定の授権者・受任者の

活動の保障と活動範囲の設定、基金の設立と目的に即した活動を行う団体への助成措置

の根拠付け、手続的理性を果たさない者への処罰、実効的な先駆的活動を行う者への褒

賞の根拠付け、手続的理性を尽くしたにもかかわらず災害が生じた場合の免責の保障と

免責規準の具体化（の支援）などの役割を担うこととなろう。 

諸外国の例を参考に、産業精神保健に関する合理的手続の細目を例示すれば、事例の
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積み重ねと検証、専門家の関与、リスクのレベルによる分類を含めたリスク評価と対応

上の優先順位の設定、リスク評価手続への労使の関与、手続の設定や運用全般に関わる

労使の合意、職場内の法定議決機関（＋公的な審査機関）による審査と議決、アクショ

ンプランの作成・周知と実施体制の整備、関係者への教育訓練などが挙げられよう。質

問紙方式の職業性ストレス・チェックなども、こうした手続的理性の一環と解すること

もできる。科学的信頼性や妥当性のみではなく、合理的になすべきことを尽くす、とい

う視点から、また記録を残すためにも、（法的にも）求められる措置の一環と解すること

ができる。ただし、必要な手続（の細目）は、当該組織の性格などの前提条件や設定目

標との関係で相対的に定まるものである。 

 ②他方で、現代に即した、あるいは伝統的でありながら充分に対策が講じられて来な

かった、ハラスメント対策などの基本的な人権侵害対策については、少なくとも、従前

の労基法・安衛法上の 低基準と同レベルの強制性をもって規定する方向性が模索され

ても良いように思われる。その際、アメリカ型の差別禁止アプローチも、実際に精神障

害者の雇用の維持増加に貢献するか否かとは別に、基本的な人権侵害対策としては機能

する可能性があるため、参考に値しよう。 

 もっとも、とりわけ産業精神保健において、①と②の対策は切り離し得ず、連続的に

捉えられる必要がある。たとえば、①によるタテ方向の対策の運用を継続する過程で、

各組織レベルのみならず、政策レベルでも P-D-C-A サイクルを回転させ、前提条件およ

び問題と実効策の対応関係が一定程度明確化し、対応の必要性認識が社会的に高まるか、

その重要性が客観的に認められた対策は、場合によっては、努力義務規定による「地な

らし」や「観察」など、法政策的なステップを踏んだうえ、②のレベルで法規範化され

る必要があろう。 

 そして、こうしたプロセスに客観性の担保を与え、定着を図るためにも、行政機関な

どが事業のメンタルヘルスへ介入する際に確認ないし記録すべき信頼に足る指標の開発

が図られる必要がある。現段階では、デンマークなどが採用している、休業率、作業関

連疾患罹患率（筋骨格障害（musculoskeletal disorder）や心臓血管系疾患（cardiovascular 

disease）など器質性疾患の罹患率を含む）、自発的離職率、職場の問題（：労働環境に

関する問題）とこれらの指標との因果関係、職務満足感、業務パフォーマンス、守秘条

件下での意見聴取の結果などの指標が参考になるように思われる。 

 ③心理学の応用という観点では、叱る視点、縛る視点から、褒める視点、伸ばす視点

への重点のシフトが求められている可能性がある。具体的には、行政ないしその関係機

関が、法治行政の原則や監督行政のための公平性や威厳の枠内で、個々の組織の特質を

よく理解し、その良い面を注視し、そのポテンシャルを 大限に引き出す工夫について、

当該組織と共に考える姿勢を持てるような前提条件整備が法に求められることになろ

う。現在進められつつある、労働基準監督官と労働衛生専門官の連携関係の強化なども、

そのような方向性の一環ないし萌芽と解され得るが、それに尽きるものではない。とり
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わけメンタルヘルス対策では、イギリスの安全衛生行政の経験が示唆するように、中央

政府と地方支局・支部ないし地方自治体の相互作用や連携という視点も求められている

可能性がある。 

 ④労使間の関係性の観点では、雇用平等やハラスメント対策などの基本的人権保護に

ついては、使用者に対する強制的規範の設定と、（適当な紛争解決機関を設定したうえで

の）労働者に対する対行政、司法・準司法、その他の ADR 関係での申告権の付与などの

手続的な権利の設定が中心的方策となろうが、リスク管理のための手続の設定等に際し

ては、基本的な義務づけの対象を事業者ないし使用者としつつ、例えば現場の監督官の

判断等により、必要に応じて労働者にも必要な措置を義務づけられるような法的根拠規

定を設定する方途もあり得よう。いずれにせよ、継続的なリスク管理においては、たと

え 終責任が事業者にあるにせよ、必ずしも労使の利害対立的問題ではないことを前提

に対策を設計する必要があると解される。 

 ⑤狭義の安全衛生に囚われない総合的対策の観点では、第１に、転職市場の創成発展

の支援が求められている可能性がある。この点については、既に職業能力開発施策の一

環としてジョブカード制度などが開発されているが、政策による客観的な職業能力評価

と業界ごとのピア・レビューの擦り合わせを含め、国の制度がより妥当性、実効性を増

すような工夫が求められよう。第２に、疾病による（＊疾病を主因とする）失業者に特

化した雇用対策が求められている可能性がある。ここでは、保険給付期間、保険給付と

連関する求職活動にかかる審査や、求職者支援のあり方等での配慮が求められよう。第

３に、精神科医療のあり方に関する再検討が求められている可能性がある。障害年金な

どの社会保険給付にしろ、生活保護などの福祉給付にしろ、その判断決定に際して医師

が重要な役割を果たす場面は多い。また、軽症段階などで受診した精神疾患罹患者や不

調者に対する初期的な治療のあり方（診断・投薬のあり方など）にも、医師によりばら

つきがあり、本人の復職の可否や時期が左右される場合も少なくない。単に産業精神保

健の知見を伝えるカリキュラムの充実化のみならず、適正な精神科医療のあり方自体の

再検討、仮にそれが困難でも、医師や医療機関ごとの治療方針など、クライアントによ

る適切な選択を促す充分な情報コミュニケーション、個々のクライアントに必要な分の

手間暇をかけて治療に当たれる前提条件整備などが求められている可能性がある。 

 

分担研究者 

 ①井村 真己 

沖縄国際大学法学部・教授 

②水島 郁子 

大阪大学大学院法学研究科附属法政実務

連携センター・准教授 

（平成２４年４月～同高等司法研究科・

教授） 

 ③勝亦 啓文 

 桐蔭横浜大学法学部・准教授 

 ④長谷川 珠子 

 福島大学行政政策学類・准教授 

 ⑤白波瀬 丈一郎 

 慶應義塾大学医学部精神・神経科学教
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室・専任講師 

 ⑥梶木 繁之 

産業医科大学産業医実務研修センター・

講師 

（平成２４年４月～同産業生態科学研究

所・産業保健経営学講座・講師） 

 ⑦團 泰雄 

 近畿大学経営学部・教授 

 

研究協力者 

 ①鈴木 俊晴 

早稲田大学大学院法学研究科・博士後期

課程 

大東文化大学環境創造学部・非常勤講師 

 

Ａ．研究目的 

 統一研究課題に記されている通り、①諸

外国の産業精神保健法制度の背景・特徴・

効果を解明し、②わが国への適応可能性を

探ることにあるが、本年度と次年度の調査

研究は、①を目的としている。 

 

Ｂ．研究方法 

法制度調査については、第１回班会議（平

成２３年４月２３日）でのブレインストー

ミングを踏まえて研究代表者が作成、呈示

した以下のフォーマット（「調査報告書の基

本的な構成」）に即し、原則として第一次資

料のレビューに基づいて必要事項を調査す

る方途を採用した。対象国には、公権力を

用いた公的な作業関連ストレス対策を先駆

的に実施しているイギリス、デンマークの

ほか、EU を代表する大国であるドイツ、

フランス、この問題への対応を主に差別禁

止アプローチにより図ってきたアメリカの

５カ国を選定した。 

ただし、各国の法事情に即し、研究目的

に資する限りで、フォーマットの項目を変

更した。 

 

○調査報告書の基本的な構成 

１ 公法 

 

１.１ 法令、行政規則（ガイドラインな

ど）、計画など 

 ・行政規則等については、法令との関係

を明記する。 

 ・ドイツのように、強制加入の法的な労

災防止団体による労災防止規程が制定さ

れ、機能している国では、これらも国の法

令と同列で整理する。 

 

１.２ 法の管轄機関・執行権限者 

 ・法や行政規則等の運用に関わる行政官

の権限・役割を描出する。 

 ・行政官以外の者が執行権限を持つ場

合、その権限・役割等 

例）ドイツの技術監督官（労災防止規

程の合法性監督を行う）など 

 

１.３ ストレスマネジメントの具体的な

方策（仕組み・流れ） 

 ・１次予防面 

 ・２次予防面 

 ・３次予防面 

 ・その他 

 

留意点 

 ア 法令上求められるストレス調査、ス

トレスマネジメント、違法性の判断規準や

方法などを捕捉する。 

 イ ストレス対策を直接的に規定して
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いない場合にも、それと同様の効果を持つ

か、それに大きく寄与する規制は積極的に

捕捉する（例えば、アメリカの障害を持つ

アメリカ人法や、メンタルヘルス・パリテ

ィ法など）。ただし、それが１次～３次予

防の各側面にどのように寄与するのか、を

可能な限り関連づけて論じる必要がある。

 ウ 事業（運営）、企業風土の特質に応

じた実効的なメンタルヘルス対策（ＭＨ対

策）を促進する規制があれば、積極的に捕

捉する。 

 エ ２次予防関係では、不調の把握と講

じるべき対策の選択を促す規制のありよ

うについて、可能な限り具体的に描出す

る。 

 オ 例えば日本では、産業精神保健に限

らず、安全衛生管理全般について、事業者

に比較的広い裁量を付与する代わりに、何

か災害が生じれば重い責任を負わせる、と

いう基本方針が採られてきた。他方、ドイ

ツなどでは、予防研究・労使自治を積極的

に促進し、疑わしきは予防規制に、という

方針で予防規制中心の対応が図られてき

た。 

このように、事業者に予防策を義務づけ

たり、促すにしても、どの段階で、どの程

度の強制性をもって図るべきかが問われ

るので、この点に関する調査対象国の事情

を可能な限り捕捉する。 

カ イギリスのように、地域の医療・保

健が職域のＭＨ対策に影響している国も

あるので、職域に影響する地域保健法につ

いても積極的に捕捉すると共に、両者の役

割分担についても調査する。また、国によ

っては、精神保健福祉法制度が職域でのＭ

Ｈ対策や労務管理等に影響している例が

あり得るので、それらも必要の限り捕捉す

る。 

キ 国により強く意識されている典型

的なストレス要因が異なるので、その背景

まで調査のうえ言及する必要がある。 

 

１.４ 専門家や専門機関の活用によるス

トレスマネジメント 

 ・産業保健専門職（産業医・衛生管理者、

産業保健職、心理職など）、従業員の家庭

医など専門家の育成、関与のありようなど

を積極的に捕捉する。 

 ・外部専門機関等による事業所への産業

精神保健サービスを予定する法令がある

場合、その定めや解釈などを捕捉する。 

 ・具体的な運用実態も可能な限り調査す

る。 

 

１.５ 雇用にかかる精神障害者差別禁止

法 

 ・こうした法制については１.４でも触れ

るが、そこでは簡潔にとどめ、独立項目を

つくり、ここで詳細を論じる。 

・その内容、射程、法的効果、実効性な

どを調査し、それが産業精神保健（予防）

に、どのレベルでどのように寄与するかに

ついて論じる。 

・法律でなくても、行政規則レベル等に

定めがある場合、それも捕捉する。ただし、

その法的性格、違反の効果を明らかにする

必要がある。 

 ・他の障害類型（身体、知的）との法令

上の取扱いの異動を可能な限り明らかに

する。 

 ・公法である場合、私法上の効果を明ら

かにする。私法である場合、２で独立項目

－ 7 －



 
 

を立て、そこで論じる。 

 

１.６ メンタルヘルス情報の取扱いに関

する法規制 

 ・メンタルヘルス情報の流通は、多分に

１次予防の問題とリンクしているので、そ

の取扱い規制のありようについて積極的

に調査する。 

 ・情報取扱い規制が厳しい国において

は、情報の流通が阻害されながら、どのよ

うにＭＨ対策が図られているのか、を調査

する。 

 

１.７ 法政策の背景 

・法制定の背景、行政規則や計画等の策

定の背景。特に科学的、疫学的根拠となる

報告書、論文などがあれば、積極的にピッ

クアップし、概要を明記する。 

 

１.８ 確認できる効果 

 ・数値データ、データ以外の専門家によ

る評価等。 

 ・公的支出のほか、民間支出、司法判断

等を経た損害賠償支出なども捕捉する。 

 

１.９ 関係判例 

 ・公法上のストレスマネジメンに関連す

る判例などは、各項目ごとの整理に埋め込

むことを原則とするが、その分量や質に応

じ、独立した項目を作るのも可。 

 

２ 私法 

 

２ .１ 根拠法 

 

２.２ 関係する判例 

 

２.３ 確認できる効果 

 ・数値データ、データ以外の専門家によ

る評価等。 

 ・公的支出のほか、民間支出、司法判断

等を経た損害賠償支出なども捕捉する。 

 

留意点 

 ・私法に関する調査では、賠償・補償法

理がメインの対象となる。それは、そうし

た法理が、予防法（日常的な行為規範）と

して機能している国（典型例は日本）があ

ることによる。 

 

 

全体を通じた留意点 

・３障害（精神、身体、知的）の間、と

りわけ精神障害と他の障害の法的取扱い

の異同がなるべく明らかになるようにす

る。 

 ・内因性・器質性の（本人要因が強い）

障害対策と、反応性（：外的な環境因子と

個体側の性格因などにより生じる）の障害

対策を区分できる場合、その点も明らかに

なるようにする必要がある。 

 ・各産業や企業ごとの自主的な規制（協

約、経営規則など）もできる限り捕捉する

（そのため、経営者団体などを調査対象に

加えることが望ましい）と共に、その法的

性格、違反の効果について言及する必要が

ある。 

 

 

 他方、関連領域の専門家による調査につ

いては、第２回班会議（平成２３年１０月

８日）の約１か月前の時点で、研究代表者
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より以下の課題が示された。 

 

 ○平成２３年度における関連領域の専門

家の調査課題 

（１）精神医学（白波瀬） 

 

ア 精神疾患・精神障害とその他の疾患

との違い 

 ・症状経過の不安定性？再発再燃可能性

の高さ？ 

 ・結局、違いは相対的なものでしかな

い？ 

 

イ 現在、日本の職域で多くみられる精

神疾患及び精神的な不調（以下、「疾患等」

という）の類型、様相 

 

ウ それらの疾患等の病態および発症

要因についての科学的な解明の度合い、今

後の解明の可能性 

 

エ 精神医学的観点から、職域内外でど

のような措置（介入）が講じられれば、そ

れらの疾患等の発症の予防に貢献すると

考えられるか 

・また、既に発症した疾患等について、

職域内外でどのような介入があれば、予後

の改善が図られる可能性が高いといえる

か。 

 

オ 臨床精神医学と産業精神保健の異

動について 

 ・よく産業の現場で問題になる臨床医と

産業医の診断ないし判断（の裏側にある常

識や発想）の違いのみならず、より根本的

な両者の学問的な出自や教育課程の違い

などに言及する。 

 

 ・以上のような点について、現段階で判

明している限りの知見を整理して頂く。ま

た、適宜、白波瀬先生ご自身の私見（推論）

もご提示頂く。 

 

 

（２）産業医学（梶木） 

 

ア 従来の日本のメンタルヘルスに関

わる安全衛生法上の規制（長時間労働者面

接指導など、拙稿「産業精神保健のために

法ができること・なすべきこと」産業スト

レス研究の１で整理したもの）の効果、有

効性、問題点など 

 

イ 従来の日本のメンタルヘルスに関

する行政規則やガイダンス（メンタルヘル

ス指針、職場復帰手引きなど）の効果、有

効性、問題点など 

 

ウ 従来の日本の公的なメンタルヘル

ス支援体制（産業保健推進センター（労働

者健康福祉機構）のメンタルヘルス推進事

業や中災防の事業など）の効果、有効性、

問題点など 

 

エ 従来の日本の民間のメンタルヘル

ス支援事業（ＥＡＰなど）の効果、有効性、

問題点など 

 

オ 産業医学的観点からみて、既存の職

域における自主的な（組織的、個人的）介

入は奏功しているといえるか。奏功してい

る例があるとすれば、どのような形態・性
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質のもので、その本質はどのようなものと

考えられるか 

 

 

（３）経営学（團） 

 

ア 現在の人事労務（学問・実務）から

メンタルヘルス問題はどう捉えられてい

るか 

 ・手間とコストのかかる厄介な流行病？

単なる経営上のリスク？ 

 ・精神的に弱い人間が罹患する特殊な病

の問題？あるいは、個々の企業では対応で

きない社会経済構造や文明論に関わる壮

大な問題？ 

・組織の活性化のヒントを得られる処方

箋？ 

 ・捉え方に企業規模、業種等の属性によ

る違いはあるか？ 

 

イ 現在の人事労務が講じているメン

タルヘルス問題への対応（法）の実情 

 ・この点については、大まかな情報は厚

生労働省や独立行政法人日本労働研究・研

修機構の調査などでも出されているが、要

は相談窓口の設置、ＥＡＰへの委託、外部

講師を呼んでのメンタルヘルス教育の実

施など、やや形式的な対応が多く、その詳

細も明らかではない。 

・ 近の人事労務情報誌では、メンタル

ヘルス対策に比較的熱心な（／かに思われ

る）企業の取り組み例などが紹介されるこ

とがあるが、実態が客観的かつ率直に示さ

れているとは限らず、仮にそうであって

も、そうした取り組みが、異なる規模や業

種、性格（体質・気質）の組織にどの程度

一般化しているのか、判然としない。 

 ・よって、できる限り実態に踏み込んだ

レビューが求められる。 

 ・特に、精神健康データが向上したとこ

ろが、具体的にどのような施策を実施して

いたか、データを押し上げた本質的なポイ

ントは何だった（と考えられる）か、その

他、組織による個別の症例への対応の実

状、嘱託精神科医の任用の有無、ＥＡＰ選

定の手続や基準、サービスの効果なども確

認したい。 

 

ウ 企業風土とメンタルヘルス問題の

関係 

 ・実証的な調査研究が非常に困難な課題

と思われるが、亡島悟教授による研究な

ど、主に産業保健領域で、質問紙などを活

用した複数の調査研究があるので、文献レ

ビューによる整理が求められる。その他、

この両者の関係を（間接的に）推定させる

ような調査研究があれば、その示唆を整理

して頂きたい。 

 

エ 現にメンタルヘルス対策に取り組

んでいる組織（経営者）をそうした取り組

みに駆り立てた動機・契機 

 ・組織内での不調者の発生や多発？ 

 ・実際の裁判経験または他の組織の裁判

例に関する情報？ 

 ・労働組合からの要求？ 

 

オ 事業者や人事労務管理者は、本音で

は、どうすればメンタルヘルス問題が抑制

されると考えている（と推察される）か 

 

 ・いずれにせよ、通り一遍ではなく、人
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事実務の実態を「えぐる」ような示唆を頂

きたい。従って、情報の客観性、信頼性が

担保される限り、研究論文的な資料のみで

なく、適宜、ルポルタージュ的なものも積

極的に調査対象に含めて頂きたい。 

 

 

Ｃ．結果 

１．法制度の調査結果（経過報告） 

（１）イギリス 

ア 背景 

 ・１９９０年代以降、就労能力喪失者向

けの就労不能給付（incapacity benefit（現

在の雇用・支援給付（employment and 

support allowance）））の受給者数が増加傾

向を示しており、その原因の１つに職域で

のメンタルヘルス問題があると指摘されて

来ていた。 

 ・２０００年代に入り、以下のような官

民の調査報告に基づいて、メンタルヘルス

問題は、労働者の生産非効率、休業、離職

などを招く等の認識が高まっていた。他方、

国際競争など、組織をとりまく経済・経営

環境が変化する中で、こうした問題への実

効的対応の必要性認識が高まっていた。 

 ①イングランドの生産年齢人口の約６分

の１が、精神的不調（mental ill-health）

に関連する兆候（不眠、疲労、易疲労感、

強い不安感など）を経験していた（２００

１年の国立統計局の統計）。また、７名に１

人の労働者が、その仕事が「かなり」また

は「過剰に」ストレスフルであると述べて

いた（２００７年公表の HSE の統計）。 

 ②イギリス全土の労働人口の２０％が、

抑うつ状態や不安に苛まれているとのデー

タがある（イギリス実地医家の統計）。 

 ③ストレスに起因する休職は、他の作業

関連疾患より長期に及ぶ傾向があり、１年

間にストレス、抑うつ状態や不安により、

約１１００万労働日が失われている（２０

０５年から２００６年の労働力統計）。作業

に関連する精神的不調（不安、抑うつ状態、

ストレス状態と定義されるもの）により、

毎年１０５０万日の逸失労働日数がもたら

され（２００７年の HSE の統計）、作業に

関連する傷病による逸失労働日数の約３分

の１を占めるに至っている（２００９年公

表の HSE の報告書）。 

 ④キャロル・ブラック卿がイギリスの労

働年齢層の健康について実施した 近の調

査に基づく試算によれば、不調及びそれに

関連する疾病休業や失業を通じ、１０００

億ポンド（約１２兆５０００億円）を超え

る損失が発生しているとされているが、こ

のうち約３分の１（３０～４０億ポンド（約

３兆７５００億円～約５兆円））が、精神的

な不調による労働生産の喪失や健康保険現

物給付（National Health Service (NHS)）

の拠出による可能性がある（ただし、現在

就労してはいるが、精神的な不調により、

その者の潜在能力からすると労働生産性が

低下している場合の付加的ないし顕在化し

ない費用は計上されていない）（２００９年

に公開された雇用年金省と保健省の共同文

書「メンタルヘルスの改善へ向けた歩み」

（Working Our Way to Better Mental 

Health））。 

 ⑤作業関連ストレス要因の約７０％が、

ヒューマンエラー（人的過失）により生じ

た労働災害の潜在的な遠因となっている

（２００３年の海外勤務者対象の HSE の

調査）。 
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 ⑥アブセンティズム（absenteeism：※

常習的な遅刻や欠勤による生産性の低下）

により雇用者が負担する費用は８４億ポン

ド（※日本円で約１兆８０億円）、プレゼン

ティズム（presenteeism：※疾病障害り患

者の（無理な）出勤による生産性の低下））

により雇用者が負担する費用は１５４億ポ

ンド（※日本円で約１兆８４８０億円）に

のぼる（２００７年に公開されたセンズベ

リー・メンタルヘルス・センターの調査報

告）。 

 ・HSE が公表した自己申告による労災・

作業関連疾患統計を２００３／０４年と２

００９／２０１０年のもので比較すると、

作業関連ストレスにかかる推計逸失労働日

数は、職種別に多寡や増減の傾向に相違が

ある。管理監督者の逸失労働日数は０３／

０４年統計では多かったが、減少傾向にあ

る。特筆すべきは技術士補その他技術者で、

もともと逸失労働日数が多かったが、近年

に至ってもむしろ増加傾向にある。専門職

も高水準で推移している。その他、個人的

なサービスの提供、とりわけ介護的業務の

逸失労働日数が大幅に増加している。 

 ・主に産業保健、公衆衛生疫学領域の権

威ある学識者からも、作業関連ストレスが

もたらす個別の組織等における経済・経営

上の損失、多額の国家的損失について、関

連するデータや推計が挙げられ、公衆衛生

的観点や組織論的観点（≠自然科学的観点）

から、対策の重要性、必要性が説かれてい

た。 

 ・労働安全衛生法政策において、世界を

リードしてきた国家としての自負のほか、

おそらくは、政策を推進する国家公務員を

「女王陛下の官吏（Her Majesty’s Civil 

Service）」として、また、政策の理念や枠

組みづくりに貢献する学識経験者について、

その学識の故に一定の権威を認めて尊重す

る気風がある。 近では、メンタルヘルス

対策を含め、作業関連疾患対策全般につい

て、雇用と健康の関係強化に着眼して論じ

たキャロル・ブラック卿の報告書が、関連

施策の展開に大きく貢献していることがう

かがわれる。 

 また、HSE という労働衛生専門機関があ

り、HSWA の執行機関として、種々の調査

研究、政策立案上の基本方針の決定、個別

具体的な政策の立案から運用までを一元的

にカバーして来ていたことも、作業関連ス

トレス対策を労働衛生法政策の一環として

実施する決定に大きく貢献したと解される。 

 

イ 特徴 

 ・イギリスの作業関連ストレス対策は、

主に、MS（Management Standards：ス

トレス管理基準）と呼ばれるガイダンスを

用いて、公権力の介入をもって図られてき

た。 

 これは、職場の安全衛生および厚生水準

の確保を罰則付きで義務づけるイギリス労

働安全衛生法典（HSWA）の一般的義務条

項と、その具体化の役割と同時に、EC の８

９年「安全衛生の改善に関する基本指令（枠

組み指令）（89/391/EEC）」の国内法化の役

割を持つ、労働安全衛生管理規則に基づき

設計されたものである。 

 ・MS の法的な位置づけは、以下の通り。 

先ず、HSWA が上位の根拠法として存在

し、その第２条第１項に「罰則の裏付けを

伴う」職域の安全衛生および厚生水準確保

を定めた一般的義務条項が置かれている。 
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 その下に法律並の法的規範性（強制力）

を持つ複数の規則（日本でいう安全衛生規

則などの政省令）があり、これらがその具

体化を図っているが、その制定改廃につい

ては、国務長官に大きな権限が与えられて

おり、安全衛生における、現場対応的柔軟

性、機動性、専門性の確保の要請を踏まえ

た選択と解される。MS との関係では、職

場のリスク調査を義務づけた９９年安全衛

生管理規則第３条が、その直接的な根拠規

定と解されている。 

 それより下位に、日本では大臣告示、局

長通達などの行政規則（解釈例規）に当た

る実施準則があり、これは、MS よりは一

段上位の格付けに当たるものの、性格的に

はガイダンスにとどまる。よって、名宛人

は、その遵守を直接的に義務づけられるわ

けではなく、別の手段で同じ目的を達する

ことも許されるが、その遵守により上位に

ある法規則の合法性が推認される点でも

MS と類似する。HSWA やその下位にある

安全衛生規則を含め、労働安全衛生に関す

る幅広い法規則の目的を達するために設け

られるもので、制定改廃については、HSE

（安全衛生庁）専門的行政機関に大きな権

限が委ねられ、その専門性、網羅性、機動

性が担保されているが、監督官による合法

性監督に際しても違法性の判断規準として

参照されるなどの意味で間接的、実質的な

法的拘束力を持ち得ることなどから、制定

改廃については、国務長官その他の行政機

関との間での協議など、やや厳しい手続的

規制が設けられている。MS をこれに格上

げすべき、との主張もあるが、今のところ

実現していない。 

 そして、位置づけ的にはこれらのルール

の更に下位にあるのが MS であり、これは、

基本的な根拠を（遠縁の）法令に置きつつ

も、リスク調査と管理の手法をベースとし

つつ、実効的なストレス対策のためにある

べき条件を掲げ、それと実際の職場との相

違を確認させたうえで、理想的方向へ誘導

しようとするガイダンスである。よって、

実施準則と同様に、この手段を講じないこ

とがただちに法違反を導くわけではなく、

他の方法による法目的の実現ももちろん可

能である。逆に、このシステムの活用はお

おむね法遵守の推定を導くと考えられてお

り、外部の EAP（Employee Assistance 

Program）などが、このアプローチに「貢

献するもの」と記載する報告書もある 。そ

の制定改廃は HSE の専権事項とされてお

り、そのことによって、専門性、網羅性、

機動性の確保が図られているといえる。 

実際に、HSE は、MSA の開始以後、イ

ギリス国内での災害発生件数や作業関連ス

トレスの低減を図るため、数多くの国家レ

ベルでの介入計画を策定して来た。これら

の計画は、データ上、災害発生件数や作業

関連ストレスが も多い産業分野を対象と

して来た。そして、Web での公表を基本と

したガイダンス、教育研修機会、国による

無料の電話相談によるサポート、HSE の擁

する専門家への労使双方のアクセスや、組

織の取り組みの進捗状況を監視する監督プ

ログラムの提供に至るまで、数多くのソフ

トな（：誘導的な）関連施策を実施して来

た 。 

 結論的に、MS にとって、上位にある法

規則は、実質的に著しくパフォーマンスの

悪い雇用者に対する公権力行使や予算の割

当を裏付ける形式的意味しか持たないとも
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いえ、現に、これまでのところ、MS に関

する罰則の適用例は１件もないようである。

もっとも、目標設定、手続、体制整備など

の規定という点では、応分の意義が認めら

れよう。 

 ・MS の仕組みは、基本的に既存のリス

ク管理手法を応用するものだが、評価ツー

ルとして、①職務上の要求、②裁量、③支

援を要素とする「職務の内容」と、④職務

上の人間関係、⑤役割、⑥変化を要素とす

る「職務の背景」を対象かつ指標とするス

トレス評価モデルを採用している。この仕

組み（MS）は、その根拠となる法規定との

関係からも、本来的に一次予防的な性格を

有しており、「～せねばならない」、「～して

はならない」といった要件や禁止事項を定

めて強制する方式ではなく、個々の要素に

ついて理想的な条件を掲げ、それと実際の

職場との乖離を自発的にチェックさせ、あ

るべき方向に誘導する方式を採っている。 

 

ウ 効果 

 ・結論的に、現段階では可視的な成果が

ナショナル・レベルで充分に認められる状

況にはない。たしかに、２００４年の MSA

導入以後、ストレス関連の症例の推定発生

件数が７％減少したとするデータは出てい

るが、説得的な値とは言えない。本文で示

した２００９年の心理社会学的労働環境に

関する調査報告（Psychosocial Working 

Conditions in Britain in 2009 HSE 2009）

の結論も、以下の通り、はかばかしいもの

ではなかった。HSE の委託によるデルファ

イ調査（専門家への聞き取り調査）でも、

「理論的には機能しているが、実務的には

そうとも言い切れない」との結果が導かれ

ている。 

 「２００４年から２００９年にかけて行

われた調査の結果からは、たしかに条件の

変化及び上司のサポートの指標では大幅

な向上傾向がみられるものの、この期間を

通じて心理社会的労働条件が一般的に有

意に変化したとまではいえない。２００７

年の報告では、全人口平均レベルでの改善

傾向が顕れているといえるかもしれない

が、２００８年と２００９年の調査結果で

は、そうした傾向は継続していない。仕事

がかなりまたは過度にストレスになって

いると答える被用者の数の減少傾向はも

はやみられず、職場で積極的なストレス対

策がなされていると認識したり、ラインの

管理職とのストレス問題についての話し

合いがあると報告する被用者の数にほと

んど変化がみられない」。 

・とはいえ、その効果を否定する材料に

も乏しい。例えば、労災・作業関連疾患統

計上、自己申告上のストレス、抑うつ状態、

不安を原因とする推計逸失労働日数は、全

産業で２３％減少しているが、これに MSA

が貢献した可能性は否定できないし、個別

の組織での MS の活用が多額のパフォーマ

ンスをもたらしたことを示すデータも複数

出されている。また、心理社会学的労働環

境に関する調査報告からは、一般的に、未

だ雇用者側でできる努力が多々あることも

うかがわれる。 

 

エ 図られている対応 

・ノッティンガム大学の研究グループな

どの MS 推進派は、従来の MS への有力な

批判（①基準の不明確性、②評価ツールの

心理測定的特性の未開発、③リスク評価ツ
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ールと基準の関係の不明確さ、④基準値に

かかる科学的根拠の脆弱性、⑤介入の現実

を想定した指針整備やその前提となる調査

の不充分さなど）を要改善点として積極的

に 受 け 止 め つ つ 、 従 来 の

Job-Demand-Control-Support モデル（職

務上の要求・裁量・支援をストレス評価の

主な尺度とするモデル）をベースとしたリ

スク管理モデルから、より積極的かつ包括

的な職場環境改善へと視点をシフトさせて

いっていることがうかがわれる。 

・すなわち、従前のモデルでは、組織に

ある問題点を一つ一つ調査して欠点として

捉え、あるべき条件へ向けて個別的に改善

を図っていくアプローチを予定していたが、

今後は、当該組織の歴史や脈絡を重視しつ

つ、個々の組織にある良い点、優れた点に

目を向けて伸ばしていく中で、問題点の解

消も図っていくアプローチにシフトさせよ

うということと解される。 

・ただし、①そうした発想や方策で、知

略を駆使して確信犯的に職場環境を悪化さ

せている人物やグループに対応できるか、

特に経営者自身の個性や考え方の偏りに根

ざす問題や、当該組織の歴史や脈絡に根ざ

すいわゆる組織文化的な問題に対応できる

か、また、②そうした経営コンサルティン

グ的側面を持つ作用に公的支援を行ったり

公権力を介入させることに正当性は認めら

れるか、等が改めて問われよう。 

 ・もっとも、イギリスの労働安全衛生行

政が、従前の作業関連ストレス対策に関す

る調査研究や実際の取り組みを経たうえで、

「良い経営こそが、作業関連ストレス要因

を管理する鍵である（‘Good management 

is the key to managing the causes of 

work-related stress’）」と宣言しているこ

とは軽視できない。また、イギリスの産業

精神保健法政策は、彼国固有の文脈のうえ

に成り立っていることにも留意する必要が

ある。 

・いずれにせよ、イギリスの産業精神保

健法政策が頓挫したと結論づけるのはまだ

早い。個別の組織レベルでの成果は多数報

告されているのに、ナショナル・レベルで

の成果が充分に認められていないというこ

とは、”one size cannot fit all”の原則が妥

当する可能性がある。つまり、国がモデル

を示す意義は大きいが、個人にしろ組織に

しろ、その脈絡を充分に踏まえない対策は

奏功し難いことを示唆している可能性は否

定できない。 

 

 

（２）デンマーク 

ア 背景 

 ・以下のような事情を背景に、政府が、

1990 年代後半からさまざまな行動計画（特

に「クリーンな労働環境への行動計画

（Action Program for the clean working 

environment 2005）」）や戦略を積極的に設

定してきていた流れがあった。 

 ①他国との比較で自殺率が高い（1980 年

には国民 100,000 人あたり 35 人）など、も

ともとメンタル不調を想定させる国民の割

合が多かったこと、 

②労働政策および社会保障政策において

先進的な取り組みを行ってきているにもか

かわらず、労働災害や労働を要因とする疾

病休業が減少していないとの（政府の）認

識があったこと、 

③国際競争条件下で、人的資源にさほど
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恵まれていないことからその積極活用を図

らねばならないとの（政府の）認識があっ

たこと、 

④特に COPSOQ（コペンハーゲン心理社

会 調 査 ： Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire （COPSOQ））の開発の背

景となった事情として、労働における心理

社会的なストレス要因が、筋骨格障害

（musculoskeletal disorder）、心臓血管系

疾患（cardiovascular disease）、精神病、

ストレス、燃え尽き症候群（burnout）、生

活の質（quality of life）の低下、病気休暇

（sick leave）、労働移動（labor turnover）、

モチベーションと生産性の低下といったさ

まざまな問題を引き起こす要因となってお

り、労働者のみならず、企業および社会全

体にとっても重大な問題となっているとの

（政府や研究者などの）認識があったこと。 

 

イ 特徴 

 ・労働環境法（特に第１５条 a）に基づ

き、ＰＤＣＡサイクルを構築し、リスク評

価と改善を実施することを使用者に義務づ

ける、一次予防策中心の方策が採られてい

る。 

・その実施状況につき、労働環境監督署

による臨検と認証により担保（根拠法の履

行確保）を図る仕組みとなっている。 

・労働環境法上の特定の義務違反につい

ては、労働環境局に過料決定の権限が与え

られている。また、そのような権限を背景

に、労働環境局が、企業に対して拘束力の

ある助言を与えることが可能とされている。 

・２００４年の法改正を契機に、４種類

のスマイリーマークシステムが導入され、

企業の労働環境状態が評価、区分され、Ｗ

ＥＢサイトで公開されることとなった。 

・労働環境に関する法政策の構築と運用

の双方にわたり、政府とソーシャル・パー

トナーの協働関係が構築されており、両者

の距離の近さがうかがわれる。 

例えば、労働環境法第７２条 b１項にお

いて、労働協約に労働環境法に規定する法

的義務と類似の義務が含まれる場合、労働

環境監督署による行政的監督を受けず、協

約当事者の自治に委ねられ得る旨規定され

ている。したがって、産業別の協約も重要

な意味を持つ。 

 ・セクハラを含めたいじめにつき、協約

当事者にモデルを示しつつ、彼らに規制と

監督処理の権限の委任する制度がある。 

・労働環境法に基づく一次予防に重点を

置いたリスク管理手法は、メンタルヘルス

のみならず、彼国の労働安全衛生対策全般

で採用されている。ただし、作業関連スト

レスによる疾病休業者の増加傾向を背景に、

心理社会的労働環境整備が重視されるよう

になって来た経過がある。 

・２００１年の行政命令９６号が、使用

者にメンタルヘルスを考慮した職場の設計

を義務づけている。２００４年の行政命令

５５９号は、EC の８９年「安全衛生の改善

に 関 す る 基 本 指 令 （ 枠 組 み 指 令 ）

（89/391/EEC）」を受け、労働環境改善の

ための予防原則を明記している。 

・労働環境法第１５条 a およびその関連

行政命令を踏まえて、２００２年に、職場

におけるリスク評価を行うため、労働環境

局により、直接的には法的拘束力を持たな

い「職場リスク評価の準備および評価に関

するガイドライン」が作成・公表されてい

る 。 
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・リスク評価の結果は、従業員のアクセ

ス可能な場所に掲示して公表することが義

務づけられている。 

・リスク評価は、３年ごとに実施され、

改訂されることが義務づけられている。 

・企業自身での自主的な取り組みを主眼

として、行政機関によるガイダンスツール

や調査票の提供、また外部のコンサルタン

トの利用を容易にするような施策が展開さ

れている。 

 ・リスク評価は、 

①労働状態の把握および対応関係の作成、

②問題の同定と評価、③疾病休業（者）へ

の関与、④優先順位の設定と行動計画の策

定、⑤フォローアップ 

を循環させる形で行われる。 

②では、労働環境に関する問題と労働者

の病気休暇等との関連性も評価対象とされ

ている。 

・疾病罹患の原因は複雑多様であり、ま

たバイアスがかかることを防ぐため、疾病

罹患者本人は職場のリスク評価に参画させ

られるべきでないとされている。 

 ・開発されたガイダンスツールや調査票

は、デンマークのみならず世界中で活用さ

れるに至っている。 

・心理社会面での職場のリスク評価のた

め、心理社会学的知見を積極的に活用し、

独自の調査票（コペンハーゲン心理社会調

査 ： Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire （COPSOQ））の開発が行

われて来た。 

 ・心理社会的労働環境に労働環境局を介

入させる政策の背景として、１９９５年に

ソーシャル・パートナー、雇用担当大臣、

労働環境局の代表により構成された委員会

が、詳細な調査のうえで雇用担当大臣に対

して行った勧告が重要な意味を持っている。

これによれば、心理社会的労働環境のリス

ク要因は、企業の経営上の決定に関連する

要因（賃金、昇進、雇用の不安定性、職場

におけるいじめ、ハラスメントなど）と被

用者の労働状況に直接間接に関連する要因

（反復労働、暴力のリスク、単独労働、シ

フト労働、バーンアウト）に分類され、前

者は被用者や安全衛生の専門家と協力しつ

つ企業が自身で解決すべき要因だが、後者

は労働環境局が介入すべき要因であるとさ

れていた。 

 ・上掲の「クリーンな労働環境への行動

計画」に基づく労働環境改善のための経済

的インセンティブ施策の一環として、一般

安全衛生税や労災補償の拠出金に応じた税

の制度を有していた時期があったが、その

後廃止された。また、特に良好な労働環境

にあるとの認証を受けた企業に対して、安

全衛生費用の補助を行う制度があったが、

これも廃止された経緯がある。 

 

ウ 効果 

 ・労働環境一般については良好さを維持

している企業が多く、その意味で、デンマ

ーク方式は有効に機能していることがうか

がわれる。 

・他方、メンタル不調に起因する疾病休

業を取得する被用者数について目立った減

少が見られるわけではない。具体的には、

上司や同僚からの援助は、以前より期待可

能な状況になっているが、感情的な要求の

増大、意義ある労働と感じる労働者数の減

少などがみられる。また 2010 年のデンマー

ク労働健康調査においても未だに多くの被
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用者が社会心理的労働環境上の問題を抱え

ていることが明らかとなっている。 

・なお、被用者の心理社会的労働環境と

病気休暇取得の関連性に関する調査研究か

ら、デンマークでは、感情的要求（high 

emotional demands）と職務上の役割葛藤

（high role conflicts） が病気休暇取得の重

要なリスク要因となっている可能性が指摘

されており、COPSOQ II による社会心理的

労働環境の調査は、個別被用者の健康状態

把握のためにも利用できることが示唆され

ている。 

 

エ 図られている対応 

 ・ 近のデンマーク政府および専門家の

取り組みは、よりリスク要因の高い企業に

対する査察を強化すると共に、疾病休業を

取得した被用者の職場復帰へと政策の焦点

を徐々に移行させているように見受けられ

る。 

 ・また、 近、３次予防面、とりわけメ

ンタルヘルス不調者の職場復帰の促進に焦

点が置かれるようになり、近年（２０１０

年）、国立労働環境研究センターより「メン

タルヘルス、疾病休業および職場復帰に関

する調査報告および勧告（Mental health, 

sick-ness absence and return to work）」が

発せられている。 

 

 

（３）ドイツ 

ア 背景 

 ・従前から疾病労働者の労働不能（欠勤）

日数が重要な関心事の１つとなっていたが、

近年は、精神疾患を理由の１つとする欠勤

が増加傾向にあり（地区疾病金庫の統計で

は、９９年以後の約１０年間で約８０％増

加しており、労働不能の事由となった主要

疾病の中で も高い増加率）、また、他の疾

病より欠勤日数が長い傾向にあり（２０１

０年では平均２３・４日であり、全体平均

の１１・６日を大きく上回る）、精神保健の

必要性認識が高まっている。 

 ・２００８年の技術者疾病金庫が公表し

たレポート（同金庫の被保険者等である１

５～６４歳までの労働能力がある者（約２

４６万人）を対象に、外来診療で ICD-10

第 V 章に該当する診断がなされた件数を調

査したもの）では、就業者の５人に１人が、

２００６年中に少なくとも１回、精神障害

の診断を受けたと記載された。 

 ・連邦統計局の患者統計上、男性につい

ては、精神および行動の障害（F00-99）の

うち も多い診断が精神作用物質使用によ

る障害（F1）であり、中でもアルコール依

存が多いが、女性については、感情障害（F3）、

とくにうつ病が多い。 

 ・地区疾病金庫の統計上、精神疾患の中

では、うつ病エピソード（F32）、重度スト

レス反応および適応障害（F43）、身体表現

性障害（F45）、他の神経性障害（F48）が

上位にあがっており、産業分類では第３次

産業に多く、特に看護助手や介護士の罹患

率が高い。 

 ・バーンアウト（労働不能の原因となり

得る精神疾患ではないが、生活管理困難

（Z73）と位置づけられ、医師が精神疾患に

かかる付加情報として診断できるもの）の

診断事例の欠勤日数が２００４年から２０

１０年にかけて約９倍に増加した。 

付加される精神疾患としては、うつ病エ

ピソード（F32）と重度ストレス反応及び
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適応障害（F43）が圧倒的に多い。 

 ・メンタルヘルス不調者の増加は、企業

の生産性や競争力の低下を招き、ひいては

国の経済力を弱める可能性が高い。また、

保険制度の仕組み上、医療保険財政、年金

保険財政（特に稼得能力減退年金関係）へ

の負担が現に大きくなっているか、その可

能性が高いとの認識が拡大して来ている。 

 ・労働者と失業者の比較では、労働者の

ほうが明らかに、精神障害を理由とする労

働不能日数が少ない。 

 ・総じて、精神疾患罹患者の増加とそれ

による種々のマイナス効果は認められるも

のの、それが 近の働き方や職場環境の変

化に直接影響を受けていることを示す証拠

は見あたらなかった。むしろ、精神疾患に

詳しい医師やテラピストの増加により精神

疾患診断がされ易くなっていることを指摘

する見解もある。 

 

イ 特徴 

・現段階で、産業精神保健法制度の枠組

みが確立しているとはいえない。 

・精神障害は、彼国の労災保険法（：社

会法典）上、典型的な職業性疾病を定めた

職業性疾病リスト（職業性疾病規則の別表

１）に掲載されておらず、頭部外傷による

外因性精神障害、重大事故（強盗や自殺な

ど）の目撃によるトラウマなど、ごく例外

を除いて業務上疾病とは捉えられていない

（：私傷病と捉えられている）。 

・労働保護法（Arbeitsschutzgesetz）上、

人間らしい労働の実現を含めた 終目的の

ために求められる労働保護措置や、ＰＤＣ

Ａサイクルの構築によるリスク管理の対象

には、精神疾患にかかるものも含まれ得る

が 、 デ ィ ス プ レ イ 作 業 命 令

（Bildschirmarbeitsverordnung）第３条の

定める VDT 作業に伴う心理的負荷のリス

ク評価義務などの例外を除き、関係法令上

明示されているわけではなく、事業所ごと

の具体化は労使に委ねられている。 

・しかし、疾病労働者には、罹患事由の

業務上外を問わず、フルタイム・パートタ

イムを問わず、賃金継続支払法に基づき、

４週間雇用継続の前提さえ充たせば、 長

６週間の事業主の負担による有給疾病休暇

が保障されているほか、医療保険制度上、

医療費の自己負担分がかなり低額である

（社会法典第５編第６１条以下）、労働不能

期間が６週間を超えた労働者には、社会法

典第５編第４４条に基づき医療保険から傷

病手当金が支給される（通常賃金の７０％

（社会法典第５編４７条）、同一の疾病につ

き３年間で 長７８週まで（社会法典第５

編４８条））など、療養に専念し易い条件が

整備されている。 

・また、事業主は、障害者の労働参加等

を規定した社会法典第９編において、障害

によって新たな労働不能に陥り、雇用の喪

失に至る事態の予防措置の一環として、疾

病により１年間に６週間以上労働不能とな

った労働者に対し、事業所編入マネージメ

ント（段階的な職場復帰や、労働能力や健

康状態に応じた適職配置などにより、再発

再燃防止や雇用維持を図る措置）の実施を

義務づけられている。このような措置は、

解雇回避努力との関係でも求められる。 

すなわち、前掲の社会法典第９編は、ほ

んらい障害者（「身体的機能、知能もしくは

精神的な健康状態が、高い蓋然性で６か月

以上、その年齢に典型的にみられる状態か
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ら逸脱しており、それゆえ社会生活への参

加が妨げられる者」）のリハビリテーション

と参加を規定しており、ドイツ政府は、割

当雇用制度を含め、特に重度障害者の労働

生活への参加に重点的に取り組んで来た経

緯がある。その第９編第８４条は、第１項

で、重度障害者等を対象に、雇用関係を脅

かすおそれのある人物・行動や企業に原因

のある問題を除去し、雇用関係を維持する

ための支援等を検討すべきことを使用者に

義務づけており、前掲の事業所編入マネー

ジメントに関する規定は、２００４年にな

って第２項に追加された。これは、障害者

に限らず、１年間に６週間を超えて疾病に

より労働不能状態に陥っている労働者全て

を対象とするが、彼らが新たな労働不能に

陥らず、雇用関係を維持できるよう、使用

者に必要な予防措置の実施を義務づける点

では、第１項と共通し、ドイツに特徴的な

制度といえる。 

・現段階で、こうした法的な保障につい

て、精神障害と他の障害の間に区別はない

が、これらの保障を受けるためには、疾病

罹患の故の労働不能である旨の医師の診断

書を提出せねばならず、単に精神的不調に

よる労働不能というだけでは対象たり得な

い。すなわち、①賃金継続支払の受給に際

して、労働者は、労働不能が４日以上とな

るときは、使用者に、次の出勤日までに医

師による労働不能の診断書を提出しなけれ

ばならない（賃金継続支払法５条）。②傷病

手当金の請求手続について法律上の規定は

ないが、実務上、労働者は、医師による疾

病罹患による労働不能の証明を受け、それ

を疾病金庫に提出することが求められる。

③事業所編入マネージメントは、労働者か

ら受益の申請をするものではなく、労働者

の疾病罹患故の労働不能による欠勤期間が

６週間を超える場合、事業者側に当然に措

置義務が発生するものだが、労働者側は、

その労働不能を裏付けるため、医師の診断

書の提出を求められることになる）。 

・よって、事業主としては、こうした保

障にかかる拠出や負担を避けるためにも、

疾病労働者の欠勤による経済的負担や労働

意欲の減退などを避け、効率的で快適な企

業運営を図るためにも、自主的に、あるい

は労使協議（ないし共同決定）を通じ、「作

業関連ストレス対策（≠業務上疾病対策）」

を推進する必要に迫られている状況にある

といえる。 

・そして、実務上は、精神疾患等に作用

し得る労働上の要因については把握できる

と考えられるようになっている。 

・国は、法規制や労働監督により、労働

者の安全衛生全般について責任を果たすが、

各事業所においてなすべき措置の具体化は、

事業主ないし事業所ごとの自治に委ねられ

ている。よって、事業主の危機認識その他

の考え方や従業員代表委員会の積極性など

に負うところが大きい。 

・精神保健問題に関する認識は産業全体

に高まっているが、以上の前提との関係で

も、また、企業カルチャーの維持・尊重が

重要と考える企業側の要求からも、法規制

や労働監督がその問題について直接介入す

る方途はとられていない。 

・ドイツで発刊されている、事業主が法

的な安全衛生責任を果たすための実務書に

は、既に心理社会的調査票が掲載され、活

用が推奨されているが、そこには、伝統的

な労働安全衛生その他の労働基準の枠内に
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包括され得るもののほか、企業理念や人事

戦略などに関する人事労務管理的なことが

らも含まれている。また、補償・賠償アプ

ローチになじむマイナス要因の発見に加え、

予防アプローチになじむプラス要因の維持

の推奨の側面も持っている。 

・労働保護法第５条に基づくリスク評価

の仕組みを事業所協定を通じて心理的負荷

の評価まで積極的に拡大し、他者にも影響

を与えた例として、ダイムラー社の例があ

り、労使と専門家が参加する複数の会議体

やチームがリスク評価に関わる仕組みとな

っ て い る 。 ま た 、 Karasek の

Job-Demand-Control モデルをベースとし

て、心理的負荷要素の危険な組み合わせ

（「労働の複雑性」が低く、「集中の必要性」

が高い場合など）などを測定ツールとして

用いているが、国際的にみて先駆的な取り

組みとまでは言い難い。 

・ドイツでもハラスメント等を理由とす

る民事紛争が生じているが、今のところ、

使用者の産業精神保健面での取り組みにさ

ほど大きな影響を与えてはいない。 

 

ウ 効果 

不明 

 

エ 図られている対応 

不明 

 

 

（４）フランス 

ア 背景 

・フランスの作業関連ストレス対策に関

する法政策は、明らかに EU の法政策（と

りわけEC指令）の影響を強く受けて来た。 

・当初はセクハラ・モラハラなどが重視

され、主にハラスメント対策の法制度が展

開して来ていたが、EC 指令のリスク管理が

心身の両面に及ぶこと、作業関連ストレス

対策にかかる EU レベルでの施策やソーシ

ャル・ダイアログ（労使間の社会的対話）

の展開も影響し、そもそも心身双方の健康

を射程に収めていた国内法の解釈において、

精神的健康確保対策全般が捉えられるよう

になってきている。また、２００８年のフ

ランス・テレコムでの従業員連続自殺の社

会問題化も、自殺対策を含めた幅広いメン

タルヘルス対策のための施策の展開を後押

ししている。 

 より具体的な経過は以下の通り。 

 ①８９年６月１２日：EC の８９年「安全

衛生の改善に関する基本指令（枠組み指令）

（89/391/EEC）」の国内法化 

②９２年７月２２日：セクハラ罪を新設

し、職務権限濫用を他の性犯罪の刑の加重

事由とする規定を含む新刑法典（人に対す

る重罪及び軽罪の禁止に関する刑法典の規

定を改正する１９９２年６月２２日法

（n.92-6））の制定 

③９２年１１月２日：②を受けて雇用の

枠内においてセクハラの被害者保護及び防

止を図った９２年１１月２日法（労使関係

における性的権限濫用に関し労働法典及び

刑事訴訟法典を改正する１９９２年１１月

２日の法律（n.92-11））の制定 

④０２年１月１７日：先行するセクハラ

防止規定や、雇用平等原則の進展を受けて

モラルハラスメント防止規定（後掲）を設

けた、「社会的近代化法」の公布（２００２

年１月１７日） 

 ⑤０８年７月２日：０４年１０月８日欧
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州枠組協定を国内規範化し、使用者による

ストレス評価の取り組みの促進等を図った

全国職際協定（＊全国職際協定とは、フラ

ンスにおける３大使用者団体（MEDEF=フ

ランス企業運動、UPA=手工業者連盟、

CGPME=中小企業経営者総連盟）と、５大

労組（CFDT=フランス民主労働同盟、

CGT-FO=フランス労働総同盟・労働者の力、

CFTC=フランス・キリスト教労働者同盟、

CFE-CGC=管理職組合総同盟、CGT=フラ

ンス労働総同盟）によって締結される労使

協定のこと（細川良：日本労働研究雑誌, 

580: 89, 2008））の成立 

 ⑥１０年５月２６日：０７年４月２６日

の欧州枠組み協定を国内規範化した、労働

におけるハラスメントと暴力に関する全国

職際協定の成立 

 ・フランス・テレコム従業員連続自殺の

前後にわたる政府による自殺対策には、①

「労働における健康計画（Plan Santé au 

Travail）」（2005）、②「Plan National Santé 

Environnement」(2004～2008)、③2008

年11月25日デクレ2008-1217号による「労

働条件における方向性協議会（Conseil d’

orientation sur les conditons du travail）」

での心理社会的ストレスに関する分科会設

置、④「労働における健康計画Ⅱ（Plan 

Santé au TravailⅡ）」（2010）などの施策

がある。 

 

イ 特徴 

 ・労働安全衛生の関係者としては、使用

者、労働者、安全衛生労働条件委員会、従

業員代表、労働組合や組合代表、労働医等

の医療サービス、国の労働監督や社会保障

機関などが存在するが、使用者に対しては、

労働法典に基づき、労働者の「心身の健康」

を維持するための措置が一般的に「義務づ

けられている」。 

すなわち、労働法典 L.4121-1 条は、「使

用者は、労働者の安全を確保し、身体的及

び精神的健康を維持するために必要な措置

をとらなければならない」とし、その具体

的内容として、①「職業上のリスク及び労

働の苦痛を予防する行動」、②「情報伝達及

び研修のための行動」、③「組織と調整手段

の設置」を列挙している。 

 また、労働法典 L.4121-2 条は、L4121-1

条の履行に際して使用者が遵守すべき以下

のような一般原則を示している。 

①もとより「リスクを避けること」、②「不

可避なリスクについて評価すること」、③

「根源的なリスクに対処すること」、④「労

働を人間に適応させること」、⑤「技術の発

展状況を考慮すること」、⑥「危険のある状

態を、危険がないか、より危険が少ない状

態に転換すること」、⑦「技術、労働の組織

編成、作業条件、社会関係及び特に L1142-1

条に定められた精神的ハラスメントに関わ

るリスクを含む作業環境に影響する要因を

統合的に考察した、全般的な予防計画を策

定し実行すること」、⑧「個人レベルの保護

措置よりも集団レベルの保護措置を優先し

て実施すること」、⑨「労働者に適切な指示

を与えること」。 

これらは EC の８９年「安全衛生の改善

に 関 す る 基 本 指 令 （ 枠 組 み 指 令 ）

（89/391/EEC）」第６条をほぼそのまま継

受したものであり、ドイツの労働保護法な

どにも同様の規定をみることができるが、

L1142-1 条にリンクする⑦が特徴的である。 

 ・L1142-1 条は、「いずれの労働者も、そ
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の尊厳に関わる権利を毀損され、身体若し

くは精神の健康を増悪させ、又はその職業

における今後のあり方を危険にさらす可能

性のある、労働条件の劣化を目的とするか

その効果を有する、反復した精神的な嫌が

らせ行為を被ることがあってはならない」

として、精神的なハラスメントの防止を明

定し、その違反は、雇用平等原則違反とし

て、１年の拘禁刑および／あるいは３７５

０ユーロの罰金の対象となることが明記さ

れている。 

 また、「ア 背景」に掲げた刑法典におい

て、「他人の権利もしくは尊厳を侵害し、そ

の身体的もしくは精神的健康を害し、また

は職業生活に影響を及ぼすおそれのある労

働条件の劣化を目的とするかその効果を有

する反復した精神的な嫌がらせ行為」が禁

止され、その違反につき１年の懲役および

１５０００ユーロの罰金が定められている。 

 したがって、セクシュアル・ハラスメン

トやモラル・ハラスメントの加害者は、刑

法典と労働法典の両罪によって刑事訴追さ

れ得る（大和田敢太: 労働関係における『精

神的ハラスメント』の法理：その比較法的

検討. 彦根論叢, 360: 79, 2006）。 

 これらの規定に代表されるように、フラ

ンスの法的なメンタルヘルス対策では、先

ず精神的なハラスメントについての防止規

定が整備され、その後、より広い範囲の対

策に「解釈」ないし（特に労使間の）ルー

ル形成上の焦点が拡充されていった経緯が

ある。 

 ・その他、L4121 条（使用者の一般的義

務）関係では、L4121-3 条で、事業活動の

性格に応じたリスク評価を含め、リスク管

理のための PDCA サイクルの構築と、それ

を通じた安全衛生条件のスパイラルアップ

について定めているほか、L4121-1 条、同

-2 条がその取り組み状況の文書化と公表の

義務を定め、さらに L4121-4 条が、その文

書の労働者、安全衛生労働条件委員会ない

しその職務を担当する機関、従業員代表、

労働医、労働監督官その他の機関への提出

義務を定めており、個々の事業の性格に応

じた安全衛生のリスク管理について、労働

者（組織）の関与と外部評価が担保ないし

促される仕組みとなっている。 

 これも、前掲の EC 基本指令から継受し

た規定である。 

・こうした使用者の義務の履行に深く関

わる存在として、労働医（日本の産業医と

類似の職）、安全衛生労働条件委員会、従業

員代表制度などが重要な役割を果たしてい

る。 

 ・労使は、「ソーシャル・パートナー」と

して、（協定の締結を含めた）立法から現場

運用に至るまで、法政策に深く関与してい

る。 

 ・法律上、個々の事業に設置される安全

衛生労働条件委員会に強い権限が保障され

ており、実際上も、この組織がメンタルヘ

ルス対策に果たしている機能が大きいと察

せられる。 

 すなわち、L.4612-1 条は、安全衛生労働

条件委員会が、以下の基本的職務（権限）

を有することを定めている。 

①当該事業場の労働者や外部企業から配

置された労働者（＊派遣労働者等のことと

解される）の「心身」の健康や安全の保護

への貢献 

②女性の労働条件を含めた労働条件一般

の向上 
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③①②に関わる法規の遵守状況の監視 

さらに、同-2 条以下が、上記の基本的権

限を展開し、以下のような個別的職務（権

限）について規定している。 

①労働者のばく露するリスクの評価分析

（同-2 条） 

②リスク軽減に関する勧告（同-3 条） 

③事業場の巡視権限（同-4 条） 

④アンケートの実施権限（同-5 条） 

⑤監督官の臨検について使用者から伝達

され、同人（監督官）にリスク分析の結果

を伝えること（同-6 条） 

 事業者の諮問機関と位置づけられている

日本の安全・衛生委員会とは、かなり性格

が異なることがうかがわれる。 

 ・従業員代表委員会についても、L2313

条が、雇い入れ、職業訓練、給与体系、配

置、格付け、昇進、配置換え、契約更新、

制裁、解雇に至る幅広い場面における人権

侵害、身体・精神の侵害、職務の性格上正

当化し得ず、達すべき目的と整合しない個

人の自由の侵害について、確認次第、使用

者に通告する権限を規定し、また、通告を

受けた使用者側がしかるべき対応をしなか

った場合、対応が不充分な場合等には、労

働審判所に急速審理命令の申し立てを行う

権限を規定しているなど、労働者のメンタ

ルヘルスの保持増進に関わる活動について

多くの法的保障がある（ただし、やはり精

神的なハラスメントが主として念頭に置か

れているように思われる）。 

 ・事業主の諮問機関である企業委員会

（L.2323-1 条）も、企業の運営全般に関す

る事項が諮問事項とされている関係上、メ

ンタルヘルス対策（作業関連ストレス対策）

も、審議の対象とすることができる。 

 ・労働医の権限も大きく、労使双方に対

する勧告者として強い独立性と職場の監視

権限や労働者の就業に関する措置の勧告権

限を含めた産業保健に関わる広い権限を持

ち、企業に対する指示・助言には、直接・

間接に一定の法的な拘束力ないし意義を伴

う場合が多い（詳細は、Ⅴ.資料：研究協力

者の関係研究業績を参照されたい）。安全衛

生労働条件委員会とも協働して職務を遂行

する。 

 ・以上のうち労働法典の合法性監督の役

割は、労働監督官が担っており、使用者に

課せられた一般的義務の履行や個別労働者

の権利保護の場面で、罰則（の威迫）をも

って一定の作為や不作為を命じる権限を有

している。 

 ・その他、ARACT（地方労働条件改善所：

１９７３年に設立され、労働者の年齢や性

別、健康状態、スキル、地域的なデータに

基づく企業の行動計画の作成支援や診断等

を行う国立機関で、国立労働条件改善所

（ANACT）を構成する２５の地方支部のこ

と。作業関連ストレス対策を含めた種々の

調査研究を実施しており、企業等への直接

的なサービスを実施しているほか、国の政

策へも大きな影響を与えている）や

CARSAT（退職者・健康保険基金・旧

CRAM<地方健康保険基金>）が、労使、従

業員代表への情報提供やコンサルティング

サービスを実施している。 

 ・また、上掲の２００８年７月２日の全

国職際協定に、職業上のリスク評価と予防

義務（モラル・ハラスメント行為の防止義

務や労働者の「身体的・精神的健康」の保

護義務など）の一環として、職場における

暴力及びハラスメントに併せ、作業上のス
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トレスに対して使用者が必要な措置を講ず

べき旨が定められた。これを受けて、

ARACT と CARSAT は、使用者による措置

を支援するための評価シートを作成し、提

供している。 

 ・フランスでは、ドイツと同様、労働に

起因する障害疾病については、原則として

公的補給給付で補償され、それが使用者の

faute inéxcusable（弁解の余地のない過

失：重過失の中でも高度なものと解されて

きた）による場合に限り、付加的な給付の

請求ができることとされて来ていたが、近

年の破棄院判決が、使用者にその予見可能

性 が 認 め ら れ る 場 合 一 般 に faute 

inéxcusable の存在を認めるかのような解

釈を示したこと、また、労働者の自殺やそ

の未遂による後遺症について使用者の民事

責任を認める判決も出て来ていることなど

から、使用者の予防への取り組みに間接的

な圧力がかかっている可能性も否定できな

い。 

 

ウ 効果 

 ・保健省管轄下の国立公衆衛生監視研究

所（L'Institut de veille sanitaire (InVS)）

による調査が行われているとの情報がある

が、調査未了。 

 

エ 図られている対応 

 不明 

 

 

（５）アメリカ 

ア 背景 

・アメリカでは、デンマークやイギリス

のように、作業関連ストレス対策のための

法に基づく体系的な制度は存しない。 

・しかし、世界で初めて包括的な障害者

差別禁止法を制定した国として、その領域

での法規定や法理を大きく発展させて来て

おり、メンタルヘルス不調者対策の一部（主

として２次・３次予防面）をカバーするま

でに至っている。 

 すなわち、同国の障害者差別禁止法は、

１ ９ １ ８ 年 の ス ミ ス ・ シ ア ー ズ 法

（Seare-Smith Veterans’ Rehabilitation 

Act）に淵源を持ち、当時は傷痍軍人を対象

に職業訓練や教育を提供することを主な目

的としていたが、１９２０年のスミスフェ

ス法（Smith-Fess Act）により、身体障害

を持つ全てのアメリカ人に対象が拡大され、

４３年の改正で精神障害者・知的障害者に

も拡大された。しかし、障害者の職業訓練

とカウンセリングを主な目的としていたた

め、むしろ社会的分離に繋がり易い面があ

った。 

 その後、公民権運動とそれを経て制定さ

れた１９６４年公民権法は、障害者の自立

運動の拡大にも影響を及ぼし、１９７３年

リハビリテーション法（Rehabilitation Act 

of 1973）や、その後の１９９０年障害を持

つアメリカ人法（ADA）の制定にも一定の

影響を及ぼした。 

 うち１９７３年リハビリテーション法は、

連邦政府と同政府から財政補助を受ける計

画や事業につき、適格性を持つ障害者の参

加の自由の剥奪、利益の享受の否定、差別

を禁止したほか（同法第５０４条）、連邦政

府に対し、適格性を持つ障害者の採用、配

置、昇進などにつき積極的差別是正措置

（Affirmative Action）を義務づけ（第５０

１条）、さらに、連邦政府と１万ドルを超え
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る契約を締結する民間企業に、適格性を持

つ障害者の採用、昇進について積極的差別

是正措置を義務づけた（第５０３条(a)）が、

その射程は非常に狭かった。 

そこで、全米障害者評議会（NCH（現在

は NCD））は、１９８６年に「自立に向け

て」と題するレポートにより、包括的な障

害者差別禁止法の制定に向けた提言を行い、

１９８８年には、「自立の入口」と題するレ

ポートにより、障害を理由とする差別の禁

止 と 合 理 的 配 慮 （ reasonable 

accommodation）の義務づけ等の提言を行

い、これらが草案となって１９９０年 ADA

が制定された。 

 また、ADA の制定過程では、障害者の隔

離・差別の実態が再確認され、それらが、

①数十億ドルの不要な国家的コスト負担、

②貴重な労働力の喪失、等に繋がっている

ことと、それらへの対策の必要性が強調さ

れた経緯がある。 

 ・メンタルヘルス対策に関連するその他

の差別禁止立法として、２００８年に、使

用者が従業員・応募者の遺伝子情報を得る

ことを原則として禁止し、遺伝子情報に基

づく差別を雇用の全局面において禁止する

遺 伝 子 情 報 差 別 禁 止 法 （ Genetic 

Information Nondiscrimination Act of 

2008）が制定されている。 

 ・同じ２００８年に ADA が改正され、現

在の ADA は、２００８年 ADA となってい

る。この改正は、１９９０年 ADA の制定以

後、裁判所が同法における障害者の範囲を

狭く解釈する傾向に対して寄せられていた

批判に対応することを主な目的としていた。 

 

イ 特徴 

・上記の経緯から、ADA の下では、メン

タルヘルス不調者も、①労働力として活躍

することが期待され、②その障害ゆえに職

務遂行上支障がある場合には、その障害を

取り除くための「合理的配慮」の提供が使

用者に求められる。 

 ・ADA および遺伝子情報差別禁止法の施

行規則やガイドラインを策定し、差別の救

済窓口となって実際に救済にあたるのは、

雇用機会均等委員会（ EEOC ： Equal 

Employment Opportunity Committee）で

あり、議会上院の助言と承認を得て大統領

の任命を受けた、各種の差別問題について

専門的な知識経験を持つ５名の委員から構

成されている。スタッフ数は約２４００名

で、ワシントン DC の本部のほか全米に５

３の支部を持つ。 

 ・ADA の適用対象となる障害者の範囲に

ついて、同法は、９０年法、０８年法共に、

第３条(1)において、(A)その人の１つ以上の

主要な生活活動を実質的に制限する身体的

又は精神的機能障害があること、(B)そのよ

うな機能障害の記録があること、(C)そのよ

うな機能障害をもつとみなされること、の

「いずれか」を障害と定義して来た。 

 (C)から明らかなように、ここでは、実際

の機能障害の有無にかかわらず、機能障害

と認識された者も障害者と解され、したが

って差別を禁止される。 

 ・現行の０８年法は、９０年法とは異な

り、「読むこと、集中すること、考えること、

コミュニケーションをとること」などを主

要な生活活動の一環と規定し（第３条

(2)(A)）、実質的にその範囲を拡大した。０

８年の法改正後に策定された ADA 施行規
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則§1630.2(1)(i)も、「座ること、手を伸ば

すこと」と共に、「他者と交流すること」が

主要な生活活動に含まれると規定した。ま

た、法でも規則でも、これらはあくまで例

示列挙に過ぎないと強調されている。 

 精神障害との関係では、これらの活動の

ほか、９０年法時代から規定されていた「自

分自身の世話をすること」、「話すこと」、「手

作業をすること」のほか、０８年法で加え

られた「眠ること」などが実質的に制限さ

れる主要な生活活動に該当する可能性が高

い。 

 ・０８年法は、９０年法とは異なり、障

害の定義について、第３条(4)で以下の解釈

ルールを規定した。(A)障害の定義は広範囲

の個人に有利となるよう、ADA の文言上許

される 大限になされるべきこと、(B)「実

質的に制限する」の解釈は、国家が差別を

なくすための明確で包括的な命令を発する

等の目的に沿うよう解釈されるべきこと、

(C)（省略）、(D)時々生じるか寛解期にある

機能障害でも、発症時に主要な生活活動を

制限する以上、障害に該当すること、(E)軽

減措置による改善効果（※精神障害の場合、

服薬による（一時的な）症状緩和等の改善

効果等が該当すると解される）を考慮しな

いこと。 

また、新たな ADA 施行規則§1630.2(j)

は、すべての機能障害が本法にいう障害に

当たるわけではないが、一般人口の殆どの

人びとの能力と対象者の能力を比較する際、

科学的、医学的又は統計的な証拠を用いる

必要はないことなどを規定している。 

・EEOC の「精神障害ガイドライン」は、

ADA 第３条(1)(A)における精神的機能障害

に該当する例として、以下のものを挙げて

いる。 

①うつ（major depression）、②躁うつ

（bipolar disorder）、③不安障害（anxiety 

disorder）：パニック障害、強迫神経症、

PTSD を 含 む 、 ④ 統 合 失 調 症

（schizophrenia）、⑤パーソナリティ障害

（personality disorder） 

ただし、違法な薬物使用による精神的な

機能障害は、ADA の保護する障害の定義か

ら除外されると解されていることから、文

言解釈に法理論的な価値判断（＊この場合

は刑事法上の「原因において自由な行為」

に類似する考え方）が介在することを看取

できる。 

また、これらの疾病類型に該当しても、

それ（ら）によって１つ以上の主要な生活

活動が実質的に制限されなければ同法にい

う障害には該当しない。 

「実質的な制限」の有無は、０８年法と

施行規則上、①制限の程度と②期間の長さ

を参考に判断されるとされており、EEOC

のガイドラインでは、生活活動の制限が数

ヶ月以上継続することが必要とされている。

しかし、前掲の第３条(4)(D)との関係上、問

われるのは症状の継続期間自体の長短では

なく、あくまで生活活動の制限の長短であ

ることに留意する必要がある。 

 ・EEOC のガイドライン（「精神障害ガイ

ドライン」）に掲載されている精神障害に関

わる生活活動ごとの判断規準は以下の通り。 

 ①他者との交流：同僚や上司と仲が悪い

のみでなく、常に敵対的関係にある、社会

的引きこもりである、必要なコミュニケー

ションがとれない等の深刻な問題が必要。 

 ②集中すること：長時間会議での疲労に

よる一時的なものではなく、不安障害によ
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り集中できず、細かいミスを繰り返し、注

意を受けても改まらない等の状況が該当す

る。 

③睡眠：精神的機能障害による場合にも、

寝付きが悪い、時々充分な睡眠がとれない

だけでは不充分であり、PTSD により数ヶ

月にわたり睡眠薬なしではわずかしか寝ら

れない場合や、うつ病により数か月間１日

に２、３時間しか寝られない場合等が該当

する。 

④自分自身の世話：平均人と比較して、

起床、入浴、着替え、食事の用意と摂取な

どの基本的活動が困難な場合が該当し、う

つ病により睡眠過多となり、基本的行動が

取りにくくなる場合も含まれ得る。 

 ・ADA において差別禁止対象となるのは、

合理的配慮があれば、あるいはなくても、

職務の本質的機能を遂行できる個人（適格

性を持つ障害者）（第１０１条(8)）に限られ

る。使用者が、学歴、熟練、経験等の職務

に関連する基準を設定している場合、障害

の有無にかかわらず、その基準を充たさな

ければ、適格性を欠くことになる。 

 ・ADA 第１０２条(a)は、「いかなる適用

対象事業体も、応募手続き、労働者の採用、

昇進、解雇、報酬、職業訓練、並びにその

他の雇用上の規定、条件及び特典に関して、

適格性を有する人を障害を理由として差別

してはならない」と定め、雇用の全局面に

おける差別を禁止している。ADA 施行規則

§1630.2(1)も、同法により禁止される行為

には、「採用拒否、降格、休職命令、解雇、

ハラスメント、その他の労働条件に関する

不利益取扱い等」が含まれるとしている。 

 ・ADA 第１０２条(b)は、同条(a)が規定

する差別に該当する例として、以下の７例

（要約）を列挙している。 

 (1)障害を理由として、応募者や労働者の

地位や機会に不利となる方法で制限、分離

又は分類すること。 

 (2)適格性を持つ障害者を差別するような

契約その他の取り決めや関係に参加するこ

と。 

 (3)障害者等の差別につながったり固定化

させる管理上の基準、判断規準、方法を用

いること。 

 (4)適格性を持つ個人が関わっている個人

が障害を持っていること（の認識）を理由

に、その者（適格性を持つ個人）に均等な

職務や特典（付加給付等）を付与しないこ

と。 

 (5)(A)労働者または応募者であって、（そ

うした制約がなければ適正に業務を遂行で

きるという意味で）適格性を持つ、認識さ

れた（known）障害者の身体的または精神

的制約に対して合理的配慮を行わないこと、

ただし、その配慮の提供が、使用者の事業

の運営にとって過度の負担を課すことを使

用者が証明できる場合はこの限りではない。

(B)合理的配慮を提供する必要があること

を理由に、適格性を持つ障害者である応募

者や労働者の雇用機会を否定すること。 

 (6)障害者やその集団を排除するような適

格性審査基準、試験等の選考基準を用いる

こと。ただし、業務上の必要に基づくこと

等を事業側が証明できる場合は該当しない。 

 (7)感覚、手作業、発話機能等の障害を持

つ労働者などを対象とする試験の実施に際

して、測定を目的とする技能、適性などの

要素が も効果的に測定されるような方法

を用いないこと。 

 ・以上の第１０２条(b)(1)～(7)のうち、(1)
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～(4)と(7)がいわゆる直接差別（≒差別的取

扱い（disparate treatment））、(6)がいわゆ

る 間 接 差 別 （ ≒ 差 別 的 イ ン パ ク ト

（disparate impact））に関する規定と解さ

れている。また、以上のうち(5)が、（実質的

に）使用者に合理的配慮の提供を義務づけ

ると共に、過度な負担による免責を認める

規定と解されている。 

 ・ADA 施行規則§1630.4(b)は、障害の

ない人による逆差別の申し立てを認めない

旨規定している。 

 ・ADA の定める合理的配慮は、もとは１

９７２年の公民権法第７編改定時に、従業

員の宗教上の行為に安息日を付与するなど、

積極的な配慮をなすべき定めが設けられた

ところに法律上の起源があるが、そこでは

小限のコストの範囲内を超えるものは過

度な負担と解されていた。しかし、ADA の

下では、 小限以上のコストを課す概念と

して再構成された。 

 ・ADA 第１０１条(9)では、(A)にバリア

フリー等の施設上の物的な配慮が規定され、

(B)に「職務の再構成、労働時間の短縮、勤

務割の変更、空席の職位への配置転換、機

器や装置の購入・改良、試験・訓練材料・

方針の適切な調整・変更、資格をもつ朗読

者や通訳の提供、および個々の障害者に応

じた他の類似の配慮」が例示列挙として規

定されている。 

 ・合理的配慮の要請は、原則として応募

者や労働者側からなされねばならないが、

根拠法や意味づけ（＊合理的配慮として）

を伝える必要はなく、理由と要望事項を端

的に伝えることで足りる。ただし、精神障

害者の場合、自身の障害について認識がな

かったり、合理的配慮の必要性や如何を使

用者に伝達することが困難な場合もあるの

で、使用者側に精神障害罹患に関する認識

がある場合、使用者側に「相互関与プロセ

ス（interactive process）」の中で措置内容

を特定するなどの積極的な働きかけを求め

る判例もある。 

 ・合理的配慮は、現実に障害を持つ人

（ADA 第３条(1)(A)）と、障害の記録を持

つ人（ADA 第３条(1)(B)）であって、適格

性を持つ人に対して求められるが、障害を

持つとみなされた人（ADA 第３条(1)(C)）

に対しては求められない。 

 ・使用者が指定医への受診を求めること

は、職務関連性と業務上の必要性がある場

合にのみ許される。 

 ・ADA の定める過度な負担は、「著しい

困難又は費用を要する行為」を指し、配慮

の性質及び費用、使用者の財政状況、従業

員数、使用者の事業の種類等、多様な基準

により判断される（ADA 第１０１条(10)）。 

 ・合理的配慮のコストに対する直接的な

公的援助の制度はないが、企業規模により、

年間５０００ドル以内の税額控除などの優

遇措置制度がある。 

 ・精神障害者に対する典型的な合理的配

慮について、EEOC の精神障害ガイドライ

ンには、以下のような例が記載されている。 

 ①労働時間の短縮、勤務スケジュールの

変更、休暇の付与 

 有給休暇や追加的な無給休暇の付与、服

薬等で午前中の集中力が低下する場合の出

勤時間の遅めの時間への変更など。 

 ②職場環境・設備の変更 

 個室やパーテーションの付与、ヘッドフ

ォンの着用を認めること、集中力を欠く者

には会議の際に録音を認めることなど。 
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 ③職場のルールの修正 

 水分補給のための短時間の休憩を１時間

に１回認めることなど。 

 ④ジョブコーチの提供 

 一時的にジョブコーチを障害者に付ける

ことなど。 

 ⑤配置転換 

 配置転換が合理的配慮となるのは、現職

での合理的配慮が使用者にとって過度の負

担となるか不可能な場合に限られる。また、

使用者が配転義務を負うのは、配転先が空

席の場合に限られる。 

 ・精神障害者の服薬管理は職場特有のバ

リアを取り除くことに当たらず、合理的配

慮とはいえない。 

 ・ADA と予防理論（１次予防から３次予

防）の関係を整理すると、以下のように言

える。 

 ①１次予防との関係：障害者の有無にか

かわらず、従業員や職場全体に対して講じ

られるものである限り、ADA と直接的な関

係はない（合理的配慮にも当たらない）。 

 ②２次予防との関係：たとえ使用者が従

業員の利益のために不調（者）ないし障害

（者）の有無を調査し、発症を予防しよう

とする場合にも、そのような調査は、業務

上の必要性や職務遂行上の必要性がない限

り、ADA の禁止する差別に該当する可能性

がある。 

 ③３次予防との関係：ADA が予定する障

害を持つと判明した者に対して当該障害に

応じた合理的配慮を尽くす枠組みは、３次

予防と親和的である。ADA では、発症（事

由）の業務上外を問わず、障害を持つと判

明した者に対して、差別とみなされること

を避けるために３次予防的措置として合理

的配慮の提供を求められるが、たとえ本人

の健康に資する場合でも、配転による降格

や、労働時間短縮による賃金減額などは、

逆に差別的取扱いに当たる可能性もあるた

め、労使間の協議が求められることになる。 

 ・情報の取扱いについて、ADA は、基本

的に、医学的検査や障害に関する調査につ

いて規制を加え、職務の本質的機能のみを

調査の対象とすることを促して来た。具体

的には、①採用前、②採用後・配置（就労）

前、③雇用期間中、の三段階に分けて規制

しており、①では、応募者に対する医学的

検査や障害に関する調査（質問を含む）を

差別として禁止する一方、②では、一定の

条件（全応募者に同じ検査を受けさせるこ

と、検査結果情報の適正管理が行われるこ

と等）の下に、採用者への医学的検査の義

務づけ又は医学的検査の結果をもって（遡

って）採用の条件とすることを認め（調査

や検査後に採用を取り消した場合、障害者

差別に当たるかが改めて審査されるが、職

務に関連し業務上の必要性に合致すること

が立証されれば、許容される）、③では、や

はり、職務に関連し業務上の必要性に合致

することを立証できる限り、障害に関する

質問や医学的検査を実施できる（以上、ADA

第１０２条(d)）。 

 ・EEOC は、情報取扱いについて、採用

前調査ガイドラインと採用後調査ガイドラ

インを公表しており、そこには、「障害に関

する調査に該当する質問例」、「使用者が自

由に労働者に問える質問例」、「医学的検査

に該当する例」「・・・しない例」などが詳

細に記載されている。この中で、MRI や病

気・遺伝情報を明らかにするための血液・

尿・唾液・毛髪検査はむろん、精神的不調
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や精神的機能障害を確認するために作成さ

れた心理テストも、医学的検査に該当する

例に含められている。しかし、職務能力を

測るための身体的な敏捷さの検査、同じく

読解力や認識力の能力検査、正直さ・好み・

癖などの個性を図る心理テスト、うそ発見

器による検査等は、医学的検査には該当し

ないとされている。 

 

ウ 効果 

 ・障害者の就業率についての調査では、

ADA 制定前後で、悪化したか変化なしとす

る結果が出されている。 

 ・ADA 制定前後で、賃金水準に変化はな

かったが、雇用水準については、２１～３

９歳範囲で障害者の水準が低下したとする

研究が発表されている。 

 ・ただし、以上は身体・精神障害者の双

方を含む調査結果であり、アメリカでは、

制度や統計上、障害の種別や程度による分

類が存しないため、精神障害者に特徴的な

結果が生じているかの確認には極めて困難

を伴う。 

 

エ 図られている対応 

 不明 

 

２．関連領域の調査結果（法制度調査

への示唆） 

（１）精神医学 

ア 精神疾患における病態およびそ

の発症要因の科学的な解明の度合い

と今後の解明の可能性について 

 ・精神疾患は、疾患単位としての要件（同

一の原因、症状、経過、転帰、病理組織変

化を持つもの）を充たしていないことが多

く、そのほとんどは、個人の準備性と環境

要因との相互関係によって発症すると考え

られている以上に（科学的）解明は行われ

ておらず、現時点では今後も解明される可

能性は低い。 

 

イ わが国の職域において多くみら

れる精神疾患の類型および様相につ

いて 

 ・大企業での調査データに基づくと、外

因性精神疾患の中の中毒性精神病に含まれ

る①アルコール症のほか、②いわゆる神経

症（不安障害や身体表現性障害が含まれる）

やパーソナリティ障害との鑑別が困難な軽

症のうつ病、③不安障害、④身体表現性障

害、⑤パーソナリティ障害などが多くみら

れる。 

 ②～⑤は、環境と個人の不適合により生

じる心因性精神疾患と言える。 

 ・非定型のうつ病では、病気と性格の区

別をつけにくい例が多い。他方、中村と行

正（２００７）（中村純、行正徹: 気分障害. 

日本産業精神保健学会（編）: 産業精神保

健マニュアル: 307-311. 中山書店）は、こ

うした典型的でないうつ病は、ストレス関

連疾患としての職場不適応症に代表される

としている。 

 

ウ 職域における精神疾患の発症予

防の効果について 

 ・現在行われている従業員全体への一次

予防策の試みについて、ハイリスク群への

介入を除き、うつ病の発症防止の効果は確

認されていない。他方、二次予防、三次予

防に当たる介入では、職域内外で治療効果、

再発防止効果が数多く認められている。 
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エ 適応論的観点に基づく措置（介入）

の可能性について 

 ・職域でストレス関連疾患が多いことを

踏まえると、人と環境の関係性を「適応」

の観点で捉える適応論的観点に基づく措置

（介入）が有効に働く可能性があり、それ

は、場合によっては環境への働きかけ（＊

職場の管理監督者への指導や職場異動など）

となる（ことが適当な）場合もあれば、罹

患者自身の振り帰りを通じた成長課題の発

見と課題達成への介入となる（ことが適当

な）場合もある。いずれにせよ、この観点

を採ると、発症要因は労働者の成長を促す

機会となり得る。 

 ・ただし、適応論的介入は企業（組織論）

的な価値基準に干渉ないし支配されること

とイコールではないので、精神保健活動に

は（一定の）独立性が求められる。しかし、

人事労務管理と産業保健活動の相互交流は

必要であり、その実現のためには、相互に

尊重し合う姿勢が求められる。 

 

オ 臨床精神医学と産業精神健康の

違いについて 

 ・小比木（１９８５）（小比木啓吾: 精神

健康と適応・不適応. 小比木啓吾他（編）：

産業精神医学 臨床産業医学全書 7:27-33. 

医歯薬出版株式会社）が言うように、「産業

医学の実践では、患者または症例としての

個々人を扱うだけでなく、その個々人が適

応すべき環境側とその相互関係をも診断し、

治療するという方法論が特徴的である」。 

 ・産業精神医学の出自の１つに軍隊精神

医学があり、特にイギリスのビオン（Bion, 

WR（１９６１））らの精神分析医のグルー

プがノースフィールドのホリームア病院で、

精神疾患のために前線から本国に後送され

た兵士の治療にあたり実施した取り組み

（ノースフィールド実験）が有名である。

ここでは、戦闘という過酷なストレス状況

による有害な影響に対する兵士の耐性を高

めることが目的とされていた。視点を変え

れば、有害な影響のもとで兵士が酷使され

続けるのに手を貸すことになる危険性を孕

んでいた。 

 ・この流れを汲む産業精神医学は、１９

６０年代から１９７０年代にかけて現れた

反精神医学の立場からの以下のような批判

に晒された。 

 「精神衛生の名のもとに差別を合理化す

る動きさえでています。大企業で注目して

きている産業精神衛生がそれです。そこで

なされていることは、精神衛生的な職業環

境の整備などよりは、精神障害者を企業か

ら排除しようということで、そのためにあ

やしげなチェック・リストがいくつもつく

られています。職場に不満をもつことも、

精神障害と見なすような項目をそれは含ん

でいます。さらには、組合活動家に精神障

害のレッテルを貼って追い出すようなこと

も、産業精神衛生の名で行われています」

（岡田靖雄, 小坂英世: 市民の精神衛生. 

勁草書房, 1970）。 

 ・現状でも、（既に多くの論者から指摘さ

れている通り、）臨床精神医学では精神医学

的判断を通じて患者の利益（病状の快復等）

を実現することを 優先にするが、産業精

神健康ではその判断が相対化され、企業利

益等も勘案したうえで、「落としどころ」が

模索される傾向がある。その結果、疾病休

業者の職場復帰等の際、同人の職務上の生
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産性を考慮する必要が生じたりする。また、

未だに診断名のみで処遇を決めたり、採用

時にパーソナリティ障害や発達障害を見分

け、それらを排除するための方法を精神科

専門医に求めたりする企業が存在するとの

情報も側聞する。そして、企業の精神科医

がいかに良心的に、精力的に活動しても、

その企業のポリシーの限界を超えることは

極めて困難との現実はある。 

しかし、「精神科医が企業に関与しないよ

りはしている方が、精神障害者の利益に叶

っている（小西輝夫: 企業のなかの精神衛

生. 精神医学, 13(12): 1163-1167）」との考

えをもとに、ベターな方策を懸命に模索し

ていくのが産業精神医学の本来的な営みで

はなかろうか。 

 

カ 「鍛え育てる」という視点の妥当

性について 

 ・適応論的観点に基づいた措置（介入）

は、労働者を取り巻く環境の調整と共に、

労働者の適応能力の成長を図ることを重視

するが、企業が配慮できる限界と労働者が

発揮し得る生産性に乖離があるような場合

には、解雇や退職措置を含めた不利益措置

を排除しないため、批判を受けることがあ

る。しかし、労働者保護を強調する方策の

みでは、労使双方にとってベターな結果に

至り難い。近年、うつ病が市民権を得たと

いう状況がある反面、保護を強調する考え

方の蔓延もあり、実は本当の意味では多く

の者がその問題に触れがたい状況が生まれ

ている。結局、精神疾患を持つ労働者に対

応する人びとは、それに伴う痛みを重く受

け止めたうえで、固定観念によって決定的

なルールや立場に拠る姿勢を排し（：力動

的視点に立ち）、個人と個人をとりまく環境

の双方を対象として、「悩みながら」、適応

論的観点に基づく措置（介入）の整備改良

に努めていく必要がある。 

・その際、ビオン（Bion, WR: Experiences 

in group and other papers. Routledge, 

1961）の説く集団力動的な集団分析理論（全

ての集団には生産的に実働を果たす作業集

団（work group）と何らかの幻想（非合理

的発想）に囚われて生産的実働に至らない

基底的想定集団（basic assumption group）

の両面があり、心理的重圧に曝されると後

者の面が活性化するとして、後者をさらに

①依存集団、②逃走逃避集団、③つがい集

団に分類して説明する考え方）などを参考

にして、①基底的想定集団という現象の普

遍性に関する認識の集団内での共有、②集

団での話し合い、③心理的重圧感などの情

緒の開示と共有などの手段を通じ、集団的

に対策を練り上げることや、心理的重圧に

よる基底的想定集団的側面の活性化と対策

の立案・実践による課題集団的側面の回復

というプロセスを経ることが、個人と集団

双方の成長にとって有効に働くことも多い

と解される。 

 

 

（２）産業医学 

ア 政府による公的な職域メンタル

ヘルス対策の効果について 

・政府による関係法整備を含めた公的な

職域メンタルヘルス対策の効果を直接的か

つ客観的に評価できる指標は存しないが、

政府が主導ないし支援する公的サービス事

業では、受益者の満足度等を指標とする調

査が行われ、その点では比較的高い値を示
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して来た。 

なお、労働者健康福祉機構のメンタルヘ

ルス対策支援センター事業では、受動的な

相談・情報提供サービスと能動的な訪問支

援サービスの双方で、比較的中小規模事業

所の利用件数が多いこと、両サービス共に

満足度調査の値が高いことは特筆されるべ

きであろう。 

また、中央労働災害防止協会のメンタル

ヘルス関連セミナーのアンケートでも、参

加者の５割以上が中小規模事業所に所属し

ていたことは注視されるべきであろう。 

 

イ 民間の EAP 機関の活動の効果に

ついて 

・WEB 調査等による限り、民間の EAP

機関の効果に関する公的な調査結果等は現

段階で存在せず、それらが開設している

WEB ページ上、客観的に検証可能な効果を

明示した例も見あたらず、おおむねサービ

ス内容の概要を示すにとどまっていた。 

 

ウ 個々の事業所で実際に実施され

ているメンタルヘルス対策とその効

果について 

・実際に事業所が取り組んでいるメンタ

ルヘルス対策に関する労働者健康状況調査

によれば、労働者からの相談対応体制の整

備や、労働者や管理監督者への教育研修等

を実施したり、産業医、衛生管理者・衛生

推進者、カウンセラー、保健師・看護師等

の専門スタッフを配置している事業所が一

定割合あり、そうした取り組みにつき、「効

果があると思う」と回答した事業所の割合

は７割近くにのぼっている。他方、労働者

対象の調査によれば、「健康管理やストレス

解消のために会社に期待することがある」

とする労働者の割合も７割近くに達してお

り、回答された具体的な措置の中には、「休

養施設・スポーツ施設の整備、利用の拡充」

（特に若年層）や「健康診断の結果に応じ

た健康指導の実施」（特に中高年層）のほか、

「施設整備等の職場環境の改善」も含まれ

ていた。 

同じく独立行政法人・労働政策研究・研

修機構が平成 23 年 6 月 23 日に結果報告を

行った「職場におけるメンタルヘルスケア

対策に関する調査」によれば、メンタルヘ

ルス対策への取り組みとメンタルヘルス不

調者の復職状況との関係について、前者が

あると後者における完全復帰の割合が高か

った。また、メンタルヘルス不調による休

職・退職者がいる事業所の方が、いない事

業所よりも、復職に関する手続ルールが整

備されている割合が多かった。 

 

エ 諸外国の関連法制度調査等を行

う際に注視すべき事項等 

 （略） 

 

（３）経営学 

ア 日本企業によるメンタルヘルス

対策の実状 

・独自に何らかのメンタルヘルス対策を

講じている企業は増加傾向にあり、EAP の

導入、相談窓口の設置、一般職や管理職に

対するメンタルヘルス教育などが多く実施

されている（ 近、セルフケアよりライン

ケアが重視される傾向を示唆する調査結果

もあり、個々人の問題というより職場組織

全体の問題と捉える傾向とも解され得る）。 
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イ 日本企業がメンタルヘルス対策

の必要性を感じるようになった主な

理由 

 ・人事管理論でメンタルヘルス問題が注

目されるようになったのは、ごく 近のこ

とである。 

 ・企業などがメンタルヘルス対策の必要

性を感じるようになった主な理由と解され

るものは、以下の通り。 

 ①CSR との関係 

 正社員を中心とした長期雇用慣行が実質

的に残存する中で、経営環境の変化を背景

とする長時間労働や賃金低下等が生じ、か

つ自発的労働力移動も困難なため、企業が

雇用者として対応すべきとの考え方が広ま

ったこと。 

 ②リスクマネジメントとの関係 

 労災訴訟、従業員の離職、パフォーマン

ス低下などのリスクがあること。 

 ③人事管理上のメリットとの関係 

 従業員の新規採用、新規育成より、休業

者を復職させた方がコストがかからないな

ど、人事管理上のメリットがあること。 

 ④職場組織の風土・快適性との関係 

 メンタルヘルス不調者の増加の背景に、

職場でのコミュニケーション機会や助け合

いの減少や個人作業の増加などを挙げる人

事担当者が増えており、有効なメンタルヘ

ルス対策は、職場組織の風土・快適性に貢

献する可能性があると解されていること。 

 ただし、いずれも具体的かつ明確なデー

タに基づいた論理ではない。 

 

ウ 経営学的観点から考えられるメ

ンタルヘルス不調者増加の日本的背

景 

 ・以下のような指摘がなされてきた。 

 ①日本的雇用慣行がもたらす曖昧な職務

構造（：分担範囲の不明確性）により、職

場全体で仕事を行う際、欠勤が周囲に直接

迷惑をかけるなど、個々のメンバーの働き

ぶりが相互に影響し合うこととなる。休職

者の復職時にも、勤務軽減のさせ方を決め

にくいなどの問題が生じやすい。 

 ②同様に、人事考課において情意考課を

重視する傾向から、労働者がメンタルヘル

ス不調を上司に知らせることに不安を感じ

やすい。 

 ③他方、９０年代に広まった成果主義的

人事管理は、個人の職務の切り分けに貢献

したが、逆に孤立感の深まりなど新たな問

題を生んだ（コミュニケーション（多）＋

周囲からのプレッシャー（多）→コミュニ

ケーション（少）＋孤立感（多）へ）。こう

した急激な変化に労働者の適応が追いつい

ていない。 

 ④①～③に共通する背景として、自発的

な労働力移動の困難がある。「転職しにくい

こと＝自身の就労環境を変えにくいこと」

との事情が作用している可能性がある（も

っとも、世代ごとに転職のしやすさ等が異

なることから問題が異なる可能性もある）。 

 ・もっとも、近年、人事管理の特徴は、

企業が活動している国や社会に規定される

のではなく、産業（業種）や職種に規定さ

れるものとの主張もなされている。例えば、

仕事上他者との接触が少ない職種や、職務

上自律性を発揮しずらい職場で問題が多い

と指摘もある。 
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エ 対策の効果及び考えられる理由 

・上掲のような、これまで実施されて来

た対策に著しい効果が見られたとする調査

結果は、現段階では見あたらない。 

 ・その理由の１つとして、対策の中身よ

りも対策を実施しているという形式が重視

されている可能性も否めない。また、EAP

を利用している組織には、対策を丸投げし

てしまっていたり、必要な連携、EAP によ

るサービスから判明した事柄の社内へのフ

ィードバック等を充分に行い得ていないと

ころも少なくない。組織がセルフケア教育

を重視することで、却って利用率の向上を

妨げている可能性もある。 

 ・メンタルヘルス対策が本来的に個別的

性格を持つが故の問題もある。策定した制

度を一律に適用するのみでは実効的対策に

なり難い反面、運用を個別化すれば処遇の

不公平に繋がりかねない。 

 

オ 現在よく行われている新たな取

り組み 

 ・先進事例から学ぼうとの機運は見られ

る。そうした事例からは、①継続的支援の

実施が復職率の向上に貢献する可能性があ

ること、②トップの理解と関与が実効的対

策にとって重要であること、③管理者同士

の意見交換等により個々の管理者の孤立化

を避ける必要があることなどが示されてい

る。 

 ただし、客観的に分析をするには、未だ

事例の集積が不足している。 

 

カ 経営学的観点からの提言～求め

られる対応～ 

 ・経済主体たる企業は効率性の原理を重

視せざる得ず、なおかつ労働者に対して強

い立場に立ち易い構造があるため、その抑

制手段が必要。考えられるものとして、以

下のものが挙げられる。 

 ①法規制 

 ただし、他国の法制度も参考に、受益者、

規制のあり方等を検討する必要あり。 

 ②労働組合 

 組合は、ほんらい従業員の細かなニーズ

を汲み取り得る存在である。 

 ③ワークライフバランスの視点に立った

企業活動 

 出産・育児などとも、休復職の過程を経

る場合が多いこと、失敗、成功の影響など

で共通する。 

 

 

Ｄ．考察 

 ・以上の調査結果が示唆する通り、積極

性に濃淡こそあれ、調査対象国のいずれに

おいても、それぞれの国の個性、法制度展

開の脈絡に見合ったアプローチでこの問題

に取り組んできた（＊結果的に、各国の労

働・社会保障政策、とりわけ安全衛生法政

策のノウハウのエッセンスが凝縮されてい

るような様相を呈している）が、確たる成

果を挙げているとまではいえない。より正

確に言えば、一定の成果が出ている可能性

もあるが、講じた対策との因果関係が（少

なくとも政策レベルでは）明確になってい

ない。 

相撲に喩えれば、①「正体のしれない初

顔合わせの相手に従来の成功体験を踏まえ
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た得意の型を多少アレンジして積極的に勝

負を挑んで来た」（イギリス、デンマーク）、

②「そもそも相手の存在を認め切れておら

ず、仮に認めるにしても従来の取り口でそ

れなりに対応できているように思えるので、

改めて正面から挑むべきか否か迷っている、

または流行の取り口の受け売りで済ませて

いる」（ドイツ）、③①②の中間（アメリカ、

フランス）、のいずれかの状態にあり、たと

え積極的な勝負をして来た力士でも、結局、

「効いている技もあるようだが、相手に土

俵を割らせてはおらず、そもそも技がしっ

かりかかっているのか、空を切っているの

か定かでない」といったところであろう。 

 ・そもそも「メンタルヘルスは科学たり

得るか」との命題を立てれば、イギリスの

調査報告が応えている通り、公衆衛生疫学

的なアプローチは可能だが、自然科学的な

アプローチは困難な課題ということになる。

精神障害だけをみても、精神医学の報告が

示唆する通り、そもそも疾患単位を充たし

ておらず、外因性精神障害を除き、発症要

因や病態も未解明である。よって、どこか

雲を掴むような課題とならざるを得ないが、

イギリスでもドイツでも、職種別では介護

職や看護職などの心身のハードワークにお

いて作業関連ストレスにかかる逸失労働日

数や精神障害罹患率が多いといった傾向が

見られるなど、業務上の疲労やストレスに

よる健康影響を含めた負の影響を否定する

こともできない。 

 ・別に問われるべきそもそも論として、

各国の法制度が対策の射程に捉えている問

題の何如があるが、デンマークやイギリス

では、作業関連ストレスによる休業や業務

遂行能力の低下などを捉えているので、日

本でいうメンタルヘルス不調（厚生労働省

「『職場におけるメンタルヘルス対策検討

会』報告書（平成２２年９月７日公表）１

頁）と同様に、精神疾患・障害以外の問題

が幅広く捉えられていると解される。フラ

ンスでは、ハラスメント対策や雇用平等対

策では、精神疾患・障害はおろか不調の存

在すら問われていないが、EU のリスクマ

ネジメント政策を継受した対策では、デン

マークやイギリスと同様に、広くメンタル

ヘルス不調全体が捉えられていると解され

る。ドイツでは、既存の法制度の枠組みで

は、業務上と捉えられる精神疾患・障害の

範囲が極めて狭いうえ、たとえ私傷病（な

いし制度上労災とは扱われないもの）とし

て賃金継続支払法による有給疾病休暇制度

や、社会法典所定の社会補償給付や事業所

編入マネージメント制度の適用を受ける場

合にも、実質的には疾病罹患の故に労働不

能である旨の医師の診断書の提出が要件と

されているので、その射程はかなり狭い。

しかし、おそらくは、私傷病でも受けられ

る保障が厚い（裏を返せば、企業側の負担

が大きい）ことも一助となり、また、従業

員の休業、生産性などさまざまな人事管理

上の問題への対策のため、一部では、事業

主自身または従業員代表委員会との協議等

を通じて、メンタルヘルス不調レベルの問

題への対策も図られるようになって来てい

る段階と解される。アメリカでは、障害者

差別禁止法の枠組みの中で、雇用主が合理

的な配慮さえ提供すれば職務の本質的機能

を果たせるレベルの障害者が、救済の対象

とされて来た。もっとも、障害者の定義自

体、同法の性格や機能を決する大問題であ

り、多くの議論を生み、法改正の契機ない
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し要目ともなって来た。そして現段階では、

必ずしも医科学的裏付けがなくても、他者

とのコミュニケーションや、仕事への集中、

睡眠や自身の世話などに生活を実質的に制

限するような機能的な障害が現にあるか、

そのような記録があるか、そのように認識

される事情がある限り、同法の適用を受け

るなど、同法の趣旨目的の実現に資するよ

うな、比較的広い解釈基準が確立されてい

る。 

 ・さらに別の切り口（関連法制度の趣旨・

性格による区分法）からみると、大別して、

アメリカは精神障害者の雇用対策について

は差別禁止アプローチを採用しているので、

その延長で、結果的にメンタルヘルス対策

の実体まで規制の具体化が図られることと

なっているが（もっとも、細部の細部がガ

イドラインや労使間協議に委ねられざるを

得ない事情はヨーロッパ型の手続的アプロ

ーチの場合と変わらない）、ヨーロッパでは、

フランスのハラスメント対策など 低基準

としての基本的な人権侵害対策を別として、

EC 指令の定めるリスク評価と管理の仕組

み、すなわち手続的アプローチを基本に制

度展開が図られてきたので、対策の実体は、

心理学や組織論を活用して国が示したガイ

ドラインを参考に各事業組織ごとに決定さ

れて来た（もっとも、ハラスメント対策等

でも、リスク管理的な手続的アプローチと

の融合は進んでいるように見受けられる）。 

 しかし、いずれも明らかに奏功している

と言える状況にはない。なお、ドイツの場

合には、そもそも私傷病でも事業主や社会

保障による給付がなされる仕組みと事業主

（ないし労使）による自主的取り組みが中

心で、政府による本格的な予防対策は充分

でないので、効果を問う前提に欠ける。こ

れは、彼国でそうした問題自体が少ないこ

とを示唆しているとも考えられるが、（精神

科医など精神問題の専門家等の人数の増加

や、彼らによる意図的な操作がない限り、）

精神疾患罹患者自体は増加しているほか、

産業精神保健に関する問題認識は拡大して

いるとのことなので、そうとも言い切れな

い。 

 ・もっとも、積極的な取り組みをしてい

る国では、それぞれの試行錯誤の過程で、

（たとえマクロレベルではなくても）個別

的な成功・失敗事例の集積が図られて来て

おり、これらを今後の実効的な対策モデル

の形成へ向けた萌芽と見ることはできる。

そして、そのうち成功例はおおむね、一定

の標準を踏まえつつ、個々の事業の個性や

脈絡を踏まえたオーダーメードの取り組み

であることがうかがわれる。 

仮にその通りであれば、国の産業精神保

健法政策でも、いわば性能要件化（：一律

的な規準への適合性審査ではなく、現場で

実効性のあがる方策の許容と国の法政策へ

の積極的な吸収）への発想の重点の移行な

いし追加が求められることになる。要件と

なる性能の指標としては、現段階では、デ

ンマークなどが採用している、休業率、作

業 関 連 疾 患 罹 患 率 （ 筋 骨 格 障 害

（musculoskeletal disorder）や心臓血管系

疾患（cardiovascular disease）など器質性

疾患の罹患率を含む）、自発的離職率、職場

の問題（：労働環境に関する問題）とこれ

らの指標との因果関係、職務満足感、業務

パフォーマンス、守秘条件下での意見聴取

の結果などが参考になろう。もとより、日

本の安衛法政策でも、現在国会上程中の法
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案を含め、医師による個別面談や個別的な

就業上の措置の勧告など、専門性と協議に

基づくオーダーメード方策の基礎は提供さ

れているが、個々の労働者とその所属組織

の双方に対する、より包括的かつ継続的な

措置を基礎づけるような法政策が求められ

ている可能性はある。 

 ・また、「欧」「米」いずれの手法も、た

とえ現段階で予防への貢献が充分にみられ

ないとしても、少なくともわが国における

補償・賠償上の責任の切り分けに貢献する

可能性はある。すなわち、欧米で法政策上

講じられているような合理的な対策を積極

的に講じた事業主には、科学的に原因の不

分明な災害が生じた場合にも、手続的理性

を尽くしたとみなされ、民事上の過失責任

が免責ないし減責されるケースが増加する

可能性はあるように思われる。そして、民

事上の賠償責任ルールの具体化は、組織の

日常的な行動を促進する可能性が高いため、

至局、予防文化の拡大に繋がる可能性もあ

る。 

 ・加えて、予防効果が科学的に確認でき

るか否かにかかわらず、基本的人権の保護

の観点から、ハラスメント防止や雇用平等

の充実化を図る必要はある。たとえば、フ

ランスでは、「労働における差別禁止法」の

改正（２００１年１１月１６日法）により、

差別を定義する労働法典（L１２２―４５条）

の適用範囲が拡大され、実質的に賃労働者

の訴訟上の立証責任が軽減されることとな

ったが、これは、従来の差別事由（出身、

性別、家族内の地位、民族・国民・人種へ

の所属など）に、肉体的外観（身長・体重・

美容など）、姓名、性的志向、年齢を追加す

るものであった。そして、２００５年秋に

は、青年を主とした「暴動」事件を契機に、

履歴書「匿名化」立法（２００６年３月９

日法）が制定され、従業員５０人以上の企

業では、履歴書に年齢・性別・氏名・住所・

写真を記述、記載させてはならないことと

なるなど、差別としての救済範囲の拡大に

より、精神面に関わる基本的人権の保護が

図られている（大和田敢太: 労働関係にお

ける『精神的ハラスメント』の法理：その

比較法的検討. 彦根論叢, 360: 77, 2006）。

アメリカの ADA の枠組みも、労働力の積極

活用の趣旨を基底に置きつつ、相当範囲の

差別を対象とし、実効的な救済を図ろうと

努めていることがうかがわれる。 

 この面でも、欧米のアプローチに参照価

値を見出すことはできるように思われる。 

 ・ただし、諸外国のアプローチを踏まえ

ると、さらに、以下のような点について検

討しておく必要があると思われる。 

 第１は、強制的方策と誘導的方策のいず

れが適当か、第２は、医学的アプローチと

心理学的アプローチのいずれが適当か、第

３は、いわば真正精神障害者に対する差別

禁止や社会的包摂のアプローチと仮性精神

障害者・不調者に対する一般に一次～三次

予防で包括されるメンタルヘルス対策のア

プローチの関係をどう捉えるか、である。 

現段階で若干の考察を加えれば、以下の

ように言える。 

 ア 強制的方策と誘導的方策のいずれが

適当か 

 この課題は第２の課題とも関わっている

が、ここでは強制策を採る前提として科学

的知見が不足していることのほかに、精神

障害の特質を踏まえる必要がある。たとえ

ば、精神障害者に対する合理的配慮は、身
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体障害者に対するバリアフリー建築などの

一律的措置ではなく、相性の良い人物との

隣接配置、フレックスタイム制など、医学

等の専門所見を踏まえつつ、本人希望と会

社都合を調整する個別的な措置が求められ

る。これは、アメリカの ADA からも示唆さ

れるし、そもそも人間の心理的反応から主

観性を排除できないことからも導かれ得る

事理であり、実のところ、ビオンのいう基

底的想定集団などの不健全な状態に陥った

組織の改善でも同様・同類のことが妥当す

る可能性はある。 

 要するに、メンタルヘルス対策の本質と

して、ヨコ（一律）からタテ（オーダーメ

ード）への流れを促進する必要性を説く趣

旨だが、かといって、全てを当事者の任意

に委ねる誘導的方策が適当とは言い切れな

い。タテの対策を促進するためにも、一律

的・強行的な 低基準のほか、ヨコの権威

や信用力が求められる。たとえば精神科医

などの精神問題の専門家も、個々人の脈絡

を組織に説くべき存在として機能し得るが、

一般的な権威や信用力を失えば、その役割

すら果たし得なくなる危険性もある。 

 イ 医学的アプローチと心理学的アプロ

ーチのいずれが適当か 

 多くの国の公的・私的メンタルヘルス対

策で用いられている質問紙方式のストレス

関連調査測定ツールを代表として、メンタ

ルヘルス対策では、どうしても心理学的特

性を伴う。また、精神医学でも、診断や投

薬などの純然たる医療行為以外に、心理療

法など心理職との境界が曖昧な作用と不可

分な面はあるし、組織の人事労務管理でも、

集団統制や職場秩序の維持増強から個別交

渉の場面に至るまで、心理的手法を駆使す

ることはある。しかし、心理学には心理学

の特性があり、本年度の調査でも、特にイ

ギリスの法制度調査から、以下のような特

徴的態度が看取された。 

①そもそも自然科学は、人間心理の実相

や作用を捉え切っていない。生理学的検査

なども進展しつつはあるが、心理的側面へ

のアプローチは困難で、捕捉できる事象が

あっても極めて限られている。 

②心理学的な事実は、そもそも百面相で

あり、相対的なものにとどまる。心理学的

調査研究では、介入のあり方自体の個別性

が高いことからも、基本的に確証性の高い

前向き・大規模・横断的コホート調査など

は極めて困難である。 

③たとえ同じ事実についても、捉えどこ

ろ、表現・伝達方法により、相手方への伝

わり方が変わる可能性が高い。個人や組織

の中には、事実に関する客観的な指摘や批

判に耐えられない者が多いことも、こうし

た理解を支援する。 

したがって、科学的な事実検証を多少放

棄しても、結果志向（「結果オーライ」の態

度）で臨むべきであり、組織の心理学的診

断などでも、その対象設定から診断結果の

分析・評価、伝達に至るまで、このような

姿勢が容認されるべきではないか、と。 

 仮にこうした理解が正しいとすれば、そ

の妥当性（ないし妥当する範囲）に加え、

正当性が問われるが、現段階では、報告者

が関連知識に疎いこともあり、未だ回答を

持ち得ていない。ただ、たとえ産業精神保

健に非科学的な面があるとしても、的確で

客観的な現状認識が、対策の出発点になる

こと、よって、少なくとも事業主自身、管

理職層、産業（精神）保健の専門家等は、
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上掲した当該事業組織における休業率等の

客観的データその他の関連情報を的確に把

握することが適切な対策の前提条件になる

ことは、国内外の個別組織における個別的

対策の転帰からも明らかと考えている。 

 ウ 健常者ないしそれに準じる者として

特別な配慮を受けずに就労した経験を持た

ない、いわば真正精神障害者に対するアプ

ローチと、そうした経験を有する仮性精神

障害者・不調者に対するアプローチの関係

をどう捉えるか 

 アメリカやイギリスの例からは、両者を

連続的に捉える必要性がうかがわれる。と

りわけ精神的な問題への対策では、真正精

神障害者の就労環境の改善は、仮性精神障

害者・不調者のみならず健常者の就労環境

の改善にも貢献し得るし、逆もまた然りと

解されることが理由の１つである。もっと

も、仮に対応の基本理念に通底する面があ

るとしても、遺伝を含めた内因的な素因や

疾患を有し、職業・日常生活面での機能障

害が前提となる真性障害者への対策では、

回復の可能性や回復のゴール設定をはじめ、

多くの点で対応に違いが生じ得るので、

終的な回答は、次年度以後の検討課題とし

たい。 

 

 

Ｅ．結論 

①諸外国の施策の結果をもうしばらく見

守る必要はあろうが、国の産業精神保健法

政策でも、いわば性能要件化（：一律的な

規準への適合性審査ではなく、現場で実効

性のあがる方策の許容と国の法政策への積

極的な吸収）への発想の重点の移行ないし

追加が求められている可能性がある。もと

より、日本の安衛法政策でも、現在国会上

程中の関連法案を含め、医師による個別面

談や個別的な就業上の措置の勧告など、専

門性に基づくオーダーメード方策の基礎は

提供されているが、個々の労働者とその所

属組織の双方に対する、より包括的かつ継

続的な措置を基礎づけるような法政策が求

められている可能性はある。 

要は、ヨコ（平均的人間像の現象面を前

提とした一律的で強制的な対策）からタテ

（個々の人物や組織の経緯や脈絡を踏まえ

た個別的で柔軟な対策）へ、定性的・定量

的な実体規制から手続的理性（合理的な手

続な設定と公正な運用）の履践の実質的な

義務づけへ、重点の移行が求められている

可能性がある。 

この際、法は、基本原則の設定、使用者

が果たすべき手続と目的の設定、専門家の

育成と活用（選任）、予算措置の根拠付けを

前提とした行政官など特定の授権者・受任

者の活動の保障と活動範囲の設定、基金の

設立と目的に即した活動を行う団体への助

成措置の根拠付け、手続的理性を果たさな

い者への処罰、実効的な先駆的活動を行う

者への褒賞の根拠付け、手続的理性を尽く

したにもかかわらず災害が生じた場合の免

責の保障と免責規準の具体化（の支援）な

どの役割を担うこととなろう。 

諸外国の例を参考に、産業精神保健に関

する合理的手続の細目を例示すれば、事例

の積み重ねと検証、専門家の関与、リスク

のレベルによる分類を含めたリスク評価と

対応上の優先順位の設定、リスク評価手続

への労使の関与、手続の設定や運用全般に

関わる労使の合意、職場内の法定議決機関

（＋公的な審査機関）による審査と議決、
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アクションプランの作成・周知と実施体制

の整備、関係者への教育訓練などが挙げら

れよう。質問紙方式の職業性ストレス・チ

ェックなども、こうした手続的理性の一環

と解することもできる。科学的信頼性や妥

当性のみではなく、合理的になすべきこと

を尽くす、という視点から、また記録を残

すためにも、（法的にも）求められる措置の

一環と解することができる。ただし、必要

な手続（の細目）は、当該組織の性格など

の前提条件や設定目標との関係で相対的に

定まるものである。 

 ②他方で、現代に即した、あるいは伝統

的でありながら充分に対策が講じられて来

なかった、ハラスメント対策などの基本的

な人権侵害対策については、少なくとも、

従前の労基法・安衛法上の 低基準と同レ

ベルの強制性をもって規定する方向性が模

索されても良いように思われる。その際、

アメリカ型の差別禁止アプローチも、実際

に精神障害者の雇用の維持増加に貢献する

か否かとは別に、基本的な人権侵害対策と

しては機能する可能性があるため、参考に

値しよう。 

 もっとも、とりわけ産業精神保健におい

て、①と②の対策は切り離し得ず、連続的

に捉えられる必要がある。たとえば、①に

よるタテ方向の対策の運用を継続する過程

で、各組織レベルのみならず、政策レベル

でも P-D-C-A サイクルを回転させ、前提条

件および問題と実効策の対応関係が一定程

度明確化し、対応の必要性認識が社会的に

高まるか、その重要性が客観的に認められ

た対策は、場合によっては、努力義務規定

による「地ならし」や「観察」など、法政

策的なステップを踏んだうえ、②のレベル

で法規範化される必要があろう。 

 そして、こうしたプロセスに客観性の担

保を与え、定着を図るためにも、行政機関

などが事業のメンタルヘルスへ介入する際

に確認ないし記録すべき信頼に足る指標の

開発が図られる必要がある。現段階では、

デンマークなどが採用している、休業率、

作 業 関 連 疾 患 罹 患 率 （ 筋 骨 格 障 害

（musculoskeletal disorder）や心臓血管系

疾患（cardiovascular disease）など器質性

疾患の罹患率を含む）、自発的離職率、職場

の問題（：労働環境に関する問題）とこれ

らの指標との因果関係、職務満足感、業務

パフォーマンス、守秘条件下での意見聴取

の結果などの指標が参考になるように思わ

れる。 

 ③心理学の応用という観点では、叱る視

点、縛る視点から、褒める視点、伸ばす視

点への重点のシフトが求められている可能

性がある。具体的には、行政ないしその関

係機関が、法治行政の原則や監督行政のた

めの公平性や威厳の枠内で、個々の組織の

特質をよく理解し、その良い面を注視し、

そのポテンシャルを 大限に引き出す工夫

について、当該組織と共に考える姿勢を持

てるような前提条件整備が法に求められる

ことになろう。現在進められつつある、労

働基準監督官と労働衛生専門官の連携関係

の強化なども、そのような方向性の一環な

いし萌芽と解され得るが、それに尽きるも

のではない。とりわけメンタルヘルス対策

では、イギリスの安全衛生行政の経験が示

唆するように、中央政府と地方支局・支部

ないし地方自治体の相互作用や連携という

視点も求められている可能性がある。 

 ④労使間の関係性の観点では、雇用平等
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やハラスメント対策などの基本的人権保護

については、使用者に対する強制的規範の

設定と、（適当な紛争解決機関を設定したう

えでの）労働者に対する対行政、司法・準

司法、その他の ADR 関係での申告権の付与

などの手続的な権利の設定が中心的方策と

なろうが、リスク管理のための手続の設定

等に際しては、基本的な義務づけの対象を

事業者ないし使用者としつつ、例えば現場

の監督官の判断等により、必要に応じて労

働者にも必要な措置を義務づけられるよう

な法的根拠規定を設定する方途もあり得よ

う。いずれにせよ、継続的なリスク管理に

おいては、たとえ 終責任が事業者にある

にせよ、必ずしも労使の利害対立的問題で

はないことを前提に対策を設計する必要が

あると解される。 

 ⑤狭義の安全衛生に囚われない総合的対

策の観点では、第１に、転職市場の創成発

展の支援が求められている可能性がある。

この点については、既に職業能力開発施策

の一環としてジョブカード制度などが開発

されているが、政策による客観的な職業能

力評価と業界ごとのピア・レビューの擦り

合わせを含め、国の制度がより妥当性、実

効性を増すような（更なる）工夫が求めら

れよう。第２に、疾病による（＊疾病を主

因とする）失業者に特化した雇用対策が求

められている可能性がある。ここでは、保

険給付期間、保険給付と連関する求職活動

にかかる審査や、求職者支援のあり方等で

の配慮が求められよう。第３に、精神科医

療のあり方に関する再検討が求められてい

る可能性がある。障害年金などの社会保険

給付にしろ、生活保護などの福祉給付にし

ろ、その判断決定に際して医師が重要な役

割を果たす場面は多い。また、軽症段階な

どで受診した精神疾患罹患者や不調者に対

する初期的な治療のあり方（診断・投薬の

あり方など）にも、医師によりばらつきが

あり、本人の復職の可否や時期が左右され

る場合も少なくない。単に産業精神保健の

知見を伝えるカリキュラムの充実化のみな

らず、適正な精神科医療のあり方自体の再

検討、仮にそれが困難でも、医師や医療機

関ごとの治療方針など、クライアントによ

る適切な選択を促す充分な情報コミュニケ

ーション、個々のクライアントに必要な分

の手間暇をかけて治療に当たれる前提条件

整備などが求められている可能性がある。 
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研究要旨 

イギリスでは、職場の安全衛生や厚生水準の確保を罰則付きで義務づけるイギリス労

働安全衛生法典（HSWA）の一般的義務条項及びその下にあってリスク管理の実施を罰

則付きで義務づける安全衛生管理規則に基づき、MS（Management Standards：ストレ

ス管理基準）と呼ばれるガイダンスを用いて、公権力の介入する作業関連ストレス対策

（MSA）が図られてきた。 

その背景には、①政府の財政支出（福祉給付）を減らすことを主要な目的の１つとす

る「福祉から就労へ」政策、②世界をリードする安全衛生法政策を展開してきた伝統に

関する自負と、多額の国家的損失を生み出している（とされる）作業関連疾患対策を同

法政策の一環として行う必要性認識の高まり、③国際競争など組織をとりまく経済・経

営環境が変化する中での休業率上昇や生産効率低下への対応の必要性認識の高まりなど

があったと解される。 

 具体的な仕組みとしては、基本的に既存のリスク管理手法を応用するものだが、評価

ツールとして、職務上の要求、裁量、支援を要素とする職務の内容と、職務上の人間関

係、役割、変化を要素とする職務の背景を対象かつ指標とするストレス評価モデルを採

用している。また、この仕組み（MS）は、その根拠となる法規定との関係からも、本来

的に一次予防的な性格を有しているが、（だからこそ）「～せねばならない」、「～しては

ならない」といった要件や禁止事項を定めて強制する方式ではなく、個々の要素につい

て理想的な条件を掲げ、それと実際の職場との乖離を自発的にチェックさせ、あるべき

方向に誘導する方式が採られている。現に、これまでのところ、MS に関する罰則の適用

例は１件もないようであり、法規定の根拠は、行政官による介入と予算措置の裏付けと

いう実質にとどまっているように思われる。 

 問題は、かような方策の実際の効果だが、結論的に、現段階では可視的な成果がナシ

ョナル・レベルで充分に認められる状況にはない。たしかに、２００４年の MSA 導入以

後、ストレス関連の症例の推定発生件数が７％減少したとするデータは出ているが、説

得的な値とは言えない。本文で示した２００９年の心理社会学的労働環境に関する調査
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報告（Psychosocial Working Conditions in Britain in 2009 HSE 2009）の結論もはかば

かしいものではなかった。とはいえ、その効果を否定する材料にも乏しい。例えば、労

災・作業関連疾患統計上、自己申告上のストレス、抑うつ状態、不安を原因とする推計

逸失労働日数は、全産業で２３％減少しているが、これに MSA が貢献した可能性は否定

できないし、個別の組織での MS の活用が多額のパフォーマンスをもたらしたことを示

すデータも複数出されている。また、上掲の心理社会学的労働環境に関する調査報告か

らは、一般的に、未だ雇用者側でできる努力が多々あることもうかがわれる。 

 MS の開発は、作業関連ストレスという定性的、定量的評価の困難な心理的課題を直接

的な対象とすることから、心理社会学者や産業保健学者を中心とする研究グループに委

ねられてきた経緯があり、もとより純粋な自然科学ではなく、主に公衆衛生疫学的な知

見をベースとしてきたと解される。その意味でも、確たるデータ上の成果が認められな

いことにやむを得ない面はあろうが、（おそらくは）多額の公的資金を得て MS を開発推

進してきた研究者らに、可視的な成果や、それが認められないならばその理由と今後の

具体的展望の呈示が求められている事情はうかがわれる。 

 対してノッティンガム大学の研究グループなどの MS 推進派は、従来の MS への有力

な批判を要改善点として積極的に受け止めつつ、従来の Job-Demand-Control-Support

モデル（職務上の要求・裁量・支援をストレス評価の主な尺度とするモデル）をベース

としたリスク管理モデルから、より積極的かつ包括的な職場環境改善へと視点をシフト

させていっていることがうかがわれる。すなわち、従前のモデルでは、組織にある問題

点を一つ一つ調査して欠点として捉え、あるべき条件へ向け、バンソコを貼るようにそ

の改善を図っていくというアプローチを予定していたが、今後は、当該組織の歴史や脈

絡を重視しつつ、個々の組織にある良い点、優れた点に目を向けて伸ばしていく中で、

問題点の解消も図っていくアプローチにシフトさせようということである。要するに、

「～がいけない」とか「～してはいけません」と叱るより、「～ができて立派だね～」と

褒めるほうが、個人・組織を問わず長所の伸張と欠点の改善に役立つ、という発想であ

ろう。仮にそうならば、その限りで一理ありそうだが、そうした発想や方策で、知略を

駆使して確信犯的に職場環境を悪化させている人物やグループに対応できるか、特に経

営者自身の個性や考え方の偏りに根ざす問題や、当該組織の歴史や脈絡に根ざすいわゆ

る組織文化的な問題に対応できるか、等の疑問は残る。また、そうした経営コンサルテ

ィング的側面を持つ作用に公的支援を行ったり公権力を介入させることの正当性も改め

て問われよう。 

 もっとも、イギリスの労働安全衛生行政が、従前の作業関連ストレス対策に関する調

査研究や実際の取り組みを経たうえで、「良い経営こそが、作業関連ストレス要因を管理

する鍵である（‘Good management is the key to managing the causes of work-related 

stress’）」と宣言していることは軽視できない。また、イギリスの産業精神保健法政策は、

彼国固有の文脈のうえに成り立っていることにも留意する必要がある。 
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うち第１は、行政の権威である。繰り返しになるが、イギリス安全衛生法は、職場の

安全衛生と厚生水準の確保を罰則付きで雇用者に義務づけ、さらに下位の規則によって

安全衛生に関するリスク管理を義務づけている。こうした解釈に裁量余地の大きい一般

条項などに罰則を付すことは、けっきょく、現場を巡る監督官の裁量・権限の拡大に繋

がる。周知のように、イギリスの国家公務員は、伝統的に Her Majesty's Civil Service

（「女王陛下の官吏」）と解されており、こうした行政の権威の背景には彼らの頂点に君

臨する女王陛下（Her Majesty the Queen）の権威の存在を見ざるを得ないが、報告者の

能力の限界を超えるので、ここでその真偽や実際の詳細には立ち入らない。 

第２は、貴族や学者の権威である。イギリスの安衛法典（HSWA）は、そもそもその

制定に際してローベンス卿の報告書を礎とし、近年のメンタルヘルス対策（：作業関連

ストレス対策）を含めた作業関連健康問題対策の推進へ向けた政策展開に際してブラッ

ク卿の報告書の影響を大きく受けて来た。また、MS の開発から展開まで心理社会学者や

産業保健学者が大きく貢献して来たことも既述の通りである。（自然）科学的な研究の蓄

積や開発を重視する傾向はイギリスに限らないだろうが、ここで重視すべきは、学者、

とりわけ貴族階級にある学者に一定の権威を認めている点であろう。権威となれば、た

とえ（自然）科学的にいまいち不明確なことでも、「～が述べているから」という理由が

公的にも力を持つことになる。 

 いずれも一長一短あろうが、彼国で公的なメンタルヘルス対策を進めるうえではプラ

スに作用してきたように思われる（それだけに、現在、その精算の時期を迎えているの

かもしれない）。 

いずれにせよ、イギリスの産業精神保健法政策が頓挫したと結論づけるのはまだ早い。

個別の組織レベルでの成果は多数報告されているのに、ナショナル・レベルでの成果が

充分に認められていないということは、やはり、この問題については特に、”one size 

cannot fit all”ということを示しているのではなかろうか。つまり、国がモデルを示す意

義は大きいが、個人にしろ組織にしろ、その脈絡を充分に踏まえない対策は奏功し難い

ことを示唆している可能性は否定できない。 
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Ａ．研究目的 

 統一研究課題に記されている通り、①諸

外国の産業精神保健法制度の背景・特徴・

効果を解明し、②わが国への適応可能性を

探ることにあるが、本年度と次年度の調査

研究は、①を目的としている。 

 

Ｂ．研究方法 

 第１回班会議（平成２３年４月２３日）

でのブレインストーミングを踏まえて研究

代表者が作成、呈示したフォーマット（「調

査報告書の基本的な構成」）に即し、原則と

して第一次資料のレビューに基づいて必要

事項を調査する方途を採用した。ただし、

イギリスの法事情に即し、研究目的に資す

る限りで、フォーマットの項目を変更した。 

 なお、イギリスの調査に際しては、公的

な作業関連ストレス対策の法政策的背景に

ついて、厚生労働省職業安定局派遣・有期

労働対策部企画課課長補佐の石津克己氏

（元在英国日本国大使館書記官）、公的な作

業関連ストレス対策を支援する心理社会学

的調査研究動向について、ノッティンガ

ム・トレント大学心理学系上級講師（senior 

lecturer）の Maria Karanika-Murray 氏よ

り資料の紹介を含めて多くの情報提供を受

けた。 

 

Ｃ．研究結果 

 イギリスでは、HSWA（イギリス労働安

全衛生法）の一般条項等を根拠として、MS

（Management Standards：ストレス管理

基準）というシステムを構築して、専門性

を持つ行政機関に一定の権限・裁量を委ね

る方途により作業関連ストレス対策が図ら

れており、デンマーク、オランダなどと並

んで、世界的にも進んだ政策展開が図られ、

またその前提として、先駆的な政策志向の

調査研究が進められている。その調査研究

では、心理社会学（psychosociology）や産

業保健（industrial health）などの専門家

が中心的な役割を果たしており、医学、法

学などの研究者とも協働しながら、政策を

リードする研究が行われている。 

 日本にもこれに類似した枠組み自体は存

在するが、イギリスの制度の特徴の１つは、

HSWAの一般条項が刑事罰に裏付けられた

強制規範とされている点である。これによ

り、現場の監督官（や彼らを指揮する行政

官庁）には法運用にかかる大きな裁量・権

限が委ねられることになり、上掲の研究者

らも、間接的かつ緩やかながら、こうした

（強制）法規の創造に深く関与することに

なる。また、一般条項の性格上、必然的に

１次予防に重点が置かれることとなり、少

なくとも法の強制的関与という観点では２

次予防対策以後に重点が置かれがちな現在

の日本の法政策とは、発想を異にする。 

 なお、日本では民事裁判例が事業者に少

なからず過重ストレス対策のモチベーショ

ンをもたらして来た経緯があるが、イギリ

スでも、産業ストレス被害にかかる補償・

賠償の制度は存在する。もっとも、一次予

防を原則とする予防法とは異なり、基本的

には個人の関心事項と解されており、日本

と同様、個人による申請されるほか、労働

組合によっても請求される１。 
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１ 公法 

 イギリス（UK）における作業関連ストレ

ス対策は、主に MS を用いたアプローチ

（MSA）手法によって実施されて来た。イ

ギリスにおける MSA 開発の法的な立脚点

は、１９７４年に制定されたイギリス労働

安全衛生法：The Health and Safety at 

Work etc Act 1974：HSWA）及び１９９９

年に発令された労働安全衛生管理規則

（The Management of Health and Safety 

at Work Regulations 1999）にあり、この

うち後者は、１９８９年に EU（EC）のロ

ーマ条約第１１８条(a)に基づき発令された

「安全衛生の改善に関する基本指令（枠組

み指令）（89/391/EEC）」の国内法化の要請

に基づくものである。 

 これらの規制に基づき、雇用者は、職域

の危険源（hazards）について適当かつ充分

なリスク調査を行うと共に、被用者の安全

衛生へのストレス関連の影響を 小化する

ための妥当な措置を講じる責任を負う。

Cox、Cox らによれば、そこで重点となる

のは、心理社会的、または労働組織的な観

点に照らした労働、労働の制度及び組織の

設計と管理を通じた一次予防である２。 
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１.１ HSWA の一般的義務条項と安全衛

生に関する規則 

 １９７４年に制定された HSWA は、労務

従事者（persons at work）の安全衛生及び

厚生水準（welfare）の確保と共に、彼らの

活動に関連して生じる安全衛生上のリスク

から彼ら以外の者を保護することを目的と

して定められたものであり、作業関連スト

レスを一因とする不調（ill health）も、そ

の適用対象に含まれている。 

 同法は、以下のように構成されている３。 

 先ず、本法の目的が、①労務従事者の安

全衛生及び厚生水準を確保すること、②労

務従事者の活動に起因もしくは関連して生

じる安全衛生上の危険から労務従事者以外

の者を保護すること、③爆発性もしくは着

火性その他の危険性のある物質の保存や使

用、違法な取得、所有、使用を管理するこ

と、④本章に規定された施設からの有害ま

たは不快感を与える物質の大気への排出を

管理することであることを宣言する（第１

条）。 

 次に、雇用者等が負う一般的義務を規定

する（第２～９条）。 

 第３に、立法に携わる機関であり、行政

機関でもある HSE（イギリス安全衛生庁：

Health and Safety Executive）の構成、機

能、権限等を規定する（第１０～１４条）。 

 第４に、安全衛生規則及び実施準則の制

定と効力について規定する（第１５～１７

条）。 

 第５に、関係法令の履行確保のための機

関、その構成員の任命、権限、その措置に

対する不服申立等につき規定する（第１８

～２６条）。 

 第６に、罰せられる行為、訴追、証明責

任等、刑罰について規定する。 

 HSWA は、わが国の安衛法と同様、雇用

者のみならず、有害物質管理者、職場で使

用する物の製造者、設計者、設置者、輸入

者、被用者等さまざまな者を義務規定の主

体としているが、それによる保護の対象と

して被用者以外の者を一般的に規定してい

る点で特徴的である（もっとも、日本の安

衛法でも、事業者以外の者を義務の主体と

する規定は、特定の事業者の労働者（≒被

用者）以外の者を保護対象としているとも

言える。とりわけ同法第３条第３項、第２

９条、第３０条、第３０条の２、第３１条

などは、関係請負人の労働者など、特定の

事業者と直接雇用関係にない労働者を保護

対象としている（うち、第３条第３項以外

はその旨を明記している））。 

 以上の規制は、いずれもメンタルヘルス

対策と密接に関係するが、特に重要な意味

を持つのが、雇用者に、被用者がその職務

の過程において健康状態を維持できる条件

の確保について、罰則の裏付けをもって一

般的な義務を負わせる HSWA 第２条及び

第３条である。 

 

１.１.１ HSWA 第２条 

 HSWA 第２条の定めは以下の通り。 

（試訳） 

(1)It shall be the duty of every employer 

to ensure, so far as is reasonably 

practicable, the health, safety and 

welfare at work of all his employees. 

 雇用者たる者は全て、合理的に実行可能

な限り、その被用者の就労上の安全衛生及

び厚生水準を確保する義務を負う。 
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(2)Without prejudice to the generality of 

an employer’s duty under the preceding 

subsection, the matters to which that 

duty extends include in particular— 

 前項に基づく雇用者の義務の一般性を

前提として、その義務の適用範囲内には、

特に以下の事柄が含まれる。 

 

(a)the provision and maintenance of 

plant and systems of work that are, so 

far as is reasonably practicable, safe and 

without risks to health; 

 生産施設及び作業システムの設置及び

維持について、合理的に実行可能な限り、

安全で衛生的な条件を確保すること、 

 

(b)arrangements for ensuring, so far as 

is reasonably practicable, safety and 

absence of risks to health in connection 

with the use, handling, storage and 

transport of articles and substances; 

 物品や物質の使用、取扱い、貯蔵及び輸

送に関連して、合理的に実行可能な限り、

安全衛生を確保するための条件整備を行

うこと、 

 

(c)the provision of such information, 

instruction, training and supervision as 

is necessary to ensure, so far as is 

reasonably practicable, the health and 

safety at work of his employees; 

 被用者の労働安全衛生を確保するため、

合理的に実行可能な限り、それに必要な情

報、指示、教育訓練及び監督を提供するこ

と、 

 

(d)so far as is reasonably practicable as 

regards any place of work under the 

employer’s control, the maintenance of it 

in a condition that is safe and without 

risks to health and the provision and 

maintenance of means of access to and 

egress from it that are safe and without 

such risks; 

 雇用者の支配下にある全ての作業場所

が、合理的に実行可能な限り、安全で衛生

的な条件に保たれると共に、その場所への

出入りの手段が安全かつ衛生的に設置及

び維持されていること、 

 

(e)the provision and maintenance of a 

working environment for his employees 

that is, so far as is reasonably 

practicable, safe, without risks to 

health, and adequate as regards 

facilities and arrangements for their 

welfare at work. 

 その被用者のための労働環境の整備及

び保全が、合理的に実行可能な限り、安全

かつ衛生的であり、設備や作業上の厚生水

準のための条件整備の観点で充分なもの

となるようにすること、 

 

(3)Except in such cases as may be 

prescribed, it shall be the duty of every 

employer to prepare and as often as may 

be appropriate revise a written 

statement of his general policy with 

respect to the health and safety at work 

of his employees and the organisation 

and arrangements for the time being in 

force for carrying out that policy, and to 
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bring the statement and any revision of 

it to the notice of all of his employees. 

 特に定める場合を除き、雇用者たる者は

全て、労働安全衛生に関する基本方針及び

当該方針を実施するための組織体制及び

有効期限を明文化した声明を策定し、適宜

改訂すると共に、その被用者に対し、当該

声明及びその改訂につき周知する義務を

負う。 

 

(4)Regulations made by the Secretary of 

State may provide for the appointment 

in prescribed cases by recognised trade 

unions (within the meaning of the 

regulations) of safety representatives 

from amongst the employees, and those 

representatives shall represent the 

employees in consultations with the 

employers under subsection (6) below 

and shall have such other functions as 

may be prescribed. 

 国務長官の制定した規則は、特定のケー

スについて（当該規則が定義する）承認さ

れた組合による被用者代表の指名を規定

することができ、その代表は、本条第６項

に基づく使用者との協議について被用者

を代表すると共に、規則の規定があれば、

それに沿ったその他の役割を付与される

ものとする。 

 

(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

 

(6)It shall be the duty of every employer 

to consult any such representatives with 

a view to the making and maintenance 

of arrangements which will enable him 

and his employees to co-operate 

effectively in promoting and developing 

measures to ensure the health and 

safety at work of the employees, and in 

checking the effectiveness of such 

measures. 

 雇用者たる者はすべて、自身及びその被

用者が被用者の労働安全衛生を確保する

ための措置を促進、発展させると共に、そ

うした措置の効果を確認するうえで効果

的に協働できる条件を維持するため、被用

者の代表と協議を行う義務を負う。 

 

(7)In such cases as may be prescribed it 

shall be the duty of every employer, if 

requested to do so by the safety 

representatives mentioned in subsection 

(4) above, to establish, in accordance 

with regulations made by the Secretary 

of State, a safety committee having the 

function of keeping under review the 

measures taken to ensure the health 

and safety at work of his employees and 

such other functions as may be 

prescribed. 

 雇用者たる者は全て、特に定めのある場

合、本条第４項に定める安全衛生代表の求

めがあった場合、国務長官の制定した規則

に従い、その被用者の労働安全衛生の確保

のために講じるべき措置の見直しを継続

する役割及びその他規則に規定された場

合にはその役割を有する安全衛生委員会

を設置する義務を負う。 

 

 繰り返しになるが、本条 大の特徴は、

一般的義務規定でありながら、罰則の裏付
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けを得た強制規範であることである。これ

は、労災の背景には、働き方の習慣を含め、

さまざまな脈絡を持つ複雑多様な現場実態

が反映している場合が多いこと、また職場

の立ち入り検査を行う監督官に法規則違反

と併せ、そのような現場実態に関心を抱か

せる必要があることを指摘したうえで、素

人にも分かり易い具体的な条項で、具体的

な法規則違反が見出されない場合にも監督

官の判断で労災防止のために適当な措置を

強制し得るよう規制を図るべきとしたロー

ベンス報告を受けたものと解されている４。 

 

１.１.２ HSWA 第３条 

 HSWA 第３条は、以下の通り、雇用者や

自営業者が自身の雇用する被用者以外に対

して負う安全衛生上の義務等について定め

ている。これは、「リスクを作り出す者こそ

が、 善の安全管理者たり得る」との発想

に基づいており、彼国において伝統的な労

働者参加施策も、この発想の延長線上にあ

ると解される５。 

（試訳） 

(1)It shall be the duty of every employer 

to conduct his undertaking in such a 

way as to ensure, so far as is reasonably 

practicable, that persons not in his 

employment who may be affected 

thereby are not thereby exposed to risks 

to their health or safety. 

 雇用者たる者は全て、合理的に実行可能

な限り、自身と雇用関係にはないが、彼が

運営する事業に関わる者が、その事業の故

に安全衛生上のリスクにばく露すること

のないよう事業運営を行う義務を負う。 

 

(2)It shall be the duty of every 

self-employed person to conduct his 

undertaking in such a way as to ensure, 

so far as is reasonably practicable, that 

he and other persons (not being his 

employees) who may be affected thereby 

are not thereby exposed to risks to their 

health or safety. 

 自営業者たる者は全て、合理的に実行可

能な限り、彼及びその他の者（彼の被用者

でない者）であって、彼が運営する事業に

関わる者が、その事業の故に安全衛生上の

リスクにばく露することのないよう事業

運営を行う義務を負う。 

 

(3)In such cases as may be prescribed, it 

shall be the duty of every employer and 

every self-employed person, in the 

prescribed circumstances and in the 

prescribed manner, to give to persons 

(not being his employees) who may be 

affected by the way in which he conducts 

his undertaking the prescribed 

information about such aspects of the 

way in which he conducts his 

undertaking as might affect their health 

or safety. 

 別に定める場合において、雇用者および

自営業者たる者は全て、彼の事業運営に関

わる（彼自身の被用者ではない）者に対し、

彼らの安全衛生に影響可能性を持つよう

な事業方法に関する別に定める情報を、別

に定める条件において、別に定める手段に

より、提供する義務を負う。 

 

 本条は、雇用者及び自営業者に対し、自
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身の被用者ではないが、その事業運営に関

わる者に安全衛生上のリスクが及ばないよ

う事業運営する義務等を課したものであり、

例えば建設現場の下請・孫請企業の労働者

や一人親方、いわゆる出入り業者等の工場

訪問者、工場の爆発により被害を受ける近

隣住人などが対象に含まれる６。 

 義務の主体としてあえて自営業者が規定

されているのは、ローベンス委員会が、特

に自営業者の不注意な振る舞いにより労働

者が危険にさらされているケースが多いと

認識していたことによる７。 

 「リスクを作り出す者こそが、 善の安

全管理者たり得る」との発想に基づいた規

定には、本条以外にも以下のようなものが

ある。 

①事業所やそこへの出入り口等の占有

者・所有者８が、その場所やそこにある工場

や物質等を、そこで就労する自身の被用者

以外の者にとって、合理的に実施可能な限

り安全な状態に保つ一般的義務などを定め

た第４条。 
②施設管理者が、有害または不快感を与え

る物質の大気への排出を抑制するために実

施可能な 良の手段を用い、排出される物

質を可能な限り無害で不快感を与えないも

のとする一般的義務などを定めた第５条
９。 

③職場で用いられる物品や移動遊具関係

の機材を設計、製造、輸入、供給する者が、

合理的に実施可能な限り、それらの物品等

が設置、使用、清掃その他のメンテナンス

に際して、いついかなる場合にも安全で衛

生上のリスクのない条件が保たれるよう設

計、構築する一般的義務、その一般的義務

を果たすために必要となる検査の実施義務、

物品等の提供を受ける者にそれらの用途・

用法、安全で衛生的な状態を保つための条

件など必要な情報を提供する義務、当該物

品等の提供を受ける者に安全衛生上深刻な

リスクをもたらす事態が認識されつつある

場合、合理的に実施可能な限り、彼らに更

新された情報が提供されるよう必要な措置

を講じる義務などを定めた第６条１０など。 

 

１.１.３ HSWA 第７条 

 HSWA第７条は、日本の安衛法と同様に、

被用者側の義務を定めている。同条の定め

は以下の通り。 

（試訳） 

It shall be the duty of every employee 

while at work— 

 全ての被用者は、就業に際して以下の事

柄を行う義務を負う。 

 

(a)to take reasonable care for the health 

and safety of himself and of other 

persons who may be affected by his acts 

or omissions at work; and 

 自己およびその作為もしくは不作為の

影響を受ける可能性のある他者の安全衛

生に合理的な配慮をなすこと 

 

(b)as regards any duty or requirement 

imposed on his employer or any other 

person by or under any of the relevant 

statutory provisions, to co-operate with 

him so far as is necessary to enable that 

duty or requirement to be performed or 

complied with. 

 雇用者もしくはその他の者に対して関

連法規により課された義務もしくは法的

要件に関して、同人による当該義務もしく

は要件の履行のため必要となる場合、雇用
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者に協力すること 

  

日本法では、使用者側の措置への協力の

努力義務を一般的に定めた第４条のほか、

第２６条、第３２条第６項、第６６条の７

第２項、第６６条の８第２項、第６９条第

２項、第７９条（その他、一定の事業者に

よる法規定上の指示に従うべきことを定め

た第２９条第３項、第３２条第７項）など

が労働者の義務を定めているが、このうち

刑事罰が設けられているのは第２６条と第

３２条第６項の２か条のみである（法第１

２０条）。 

 他方、本条は、①被用者自身及び関係者

への安全衛生上の配慮と②雇用者の安全衛

生上の法的義務の履行への協力１１という

２つの側面にかかる被用者の一般的義務を

定めたものでありながら、その違反には

高１２か月の自由刑という重い刑が規定さ

れている（附則第３A 条）点に一つの特徴

がある１２。 

 

１.１.４ HSWA 第１８条 

 HSWA 第１８条は、HSWA 関連法規の管

轄機関について規定している。同条の定め

は以下の通り。 

（試訳） 

(1)It shall be the duty of the Executive to 

make adequate arrangements for the 

enforcement of the relevant statutory 

provisions except to the extent that 

some other authority or class of 

authorities is by any of those provisions 

or by regulations under subsection (2) 

below made responsible for their 

enforcement.  

 HSE は、本法の条項もしくは次条に基

づく規則により、他の機関が当該法規の執

行につき管轄責任を委ねられない限り、本

法の関連法規の執行のため充分な条件整

備をなす義務を負う。 

 

(2)The Secretary of State may by 

regulations—  

 国務長官は、規則により、以下の事柄を

行う権限を持つ。 

 

(a)make local authorities responsible for 

the enforcement of the relevant 

statutory provisions to such extent as 

may be prescribed;  

 規則に定める限りにおいて、地方公共団

体に関連法規の執行の管轄責任を委任す

ること。 

 

(b)make provision for enabling 

responsibility for enforcing any of the 

relevant statutory provisions to be, to 

such extent as may be determined under 

the regulations—  

(i)transferred from the Executive to local 

authorities or from local authorities to 

the Executive; or  

(ii)assigned to the Executive or to local 

authorities for the purpose of removing 

any uncertainty as to what are by virtue 

of this subsection their respective 

responsibilities for the enforcement of 

those provisions;  

and any regulations made in pursuance 

of paragraph (b) above shall include 

provision for securing that any transfer 
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or assignment effected under the 

regulations is brought to the notice of 

persons affected by it. 

 関連法規のうちいずれかの規定の執行

の管轄責任を、規則に定める範囲内で、 

 (i)HSE から地方公共団体へ、もしくは

地方公共団体から HSE へ移行させる、 

または、 

 (ii)法規の執行にかかる各機関の管轄責

任の所在に関する不確実性を解消するた

め、HSE か地方公共団体のいずれかに割

当を行う、 

ための規定を設けること。 

ただし、本項に基づいて設けられる規定

には、規則に基づく移行や割当が、その影

響を受ける者に通知されるよう保障する

規定が盛り込まれなければならない。 

 

(3)Any provision made by regulations 

under the preceding subsection shall 

have effect subject to any provision 

made by health and safety 

regulations . . . in pursuance of section 

15(3)(c). 

 前項に基づく規則により設けられる規

定は、本法第１５条(3)(c)項所定の安全衛

生規則により設けられた規定と同等の効

果を持つ。 

 

(4)It shall be the duty of every local 

authority— 

 地方公共団体は、以下の義務を負う。 

 

(a)to make adequate arrangements for 

the enforcement within their area of the 

relevant statutory provisions to the 

extent that they are by any of those 

provisions or by regulations under 

subsection (2) above made responsible 

for their enforcement; and 

（未了） 

 

(b)to perform the duty imposed on them 

by the preceding paragraph and any 

other functions conferred on them by 

any of the relevant statutory provisions 

in accordance with such guidance as 

[F2the Executive] may give them. 

（未了） 

 

(4A)Before the Executive gives guidance 

under subsection (4)(b) it shall consult 

the local authorities.  

（未了） 

 

(4B)It shall be the duty of the Executive 

and the local authorities— 

（未了） 

 

(a)to work together to establish best 

practice and consistency in the 

enforcement of the relevant statutory 

provisions;  

（未了） 

 

(b)to enter into arrangements with each 

other for securing cooperation and the 

exchange of information in connection 

with the carrying out of their functions 

with regard to the relevant statutory 

provisions; and 

（未了） 
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(c)from time to time to review those 

arrangements and to revise them when 

they consider it appropriate to do so. 

（未了） 

 

(5)Where any authority other than . . ., 

the Executive or a local authority is by 

any of the relevant statutory 

provisions ... made responsible for the 

enforcement of any of those provisions to 

any extent, it shall be the duty of that 

authority— 

（未了） 

 

(a)to make adequate arrangements for 

the enforcement of those provisions to 

that extent; and 

（未了） 

 

(b)except where that authority is the 

Office of Rail Regulation,]to perform the 

duty imposed on the authority by the 

preceding paragraph and any other 

functions conferred on the authority by 

any of the relevant statutory provisions 

in accordance with such guidance as the 

Executive may give to the authority.  

（未了） 

 

(6)Nothing in the provisions of this Act 

or of any regulations made thereunder 

charging any person in Scotland with 

the enforcement of any of the relevant 

statutory provisions shall be construed 

as authorising that person to institute 

proceedings for any offence. 

（未了） 

 

(7)In this Part—  

（未了） 

 

(a)“enforcing authority” means the 

Executive or any other authority which 

is by any of the relevant statutory 

provisions or by regulations under 

subsection (2) above made responsible 

for the enforcement of any of those 

provisions to any extent; and 

（未了） 

 

(b)any reference to an enforcing 

authority’s field of responsibility is a 

reference to the field over which that 

authority’s responsibility for the 

enforcement of those provisions extends 

for the time being;  

（未了） 

but where by virtue of subsection (3) of 

section 13 the performance of any 

function of ... the Executive is delegated 

to a government department or person, 

references to ... the Executive (or to an 

enforcing authority where that 

authority is the Executive) in any 

provision of this Part which relates to 

that function shall, so far as may be 

necessary to give effect to any 

agreement under that subsection, be 

construed as references to that 

department or person; and accordingly 

any reference to the field of 
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responsibility of an enforcing authority 

shall be construed as a reference to the 

field over which that department or 

person for the time being performs such 

a function. 

（未了） 

 

１.１.５ HSWA 第２０条 

（試訳）（未了） 

(1)Subject to the provisions of section 19 

and this section, an inspector may, for 

the purpose of carrying into effect any of 

the relevant statutory provisions within 

the field of responsibility of the 

enforcing authority which appointed 

him, exercise the powers set out in 

subsection (2) below 

 

(2)The powers of an inspector referred to 

in the preceding subsection are the 

following, namely—  

 

(a)at any reasonable time (or, in a 

situation which in his opinion is or may 

be dangerous, at any time) to enter any 

premises which he has reason to believe 

it is necessary for him to enter for the 

purpose mentioned in subsection (1) 

above; 

 

(b)to take with him a constable if he has 

reasonable cause to apprehend any 

serious obstruction in the execution of 

his duty; 

 

(c)without prejudice to the preceding 

paragraph, on entering any premises by 

virtue of paragraph (a) above to take 

with him—  

 

(i)any other person duly authorised by 

his (the inspector’s) enforcing authority; 

and 

 

(ii)any equipment or materials required 

for any purpose for which the power of 

entry is being exercised; 

 

(d)to make such examination and 

investigation as may in any 

circumstances be necessary for the 

purpose mentioned in subsection (1) 

above; 

 

(e)as regards any premises which he has 

power to enter, to direct that those 

premises or any part of them, or 

anything therein, shall be left 

undisturbed (whether generally or in 

particular respects) for so long as is 

reasonably necessary for the purpose of 

any examination or investigation under 

paragraph (d) above;  

 

(f)to take such measurements and 

photographs and make such recordings 

as he considers necessary for the 

purpose of any examination or 

investigation under paragraph (d) 

above; 

 

(g)to take samples of any articles or 
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substances found in any premises which 

he has power to enter, and of the 

atmosphere in or in the vicinity of any 

such premises;  

 

(h)in the case of any article or substance 

found in any premises which he has 

power to enter, being an article or 

substance which appears to him to have 

caused or to be likely to cause danger to 

health or safety, to cause it to be 

dismantled or subjected to any process 

or test (but not so as to damage or 

destroy it unless this is in the 

circumstances necessary for the purpose 

mentioned in subsection (1) above);  

 

(i)in the case of any such article or 

substance as is mentioned in the 

preceding paragraph, to take possession 

of it and detain it for so long as is 

necessary for all or any of the following 

purposes, namely—  

 

(i)to examine it and do to it anything 

which he has power to do under that 

paragraph;  

 

(ii)to ensure that it is not tampered with 

before his examination of it is 

completed; 

 

(iii)to ensure that it is available for use 

as evidence in any proceedings for an 

offence under any of the relevant 

statutory provisions or any proceedings 

relating to a notice under section 21 or 

22; 

 

(j)to require any person whom he has 

reasonable cause to believe to be able to 

give any information relevant to any 

examination or investigation under 

paragraph (d) above to answer (in the 

absence of persons other than a person 

nominated by him to be present and any 

persons whom the inspector may allow 

to be present) such questions as the 

inspector thinks fit to ask and to sign a 

declaration of the truth of his answers; 

 

(k)to require the production of, inspect, 

and take copies of or of any entry in— 

 

(i)any books or documents which by 

virtue of any of the relevant statutory 

provisions are required to be kept; and 

 

(ii)any other books or documents which 

it is necessary for him to see for the 

purposes of any examination or 

investigation under paragraph (d) 

above; 

 

(l)to require any person to afford him 

such facilities and assistance with 

respect to any matters or things within 

that person’s control or in relation to 

which that person has responsibilities as 

are necessary to enable the inspector to 

exercise any of the powers conferred on 

him by this section;  
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(m)any other power which is necessary 

for the purpose mentioned in subsection 

(1) above. 

 

(3)The Secretary of State may by 

regulations make provision as to the 

procedure to be followed in connection 

with the taking of samples under 

subsection (2)(g) above (including 

provision as to the way in which samples 

that have been so taken are to be dealt 

with). 

 

(4)Where an inspector proposes to 

exercise the power conferred by 

subsection (2)(h) above in the case of an 

article or substance found in any 

premises, he shall, if so requested by a 

person who at the time is present in and 

has responsibilities in relation to those 

premises, cause anything which is to be 

done by virtue of that power to be done 

in the presence of that person unless the 

inspector considers that its being done 

in that person’s presence would be 

prejudicial to the safety of the State. 

 

(5)Before exercising the power conferred 

by subsection (2)(h) above in the case of 

any article or substance, an inspector 

shall consult such persons as appear to 

him appropriate for the purpose of 

ascertaining what dangers, if any, there 

may be in doing anything which he 

proposes to do under that power. 

 

(6)Where under the power conferred by 

subsection (2)(i) above an inspector 

takes possession of any article or 

substance found in any premises, he 

shall leave there, either with a 

responsible person or, if that is 

impracticable, fixed in a conspicuous 

position, a notice giving particulars of 

that article or substance sufficient to 

identify it and stating that he has taken 

possession of it under that power; and 

before taking possession of any such 

substance under that power an inspector 

shall, if it is practicable for him to do so, 

take a sample thereof and give to a 

responsible person at the premises a 

portion of the sample marked in a 

manner sufficient to identify it. 

 

(7)No answer given by a person in 

pursuance of a requirement imposed 

under subsection (2)(j) above shall be 

admissible in evidence against that 

person or the spouse or civil partner of 

that person in any proceedings. 

 

(8)Nothing in this section shall be taken 

to compel the production by any person 

of a document of which he would on 

grounds of legal professional privilege be 

entitled to withhold production on an 

order for discovery in an action in the 

High Court or, as the case may be, on an 

order for the production of documents in 

an action in the Court of Session. 
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１.１.６ HSWA 第３３条 

（試訳）（未了） 

(1)It is an offence for a person— 

 

(a)to fail to discharge a duty to which he 

is subject by virtue of sections 2 to 7;  

 

(b)to contravene section 8 or 9;  

 

(c)to contravene any health and safety 

regulations F1. . . or any requirement or 

prohibition imposed under any such 

regulations (including any requirement 

or prohibition to which he is subject by 

virtue of the terms of or any condition or 

restriction attached to any licence, 

approval, exemption or other authority 

issued, given or granted under the 

regulations); 

 

(d)to contravene any requirement 

imposed by or under regulations under 

section 14 or intentionally to obstruct 

any person in the exercise of his powers 

under that section; 

 

(e)to contravene any requirement 

imposed by an inspector under section 

20 or 25; 

 

(f)to prevent or attempt to prevent any 

other person from appearing before an 

inspector or from answering any 

question to which an inspector may by 

virtue of section 20(2) require an 

answer; 

 

(g)to contravene any requirement or 

prohibition imposed by an improvement 

notice or a prohibition notice (including 

any such notice as modified on appeal); 

 

(h)intentionally to obstruct an inspector 

in the exercise or performance of his 

powers or duties or to obstruct a customs 

officer in the exercise of his powers 

under section 25A; 

 

(i)to contravene any requirement 

imposed by a notice under section 27(1);

 

(j)to use or disclose any information in 

contravention of section 27(4) or 28; 

 

(k)to make a statement which he knows 

to be false or recklessly to make a 

statement which is false where the 

statement is made— 

 

(i)in purported compliance with a 

requirement to furnish any information 

imposed by or under any of the relevant 

statutory provisions; or 

 

(ii)for the purpose of obtaining the issue 

of a document under any of the relevant 

statutory provisions to himself or 

another person; 

 

(l)intentionally to make a false entry in 

any register, book, notice or other 

document required by or under any of 
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the relevant statutory provisions to be 

kept, served or given or, with intent to 

deceive, to make use of any such entry 

which he knows to be false; 

 

(m)with intent to deceive, to forge or use 

a document issued or authorised to be 

issued under any of the relevant 

statutory provisions or required for any 

purpose thereunder or to make or have 

in his possession a document so closely 

resembling any such document as to be 

calculated to deceive; 

 

(n)falsely to pretend to be an inspector; 

 

(o)to fail to comply with an order made 

by a court under section 42. 

 

(2)Schedule 3A (which specifies the 

mode of trial and maximum penalty 

applicable to offences under this section 

and the existing statutory provisions) 

has effect. 

 

(3)Schedule 3A is subject to any 

provision made by virtue of section 

15(6)(c) or (d). 

 

(5)Where a person is convicted of an 

offence under subsection (1)(g) or (o) 

above, then, if the contravention in 

respect of which he was convicted is 

continued after the conviction he shall 

(subject to section 42(3)) be guilty of 

further offence and liable on summary 

conviction to a fine not exceeding £100 

for each day on which the contravention 

is so continued. 

 

(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

１.１.７ 附則第３A条 

 別添（附則第３A条）参照。 

 

１.２ 安全衛生規則 

HSWA 第１５条は、国務長官の制定する

安全衛生規則につき、以下の定めを置いて

いる。 

（試訳） 

(1)Subject to the provisions of section 50, 

the Secretary of State . . . shall have 

power to make regulations under this 

section for any of the general purposes of 

this Part (and regulations so made are 

in this Part referred to as “health and 

safety regulations”). 

 国務長官は、本法第５０条の規定に従

い、本章の定める一般的な目的のため、本

条の定めに基づいて規則を制定する権限

を持つ（そして、そのように策定された規

則を、本章において「安全衛生規則」と呼

称する）。 

 

(2)Without prejudice to the generality of 

the preceding subsection, health and 

safety regulations may for any of the 

general purposes of this Part make 

provision for any of the purposes 

mentioned in Schedule 3. 

 前項の定める目的の一般性を前提とし

て、安全衛生規則は、本章の定める一般的
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な目的のため、別表３に記載された目的に

沿う規定を設けることができる。 

 

(3)Health and safety regulations— 

 安全衛生規則は、 

 

(a)may repeal or modify any of the 

existing statutory provisions; 

現行の法規定のいずれをも改廃するこ

とができる。 

(b)may exclude or modify in relation to 

any specified class of case any of the 

provisions of sections 2 to 9 or any of the 

existing statutory provisions; 

分類された特定のケースとの関係で、本

法第２条から第９条の規定、または現行の

法規定についても、その適用を除外しもし

くは修正することができる。 

(c)may make a specified authority or 

class of authorities responsible, to such 

extent as may be specified, for the 

enforcement of any of the relevant 

statutory provisions. 

関連する法規定の執行について、特定さ

れた一定範囲内で責任を持つ特定の公的

機関か、分類された公的機関を創設するこ

とができる。 

 

(4)Health and safety regulations— 

 安全衛生規則は、 

 

(a)may impose requirements by 

reference to the approval of the 

Executive or any other specified body or 

person; 

 HSE（法第１０条第５項参照）その他特

定の団体や個人による同意を参考に、要件

を課すことができる。 

 

(b)may provide for references in the 

regulations to any specified document to 

operate as reference to that document as 

revised or re-issued from time to time. 

 特定の文書が改訂又は再版された際に、

規則を参照すればそのことが分かるよう

に、当該規則の中に特定の文書への参照を

付すことができる。 

 

(5)Health and safety regulations— 

 安全衛生規則は、 

 

(a)may provide (either unconditionally 

or subject to conditions, and with or 

without limit of time) for exemptions 

from any requirement or prohibition 

imposed by or under any of the relevant 

statutory provisions; 

 関連する法規定により課されたか、それ

に基づく要件や禁止事項からの適用除外

を、（無条件か、または時間制限ありもし

くはなしで一定条件を付したうえで）定め

ることができる。 

 

(b)may enable exemptions from any 

requirement or prohibition imposed by 

or under any of the relevant statutory 

provisions to be granted (either 

unconditionally or subject to conditions, 

and with or without limit of time) by any 

specified person or by any person 

authorised in that behalf by a specified 

authority. 
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 関連する法規定により課されたか、それ

に基づく要件や禁止事項からの適用除外

が、特定の人物か特定の公的機関に代理権

限を与えられた者により実施され得るよ

うにすることができる。 

 

(6)Health and safety regulations— 

 安全衛生規則は、 

 

(a)may specify the persons or classes of 

persons who, in the event of a 

contravention of a requirement or 

prohibition imposed by or under the 

regulations, are to be guilty of an 

offence, whether in addition to or to the 

exclusion of other persons or classes of 

persons; 

 関連する法規定により課されたか、それ

に基づく要件や禁止事項に反する事態が

生じた場合に、犯罪者として処罰されるべ

き人物もしくは人物の類別、または除外さ

れるべき人物または人物の類別を特定す

ることができる。 

 

(b)may provide for any specified defence 

to be available in proceedings for any 

offence under the relevant statutory 

provisions either generally or in 

specified circumstances; 

 一般的にもしくは特定された条件下で

なされた、関連する法規定の下での違反行

為に対し、訴訟手続で活用できる特定され

た抗弁を規定することができる。 

 

(c)may exclude proceedings on 

indictment in relation to offences 

consisting of a contravention of a 

requirement or prohibition imposed by 

or under any of the existing statutory 

provisions, sections 2 to 9 or health and 

safety regulations; 

 現行法規定、本法第２条から第９条もし

くは安全衛生規則により課されたか、それ

に基づく要件や禁止事項の違背から成る

違反に関わる起訴手続を排除することが

できる。 

 

(d)may restrict the punishments (other 

than the maximum fine on conviction on 

indictment) which can be imposed in 

respect of any such offence as is 

mentioned in paragraph (c) above. 

 前号で示された類の違反について科せ

られ得る（起訴手続後の有罪判決にかかる

高刑以外の）制裁に制限を加えることが

できる。 

 

(7)Without prejudice to section 35, 

health and safety regulations may make 

provision for enabling offences under 

any of the relevant statutory provisions 

to be treated as having been committed 

at any specified place for the purpose of 

bringing any such offence within the 

field of responsibility of any enforcing 

authority or conferring jurisdiction on 

any court to entertain proceedings for 

any such offence. 

 本法第３５条の趣旨を損ねることなく、

安全衛生規則は、関連法規の違反を、執行

機関の管轄範囲内に置くか、そうした類の

違反にかかる訴訟維持の管轄権をいずれ
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かの裁判所に委譲することを目的として、

当該違反が特定の場所で行われたとみな

す旨の規定を設けることができる。 

 

(8)Health and safety regulations may 

take the form of regulations applying to 

particular circumstances only or to a 

particular case only (for example, 

regulations applying to particular 

premises only). 

 安全衛生規則は、特定の条件または特殊

な事例にのみ適用される形式（例えば、特

定の施設のみを適用対象とするなど）を採

ることもできる。 

 

(9)If an Order in Council is made under 

section 84(3) providing that this section 

shall apply to or in relation to persons, 

premises or work outside Great Britain 

then, notwithstanding the Order, health 

and safety regulations shall not apply to 

or in relation to aircraft in flight, 

vessels, hovercraft or offshore 

installations outside Great Britain or 

persons at work outside Great Britain in 

connection with submarine cables or 

submarine pipelines except in so far as 

the regulations expressly so provide. 

 本法第８４条第３項に基づき、本条がイ

ングランド（イギリス本国）以外にある人、

施設または作業に適用またはそれらに関

連して適用される旨を定める枢密院令が

発令された場合であっても、安全衛生規則

は、その適用について定める同規則上の明

文規定がない限り、イングランド以外にあ

る飛行中の航空機、船舶、ホバークラフト、

沖合施設や、海中ケーブルや海中パイプラ

インに関連してイングランド以外で作業

に従事する人物に適用またはそれらに関

連して適用されない。 

 

(10)In this section “specified” means 

specified in health and safety 

regulations. 

 本条において、「特定された」とは、安

全衛生規則において特定されたことを指

す。 

 

 このように、国務長官（行政）の制定す

る安全衛生規則には、法律並み又はそれ以

上の強大な法的効力が付与されている。こ

れは、安全衛生における、現場対応的柔軟

性、機動性、専門性の確保の要請を踏まえ

た選択と解することができる１３。 

 かかる規定に基づき、HSE は、作業関連

ストレスにかかる被用者の安全衛生の確保

のため、現段階で以下のような規則の活用

を図っている。なお、以下には直接作業関

連ストレスに関係しないものも含まれてい

るが、作業関連ストレスは、安全衛生問題

全てと密接に関係しており、これらの規則

をすべからく遵守しなければ、被用者がス

トレス要因にばく露したり、作業関連スト

レスに苛まれる可能性は高まる１４。 

 

 １）１９９９年労働安全衛生管理規則（略

称：管理規則） 

 日本の安衛法は、使用者によるリスクア

セスメントを努力義務にとどめているが

（法２８条の２）、イギリスの労働安全衛生

管理規則は、雇用者にリスクアセスメント

の実施を義務づけている。その適用対象は、
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５名以上の被用者を雇用する雇用者に限ら

れるが、これに該当する限り、リスクアセ

スメントによる重要な結果を記録し、あら

ゆる必要な対策が講じられるよう手配

（arrangements）し、適任な人物を選任し、

適切な情報提供を行い、被用者に対する教

育訓練を実施する必要が生じる１５。 

 リスクアセスメントの基本規定であり、

以下で詳述する MS（ストレスマネジメン

ト基準）の法的根拠とされている同規則第

３条は、以下のように定める。 

（試訳） 

(1) Every employer shall make a 

suitable and sufficient assessment of— 

 雇用者たる者は全て、該当する法令およ

び１９９７年の防火（職場）規則第２編に

基づき課される要件および禁止事項を遵

守するために講じるべき措置を特定する

ため、以下の事柄につき、適切かつ充分な

調査を行わなければならない。 

 

(a)the risks to the health and safety of 

his employees to which they are exposed 

whilst they are at work; and 

 彼が雇用する被用者が、就労中にばく露

する安全衛生上のリスク、および 

 

(b)the risks to the health and safety of 

persons not in his employment arising 

out of or in connection with the conduct 

by him of his undertaking, 

 彼の事業活動に起因または関係して、彼

と雇用関係にない者に及ぶ安全衛生上の

リスク 

 

for the purpose of identifying the 

measures he needs to take to comply 

with the requirements and prohibitions 

imposed upon him by or under the 

relevant statutory provisions and by 

Part II of the Fire Precautions 

(Workplace) Regulations 1997. 

 

(2) Every self-employed person shall 

make a suitable and sufficient 

assessment of— 

 自営業者たる者は全て、該当する法令に

基づき課される要件および禁止事項を遵

守するために講じるべき措置を特定する

ため、以下の事柄につき、適切かつ充分な

調査を行わなければならない。 

 

(a)the risks to his own health and safety 

to which he is exposed whilst he is at 

work; and 

 彼自身が就労中にばく露する安全衛生

上のリスク、および 

 

(b)the risks to the health and safety of 

persons not in his employment arising 

out of or in connection with the conduct 

by him of his undertaking, 

 彼の事業活動に起因または関係して、彼

と雇用関係にない者に及ぶ安全衛生上の

リスク 

 

for the purpose of identifying the 

measures he needs to take to comply 

with the requirements and prohibitions 

imposed upon him by or under the 

relevant statutory provisions. 
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(3) Any assessment such as is referred to 

in paragraph (1) or (2) shall be reviewed 

by the employer or self-employed person 

who made it if— 

 第(1)項および第(2)項に規定する調査を

実施した雇用者または自営業者は、以下の

場合において、その見直しを行わねばなら

ない。 

 

(a)there is reason to suspect that it is no 

longer valid; or 

 その有効性が疑われる理由がある場合、

または、 

 

(b)there has been a significant change in 

the matters to which it relates; and 

where as a result of any such review 

changes to an assessment are required, 

the employer or self-employed person 

concerned shall make them. 

 それが前提としていた関連事項に重大

な変化が生じた場合。また、そうした見直

しの結果、調査の変更自体が必要となる場

合、雇用者または自営業者は、それを実施

せねばならない。 

 

(4) An employer shall not employ a 

young person unless he has, in relation 

to risks to the health and safety of young 

persons, made or reviewed an 

assessment in accordance with 

paragraphs (1) and (5). 

 雇用者は、彼らに及ぶ安全衛生上のリス

クについて、本条第(1)項および第(5)項に

基づく調査の実施または見直しを行わな

い限り、若年者を雇用してはならない。 

(5) In making or reviewing the 

assessment, an employer who employs 

or is to employ a young person shall take 

particular account of— 

 若年者を雇用し、もしくは雇用しようと

する雇用者は、調査の実施または見直しに

際し、以下の点に特に留意しなければなら

ない。 

 

(a)the inexperience, lack of awareness of 

risks and immaturity of young persons; 

 若年者の未経験、リスク認識の欠如およ

び未熟さ 

 

(b)the fitting-out and layout of the 

workplace and the workstation; 

 職場およびワークステーションの装備

およびレイアウト 

 

(c)the nature, degree and duration of 

exposure to physical, biological and 

chemical agents; 

 物理的、生物学的、化学的な物質へのば

く露の性格（危険性）、程度および期間 

 

(d)the form, range, and use of work 

equipment and the way in which it is 

handled; 

 作業機器の型式、範囲、使用およびその

取扱い方法 

 

(e)the organisation of processes and 

activities; 

 作業工程や活動の構成 

 

(f)the extent of the health and safety 
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training provided or to be provided to 

young persons; and 

 若年者に現に提供されているか、される

予定の安全衛生教育の程度 

 

(g)risks from agents, processes and work 

listed in the Annex to Council Directive 

94/33/EC(1) on the protection of young 

people at work. 

 若年者の労働保護に関するＥＣ理事会

指令（94/33）付属文書に挙示された物質、

工程、作業によるリスク 

 

(6) Where the employer employs five or 

more employees, he shall record— 

 ５名以上の被用者を雇用する雇用者は、

以下の事項を記録しなければならない。 

 

(a)the significant findings of the 

assessment; and 

 調査の結果判明した重要な事実、およ

び、 

 

(b)any group of his employees identified 

by it as being especially at risk. 

 調査の結果、特に高いリスクに晒されて

いると特定された被用者集団。 

 

 ２）１９９２年職場の安全衛生及び厚生

水準に関する規則（Workplace(Health, 

Safety and Welfare)Regulations 1992） 

 この規則は、職場に特化した規制であり、

充分な換気、温度、照明、作業空間、座席、

厚生施設が各組織の職場内で確保されるこ

となど、安全衛生及び厚生水準に関する基

本的な問題を幅広くカバーしている１６。 

 ３）１９９３年コンピュータの画面表示

機器に関する安全衛生規則（The Health 

and Safety (Display Screen Equipment) 

Regulations 1992） 

 この規則は、コンピュータ画面を見なが

ら行われる作業について遵守されるべき基

準を提供している１７。 

 

１.３ 実施準則 

 HSWA 第１６条は、実施準則について定

めている。 

実施準則とは、制定法による規制の具体

化がもたらす弊害を低らし、制定法には基

本原則の規定の役割を委ねる一方、直接的

な法的効力を持たず、かつ技術革新や予防

科学の進展に合わせた柔軟な規制を行うこ

とを目的に発案された法政策上の技術であ

る１８。 

現在のところ、HSE（イギリス安全衛生

庁）による MSA（ストレスマネジメント基

準によるアプローチ）に直接的には関わら

ないが、基本的には共通の発想に基づき、

現に専門家の一部からは MS（ストレスマ

ネジメント基準）をこれに格上げすべき、

との主張もなされる１９など一定の関わり

を持っていることから、ここで取り扱う。 

第１６条の定めは次の通り。 

（試訳） 

(1)For the purpose of providing practical 

guidance with respect to the 

requirements of any provision of any of 

the enactments or instruments 

mentioned in subsection (1A) below, the 

Executive may, subject to the following 

subsection. 

次項（第１(A)項）に記された法令また
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は法的文書の規定上の要件の履行にかか

る実務的なガイダンスを提供するため、

HSE は、以下の各号に従い、所定の措置

を講じることができる。 

 

(a)approve and issue such codes of 

practice (whether prepared by it or not) 

as in its opinion are suitable for that 

purpose; 

 （HSE が起案したものであるか否かを

問わず）実施準則を承認し、公布すること

 

(b)approve such codes of practice issued 

or proposed to be issued otherwise than 

by the Executive as in its opinion are 

suitable for that purpose. 

 HSE 以外の機関により公布されたか、

公布の提案がなされ、HSE がその目的に

適合すると認める実施準則を承認するこ

と 

 

(1A)Those enactments and instruments 

are— 

 ここで法令及び法的文書とは、以下のも

のを指す。 

 

(a)sections 2 to 7 above; 

 本法第２条（※上記の雇用者の一般的義

務条項など）及び第７条（※被用者側の自

他の安全衛生にかかる注意義務など） 

 

(b)health and safety regulations, except 

so far as they make provision exclusively 

in relation to transport systems falling 

within paragraph 1(3) of Schedule 3 to 

the Railways Act 2005; and 

 ２００５年鉄道法に即し、別表３の１

（３）章に定める鉄道輸送システムに関す

る規定をそれに対象を絞って設ける場合

を除き、安全衛生規則 

 

(c)the existing statutory provisions that 

are not such provisions by virtue of 

section 117(4) of the Railways Act 1993. 

 １９９３年鉄道法第１１７条第４項に

定める規定を除く現行法規定 

 

(2)The Executive shall not approve a 

code of practice under subsection (1) 

above without the consent of the 

Secretary of State, and shall, before 

seeking his consent, consult— 

 HSE は、国務長官の同意なくして前項

に基づき実施準則を承認してはならず、ま

た、同人の同意の獲得に先んじて、以下の

者と協議しなければならない。 

 

(a)any government department or other 

body that appears to the Executive to be 

appropriate (and, in particular, in the 

case of a code relating to electromagnetic 

radiations, the Health Protection 

Agency); and 

 HSE が協議相手として適当と判断する

省庁・部局（及び、特に電離放射線に関す

る準則については、健康保護局（HPA）２０）

 

(b)such government departments and 

other bodies, if any, as in relation to any 

matter dealt with in the code, the 

Executive is required to consult under 

this section by virtue of directions given 
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to it by the Secretary of State. 

 実施準則が取り扱う問題に関わり、国務

長官が指図を与えることとの関係上、本条

のもとで HSE が協議することが求められ

る省庁・部局その他の機関があればそれら

 

(3)Where a code of practice is approved 

by the Executive under subsection (1) 

above, the Executive shall issue a notice 

in writing— 

 本条第１項に基づいて HSE による実施

準則の承認が行われた場合、HSE は、以

下の事柄につき、文書により通知を行わな

ければならない。 

 

(a)identifying the code in question and 

stating the date on which its approval by 

the Executive is to take effect; and 

 該当する実施準則を特定し、HSE によ

る承認の発効日を明示すること 

 

(b)specifying for which of the provisions 

mentioned in subsection (1) above the 

code is approved. 

 当該準則が、第１項の示す規定のうちい

ずれに対して承認されたものかを特定す

ること 

 

(4)The Executive may— 

 HSE は、以下の事柄を行うことができ

る。 

 

(a)from time to time revise the whole or 

any part of any code of practice prepared 

by it in pursuance of this section; 

 策定された実施準則の全てまたは一部

を、本条に基づいて適宜改定すること 

 

(b)approve any revision or proposed 

revision of the whole or any part of any 

code of practice for the time being 

approved under this section; 

 実施準則の全部または一部の修正また

は修正提案を、正式な承認に必要な期間

中、本条に基づいて暫定的に承認すること

 

and the provisions of subsections (2) and 

(3) above shall, with the necessary 

modifications, apply in relation to the 

approval of any revision under this 

subsection as they apply in relation to 

the approval of a code of practice under 

subsection (1) above. 

 本条第２項及び第３項は、それらが第１

項に基づき実施準則の承認に適用される

のと同様に、必要な修正に伴い、本項に基

づく修正の承認にも適用される。 

 

(5)The Executive may at any time with 

the consent of the Secretary of State 

withdraw its approval from any code of 

practice approved under this section, but 

before seeking his consent shall consult 

the same government departments and 

other bodies as it would be required to 

consult under subsection (2) above if it 

were proposing to approve the code. 

 HSE は、いつ何時でも、国務長官の同

意を得て、本条に基づき承認された実施準

則についてその承認を撤回することがで

きる。ただし、国務長官に同意を求めるよ

り前に、第２項に基づき承認の提案の際に
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協議が求められる省庁・部局及びその他の

機関との間で、改めて協議を行わなければ

ならない。 

 

(6)Where under the preceding 

subsection the Executive withdraws its 

approval from a code of practice 

approved under this section, the 

Executive shall issue a notice in writing 

identifying the code in question and 

stating the date on which its approval of 

it is to cease to have effect. 

 HSE が、前項に基づき、本条のもとで

承認された実施準則につき、その承認を撤

回する場合、該当する準則を特定し、その

承認の効力が停止される期日を明示する

通知を、文書で発行しなければならない。

 

(7)References in this Part to an 

approved code of practice are references 

to that code as it has effect for the time 

being by virtue of any revision of the 

whole or any part of it approved under 

this section. 

 本章において承認された実施準則とは、

本条に基づき承認された準則の全てまた

はどこか一部の修正により暫定的に発効

している準則を指す。 

 

(8)The power of the Executive under 

subsection (1)(b) above to approve a code 

of practice issued or proposed to be 

issued otherwise than by the Executive 

shall include power to approve a part of 

such a code of practice; and accordingly 

in this Part “code of practice” may be 

read as including a part of such a code of 

practice.. 

 HSEが、本条第１(b)項に基づいて、HSE

以外の機関により公布されたか、公布の提

案がなされた実施準則を承認する権限に

は、そのような実施準則の一部を承認する

権限も含まれる。したがって、本章におい

て「実施準則」とは、そのような準則の一

部も含まれると解することができる。 

 

 このように、HSE には、HSWA や安全

衛生規則その他労働安全衛生に関する現行

法規則の目的に資する準則につき、策定、

承認・公布から改定、改定準則の暫定承認、

承認の撤回に至る大きな権限が付与されて

いる。しかし、規定上ガイダンスにとどま

るはずの当該準則について、承認や承認撤

回に際しての国務長官による同意の獲得、

適当な省庁・部局との協議の義務づけなど、

即応性を損ねない範囲で、やや厳しい手続

的規制が設けられている。ガイダンスとは

いえ、監督官による合法性監督に際しても

違法性の判断規準として参照されるなどの

意味で、日本の解釈例規とも重複する性格

を持つことの証左といえよう。すなわち、

HSE は、少なくとも法律並に強い法的効力

を持つ安全衛生規則に併せ、即応性、網羅

性に加え、実質的な法的効力を有する実施

準則のコントロール権限を付与されている、

ということになる。 

 

１.４ MS（ストレスマネジメント基準） 

１.４.１ 概要 

HSE は、職域における作業関連ストレス

問題対策として、他の利害関係者の関与を

得て、ストレスマネジメント基準（MS）を
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用いたアプローチ手法を開発し、その普及

促進を図っている。これは、職場内で遵守

することで、高レベルの健康、厚生水準と

組織的なパフォーマンスの実現が図られる

ような一連の条件を設定したものである。

要は、一般の法令のように、要件（～をせ

ねばならない）や禁止事項（～してはなら

ない）を定めて強制するのではなく、スト

レス管理の観点で理想的な条件を列挙し、

実際の条件との乖離、適合状況を自主的に

チェックしてその結果を対策に活用するサ

イクル（手続）を構築させることにより、

少しでも列挙された理想条件に近づけよう

とする仕組みである。 

この基準を用いた取り組みを MSA

（Management Standards approach）とい

い、それを通じ、組織内で、作業関連スト

レスに起因する災害疾病の予防や、組織と

個人双方の健康と厚生水準の促進の役割を

担う者への支援となるよう設計されている

２１。 

 この基準が重点を置いているのは、以下

のことがらである。 

 

１）リスク調査アプローチ 

２）質の高いストレス管理 

３）治療より予防 

４）個人的アプローチから集団的アプロー

チへのシフト 

５）活用可能な 良の証拠（ the best 

available evidence）に基づくこと２２ 

 

 MSA には、２つの基本的側面がある。１

つは、リスク管理の方法論としての側面、

もう１つは、リスク調査のモデルとしての

側面である。このうちリスク調査モデルは、

６ つ の 領 域 （ domain ） ま た は 尺 度

（dimension）として機能するよう主要な

心理社会的危険源を列挙した体系的分類の

形式を採っている２３。先述した通り、６つ

の危険源の類型は、リスク管理プロセスを

通じて達成されるべき望ましい状態を示す

一連の基準という形式で示されてきた。と

はいえ、この基準をもって、当該組織が今

現在講じている措置の有効性を測定したり、

その効果を調査する指標たり得るかについ

ては議論がある２４。 

 MSA は、HSE が提供するストレス対策

のための「道具箱（toolbox）」の中でも主

軸をなしている。この道具箱は、いまや、

組織の人事管理能力、個別的なメンタルヘ

ルス対策に関するその他の取り組みを含む

ところまで、その機能を拡大してきている。

こうした機能拡大により、MSA の機能は、

既に実現している１次予防戦略に、２次予

防や３次予防戦略を加えるところまで拡大

するとの予測も示されている２５。 

 HSE の MS 計画は、これまでに、全国的

に３段階で展開されて来た。第１は、「戦略

的な実施計画（SiP1）」の段階、第２は、「健

康な職場づくりのための問題解決（SiP2）」

の段階、第３は、「より幅広い実施計画

（SiP3）」の段階である。この過程を通じ、

既に大量の関連情報が蓄積されている

２６２７。 

 なお、HSE は、Web サイトを通じて、組

織内の作業関連ストレスに関するリスクア

セスメントの実施責任者向けの情報を盛り

込んだ MS の実施手引き（toolkit）を提供

している。加えて、MSA を通じて組織の支

援を行うためのツール（①HSE 版評価ツー

ル[The HSE indicator tool]、②HSE 版分
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析ツール[The HSE analysis tool]。両ツー

ルには、ユーザーマニュアルが添付されて

いる）やケーススタディ、ガイダンスも Web

サイトで提供している２８。 

 なお、２０１２年６月発刊予定の Daniels

らによる 新著作２９の第１節では、MS に

ついて以下のように説明されている。 

 

 ・WHO（World Health Organization）、

ILO （ International Labour 

Organization）、EU（European Union）

は、イギリスが MSA を実施する以前から、

ストレス要因を調査し、それを根源的に除

去するための予防措置を実施する必要性

を強調するガイダンスを公表していた

（ETUC、ILO、Leka ら３０）。このガイダ

ンスには既に、職務の性格に関わる問題

（adverse job characteristics）は、職場に

おける不快感（poor well-being）や不調の

リスク要因となる、との考え方が盛り込ま

れていた（MacKay ら３１）。例示されたも

のの中には、①高レベルの要求、②低レベ

ルの裁量、③同僚からの低水準の支援と、

④ 役 割 の 不 明 確 さ が 含 ま れ て い る

（Cousins ら３２）。こうした職務の性格に

関する問題は、ストレス関連問題のリスク

要因とみなされて来たため、心理社会的な

危険源と認識されるようになっている。そ

うした職務の性格は、まるで労働環境の客

観的な特徴であるかのように取り扱われ

てきた（Mackay ら３３）。仕事上の性格を

労働環境の客観的側面として取り扱うこ

とで、そうした問題がリスクマネジメント

の対象となるその他の安全衛生上のリス

クと同様に扱われ得ることとなる（Cox ら

３４）。 

 このようなストレス管理手法は、極めて

洗練された手法を政策として実現させた。

それが作業関連ストレスを対象とした MS

である（HSE、Mackay ら３５）。国家レベ

ルでそのような取り組みを実施した例は

珍しく、その先駆性のゆえに、・・・手続

き上の問題も生じる。MS は、６つの心理

社会的な危険源（①仕事上の要求、②仕事

上の裁量、③支援、④職場の人間関係、⑤

役割の明確性、⑥変化の管理）の規制を行

おうとするものである。MS は、①使用者

が労働者にかかる心理社会的危険源を調

査するための質問紙（評価ツールと呼ばれ

る（http://www.hse.gov.uk/stress/ 

standards/pdfs/indicatortool.pdf))、②危

険源が特定された際に講じるべき手続、③

評価ツールで指標化された達成されるべ

き目的を提供している（Cousins ら、

Mackay ら３６）。もっとも、MS を遵守す

ることと HSE の評価ツールの活用は必ず

しも一致せず、他の調査ツールの活用も、

同じ目的と効果が見込まれる限り許され

る。MS は、法的強制力をもたない。その

根拠となる規制の枠組み（が要件としてい

るの）は、職場の諸要素から生じるリスク

を調査し、そのリスクから生じ得る効果を

低減することに限られている。MS は、リ

スク調査を組織的な行動へと移行させる

ための段階的かつ参加型の問題解決手法

である３７。 

 MSA は、イギリス本土において、２０

０４年末に開始された。MSA の普及およ

び組織による作業関連ストレス対策を推

進するため、様々な介入が試みられた。３

年間にわたり、作業関連ストレスは国家と

しての優先的な計画の対象とされ、複数の
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実験・実施計画が実行された。HSE が MS

の導入に際して設定した目的は、各組織が

作業関連ストレス対策（すなわちストレス

に関連する事件や疾病休業を減少させる

こと）に際して優れた管理を実践できるよ

うに支援することであった３８。 

 MS には、数多くの長所がある。その第

１は、 新の科学的証拠のレビューに基づ

いた基準の開発であり（Rick ら３９）、第２

は、支援（care）的要素、第３は、細部へ

の注目、第４は、運用への多様な利害関係

者の関与である（Cousins ら４０）。その他、

MS には、組織が国内・EU の精神衛生や

厚生水準にかかる安全衛生規制を遵守す

ることを容易にする面、診断（：調査によ

る問題の特定）をベースとし、問題解決志

向であり、かつ参加型である等の面がある

（Kompier４１）４２。 

 MS の良し悪しを評価するには、３つの

レベルがあり得る。第１は、MS に関連す

る政策の進展や全国統計を尺度とするも

の、第２は、MS の運用に伴う実務家の経

験の調査結果を尺度とするもの、第３は、

MS の基礎となる仮説の検証結果を尺度と

するものである４３。 

 

１.４.２ 背景 

１.４.２.１ 背景思想 

MSA は、HSE により、労働者が遭遇な

いし愁訴する作業関連ストレスを低減する

ために開発されたものであり、その一般的

な目的は、ストレス関連疾患により休業す

る労働者やストレスに晒された経験から充

分な職務遂行を果たし得なくなる労働者の

数を減少させることにある。MSA の役割は、

管理者に対してそれを達成するのに必要な

情報、手続、ツールを提供することにある。

また、証拠に基づき、かつリスク管理手法

を活用し、（管理者とその他の被用者間の）

協働作業を通じた問題解決による労働衛生

管理の模範的な実践モデル（good practice）

を示す意図で採用されたアプローチである

４４。 

HSE が２００１年に公刊した「リスク軽

減、被災防止」と称する報告書（Reducing 

Risks, Protecting People（R2P2）, 2001）

には、HSE による健康上のリスク管理手法

の基底にある思想が示されている４５。すな

わち、R2P2 は、HSE が自ら策定する規則

を実効的かつ妥当なものとするために設置

し た 規 則 改 善 専 門 委 員 会 （ Better 

Regulation Task Force）が示した以下の５

原則に従っている。 

 

１）開放性と透明性 

２）結果についての説明責任 

３）均衡性 

４）一貫性 

５）明確な目標の設定 

 

そしてその中心的な目的は、HSE が

（HSC４６に代わって）リスク管理措置に関

する決定を行う際の手続と基本原則を明ら

かにすることにある４７。 

R2P2 は３部構成となっており、第１部

にはその目的が記載されている。第２部で

は、HSWA 導入以後に蓄積されたリスク及

びリスク管理に関する知見についてレビュ

ーされており、特に、以下のことがらにつ

いて議論が展開されている。 

１）人びとのリスクに関する認識の拡

大、個人的な懸念（個人が察知する危害）
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及び社会的な懸念（強い恐怖感をもたらす

リスク、ふだんなじみのないリスク、現実

化すると多数の犠牲者をもたらしたり、特

に脆弱性の強い特定の人びとに危害が及

ぶようなリスクに対する社会政策的な対

応） 

２）（国際化、多様化、「リスク」の意味

に関する法的判断などの）規定的な環境変

化 

３）事業状況の変化 

４）社会における指向性、価値観、期待

の変化 

 

第３部では、HSC および HSE を対象に

決定・判断の枠組みを提供している。これ

は以下の６つの反復的なステージによって

構成されており、利害関係者は、その全て

の段階に積極的に関与する仕組みとなって

いる。 

 

１）HSC および HSE が扱うべき問題か

否かを決定する 

２）問題を定義し、特徴を描出する 

３）問題に対応し得る方策の選択肢とそ

れを採用するメリットを精査する 

４）問題に対する一連の対応策を採用す

る 

５）決定事項を実施する 

６）採用した措置の効果を評価し、必要

に応じて当初の決定を見直す 

 

このうち４）のステージの適正化は、特

に重要と解されている。R2P2 には、その

適正化の鍵は、あるリスクが、①受け入れ

不可能か、②何とか堪え得る範囲か、③お

おむね可能か、の判断規準に関する理解の

ありようにある、と記載されている。この、

「リスクへの対応能力」の判断規準は、そ

もそも１９８８年に HSE が公刊した出版

物（「原子力発電所におけるリスクへの対応

能力」（The Tolerability of Risk from 

Nuclear Power Stations））で示されたもの

である。 

HSE の長官は、R2P2 が公刊された２０

０１年に、全職員に向けて、以上の枠組み

が職務上確実に遵守されるよう通達してい

る。また、R2P2 は、HSC および HSE の

意思決定に一貫性の確保を求めているので

（むろん、R2P2 は細部にわたり厳格な指

示を与えるものではなく、あくまで枠組み

にすぎないので、両者の判断が完全に一致

する必要はない）、やむを得ない事情がない

限り、上記プロセスの遵守が当然に期待さ

れる条件となっている４８。 

 

１.４.２.２ データ・学術的背景 

 本報告書内の白波瀬報告でも述べられて

いるように、とりわけ環境因や心因と精神

疾患との関係については自然科学的な解明

が不充分であり、メンタルヘルスにかかる

１次予防への投資と回収効果の関係につい

て不明瞭な事情はイギリスでも変わらない。 

 そこで、そうした条件下、同国では、ど

のような論理・論法で公的なストレス対策

が基礎づけられてきたのかについて、以下

で整理する。 

 

１.４.２.２.１ HSE 自身による説明～ス

トレスの定義とストレスが及ぼす負の影響

にかかる一般論～ 

HSE は、まず、ストレスの定義において、

相対的に心理学的な知見を採用した。例え
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ば、HSE が 2007 年に公刊したガイダンス

には、ストレスについて、以下のように定

義されている。 

す な わ ち 、「 過 重 負 荷 （ excessive 

pressures）や当該人物にかかるその他の要

求に対する人間の負の反応（ adverse 

reaction）であり、興奮をもたらし、よっ

てモチベーションを向上させ得るような負

荷と、負荷が過剰にわたる際に生じ得るス

トレスの間には明確な違いがある」、と４９。 

 周知の通り、ストレスに関するこのよう

な理解は、Nature 誌に掲載された Selye の

生理学・心理学的なストレス学説５０（の説

く定義）を端緒とし、Lazarus らによる心

理学的側面を強めた学説５１の定義を経て、

確立されてきたものである。 

 ガイダンスは、かような理解のうえに立

ち、以下のように述べている。 

 

HSE が MSA を開始した背景には、作

業関連ストレスが、職業性疾病、生産性の

低下、ヒューマンエラーの主要な原因であ

るばかりでなく、病気休職、職員の頻繁な

入れ替わり、パフォーマンスの低下や、ヒ

ューマンエラーによる災害の増加すら招

きかねない、との認識があった５２。 

すなわち、調査結果によれば、作業関連

ストレスは、次の観点で組織に負の影響を

もたらすことが明らかにされている５３。 

１）被用者の職務への従事 

２）職員のパフォーマンスや生産性 

３）ヒューマンエラーに起因する労働災害

４）職員の入れ替わりや休業 

５）勤怠水準 

６）職員の採用活動や定着 

７）顧客満足 

８）組織のイメージや評価 

９）訴訟リスク 

また、誰かが作業関連ストレスに関わる

疾病で長期間にわたって職場を離れると、

周囲の者の作業負荷やモラール（志気）に

大きな影響を及ぼしかねないことも認識

されていた５４。 

さらに、現在では、作業関連ストレスを

含め、長期間にわたる連続したストレス

は、負の健康影響をもたらすことについて

も、説得的な証拠が示されている。調査研

究成果からは、ストレスと以下のことがら

との強い関係が示されている５５。 

①心臓病、腰痛、頭痛、胃腸の障害の他、

様々な軽度の疾病 

②不安、抑うつ状態、集中力の喪失や判

断力の低下などの心理的効果 

その他、ストレスは、社会的な引きこも

り（social withdrawal）や、攻撃的行動、

アルコールや薬物の濫用、摂食障害、長時

間労働といった心身両面の健康や厚生水

準に負の影響を及ぼし得る行動を導く可

能性もある５６。 

 

１.４.２.２.２ HSE 自身による説明～

ストレスがもたらす負の影響に関する社会

調査データ等～ 

HSE のガイダンスには、作業関連ストレ

スがもたらす負の影響を示す具体的なデー

タについて、以下のような記載がある５７。 

 

１）７名に１名の割合で、その仕事が「か

なり」または「過剰に」ストレスフルであ

ると述べている（Psychological working 

conditions in Britain in 2007５８）。 

２）２００５年から２００６年にかけて
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の１年間で、イギリス本土において、５０

万人弱の者が、自ら疾病に発展すると考え

るレベルの作業関連ストレスに苛まれて

いるとの報告があった。 

３）『イギリス実地医家（UK General 

Practitioners:GPs）』によれば、ストレス

に関連する愁訴のうち もよくみられる

ものが、抑うつ状態（depression）や不安

（anxiety）であり、イギリス全土の労働

人口の２０パーセントがこのような不調

に苛まれているとされている。 

４）ストレスが休職に発展した場合、病

気休業期間の平均は３０．１日である

（Labour Force Survey 2005/06５９）。こ

の数値は、作業関連疾患一般による疾病休

業期間の平均日数（２１．２日）をはるか

に凌いでいる。 

５）２００５年から２００６年にかけて

の１年間に、ストレス、抑うつ状態や不安

により、トータルでほぼ１１００万の労働

日が失われている。 

 ６）２００３年に海外勤務について行わ

れた HSE の調査６０の結果、作業関連スト

レス要因の約７０パーセントが、ヒューマ

ンエラー（人的過失）により生じた労働災

害の潜在的な遠因となっていることが判

明した。 

 

１.４.２.２.３ 雇用問題研究所らのグル

ープによる報告書の示唆～精神的不調がも

たらす経済的損失の指摘～ 

 雇用問題研究所（The Institute for 

Employment Studies）が HSE に提出する

目的で作成し、２００９年に公刊された報

告書６１には、以下の通り、MSA の開始前

後のイギリスでの精神的不調の状況と、そ

れがもたらす経済的損失が示されている。 

 

 Lelliot ら６２に掲載された２００１年の

国 立 統 計 局 （ Office for National 

Statistics）の統計によれば、どの時点で

みても、イングランド（イギリス本国）の

生産年齢人口の６分の１が、精神的不調

（mental ill-health）に関連する兆候を経

験していた。これには、人間の生活機能に

影響を及ぼし得る、および／または休業を

も た ら し 得 る よ う な 、 不 眠 （ sleep 

problem ）、 疲 労 （ fatigue ）、 易 怒 性

（irritability）、強い不安感（worry）が含

まれる。作業に関連する精神的不調（不安、

抑うつ状態、ストレス状態と定義されるも

の）は、毎年１０５０万日の逸失労働日数

をもたらし、当該不調にり患した個人の平

均的な逸失労働日数は３０．１日と試算さ

れている６３。 

職業性ストレス（Occupational Stress）

は、イングランドの労働人口にとって も

一般的な作業に関連する精神衛生問題と

認識されてきた６４。精神的不調が個々の労

使双方にもたらす費用的負担は甚大であ

り、アブセンティズム（absenteeism：※

常習的な遅刻や欠勤による生産性の低下）

により雇用者が負担する費用は８４億ポ

ンド（※日本円で約１兆８０億円）、プレ

ゼンティズム（presenteeism：※疾病障害

り患者の（無理な）出勤による生産性の低

下））により雇用者が負担する費用は１５

４億ポンド（※日本円で約１兆８４８０億

円）にのぼると試算されている。 

 

１.４.２.２.４ ノッティンガム大学の研

究グループによる報告書の示唆～公衆衛生
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疫学・組織論的観点の重要性の指摘～ 

ノッティンガム大学の研究グループは、

HSE の委託研究を積極的に実施しており、

MSA の推進に積極的な立場で、MSA の学

術的背景としての公衆衛生疫学・組織論的

観点の重要性について、以下のように指摘

している。 

 

科学雑誌では、MSA が採用した調査モ

デルを支える理論とリスク管理の成功事

例を水平展開する手法の双方を一般的に

支持する多くの研究が公表されているが、

当該方法論を具体的に特定して、その有効

性（validity）と利便性（usefulness）を

直接調査したものは殆どない。僅かに存在

するものの殆どは、Cox ら６５によりイギリ

ス（UK）ノッティンガムで実施された開

発作業か、Kompier ら、Jansen ら６６によ

りオランダで実施された作業関連ストレ

ス へ の 段 階 的 取 り 組 み （ stepwise 

approach）に関連するものである。 

２００４年に Mackay ら、Cousin ら６７

による２編の論文が関連する解説書（特筆

さるべきものとして、Kompier ら６８およ

び MSA による公式の紹介が挙げられる）

と共に公表されて以降、その科学的根拠、

適応性及び利便性の観点から MSA の問題

点を指摘する論文が蓄積されてきている

６９。 

近年、心理社会的危険源へのばく露とス

トレス反応および健康影響の間の関係に

ついて、いくつもの権威あるレビューが発

表されている（例えば、Cox、Cox ら７０な

ど）。そして、こうした変数集団の間には

有意な、時には本質的な関係があることが

明らかになっている。しかし、よく論文等

でも指摘されるいくつかの概念上、方法論

上の理由から、その関係の本質や、何らか

の因果関係が示唆するものを特定するこ

とは困難である（Mackay ら、Kasl ら、

Cox ら、Karanika７１）。 

仮にそこに因果関係が存しない場合、心

理社会的なばく露への介入が集団の健康

改善という効果をもたらさない可能性が

高いため、因果関係が不明であることは軽

視できないとの主張がある（Macleod ら

７２）。しかし、この主張に充分な根拠があ

る と も い え な い 。 公 衆 衛 生 的 観 点

（ McPherson ７３ ） と 組 織 論 的 観 点

（Griffiths、Cox ら７４）の双方から、この

主張を支える自然科学的な認識体系（パラ

ダイム）は、組織への介入（方法）を特定

し評価するうえで も適切な方法ではな

いと示唆されている。公衆衛生領域に「金

科玉条的な基準（gold standard）」がない

ことは、適切な措置を講じないことの言い

訳にはならない（HM Treasury７５ ）。 

組織における生活の複雑さや流動的な

性格を前提にすれば、自然科学的な認識体

系に基づくデータを文字通りに受け取る

ことはできず、修正も可能であろう。また、

人為的操作のない変数集団において、線形

（≒連続的なもの）、非線形（≒非連続的

なもの）を含めて有意な相関関係を示すこ

とは可能であった。こうした状況は、作業

に関連した健康状態に関する確率的な多

因子アウトカムモデルとも共通する。むろ

ん、関連性の指摘は、介入を基礎とする共

同的問題解決手法にとっては充分な根拠

となろうが、組織横断的な比較の結果を容

易に導くには至らないであろう。したがっ

て、組織の全メンバーに適用できる簡便化
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された質問紙方式のツール（ポピュレーシ

ョン・アプローチ）は、実務的な考慮によ

って支持される。しかし、それが 適の戦

略であるか否かには未だ疑問が残る。その

ような取り組みは、挑戦的なものとならざ

るを得ず、組織や部門を横断する基準の

「意義」にかかる問題から、HSE の６つ

の領域にわたる調査モデルの信頼性、有効

性、実務的な利便性についての疑問が即座

に生じるし、他のモデルが存在し得ないか

などの疑問も避けられず、現に特定の部門

において幾つかは既に示されている

（Griffiths ら７６）。 

 

このように、MSA の推進に好意的な立場

の研究者からも、その自然科学的根拠が不

充分なこと自体は認められている。しかし、

HSE は、MS の開発に際して活用可能な

良の証拠（the best available evidence）に

基づくことを基本方針の１つとしており

７７、学術的根拠付けを放棄することはでき

ない。そこで、現段階では、公衆衛生学的

観点や組織論的観点、とりわけ疫学的観点

に拠ることでその実現が図られているが、

依然として克服すべき課題があるというこ

とであろう。例えば、HSE による 近の試

算では、ストレス、不安、抑うつ状態が、

作業に関連する傷病による逸失労働日数の

３分の１を占めており、新規疾病罹患者に

ついては、その３分の１を超えているとい

う７８。こうしたデータも、職域ストレス対

策推進の説得材料とはなり得るが、異論を

許さないといった性格のものではない。 

 

１.４.２.３ （法）政策的背景 

１.４.２.３.１ 国内事情 

１.４.２.３.１.１ 「福祉から就労へ」政

策との関係 

 １.４.６.２で後述する通り、イギリスで

は、２０００年代になると、メンタルヘル

ス問題は、労働者の生産非効率、休業、離

職などを招くほか、労働者の安全面での労

働災害の遠因となるとの調査報告７９が出

されるようになり、MSA を中心とするメン

タルヘルス対策が積極的に進められるよう

になったが、こうした動向の背景の１つに、

「福祉から就労へ（welfare-to-work）」政

策があった。 

すなわち、彼国の福祉給付は、主に、①

失業者向けの求職者給付、②生活困窮者向

けの生活扶助（所得扶助）、③就労能力喪失

者向けの就労不能給付（incapacity benefit）

（現在の雇用・支援給付（employment and 

support allowance））から成るが、うち①

は、１９９２年から２００８年に至る経済

成長により歴史的低水準に至り、②は、労

働党政権による一人親支援策などにより、

緩やかな減少傾向を示していた。他方、③

については、１９９０年代以降、受給者数

が増加傾向を示しており、その原因の１つ

に職域でのメンタルヘルス問題があると指

摘されて来ていた８０。 

 

１.４.２.３.１.２ 労働安全衛生政策と

しての展開 

もっとも、周知の通り、イギリスは、労

働安全衛生については、古くは工場法（１

８３３年制定）、その後は HSWA 制定の土

台となったローベンス報告（１９７２年）

などに遡る世界に先駆ける伝統を持ってお
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り、彼国におけるメンタルヘルス対策も、

こうした政策的流れを汲んでいる。 

そこで以下では、この領域での政策的展

開について述べる。 

 

１.４.２.３.１.２.１ MSA 開始以前の動向 

 （未了） 

 

１.４.２.３.１.２.２ MSA 開始以後の

動向 

 別添図１参照。 

 

１.４.２.３.１.２.２.１ ２０１０年以

後の国家労働安全衛生戦略 

トニー・ブレア労働党政権下、MSA が開

始された２００４年に公表された「２０１

０年以後の国家労働安全衛生戦略（A 

strategy for workplace health and safety 

in Great Britain to 2010 and beyond））」

は、メンタルヘルス対策に直接言及しては

いないが、まさに世界をリードする安全衛

生対策の実施を宣言すると共に、作業関連

疾患対策の重要性や、労働者の健康が社会

的な利害得失に与える幅広い影響を指摘し

ていた。 

その概要は以下の通り。 

 

序章 

１）設定目標 

 我々の目標は、安全衛生は文明社会の基

礎であるとの認識を共有すると共に、その

認識に基づいて、世界をリードする労働安

全衛生の成果を成し遂げることにある。 

 

２）機関の使命 

 HSC および HSE の使命は、地方公共団

体と協働し、変化する職場に内在するリス

クの適切な管理を通じ、人びとの安全衛生

を守ることにある。 

 ①HSC および HSE の継続的目標 

 国民への情報やアドバイスの提供、国に

よる規制（法律・規則および行為準則など）

における目標設定の促進およびその確保、

調査の実施や促進、必要に応じ、法の強制

を通じて人びとを保護すること。 

 組織に高い安全衛生水準の採用と実効

的対策がもたらす社会経済的便益の認識

を促すこと。 

 災害危険を伴う主要な産業における重

大災害を防止するために、民間事業と協働

すること、また、これらの使命や目標を達

成するため、保有する資源活用の 適化を

図ること。 

 ②HSC および HSE の新たな目標 

 変容する経済情勢の下で、効果的な安全

衛生を確立・維持するための手法を開発

し、全ての雇用者がその責任を重く受け止

め、労働者の完全参加、リスクの適切な管

理が果たされるようにすること。 

 新しい、もしくは新たに顕在化する作業

に関連した健康問題への取り組みを強化

すること、また、安全衛生は、現代の競争

的な民間事業や公共部門の双方にとって

不可分の要素であり、社会正義や社会的包

摂への貢献であるという、高いレベルの認

識と敬意を獲得すること、そして、先ずは

公共部門において、保有する資源の 適な

活用例を示すこと。 

 

第１章 連携関係の強化 

１）他者との連携により可能となる幅広

い目的への貢献 
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我々は、適切に計画・実施された安全衛

生システムが、安全衛生を超えた、より広

い課題にもたらす貢献について、完全な認

識の共有を図ると共に、目指す目的のため

に、他の領域の方々の協力を得たい。 

我々は、我々自身の体制やその作用につ

いて精査し、効果的な共同作業に悪影響を

及ぼしている事情が認められれば修正す

る。 

我々は、以下の目的への貢献を拡大する

ため、より緊密な戦略的協働関係の展開を

図る。 

 ・雇用と生産性（手段：就業者の健康と

就労の維持） 

 ・教育（手段：早い時期からのリスク管

理についての適切な理解の促進） 

 ・健康とリハビリ（手段：国民の健康と

厚生水準への貢献、健康格差対策） 

 ・公共サービス改革（手段：公共部門の

疾病の削減および同部門のサービスの拡

大） 

 

 ２）HSE と地方公共団体の協働 

 我々は、地方公共団体と HSE の間の執

行責任の分担及び各業務の実情について、

詳しく観察してきたが、現時点で両者を区

分する実質的意味はないと言って良い。こ

うした重複構造は、複雑で分かり難く、事

業や労働者の実際的な必要性よりも、監督

取締側の都合による境界や取り組みに沿

ったものである。こうした構造は、HSE

と地方公共団体の協働の潜在能力を完全

に引き出すものではなく、我々は、その両

者が地方の取り組みと中央の取り組み双

方の価値について相互に理解し合い、緊密

な協働関係を築くことを望んでいる。特定

の産業や大規模組織であれば、中央で立案

された計画を通じてもたらされる国レベ

ルの取り組みから利益を得られるであろ

う。例として、HSE が主導する建設業安

全 衛 生 対 策 （ the construction 

programme）への地方公共団体の協力や、

全国展開する大規模小売店舗に対する地

方公共団体の働きかけの中央による調整

などが挙げられよう。その他の産業ないし

そこに内在する全ての問題については、地

方同士の共同計画、共同的な意思決定ない

し協働がマッチするであろう。その結果、

地方公共団体と HSE は、より理性的で相

互理解のある執行領域と合意された枠組

み内での合意された目標へ向けて、協働で

きるようになるだろう。 

 この新たな協働関係は、互いの姿勢と文

化の変容によって進展する。この関係の模

範を示すため、HSE と地方公共団体は、

現段階での成功事例の拡大を図ると共に、

教育訓練および知識経験の共有化のため

の仕組みの開発を行う予定である。 

 この新たな共同関係は、地方公共団体の

首長、HSE、HSC の署名を得た 高レベ

ルの文書で表明される予定である。我々

は、「HSE と地方公共団体間の運営連携委

員会（HELA）」を含め、現段階における

HSE と地方公共団体の連携の枠組みの効

果と価値について、それらが新たな志に沿

ったものとなるよう適宜点検する予定で

ある。 

 

 看取できる特徴は以下の通り。 

 ①イギリスが、国家の威信をかけて労働

安全衛生政策に取り組む旨の強い決意が示

されている。その際、「安全衛生は文明社会
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の基礎であるとの認識」がベースとなるこ

とが示されている。 

②変容する経済情勢の下での新たな安全

衛生対策の手法の開発の必要性が示されて

いる。その際、雇用者の責任意識、労働者

の完全参加、リスクの適切な管理が第１条

件となることが示されている。 

③②に関連して、作業関連疾患対策の強

化の必要性が示されている。そこでは、安

全衛生は、官民双方にとっての重大事であ

り、社会正義や社会的包摂への貢献である、

との理解がベースとなることが示されてい

る。また、その模範を公共部門が率先して

示すべきとされている。 

 ④直接的にメンタルヘルス対策に言及し

てはいないが、安全衛生対策は、狭義の安

全衛生のみならず、雇用と生産性、国民の

健康、教育、公共サービス改革など幅広い

課題に貢献することが示されている。 

 ⑤以上の理念を達成するため、HSE や

HSC といった中央機関と地方公共団体間

の縦割り行政から、戦略的な協働関係の構

築が必要となることが示されている。ただ

し、どちらかが他方（の機能）を吸収する

方途ではなく、あくまで双方の長所につい

ての理性的な相互理解を前提とした協働関

係が前提とされている。 

 

１.４.２.３.１.２.２.２ ブラック報告 

 この戦略の公表後、保健省と雇用年金省、

HSE は、それを具体的に実施に移す狙いも

あって、２００５年に「健康、労働と厚生

水準～私達の未来を考える～」（Health, 

Work and Well-Being –Caring for Our 

Future）と題する報告書を公表すると共に、

「健康、労働と厚生水準戦略」（Health, 

Work and Well-Being Strategy）をスター

トさせた（現在も active であり、専用の

Web サイト（http://www.dwp.gov.uk/ 

health-work-and-well-being/）に 新の活

動状況を含めた関連情報が掲載されてい

る）。 

 この戦略は、保健省、雇用年金省、HSE、

ウェールズ議会政府、スコットランド政府

間の横断的なパートナーシップであり、産

業保健に国民の注目を充分に向けさせ、よ

り多くの人びとが幸福で健康的に就労でき、

雇用の条件や機会の改善により、不調や障

害を抱える者も恩恵を受けられるようにす

ることを目的とするものであった。 

 本戦略の一環として、雇用年金省と保健

省は、共同して、産業保健の専門家であり、

この戦略の推進責任者（ the National 

Director for Health and Work）でもあった

キャロル・ブラック卿（Dame Carol Black）

に、（メンタル・ヘルス対策を含め）イギリ

スの産業保健政策に関する見直し案の策定

を委嘱し、同卿は、（ゴードン・ブラウン労

働党政権下の）２００８年３月１７日付け

で、両大臣に対して「もっと健康な明日の

た め に 」（ Working for Healthier 

Tomorrow）と題する報告書（以下、「ブラ

ック報告書」という）を提出した。 

 この報告書は、導入部分で、労働自体が

労働者の心身の健康に与える正の影響、疾

病による社会的排除、貧困が子どもの健康

に与える影響、労働衛生の改善が社会全体

（経済成長、社会正義を含む）に与える正

の影響などを指摘したうえ、イギリス国民

全てが享受すべきベースラインとして、以

下の３つの視点を提示している。 

 ①疾病の予防と健康及び厚生水準の増進 
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②健康状態の快復を図る者への早期介入 

③失業者の健康の改善（就労可能性を持

つ全ての者が、必要な支援を受けられるよ

うにすること） 

 その他、概要は以下の通り。 

 

 １）イギリスは長寿化しているが、主観

的な健康状態は必ずしも連動していない。

雇用率は相対的に高い水準にあるが、依然

約７％が就労不能給付を受給し、３％は疾

病により休業している。疾病は休業に至ら

なくても労働生産性を低下させる。 

 ２）喫煙率は低下傾向にあるが、依然２

２％が喫煙している。他方、肥満は急増し

ており、現在のペースでいくと、２０５０

年には男性の約９割、女性の約８割が肥満

状態となる。 

 ３）たしかに、生活習慣病罹患者が増え

ているが、休業・失業の主因ではなく、そ

れらの主因は、メンタルヘルス問題や筋骨

格系障害である。これは、タイムリーで適

切な診断や治療の機会の喪失とも連動し

ている。給付費用、保健にかかる追加費用、

税による補助などによる納税者負担は６

００億ポンド（約７兆５０００億円）にの

ぼり、その他、不調に関わる疾病休業や失

業による国の経済的な損失は、１０００億

ポンド（約１２兆５０００億円）に達し、

これは保健省の年間予算より大きく、ポル

トガル１国の予算に匹敵する。 

 ４）よって、労働力人口全体の健康と厚

生水準を改善する、すなわち健康的で活動

的な退職を確保し、社会的な包摂（取込）

を促進し、個人、雇用者及び国家全体に富

と繁栄をもたらすための取り組みは、極め

て有益である。 

 ５）現在求められているのは、労使双方

が、不調の予防の重要性のみでなく、職場

が健康や厚生水準を増進するために果た

し得る役割を認識する、という考え方のシ

フトである。国レベルでの大規模なアンケ

ート調査（Responses to the Call for 

Evidence）によれば、多くの雇用者が健

康・厚生水準の増進のための職場での取り

組みに投資して来たが、投資の事業面での

効果については、未だ不透明な面があると

されていた。しかし、本報告のためになさ

れた調査からは、健康・厚生水準増進計画

が全業種、全事業規模において経済的利益

をもたらすことを示す多くの証拠が判明

している。言い換えれば、「良い健康状態

こそが良い経営をもたらす（good health 

is good business）」ということである（※

下線は報告者が添付した）。 

 ６）雇用者の健康・厚生水準増進への投

資効果を示す具体的なモデルができれば、

雇用者の事業面での理解を促すことがで

き、安全衛生スタッフや労働組合の安全衛

生代表が存在するところでは、その役割も

拡大するであろうし、民間の専門支援機関

もその活動の幅を拡げられ、各企業（ごと

の事情）にカスタマイズされたサービスを

行うこととなり、特に中小企業には大きな

意味を持つであろう。 

 ７）健康や厚生水準は、単に医療的な問

題ではない。被用者の従事する職務の性質

は、職務満足感、（物心両面にわたる）報

酬、裁量の観点からも非常に重要な意味を

持つ。ライン管理職の役割も鍵になる。優

れたライン管理は、良好な健康、厚生水準

およびパフォーマンスの改善をもたらし

得る。ライン管理職は、職責を果たすうえ
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で支援を必要とする者を特定し、実際に支

援する役割、必要に応じてその職責を調整

する（：就業上の措置を講じる）役割も持

っている。 

 ８）健康状態の快復を図る者に対する就

業上の支援の改善に際しては、作業への適

合性をめぐる一般的認識の本質的な変化

が求められる。すなわち、１００％の適合

性が保証されない前提での労働は不適切

であり、そのような状態の者が通常の労働

に従事することは、その回復を妨げること

になる。雇用者は、疾病休業者の早期復職

を促進するうえで、大きな鍵を握る。休業

期間中、早い段階からの、定期的で、繊細

さを備えたコンタクトは、早期復帰を促進

する重要な要素となり得る。にもかかわら

ず、４割もの組織が、休業管理方針を一切

持っていない。 

 ９）疾病障害の問題に正面から取り組む

ことは、健康に問題を抱える人びとを職に

結び付け、定着させる上での鍵となる。こ

のことは、メンタルヘルス不調の状態にあ

る者に特に当てはまるが、実際には、多く

の組織が自身にできる貢献の価値を充分

に認識し得ていない。 

 １０）関係者の認識を変えるには、健康

への取り組みがもたらす効用（の調査や情

報提供）について公がより大きな関与を果

たしたり、働きがいのある仕事（good job）

を創出する要素や、健康に問題を抱える人

びとが就労を継続したり休業状態から復

職したりするために求める支援について

の期待値を高める必要がある。 

 労働と患者の健康の関係について理解

が不足していたり、産業保健スタッフの教

育研修においてその点に関するエビデン

スの伝達を怠ると、たとえ意欲自体は充分

に持っていても、彼らが患者に与える就業

に関するアドバイスも自然に慎重なもの

となり、結局、長期的には患者の利益にな

らないということになりかねない。 

 １１）産業保健専門職のリーダー達によ

って署名された先駆的な合意文書には、働

きがいのある仕事と良好な健康の関係促

進により深く関与すべきことが示されて

いる。また、この宣言は、産業保健スタッ

フが労働者に対して職務適応に関するア

ドバイスを提供するための支援をより充

実化させることが前提となるとしている。

 １２）これまで紙媒体で残していた疾病

記録（カルテ）を電子媒体（電子カルテ）

に代えることは、こうした取り組みに貢献

することになる。また、人びとができない

ことよりできることに着目することや、お

そらくは、雇用者と臨床医（患者の主治医）

とのコミュニケーションを改善すること

も同様の効果をもたらすであろう（※下線

は報告者が添付した）。 

 １３）昨今、多くの対象者にとって、早

期介入が短期間疾病休業の長期化や失業

への発展を防ぐのに役立つことを示す証

拠がどんどんと出て来ている。よって、仮

に現在計画中の新しい職務適応支援サー

ビス（事例対応型、学際的アプローチに基

づくサービス）が実現すれば、疾病休業に

入ってから早い時期にある人びとに向け

た個別対応、アドバイス、ガイダンスを提

供することができるようになるだろう。現

実に、医療適応でない者も多いことを考え

れば、職務適応支援サービスに所属するケ

ース・マネージャーが、これまでとは異な

る、様々な種類の支援サービス機関（理学
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療法（physiotherapy）やカウンセリング

（talking therapy）のような伝統的な保健

サービスはもちろん、経済・住宅など社会

的な問題に対するアドバイスや支援を含

んだサービスを実施する機関）に紹介する

こともできるようになるだろう。 

 １４）実際には、多くの雇用者が産業保

健を被用者に利用させる機会を提供せず、

結果として納税者や国家経済にかかるコ

スト負担が嵩み、保健省が以上のような産

業保健の介入の提供に取り組む上での強

い根拠が生じている。本報告書での分析か

ら、効果的な職務適応支援サービスがもた

らす経済的便益は、税収の増益、職場の生

産性向上、保険給付額の減少、保健省の費

用の削減を含め、相当額に達し得ることが

示唆される。この便益は、これらの支援サ

ービスの設置及び運営にかかる費用をは

るかに上回る。 

 １５）職務適応支援サービスのパイロッ

ト事業は、介入のタイミングや公共・民

間・ボランティアなどサービス提供者の組

みあわせといった面で、様々な形態のサー

ビスの提供を試みるべきである。そして、

当然のことながら、そうした事業の効果が

評価されるべきである。仮にその効果が認

められる場合、職務適応支援サービスは、

イギリス全土において、より効果の認めら

れないサービスより優先活用され、一部の

者に独占されるのではなく、全労働者の利

用が可能な条件が整備されねばならない。

 １６）この報告書に示された調査研究

は、イギリスに存する全労働力人口の健康

と厚生水準を支援するための新たなアプ

ローチを示すものである。この変化の実現

は、現在および今後生じるニーズに見合う

サービスを提供し得る産業保健スタッフ

の質量を確保できるか否かにかかってく

るであろう。そのため、彼らには適正な技

能、証拠に基づく業務、組織的な構成が求

められる（※下線は報告者が添付した）。

 １７）仮に我々が労働力人口を構成する

人びとの健康を支援する方法を本質的に

変えようと望むならば、産業保健を今現在

のような状況に直面させている数多くの

課題に取り組まねばならない。これには、

現在主流となっている健康管理、すなわち

作業中の健康管理のみに着目する姿勢、不

規則性、質のムラ、学問的基礎の後退に伴

う 作 業 の 質 量 の 低 下 （ diminishing 

workforce）や質の高いデータの欠如とい

った状況からの歴史的な転回が含まれる。

 １８）労働力人口への統一的なアプロー

チを進展させるには、産業保健を健康管理

業務の主流とする必要がある。臨床医（か

かりつけ医）も、全ての労働力人口のニー

ズをマッチングさせるうえで、公衆衛生

（予防医療）、一般診療、職業リハビリテ

ーションとより緊密に協働せねばならな

い。これは、明確な業務計画（ロードマッ

プ）、明確な基準及び全てのサービス提供

者による公式の参加表明により実施され

ねばならない。 

 こうした取り組みは、産業保健や職業リ

ハビリテーション領域の専門家による労

働力人口を構成する人びとの健康支援に

おける積極的な協働の拡大へ向けたリー

ダーシップを含むものでなければならな

い。 

 １９）これらの取り組みに際しては、労

働力人口の健康に関わる調査や支援を提

供する上で求められる学問的根拠の発展
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を支えるに充分な質量の要員の確保が必

要となる。そして彼らには、政策立案や健

康管理サービスへの委託に際して必要な

情報を提供させるためにも、全国、地方、

地域レベルでの体系的なデータ収集と分

析のための条件が付与されねばならない。

 ２０）本報告書は、労働力人口の健康に

関わる全ての者の積極的取り組みがあっ

て初めて成し遂げ得る産業保健への新た

なアプローチを示すものである。 

 個々人は、自身の健康を保持する基本的

な責任を負っている。他方、雇用者は、単

に既存の法的義務を果たすのみではなく、

被用者と協働して、現在の職場の性格を変

え、健康と労働力の生産性の両者を確保せ

ねばならない。労働組合は、職場の健康と

厚生水準を擁護する機会を積極的につか

み取らねばならない。 

 産業保健スタッフは、患者に対し、可能

な限り、職務にとどまるか、復職すること

の重要性をアドバイスせねばならない。政

府は、早期介入へ向けた新規開発的な取り

組みや、公共部門を模範例とする取り組み

を通じて長期的な変化を促進するための

基金（財政措置）を設定せねばならない。

 

 以上の通り、本報告書からは、以下の特

徴を看取できる。 

 ①メンタルヘルスに関する問題と対策を

かなり重視している。 

 ②とはいえ、基本的には主観的な職務満

足感や客観的な労働生産性を含めた仕事の

充実度合いと健康一般の関係、すなわち労

働と健康の関係（職務適応）一般に焦点を

合わせているので、メンタルヘルスのみで

はなく、他の作業関連疾患ないしそれ以外

の様々な疾患も広く射程に捉えている。 

 ③健康問題がもたらす社会的性格を重視

し、疾病障害や不調がもたらす社会的損失

（７兆円を超える納税者負担や１２兆円を

超える国家経済にかかる損失など）、その改

善がもたらす社会的利益を、個々の組織に

おける生産性から税収、医療・社会保険給

付、行政コストの低減、社会的包摂、生活

の質に至るまで多角的に捉えている。 

 その他、 

 ④有効な対策として、快適職場形成（職

場の性格の変容・改善）、労働者の職務適応

等の本質的対策（いわゆる１次予防）が

も重要としつつ、早期発見・早期介入（い

わゆる２次予防）の重要性も指摘している。

また、公的支援を受けた健康増進投資の「見

える化」（：モデル化）の重要性も指摘して

いる。 

 ⑤関係者の協働などのため、事業者と臨

床医（かかりつけ医）とのコミュニケーシ

ョンや、電子カルテ化の必要性が説かれて

いる。また、より大きなレベルでの臨床医

療と予防医療、職業リハビリテーション等

の連携の必要性も説かれている。 

 ⑥医療適応でない段階の者に対する職務

適応支援サービスによるカウンセリングや

理学療法等の保健サービスや、経済・住宅・

社会的問題等の解決支援などの重要性が説

かれている。 

 ⑦産業保健スタッフの質量の確保は、新

たな産業保健アプローチにとって決定的に

重要な意味を持つと解され、その技能の向

上、業務の科学的裏付けの強化のほか、組

織的構成（チーム編成）の重要性などが説

かれている。 

 ⑧現在の産業保健の問題点として、作業
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中の健康管理ばかりに着目する傾向、不規

則性、質のムラ、学問的基礎の不充分さに

よる業務の質量の低下、質の高いデータの

欠如といった問題が指摘されている。 

 ⑨労働者の健康支援には、学問的な調査

研究を支える充分な質量の要員確保と彼ら

によるデータ収集への公的な支援が必要と

なることが指摘されている。 

 

１.４.２.３.１.２.２.３ メンタルヘル

スと雇用に関する国家戦略 

 やはりゴードン・ブラウン労働党政権下

の２００８年１１月２５日、雇用年金省と

保健省は、ブラック報告書に対する政府の

対応方針を示す文書として、「健康と労働の

改善のために～生活の変革～」（Improving 

Health and Work:Changing Lives）を公表

し、この中で、２００９年春に、「メンタル

ヘルスと雇用に関する国家戦略」（National 

Strategy for Mental Health and 

Employment）を公表予定であることを明

記した。 

 そ の 後 、 省 庁 横 断 的 戦 略

（Cross-Governmental Strategy）の体制

が整えられ（その中にメンタルヘルス部門

も設定され）、やはりブラウン政権下の２０

０９年１２月７日になって、(a)保健省など

「新たな地平線～メンタルヘルスのための

共通見解～」（New Horizons: a shared 

vision for mental health）、(b)雇用年金省、

保健省「メンタルヘルスの改善へ向けた歩

み」（Working Our Way to Better Mental 

Health）、(c)パーキンスら「志を形に～メ

ンタルヘルス不調者に対する就労支援の改

善 ～ 」（ Realizing Ambitions: Better 

Employment Support for People with a 

Mental Health Condition）、(d)イギリス中

央政府「労働、健康の回復と包摂～外部専

門機関の利用者に対する就労支援～」

（ Work, Recovery ＆ Inclusion: 

Employment Support for People in 

Contact with Secondary Mental Health 

Services）という４つの関係重要文書が公

表されたが８１、このうち雇用とメンタルヘ

ルスの関係を正面から取り扱った政府の政

策宣言（雇用年金省と保健省が議会に宛て

た文書）に当たる(b)の概要（要約）は以下

の通り。 

 

１）メンタルヘルス不調が一般化してい

る。どの時点をとっても、労働力人口の３

分の１は、何らかの種類のストレスに苛ま

れ、抑うつのような状態にあるとされてい

る。圧倒的多数は、幸いにも早期に回復す

る。しかし、かなり多くの者が、長期の疾

病休業や失業状態に至る。 

 ２）精神的不調は、いまや、（※就労不

能給付などの（※三柴添付））健康関連給

付の 多申請事由であり、８６パーセント

が３か月を超えて受給している（他の事由

による申請者の場合、７６パーセント）。

また、労働市場から離れる期間が長いほ

ど、職務への復帰が困難となるとするデー

タもある。 

 ３）この問題は、国際的な経済問題が世

界中で失業者数を押し上げている現在、よ

り一層深刻である。我々は、過去の不況か

ら、短期的な雇用の喪失が永続的な失業へ

と転化する現実の危険があることを学ん

でおり、二度と同じ過ちを繰り返すまいと

誓っている。 

 ４）雇用とメンタルヘルス間に相関関係
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があることは、絶対的に明白である。人間

は、職にあるとメンタルヘルスが良好とな

ることは、調査上示されている。対照的に、

離職状態が長くなるほど抑うつや不安に

苛まれ易くなる。すなわち、労働は、人間

の厚生水準やメンタルヘルスの改善にと

って決定的な役割を果たし得る。 

 ５）メンタルヘルス不調が個人と家族に

甚大な影響を与えることは言うまでもな

いが、そのことで国にかかる費用負担も相

当に大きい。キャロル・ブラック卿が実施

したイギリスの労働年齢層の健康に関す

る 近の調査が示した試算によれば、不調

及びそれに関連する疾病休業や失業を通

じ、１０００億ポンド（約１２兆５０００

億円）を超える損失が発生しているとい

う。 

 ６）そして、我々の試算では、このうち

約３分の１（３０～４０億ポンド（約３兆

７５００億円～約５兆円））が、精神的な

不調による労働生産の喪失や健康保険現

物給付（National Health Service (NHS)）

の拠出による可能性がある。もっとも、こ

こには、現在就労してはいるが、精神的な

不調により、その者の潜在能力からすると

労働生産性が低下している場合の付加的

ないし顕在化しない費用は計上されてい

ない。 

 ７）現在の経済情勢は、こうした個人的

能力の無駄や高い福祉コストを容認する

ような状況にはない。我々は、現在就労し

ている人びとの支援と共に、就労を離れた

者が早期に復職して職務を遂行し、報酬を

得られるようにするため、より一層の取り

組みを果たす決意である。 

 ８）「メンタルヘルスの改善へ向けた歩

み」は、メンタルヘルスと雇用の関係に関

する初めての国家的な枠組みであり、こう

した費用や無駄を解消するための省庁横

断的な取り組みの確立を図るものである。

この枠組みの開発は、「健康、労働と厚生

水準戦略」の推進責任者であり、メンタル

ヘルス不調を抱える人びとはもちろん、メ

ンタルヘルス問題の専門家、ベテランの研

究者、経営者や第３セクターの代表との協

議を重ねてきたキャロル・ブラック卿との

協働で行われた。 

 

 また、ラカエル・パーキンス（Rachel 

Perkins）ら３名の学識者が雇用年金省に宛

てた政府のメンタルヘルス不調者支援の改

善に関する建議的文書に対する政府の基本

的な対応方針を記した(d)「労働、健康の回

復と包摂」８２の概要（要約）は、以下の通

り。 

 

 １）「労働、健康の回復と包摂」は、高

いレベルの将来構想と、外部専門機関の利

用者の復職支援のための一連の取り組み

を提示するものである。 

 ２）「労働、健康の回復と包摂」におけ

る も重要なメッセージは、働くことは就

労中の労働者のメンタルヘルスに貢献す

るだけでなく、不調状態にある者の回復に

も正の影響をもたらすということである。

 ３）我々の設定した長期視点での将来構

想は、２０２５年までに、こうした状態（：

不調状態）にある人びとの就労者数を劇的

に増やすこと、及び彼らの雇用率と障害者

一般の雇用率の差異を縮小すること（：障

害者一般の雇用率をその程度まで向上さ

せること）にある。 
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 ４）「労働、健康の回復と包摂」には、

外部専門機関の利用者の雇用機会の改善

への取り組みが含まれる。これには、労働

市場で競えるだけの技能を身につけるた

めの訓練の支援措置や、直接的な就職支援

措置のほか、労使双方が雇用維持を図るよ

う支援するための措置が含まれている。 

 

 もっとも、これらの文書が、２０１０年

５月の政権交代を経て、保守党・自民党政

権によってどれほど尊重されて来たかは定

かではない。 

 上記(a)は、保健省主導で策定された文書

であり、保守党・自民党政権下で、「メンタ

ルヘルスなくして健康なし～メンタルヘル

スの改善に関する省庁横断的国家戦略～」

（No Health Without Mental Health: A 

Cross-Government Mental Health 

Outcomes Strategy for People of All 

Ages）に上書きされる形で継承されたが、

比較的時の政権との関わりが深かった(b)～

(d)の文書は、２００５年の発足後、政権を

跨いで現在まで運営されている「健康、労

働と厚生水準戦略」（Health, Work and 

Well-Being Strategy）の WEB ページのリ

ソース欄（http://www.dwp.gov.uk/health 

-work-and-well-being/resources/）に一切

掲載されていないことからも、保守党・自

民党政権下において、あまり尊重されてい

ない可能性が高い。 

 他方、ブラック報告書は政権を跨いで尊

重され、その実現へ向け、予算措置に基づ

く各種の取り組みが実施された。現在は、

その殆どがトライアル（試行作業）や政府

補助による支援期間を終えているが、ブラ

ック報告書に記載された提言の多くは、ブ

ラック計画として、イギリス政府が運営す

る「健康、労働と厚生水準戦略」（Health, 

Work and Well-Being Strategy）に統合さ

れた。そして、ごく 近の２０１１年２月

１７日にも、雇用年金省が、その計画のう

ちの幾つかに１２００万ポンド（約１５億

円）の追加補助を行う旨を発表した。この

中には、職務適応支援サービスや労働衛生

電話相談サービスも含まれている。政府は、

これらの業務は、既に雇用者と疾病休業初

期段階にある被用者個々人の双方への支援

において高い効果をあげていると認めたと

いうことである８３。 

 このうち、職務適応支援サービスの促進

策は２００９年１０月に公表されたもので、

その中には１１の地域で２０１１年３月を

期限に実施された、中央政府による一時的

な刺激策としての補助金の支給も含まれて

いた。このサービスの目的は、人びとの職

務定着や疾病休業後の早期復職、健康の保

持増進や障害の克服などを支援することに

ある。このサービスの具体的内容は、その

規模や条件によって異なるが、健康づくり、

治療、労働市場能力、その他借金、人間関

係、住宅など広範な問題に関わる支援サー

ビスをカバーする。２０１１年２月の雇用

年金省による公表の後、現段階で、従前補

助を受けていた１１のサービス地域のうち

７つ（の地域）が２０１３年３月を期限と

する追加補助を受けている。 

 その他、主な提言の帰趨は以下の通り８４。 

 

 １）雇用年金省のウェブサイトに掲載さ

れた「健康、労働と厚生水準」政策の推進

者（Coordinator）は、２０１０年より９

つのイギリスの地域（region）とスコット
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ランド、ウェールズで活動を開始してい

る。彼らの役割は、「健康、労働と厚生水

準」をまもり、それに関する事柄をリード

すると共に、各地域レベルで健康と雇用へ

むけた統一的な取り組みを促進すること

にある。 

 

 ２）「職場の厚生水準測定ツール（The 

Workplace Wellbeing Tool）」は、雇用者

が被用者の不調状態が事業に与えるコス

トや対策の結果の指標化を支援するもの

であり、２０１０年３月９日に運用が開始

された（※下線は報告者が添付した）。 

 

 ３）労働党政権は、ブラック卿の提言の

殆どについて、その全てまたは一部を採り

入れたが、その重要な要素の一つ（新たな

ビジネス主導型の健康・厚生水準に関する

コンサルティング）についてはあえて実施

しなかった。また、２つ目の勧告（「健康、

労働と厚生水準」基金）にかかる施策は、

予算的制約を理由に正式に廃止された。こ

の基金は、中小企業やローカル・パートナ

ーシップ（※地方公共団体等に有効な支援

をもたらすことにより公益の実現を図る

民間組織）に対して、被用者の健康や厚生

水準に関する革新的な計画を支援するた

め、１０００ポンド（約１２万５０００円）

から５０,０００ポンド（約６２５万円）

の範囲で授与されるものである。その第１

段階は２０１０年４月に開始され、第２段

階の公募受付は同年９月に開始される予

定だったが、雇用年金省が、「必要な財源

が確保され次第、２０１１年から２０１２

年の間に実施の可能性を検討する」と約束

し、延期した。しかし、結局廃止を公表す

るに至った。 

 

１.４.２.３.２ 国際事情 

 （未了） 

 

１.４.３ 具体的内容 

 先述した通り、２００４年に初めて公表

された MS は、要件や禁止事項の設定によ

る規制的なアプローチより、ガイダンスと

しての活用を予定したものであり、国内の

雇用者に実務的なモデルを示すことを目的

としている８５。 

 

１.４.３.１ 仕組み 

 繰り返しになるが、HSE による MSA は、

作業関連ストレスをゼロにするのではなく、

それによる悪影響を 小化することを目的

とするものであり、被用者やその代表によ

るそうした問題への理性的対応を支援する

ものである 。そのため、MS は、先ず、そ

の活用者に組織の現状と理想的条件とのギ

ャップを認識させ、その後、そのギャップ

を埋める支援が行われるよう設計されてい

る８６。 

 

１.４.３.１.１ ５段階の管理プロセス 

HSE は、MSA の一環として、組織内の

管理者に作業関連ストレスを低減する手続

と手段を提供するため、５段階のリスク管

理プロセスを開発した。このプロセスは、

管理者とその他の被用者が、証拠に基づく

共同的な問題解決手法によって労働衛生管

理を行えるよう、模範的な実践モデルを示

そうとするものである。HSE の報告書には、

この管理プロセスを活用した MSA やそれ
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に準じる取り組みを履行した組織は、自身

に課された法的義務を履行したとみなされ

ることになろう（would be deemed）、と記

されている８７。この手法が焦点を当ててい

るのは、特定の部署や作業工程、就業管理

だが、このアプローチの力点は、予防およ

び組織的な統制手法にあり、専門家からは、

ポピュレーション・ベースのアプローチと

捉えられてきた（Mackay ら８８）８９。 

遵守されるべき段階は、以下の通り。 

 

（別添図２参照） 

 

 Cox、Cox らの分析では、ここで示され

た５段階は、①一連のリスク調査、②リス

ク調査結果の管理・介入計画への反映

（translation）、③当該計画の実行、④記録、

⑤評価に集約される９０。リスク調査とそれ

に続く介入の焦点は、心理社会的な危険源、

すなわち作業の設計や管理、システムや組

織にある。 

 

１.４.３.１.２ 評価ツール（Indicator 

Tool） 

 イギリスでも、大規模な組織の中には、

MSA が導入される前から、心理社会的要因

の調査をリスク管理手続に組み込んでいた

ところもあったが（Jordan ら９１）、殆どの

組織はそこまでは行っていなかった。その

理由として指摘されていたのが、情報や支

援の不足、リスク調査にふさわしい手続や

ツールの不足などであった。そこで HSE は、

調査ツールとその実施手順を併せた評価ツ

ールの開発を含め、MSA の実施に前向きな

組織を支援するための段階的取り組みを開

始した（Cousins ら９２）。その結果、評価ツ

ールは、MSA の主軸となるに至った９３。 

 評価ツールは、MS の現場運用に基づい

て編み出された測定手段である。６つの項

目にわたって被用者の回答をはかる自記式

の質問用紙の形式を採っている。個々の項

目 の そ れ ぞ れ が 心 理 社 会 的 な 尺 度

（dimension）であり、共同的に１つの調

査モデルを形成している。この尺度は、HSE

の委託により実施された、作業上のストレ

ス要因と健康の関係に関する調査研究の

新のレビューに基づき選択されたものであ

る（Rick ら９４）。このレビューで調査対象

となった労働条件は、 

①仕事量、仕事のスケジュール、作業計

画、身体的環境その他の要求（demand） 

②作業の手段に関する裁量、決定権限そ

の他の裁量（control） 

③支援、いじめ（bullying or harassment） 

 であった。 

 MSA の開始後比較的早い時期に被用者

を対象に実施されたCousinsらの調査９５に

よって、６つの尺度から成るこのモデル（の

適正さ）が支持され、MSA の実践的性格も

一定の評価を受けた９６。 

 以下の通り、６つの尺度のうち３つは職

務の内容を反映し、他の３つはその背景を

示している。 

 （別添図３参照） 

 実のところ、以上の６区分は、労働心理

学（の文献）では伝統的な区分法である。

職務内容を示す３つの尺度は Karasek and 

Theorell （ 1990 ） ９７ に い う Job 

Demands-Control モデル（DC モデル）や、

（要求、裁量、支援を尺度とする）Cox ら

（Cox、Cox ら、Cox ら９８）の評価モデル

（Job Demands-Control-Support モデル：
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DCS モデル）のような 近の作業関連スト

レスに関する理論と一致している。DC モ

デルは、MS の評価ツールを開発する際の

基礎として用いられたし、職務の背景を示

す３つの尺度は、主にミシガン州立大学社

会科学部の研究に基づく（役割、人間関係、

変化を尺度とする）理論を支柱としている。

すなわち、６つの尺度は、心理社会的な不

調や疾病休業に影響する作業関連要因に関

する体系的なレビューを反映させたもので

ある（Michie ら９９）。評価ツールを活用し

て収集されたデータから各領域ごとに特定

の集団の平均スコアが示される（HSE１００）。 

 評価ツールは、一律的な国の基準とは異

なり、作業関連ストレス管理に関する組織

のパフォーマンスを測定する「方法の１つ」

として提供されたものである。そこに示さ

れた基準値（threshold）を達成すれば、当

該組織の管理は、作業関連ストレスの発生

防止について、模範例に準ずる範囲内にあ

ると推認される１０１。 

 

１.４.３.２ 流れ 

 （未了） 

 

１.４.４ 法的位置づけ及び法的効力 

 先述した通り、MS は、あくまでガイダ

ンスとして設計されたものであり、少なく

とも現段階では、それ自体が直接的に法的

拘束力を持つわけではない。もっとも、組

織が HSWA の一般的義務条項を履行した

というためには、作業関連ストレスについ

て適切かつ充分なリスクアセスメントを実

施したことを証明せねばならず、それを怠

れば、強制措置（enforcement）を招くこと

もある１０２。その意味では、間接的な強制

性を持つとはいえよう。 

 また、HSE が Web と紙媒体で公表してい

る MS のガイダンスには、当該ガイダンス

について以下の記載がある１０３。 

 「このガイダンスの遵守は義務ではない

ので、他の手段を採用するのも自由です。

しかし、このガイダンスを遵守すれば、通

常は、充分に法令遵守を果たしたこととな

ります。安全衛生監督官は、その職分とし

て法令遵守の確保を求めますが、その一環

として模範例を示す際、このガイダンスを

参考に挙げることになるでしょう」。 

 MS の法的な位置づけを改めて整理すれ

ば、以下の通り。 

先ず、HSWA が上位の根拠法として存在

し、その第２条第１項に「罰則の裏付けを

伴う」職域の安全衛生および厚生水準確保

を定めた一般的義務条項が置かれている。 

 その下に法律並の法的規範性（強制力）

を持つ複数の規則（日本でいう安全衛生規

則などの政省令）があり、これらがその具

体化を図っているが、その制定改廃につい

ては、国務長官に大きな権限が与えられて

おり、安全衛生における、現場対応的柔軟

性、機動性、専門性の確保の要請を踏まえ

た選択と解される。MS との関係では、職

場のリスク調査を義務づけた９９年安全衛

生管理規則第３条が、その直接的な根拠規

定と解されている。 

 それより下位に、日本では大臣告示、局

長通達などの行政規則（解釈例規）に当た

る実施準則があり、これは、MS よりは一

段上位の格付けに当たるものの、性格的に

はガイダンスにとどまる。よって、名宛人

は、その遵守を直接的に義務づけられるわ

けではなく、別の手段で同じ目的を達する
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ことも許されるが、その遵守により上位に

ある法規則の合法性が推認される点でも

MS と類似する。HSWA やその下位にある

安全衛生規則を含め、労働安全衛生に関す

る幅広い法規則の目的を達するために設け

られるもので、制定改廃については、HSE

（安全衛生庁）専門的行政機関に大きな権

限が委ねられ、その専門性、網羅性、機動

性が担保されているが、監督官による合法

性監督に際しても違法性の判断規準として

参照されるなどの意味で間接的、実質的な

法的拘束力を持ち得ることなどから、制定

改廃については、国務長官その他の行政機

関との間での協議など、やや厳しい手続的

規制が設けられている。MS をこれに格上

げすべき、との主張もあるが、今のところ

実現していない。 

 そして、位置づけ的にはこれらのルール

の更に下位にあるのが MS であり、これは、

基本的な根拠を（遠縁の）法令に置きつつ

も、リスク調査と管理の手法をベースとし

つつ、実効的なストレス対策のためにある

べき条件を掲げ、それと実際の職場との相

違を確認させたうえで、理想的方向へ誘導

しようとするガイダンスである。よって、

実施準則と同様に、この手段を講じないこ

とがただちに法違反を導くわけではなく、

他の方法による法目的の実現ももちろん可

能である。逆に、このシステムの活用はお

おむね法遵守の推定を導くと考えられてお

り、外部の EAP（Employee Assistance 

Program）などが、このアプローチに「貢

献するもの」と記載する報告書もある１０４。

その制定改廃は HSE の専権事項とされて

おり、そのことによって、専門性、網羅性、

機動性の確保が図られているといえる。 

実際に、HSE は、MSA の開始以後、イ

ギリス国内での災害発生件数や作業関連ス

トレスの低減を図るため、数多くの国家レ

ベルでの介入計画を策定して来た。これら

の計画は、データ上、災害発生件数や作業

関連ストレスが も多い産業分野を対象と

して来た。そして、Web での公表を基本と

したガイダンス、教育研修機会、国による

無料の電話相談によるサポート、HSE の擁

する専門家への労使双方のアクセスや、組

織の取り組みの進捗状況を監視する監督プ

ログラムの提供に至るまで、数多くのソフ

トな（：誘導的な）関連施策を実施して来

た１０５。 

 結論的に、MS にとって、上位にある法

規則は、実質的に著しくパフォーマンスの

悪い雇用者に対する公権力行使や予算の割

当を裏付ける形式的意味しか持たないとも

いえるが、目標設定、手続、体制整備など

の規定という点では、応分の意義が認めら

れよう。 

 

１.４.５ 確認できる効果 

１.４.５.１ ノッティンガム大学の研究

グループによるデルファイ調査の示唆 

 MSA の効果に関する専門家の評価につ

いては、ノッティンガム大学労働衛生・産

業組織研究所の研究班が HSE の委託を受

けて実施したデルファイ調査（専門家を対

象とする反復的な聞き取り調査をベースと

した将来予測）１０６が、 も詳細に論じて

いると思われるため、以下に該当箇所を引

用する（以下、斜字部分は、聞き取り調査

を受けた専門家の発言を指す）。 
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「回答者には、MSA が総じてうまく機

能していると思うか、と問われた。幸い、

実務的な経験不足のために回答できなか

った者は殆どいなかった。おおむね意見の

一致をみたのは、MS は、作業関連ストレ

スを管理するうえで、現実のニーズがあ

り、革新的かつシンプルで、実務的な包括

的アプローチではあるが（「MS は、まさ

に前向きかつ積極的なもの。現存する問題

をそのままにとどめるより、その克服に努

め、予防的措置による積極介入を図るもの

である」（J 氏へのインタビューによる））、

実施上の重要な問題がある、ということで

ある。たしかに、MSA は、特に中小企業

にとっては（「MS は、おそらくヨーロッ

パ全土で重大な関心を持たれているであ

ろう中小企業にとっては、 も抜本的かつ

シンプルな出発点である」（U 氏へのイン

タビュー））、理解も実施もし易い優れた包

括的枠組みである（「ストレスを理解し、

概念化するための枠組みとして、雇用者は

両者（※MS による測定結果とストレス）

の関連づけをうまく行えているように思

われる。MS が採用した６つのストレス要

因の類型は、彼らの理解と合致している。

つまり彼らは、もしあなた方がここに挙げ

られた６つの類型を侵せば、『ストレス』

と呼ばれるものを見ることになることに

なるという、その理由をちゃんと理解して

いる。MS は、まさに枠組みとして機能し

ている」（F 氏へのインタビューによる）。

 しかし、専門家の一致した見解として、

MS には更に改善の余地がある（「それは、

決して MS が機能していないということ

ではない。その適用実績が、未だその潜在

能力を全て示すに至っていないというに

過ぎない」（P 氏へのインタビューによ

る）。たしかに、MS のリスク・アセスメ

ントの要素はよく出来あがっているが、組

織が MS を実施する方法やその要求を達

成するために求められるスキルやコンピ

テンシー（適格性）（「ラインの管理職は、

現実に MS で求められるアドバイスやガ

イダンスを行うスキルや知識を欠いてい

る。私の考えでは、このことは、メンタル

ヘルス問題のみならず、その他の労働安全

衛生上の問題に広く当てはまるのではな

いか」（Q 氏へのインタビューによる）の

観点では、まだ残された課題がある。組織

は、リスクを削減するための介入の際か、

その後に多くの問題に直面する（「私とし

ては、MS が、組織が問題解決のためにな

すべきことを的確に捉えているか、確信が

持てない。おそらく、少々規範的介入が行

き過ぎているのではなかろうか」（L 氏へ

のインタビューによる））。回答者の一人

は、MS の効果をあげるためには強制的要

素は必要だろう、と述べたが、その他複数

の回答者は異なる見解を述べた。また、

MS は、既に作業関連ストレスを管理する

ための包括的なシステムやプログラムを

構築している大規模な組織には何の意味

も持たない、との意見もあった。 

 ヨーロッパ諸国では、全体に労働衛生管

理が進んでいるが、特定の問題の管理につ

いては他の国々より進んでいる国もあり、

その意味で、HSE の MSA は、「他のヨー

ロッパ諸国にはない興味深い管理の取り

組みである（G 氏へのインタビューによ

る）」。また、MSA は、今現在作業に関連

する健康管理に本気で取り組もうとして

いるヨーロッパの国々の幾つかに、一定の
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先例的枠組みを提供する役割を果たして

いる、との見方もある（「現在、多くのヨ

ーロッパの国々が、HSE が MSA を用い

て実施している取り組み―どのように定

義され、どのように実施されているかなど

―に注目している。MSA は、我々が既に

持っている知識を現場に適用するシステ

ムを構築するための も実践的なアプロ

ーチではなかろうか」（K 氏へのインタビ

ューによる））。ただし、仮に MS が他のヨ

ーロッパ諸国に採用される場合にも、文化

的な相違については考慮される必要があ

ろう。 

 以上の通り、MS が実務的または理論的

に機能しているか、との問いへの回答は明

らかである。合意の到達点は、理論的には

機能しているが、実務的にはそうともいい

切れない、ということになる」１０７。 

 

１.４.５.２ Danielsらによる 新著作の

示唆 

 MSA の効果を推定させる数値について

は、２０１２年６月発刊予定の Daniels ら

による 新著作が も詳細かつ具体的に論

じていると思われるため、以下に該当箇所

１０８を引用する。 

 

 ２００９年に公表されたデータでは、国

全体レベルにおいて、自己申告による作業

関連疾患の調査から、２００４年に MSA

が導入されて以来、ストレス関連の症例の

推定発生件数が７％減少した１０９ことが

示唆されている。他方、労働力人口におけ

る自己申告に基づく作業関連ストレス、抑

うつ状態、不安の保有・発生率は、２００

１／０２年から０８／０９年にかけて、０

１／０２年の数値が例外的に０８／０９

年に比べて著しく高かったことを除き、お

おむね横ばいであった１１０。ストレス、抑

うつ状態、不安による推定逸失労働日数

も、上記の保有・発生率とほぼ同様の傾向

を示してきた。すなわち、０１／０２年か

ら０８／０９年にかけて、０６／０７年の

数値が例外的に０８／０９年に比べて著

しく高かったことを除き、おおむね横ばい

であった１１１。 

 ストレスレベルの動向は、２００４年か

ら２００９年の６年間、イギリスで行われ

た心理社会的労働環境調査の結果からも

うかがわれる１１２。その 初の調査は、

MS 導入の直後に完了したので、初期的な

条件を示すものといえる。調査結果から

は、「（労働条件の）変化の管理」および「上

司による支援」において積極的な変化が見

られたが、「要求」、「裁量」、「同僚の支援」、

「人間関係」や「役割の明確化」について

は、６年間を通じて有意な変化は見られな

かった１１３。 

 ２００７年に実施された、公共部門に勤

務し、HSE が主催した MSA の実施方法に

関する教育研修ワークショップに参加し

た５００名の人事労務管理・労働衛生スタ

ッフへの調査によれば、①（彼らの所属す

る）組織は、それまでの時点で既にストレ

ス対策に関する内部の方針や手続を改善

していたこと、②（研修機会を通じて）ス

トレスや休業の問題に注目し直したこと、

③研修の受講者は、こうした問題への対応

およびストレスのリスク調査の実施につ

いて、より自信を持ったことなどが明らか

にされている１１４。 

 組織の中には、事例検討で示されたスト
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レス軽減努力を継続し、その結果、休業日

数やストレス関連問題の発生件数が相対

的に減少したと報告した例もあるが１１５、

克服すべき多くの障害に直面し、実効を挙

げられなかった例もあった。要するに、統

計分析上は、職場において何らかのストレ

ス対策を講じる例が増加しているものの、

組織による MS の実施を実効的に支援す

るには、相当程度の政策上の支援やガイダ

ンスが必要とされることが示唆されよう

１１６。 

 

１.４.５.３ 政府による統計調査の示唆 

 その他、報告者の調べによれば、MSA と

の直接的な因果関係は定かではないが、そ

れを推定させるような政府による統計調査

の結果がある。 

 すなわち、HSE が公表した自己申告によ

る労災・作業関連疾患統計（Self-Reported 

Work-Related Illness and Workplace 

Injuries in 2003/04 and 2009/2010: 

Results from the Labour Force Survey 

HSE 2005 and 2011）から、MSA が開始さ

れる直前の２００３年から２００４年にか

けての１年間、 近の２００９年から２０

１０年にかけての１年間の作業関連ストレ

スにかかる推計逸失労働日数のデータを比

較してみると、以下のように整理できる。 

 なお、より正確にいえば、下掲の数値は、

調査時点より過去１２か月間に、現在また

は 近の仕事に起因するか、それによって

増悪した、自己申告上のストレス、抑うつ

状態、不安を原因とする推計逸失労働日数

（※単位１０００）（および労働者一人あた

りの平均逸失労働日数）を現している。 

 

 １）産業別データ 

別添（産業別データ）参照 

 

 ２）職種別データ 

 別添（職業別データ）参照 

 

 ３）事業場規模別データ 

 別添（事業場規模別データ）参照 

 ここから読み取り得る傾向は、以下の通

り。 

 

 １）トータルでの逸失労働日数は、明ら

かに減少している（約２３パーセント）。 

 ２）産業別では、公共・防衛、保健・社

会事業の逸失労働日数が相対的にかなり多

い。うち前者は減少傾向にあるが、後者は

増加傾向にある。 

 ３）職種別では、管理監督者の逸失労働

日数が多かったが、減少傾向にある。経営・

秘書も大幅に減少している。特筆すべきは

技術士補その他技術者で、もともと逸失労

働日数が多かったが、近年に至ってもむし

ろ増加傾向にある。専門職も高水準で推移

している。また、０３／０４年調査では、

単純作業でも逸失労働日数が多かった。そ

の他、個人的なサービスの提供、とりわけ

介護的業務の逸失労働日数が大幅に増加し

ていることが注目される。 

 ４）事業場規模別では、０９／１０年で

みると、意外なことに、中規模より大規模

のほうが絶対数、一人当たり平均逸失労働

日数、減少率共に多い／大きい。また、０

３／０４年、０９／１０年の双方で、大規

模は、小規模と比べても、一人当たり平均

逸失労働日数が多い。 
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 他方、HSE が２００９年に公表した心理

社会学的労働環境に関する調査報告

（ Psychosocial Working Conditions in 

Britain in 2009 HSE 2009）には、以下の

ような調査結果が記されている。 

 

 「２００４年から２００９年にかけて行

われた調査の結果からは、たしかに条件の

変化及び上司のサポートの指標では大幅

な向上傾向がみられるものの、この期間を

通じて心理社会的労働条件が一般的に有

意に変化したとまではいえない。２００７

年の報告では、全人口平均レベルでの改善

傾向が顕れているといえるかもしれない

が、２００８年と２００９年の調査結果で

は、そうした傾向は継続していない。仕事

がかなりまたは過度にストレスになって

いると答える被用者の数の減少傾向はも

はやみられず、職場で積極的なストレス対

策がなされていると認識したり、ラインの

管理職とのストレス問題についての話し

合いがあると報告する被用者の数にほと

んど変化がみられない」。 

 

 この資料は、HSE が２００４年から毎年

実施している心理社会的労働条件調査の２

００９年版であり、同調査は、①仕事上の

要求度合い（ Demand ）、裁量の程度

（ Control ）、 上 司 に よ る サ ポ ー ト

（Managerial Support）、同僚によるサポ

ート（Peer Support）（いわゆる D-C-S モ

デル）や、②役割（Role）、③人間関係

（Relationships）、④条件の変化（Change）

の観点からみた心理社会的労働条件の変化

をモニターすることを目的に開始されたも

ので、これらの要素は、HSE がまさに使用

者による MSA の実施を通じて改善を図ろ

うとしてきた労働条件である。 

 その意味では、イギリスにおける公的ス

トレス対策の限界が示されているともいえ

るが、良心的に解釈すれば、MSA の有効性

自体が否定されているとまではいえず、雇

用者サイドの実施努力により結果が改善さ

れる可能性は認めているともいえる。 

 

１.４.５.４ HSE が示す個々の組織レベ

ルでの改善例 

 上述の通り、今のところ、全国レベルで

のデータ上、MSA の効果が有意に認められ

る状況にあるとはいえないが、HSE のガイ

ダンスには、個々の組織レベルにおいて、

MS を参考にした積極的な作業関連ストレ

ス対策により、１.４.２.２.１～１.４.２.２.

３で述べたような負の影響を回避または

小限にとどめることに成功した例が数多く

あると記されている１１７。 

以下で、当該ガイダンスに掲載されてい

る４例を、原文試訳形式で紹介する。 

  

 １）Bradford and Bingley 社の例１１８ 

 

 この会社のストレス対策の取り組みは、

職員の申告を受けた地方環境衛生監視官

（EHO:Environmental Health Officer）

による査察をきっかけに開始された。査察

の結果、強制措置がとられるには至らなか

ったが、会社は EHO の助けを得つつ、ス

トレス管理体制の改善のためのアクショ

ンプランの策定に取り組んだ。 

 会社は、データ分析から聞き取りに至る

種々の情報源を活用して同社にあるスト

レス問題の範囲の特定を図り、これを MS
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に照らして図式化した。こうした情報源の

分析からは、作業関連ストレスに繋がるよ

うな体系的（制度的）な問題は認められな

かったが、仕事上の要求（Demands）や

条件の変化（Change）といった基準の周

囲に集中する問題が数多く認められた。 

 そこで、そうした問題の解決のためのア

プローチでは、同社の実情に合ったストレ

スマネジメント計画の構築とその運用に

携わる管理者全てを対象とした教育研修

に焦点が置かれた。新たなマネジメント体

制の基礎として、各部門の管理者がストレ

スの潜在的要因を特定し、適切な対応手段

を見出せるよう、新たなリスクアセスメン

トツールが採用された。 

 たしかに、同社のストレス管理の取り組

みは、これから始まる長期的な取り組みの

第一歩に過ぎないともいえる。しかし、設

定目標、長時間労働、組織的な変化を含め

た問題群に対しては、即時に可能な介入が

数多くある。 

 初の取り組みから１年経った時点で、

同社のプロジェクトは、既に事業面で明ら

かな利益をもたらしていた。すなわち、（逸

失労働時間で計った）ストレスに関連する

休業は、ピーク時の７５パーセント減とな

り、逸失賃金のみでも２５万ポンド（※日

本円で約３１２５万円）分の損失の削減を

同社にもたらした。結果として、この組織

は、ほとんどコストをかけずに生産性にお

いて１パーセントの利益をあげたことに

なる。 

 

 ２）Hinchingbrooke 国民保健サービス

基金の例１１９ 

 

 この組織では、２００３年にストレス関

連疾患の罹患者が増加し、国民保健サービ

スの年次職員調査の結果、職員が受けてい

る作業負荷が、全国民保健サービス基金の

上位２割にランクされた。そこで同基金

は、HSE の MS の評価ツールを活用した

調査を実施した。その調査の結果、２つの

基準、すなわち仕事上の要求度合い

（Demands）と、それほどには至らない

ものの、裁量の程度（Control）について

も問題が指摘された。 

 これを受け基金は、２００４年の秋、６

か月間にわたる「職員の価値向上（Valuing 

Staff）」キャンペーンを導入した。このキ

ャンペーンには、以下を含む９つの領域で

の改善策が盛り込まれていた。 

 ①管理者対象の教育研修の改善 

 ②現場の要請をより的確に予測して、そ

の要請に見合う人材配置を可能にするよ

うな方策（formula）の導入 

 ③様々なレベル・方向におけるコミュニ

ケーションの改善 

 ④休業管理システムの導入 

 このキャンペーンは、その実施に要した

費用を超える測定可能かつ有意義な

（measurable）結果をもたらした。 

 ①職員の疾病休業が、２００３年１０月

に６パーセントあったが、２００５年１０

月には３．８パーセントにまで減少した。

これは、当該機関において実に５０万ポン

ド（※日本円で約６２５０万円）もの損失

が削減されたことを意味する。 

 ②疾病休業が減る一方で、産業保健部門

（Occupational Health）にストレスに苛

まれていると愁訴する職員の数が増加し

た。これは、職員の側に、疾病休業に至る
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前段階で支援を求めようとする意識が拡

がったためと解される。 

 ③この基金では、２００３年時点におい

て、消化されない長期休暇（vacance）が

随分とあったが、２００５年までに、対象

者の選抜システムをパスした申込者が待

機する状態にまで至った。このことから、

当該病院（基金）の雇用者としてのイメー

ジが改善したことが窺われる（※下線は報

告者が添付した）。 

 ④生産性はかなりの程度向上した。患者

の待ち時間が減り、患者の数が増えた。 

 

 ３）Somerset 地区協議会の例１２０ 

 

 この機関は、もとより疾病休業問題の存

在を認識しており、その中には作業関連ス

トレスに関係するものもあった。そこで、

２００１年の秋に「職業生活の質（Quality 

of Working Life）」と題するプロジェクト

を立ち上げることにより、この問題に対処

することとした。この計画には、この問題

に関わる重要な職員を理事会メンバーに

参加させる、徹底したストレス測定を実施

する、その結果を介入に活用する、こうし

た活動の費用対効果を監視する、といった

策が盛り込まれた。 

 その結果、疾病休業水準が低下し（２０

０１／０２年の１０．７５日が２００４／

０５年には７．２日へ）、２年間で約１５

７万ポンド（※日本円で約１億９６２５万

円）の損失削減が実現した。 

 

 ４）Nortfork 地区協議会の例１２１ 

 

 この協議会は、約６５００名の教員を雇

用しており、ストレスは休業や職員入れ替

わりの代表的要因であると認識していた。

そこで、HSE の作業関連ストレスにかか

るリスクアセスメント手法を基礎に、学校

対象の快適化計画を開発し、運用を開始し

た。 

 その結果、教員の作業関連ストレスに起

因する疾病による逸失勤務時間は、２００

５年の夏学期には、２００４年の夏学期と

の比較で４０パーセントも減少した。 

 

１.４.６ 問題点、発展可能性と克服すべ

き課題 

１.４.６.１ 指摘されている問題点 

１.４.６.１.１ Kompier の示唆する総合

的な問題点 

 ノッティンガム大学の研究グループが執

筆した HSE 発刊の報告書でも詳しく採り

上げられているように１２２、MSA に関する

幾多の批評の中でも、 も説得的なものの

１ つ に 、 ２ ０ ０ ４ 年 に 公 刊 さ れ た

Kompier１２３がある。彼は、リスク管理の

変形ともいえる MSA について、（その当時）

以下の５つの問題点を指摘した。 

 

 １）基準の不明確性 

 Cousins et al.には、初期の開発検討会に

おいて、「達成されるべき条件」のいくつ

か、すなわちその基準自体が、非常に一般

的で曖昧に過ぎると捉えられていたと記

されている。好例は、基準内で繰り返し使

われている「個人が苦情を申し立てるシス

テムが存在する」との要件である。このよ

うな要件では、肯定も否定も困難であろ

う。 
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 ２）評価ツールの心理測定的特性の未開

発 

 評価ツールには高いレベルの表面的妥

当性（face validity）があるが、実務で活

用されるためには、その心理測定的特性が

さらに開発されるべきと感じられる。この

問題は、Main１２４を含め、他の学者からも

度々指摘されてきた。 

 ３）リスク評価ツールと基準の関係の不

明確さ 

 過去の様々な報告を踏まえると、この点

が充分に明確でない。また、個々の基準値

がやや恣意的で、意思決定ルールによる充

分な裏付けがないようにも感じられる

１２５。 

 ４）基準値（threshold）にかかる科学

的根拠の脆弱性 

たしかに、組織の成長支援を可能にする

尺度を基準に採ることが も有効な可能

性が高いが、その科学的根拠が脆弱である

ことは否めない。もっとも、そうした基準

値に関する疑問は心理社会的危険源に特

有のものではなく、その決定は社会的パー

トナー間の合意に基づいてなされるべき

である（それが共同的問題解決手法とも一

貫する）（※下線は報告者が添付した）。 

 ５）介入の現実を想定した指針整備やそ

の前提となる調査の不充分さ 

 MSA 開始直後の論文（Cousins ら、

Mackay ら１２６）に徴する限り、組織がリ

スク調査を行い、その結果を基準や達せら

れるべき条件と比較することによって、確

たる介入指針が充分に得られるかが明ら

かでない。この点は、未だ臨床的に精査さ

れていない。２２の企業が実験的な調査対

象とされた経緯があるものの、実際に介入

が実施されたか否か（仮に実施された場

合、どのような類のものが、どのように実

施されたか）も、介入の結果も判明してい

ない。 

 

１.４.６.１.２ Daniels らによる 新著

作の示唆 

 ２０１２年６月発刊予定の Daniels ら

１２７には、MS の問題点について、実務・理

論の両面にわたり、以下のような記載があ

る。もっとも、基本的には MSA に肯定的

な立場に立っており、問題点というより改

善課題の抽出という性格が強い。 

 

１.４.６.１.２.１ 実務面 

 

 MSA の手続上の問題点については、そ

の導入初期に社会奉仕団体での実験で調

査されていたが１２８、その後、これら以外

での機能を評価するため、９つの事例検討

と５００の組織調査からデータが収集さ

れた（Broughton ら１２９）。 

その結果特定された MSA 実施上の阻害

要素（barriers）は、前者の実験的調査結

果とほぼ一致していた。すなわち、①資源、

情報、教育訓練の不足、②改革実施への意

欲 の 欠 如 、 ③ 上 級 管 理 職 （ senior 

management）の協力の欠如、④ストレス

状況に関する開示性の欠如が含まれてい

た。逆に、その促進要素（enablers）の中

には、①ストレスや休業問題に関する方針

の存在、②管理職の関与および改革実施へ

の主体的な参加（commitment）、③予防

的取り組み、④的確なデータの収集、⑤（外

部支援を含め）支援体制の整った環境が含

まれていた。その他、（国内（UK）や EU
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の政策立案者、研究者、実務家を含めた）

MS に関する専門家の見解や、彼らの認識

する MS の有益性や現場適応性を整理し

た研究もある（HSE１３０）。 

 本書の中では、Bourbonnais らが、MS

に関する調査から明らかとなった介入上

の阻害要素と促進要素を論証しているが

１３１、そこでは、矯正施設（correctional 

establishment）における介入調査の結果

が引用され、①上級管理職による支援、②

相応の財政的、人的資源の存在および割

当、③（関係情報の）開放性、④信頼関係、

⑤自主的な関与、⑥意思疎通に加え、⑦先

例のデータ収集を含めた確実な根拠に基

づく方法論の重要性が強調されている。ま

た、この例だけでなく、その他の産業や施

設における同様の調査を踏まえて研究者

や実務家が発する提言は、現場での介入の

成否には、一定範囲における何らかの手続

や背景が関係している、という点でほぼ一

致しているように思われる。 

そこで以下では、MSA の実施に際して

の阻害要素のいくつかを４つの見出し（①

組織的背景（organizational context）、②

資源（ resource）、③実施手続の支援

（ implementation ）、 ④ 適 格 性

（competence））に集約して論じる。 

 １）組織的背景 

HSE の評価ツールは、作業関連ストレ

スを対象とする MS の一部として、６つの

ストレス要因（①仕事上の要求、②仕事上

の裁量、③支援、④職場の人間関係、⑤役

割の明確性、⑥変化の管理）を調査するた

めに開発された３５項目の質問紙から成

るが、その焦点がわずか６つの心理社会的

な危険源に絞られてしまったことから、調

査の感度（sensitivity）や、調査の結果な

される組織的背景に対する介入の可否や

方法等の決定に問題が生じることとなっ

た。例えば、専門家からは、密接な意思疎

通、支援、参加、フィードバックがあり、

フォーカスグループ（※情報の収集を目的

に作られる少人数のグループ（三柴注））

の実施が容易な小規模組織に対しては、よ

り焦点を絞った、シンプルな、質問紙を用

いないアプローチが求められる可能性が

指摘されてきた１３２。要は、１つのモデル

が全てのリスク調査や管理に適合すると

は限らないということである。リスク管理

は、むしろ、異なる組織的ニーズ、環境、

資源に適応し得るものでなければならな

い。既に指摘されているように、組織の中

には、従前の取り組みの枠内で MSA に適

応するための 善の方法について困惑す

るところも少なくないであろう。そうした

ところは、MS に組織的に従うことができ

なくなるか、特定のニーズに形だけ合わせ

る結果になりかねない（Cox ら、HSE、

Tyers ら１３３）。MS の手続は、予防的

（ preventative ） に も 事 後 対 応 的

（reactive）にもツールとして用いられ得

るものだが、その程度もまた、組織により

異なる（Broughton ら１３４）。柔軟で適応

性の高い手続であれば、より効果的であ

り、かつ事業主や組織の「学び」を促進で

きるであろう。 

２）資源 

第２に、介入段階で様々な障害に直面す

る組織も少なくない（HSE、Tyers ら

１３５）。この実務上典型的な障害は、欧州

レベルの事例検討でも確認されている（例

えば、European Agency for Safety & 
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Health at Work, 2009１３６）。MS の実施を

複雑で困難にするような要素は数多く、そ

の中には、資源の不足、組織の規模や構造、

モチベーション維持の難しさ、MS の手続

の伝達の難しさなどが含まれる（Cox ら、

HSE、Tyers ら１３７）。 

 ３）実施手続の支援 

 第３に、実務家の多くが、MS の手続を

支援するための柔軟で包括的な「道具箱

（toolbox）」が開発されることが望ましい

と指摘してきた（Cox ら１３８）。そうした

道具箱は、組織的背景やニーズに適応で

き、補完的な調査ツール、ガイダンス、実

例や、MS を実施するために必要なスキル

や適格性（competence）の向上を支援す

る（組織的な）意思決定ルールを含むこと

が望まれる。模範的な実践モデルや過去の

経験をクローズアップすることにより、知

識の蓄積や組織による学びを支援するこ

とは充分に可能であろう。 

 ４）適格性 

 第４に、MS の実施・機能状況を評価す

るための調査において、組織内の人的・物

的資源、役割、適格性と業務遂行能力の形

成に関する問題が、たびたび指摘されてき

た（Broughton ら、Cox ら、HSE、Tyers

ら１３９）。上級管理職の主体的参加は、リ

スク調査の成功にとって鍵となる重要な

要素ではあるが、実際の作業担当者が MS

を実施し、上級管理職に関連する情報を報

告するうえで必要な経験や適格性を欠い

ていることも少なくないであろう。したが

って、管理者の主体的参加や実務担当者の

適格性を育むことは、組織の MS に関する

業務遂行能力の形成にとって 優先課題

であり、それらはその組織で実効性を持つ

統一的な方針によってカバーされ得る。ま

た、MS 導入の初期には、組織が利用でき

る外部支援機関があって、多くの組織が活

用していた。そうした専門家の介入サービ

スや専門知識の提供による支援の継続は、

とても重要であり、好意的に受け止められ

る可能性が高い（HSE１４０）。組織の業務

遂行能力を育成するその他の方法として、

外部の労働衛生サービスを増強する、すな

わちリスク調査よりも各組織における職

務の設計（job design）、教育、高いレベル

の意思決定などの本質的対策へと機能を

拡大させることや、彼ら（：外部労働衛生

サービス）に必要なスキル、適格性、知識

を身につけさせるなどの方法が挙げられ

る。これには、組織・健康管理面でのスキ

ルのみならず、交渉や分析のスキルも含ま

れる可能性がある（Broughton ら１４１）。

 以上を整理すると、結論的に、MS が利

便性の高い枠組みを提供し（Tyers ら

１４２）、優れた衛生管理の原則や組織管理

の 取 り 組 み を 体 現 し て い る こ と

（HSE１４３）については一般的なコンセン

サスを得られている。しかし、実務家間で

は、「MSA は、理論的にはうまく機能して

いるが、実務的にはそうもいいきれない」、

との意見が大勢を占めている（HSE１４４）。

既に述べたように、MSA は、ストレス問

題や、その問題の特定や対策への積極的取

り組みへの意識を高めること、ストレスが

被用者に与える影響や管理者教育（の重要

性）についての理解に大いに貢献した

（Tyers ら１４５）。一方で、実務家的視点か

らは、実施の質、その実施を支えるための

資源、スキル、適格性という点で、未だ克

服すべき課題が残っている（Cox ら、

－ 109 －



分担研究報告書（三柴 丈典） 
 

 
 

HSE１４６）。 

 

１.４.６.１.２.２ 理論面 

 

 MS は、その開発作業の直後から盛んに

行われた作業関連ストレスに関する調査

の取り組みを受けて発展してきた経緯が

ある（Rick ら１４７）。この調査の取り組み

は、１９６０年代から組織調査において支

配的だったものだが、今現在も専門文献を

席巻している。この取り組みは、職務の性

格に関する調査に基づいているが、その調

査は、まるで労働者から独立した存在かの

ように、さまざまな厚生水準やストレス関

連問題の指標との関係を対象としている。

この関係は、時に「人格」のような労働者

の個人的性格に関する統計的管理により

調査されたり、労働者の個人的性格との統

計的な相関関係により調査されることも

ある。Daniels(2011)１４８は、MS の科学的

根拠を支える４つの主要な前提を列挙し、

それらの妥当性に疑問を呈している。 

 うち第１は、職務の性格は、客観的かつ

比較的安定的な要素だという前提である。

たしかに、この前提がなければ、一定期間

内の一時点における職務の負の性格への

労働者のばく露を調査し、将来の一定期間

内の一時点でそれを 小化するための手

続を開発することは不可能となるだろう

し、このことは、同じ職務に従事している

他の労働者にも同様に当てはまる。しか

し、エビデンスの示唆に徴する限り、職務

の性格は、客観的でも安定的でもない。こ

の点に疑問を呈する見解の中には、職務の

性格について、自己申告式の調査が広く活

用されていることを指摘するものがあり

（Daniels１４９）、現に、MS の評価ツール

は自己申告式である。その代替的方法も、

何の工夫もないとか、従来の考え方の延長

に 過 ぎ な い と し て 批 判 さ れ て 来 た

（Daniels１５０）。 

 とはいえ、・・・・・（未了）・・・・・。

 

１.４.６.１.３ ノッティンガム大学の研

究グループによるリスク管理手法に関する

批判の整理 

 先述の通り、ノッティンガム大学の研究

グループは、基本的に MSA の推進に積極

的な立場にあると解されるが、MS が採用

するリスク管理手法への批判についても、

以下のように整理している１５１。もっとも、

いずれも反論可能か今後の克服課題であっ

て、MSA の土台を揺るがすものではないと

捉えられている。 

 

 今や、多くの応用心理学者や安全衛生の

専門家が、ストレスに関するものを含め、

職場の健康問題へのリスク管理手法の活

用の有効性を認めているが、中にはそれを

不適切とする者もいる。 

例えば、Rick＆Briner１５２は、ストレス

のプロセスが本質的に心理学的な性格を

持つこと、危険源と（健康）障害の関係が

不明確なことを理由に、（当初は身体的な

危険源を念頭に開発された）リスク管理手

法は適切でないと示唆している（※下線は

報告者が添付した）。リスク管理手法の活

用に反対の立場を代表するこの見解には、

支えとなるポイントがある。それは、リス

ク管理手法には１つの形態しかなく、ひと

たび身体的な危険源での活用を想定して

開発されると、何ら修正されることもなく
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心理社会的危険源にも活用される、という

暗黙の主張である。しかし実際には、リス

ク管理にも危険源の種類に応じて多様性

があり、それこそが各職場における安全衛

生上の基本方針（philosophy）または枠組

み（framework）に他ならない。 

とはいえ、MSA に関連して HSE が開発

したリスク管理手法には有力な批判があ

る。主なものの１つは、リスク調査および

リ ス ク 低 減 の 背 景 依 存

（context-dependency）、ならびに既存の

方法論を要求されることに向けられてい

る。（MSA を含めた）ほとんどのリスク管

理の方法論は、定義づけられた特定の職場

もしくはシステム、作業集団に焦点を絞る

か、既存の設備や手続主導になっている。

これは、危険源の性格、それに応じて必要

となる管理手段が、そのレベルで特定され

るからである。これらはやはり背景依存で

あり、その背景依存は、リスクに基づく特

定的な労働衛生のアプローチとそれより

広いポピュレーション・アプローチに区別

される。この際、後者は、作業に関連する

健康問題を管理するには不適切であり、誤

った適用がなされると、当事者個々人にさ

らなる被害をもたらす可能性もある

（Adams ら１５３）。 

MSA が抱える核心的な問題の１つは、

「１つのモデルが全てのケースに適合す

るのか（does one size fit all?）」、あるいは、

そもそもその調査モデルやツールを個々

の作業の背景や集団に適合させることが

適当なのか、という点にある（※下線は報

告者が添付した）。これに対しては、これ

までに２つの主張が提起されて来た。うち

第１は、主要な心理社会的危険源は、作業

集団、組織のレベル、業種といった属性を

問わず、ほとんどの形態の作業に共通して

存在することを示唆する高いレベルの分

析結果があるので、「レベルの高い」モデ

ルやツールであれば、あらゆる形態の作業

に適用可能（すなわち、one size can fit all）

というものである。第２は、背景依存を許

容すると、あまりに複雑になりすぎ、組織

内での簡便な活用が困難な手続を生み出

してしまう、という実務上の懸念である。

 

１.４.６.２ 今後の発展可能性と課題 

１.４.６.２.１ 踏まえるべき環境条件の

変化 

 ノッティンガム大学の研究グループは、

HSE の委託調査報告書において以下のよ

うに述べ、今後の MSA の発展には、個々

の組織における労働安全衛生とその組織の

経済・経営事情に加え、それらを取り巻く

マクロレベルでの経済情勢との関係を重視

することが必要と説いている。その限りで

は当然の理とも言えるが、グローバルな自

由市場の競争条件を前提に、個人の健康に

関する組織の責任という保護的・消極的姿

勢から、組織的行動管理の進展による個

人・組織レベルでのパフォーマンスの向上

という自立的・積極的姿勢への転換を説い

ている点に斬新さ（と一種の危うさ１５４）

を認めることができる。 

 

 組織的な安全衛生環境は、旧来の概念や

認識への挑戦を伴う経済的考慮に影響さ

れる度合いが大きくなってきている。この

ような考え方の変化は、EU 法に顕在化し

て来ている。今や、組織レベルでは、経済

的な議論が、労働安全衛生に関する意思決
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定において、以前より大きな役割を果たす

ようになっている。結果的に、衛生管理に

関する措置を講じる際には、以前より事業

の実情に注目する必要が生じている。こう

した議論は、ブラック報告の説くところと

も一致する。また、グローバルな自由市場

の競争条件下にある組織の思考をより良

く理解する必要性を説くものでもある。こ

のような労働衛生管理をめぐる現実の変

化は、世界中で生じている現象である

１５５。 

 現在の経済環境下において、組織に対

し、被用者がばく露する長期的な危険源を

減らし得るという口上のみで法令や法令

外の施策（instruments）の遵守を説得す

ることは、ますます困難になって来ている

（※下線は報告者が添付した）。少なくと

もいくつかの業種では、組織の考え方が、

継続的改善ではなく、「充たすべき 低条

件としての安全状態のいかん」や、安全衛

生措置がもたらす「実際のパフォーマン

ス」、そしてそれらの措置が 低基準の達

成にどう貢献するかの評価に焦点が置か

れるようになっていることが、証拠上示さ

れている。こうした考え方の変化は、おそ

らく、個々人の健康に対する組織の配慮

（concern）や責任から、組織的行動管理

や個人・組織のパフォーマンスへと議論の

対象が変化してきていることを示してい

るように思われる。また、個人がばく露す

る危険源を組織が排除・低減するという発

想から離れるという根本的な変化をも示

していると解される（※下線は報告者が添

付した）１５６。 

 

１.４.６.２.２ 一般論 

ノッティンガム大学の研究グループの手

による HSE の委託調査報告書によれば、

MSが採用するリスク管理のアプローチは、

作業に関連する筋骨格系障害を代表とする

他の労働衛生上の問題の管理とも共通項が

多いことが判明して来ているため、今後、

理論面、実務面の双方で統合を進めること

な ど に よ り 、 ア ブ セ ン テ ィ ズ ム

（absenteeism：常習的な遅刻や欠勤によ

る生産性の低下傾向）やプレゼンティズム

（presenteeism：疾病障害り患者の無理な

出勤による生産性の低下傾向）の管理のほ

か、組織的なパフォーマンスを測る指標に

も転用可能なツールとして、大きなパフォ

ーマンスを生む可能性があるとされる１５７。 

 そして、それを実現し、ひいては目下の

経済環境にも対応できる組織形成を図るた

めの条件として、以下の３点が挙げられて

いる１５８。 

 

①HSE による労働衛生管理の取り組み

が、理論的にも実務的にも、より統一的で

一貫したものとされること 

この点に関しては、以下のような事柄が

問われる。 

ア MS の手法は、作業関連ストレス対

策の手段として真に有用で実務的なもの

か？ 

イ それは、一般的な労働衛生上の問題

にも役立つか？ 

ウ 一般に、何が健康を脅かし、それを

職場で管理するにはどうすればよいの

か？ 

エ 統一的な取り組みを実施すれば、本

当に費用対効果は高まるのか？ 
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 また、労働衛生管理に関する現在および

将来の組織的な意思決定に大いに注目す

る必要がある。 

 ②HSE によるアプローチの経済的、法

的背景（脈絡）について、より広く深く理

解されること 

 ③イギリス（UK）における考え方の展

開を、EU のモデルや政策展開の中に位置

づけること 

 

１.４.６.２.３ 中小企業への適用可能性 

（未了） 

 

１.４.６.２.４ 不調者の復職を含めた個

別事例管理への適用可能性 

（未了） 

 

１.５ 法の管轄機関・執行権限者 

１.５.１ HSWA の関連規定 

１.５.１.１ HSWA 第１１条 

（試訳）（未了） 

(1)It shall be the general duty of the 

Executive to do such things and make 

such arrangements as it considers 

appropriate for the general purposes of 

this Part. 

(2)In connection with the general 

purposes of this Part, the Executive 

shall—  

(a)assist and encourage persons 

concerned with matters relevant to 

those purposes to further those 

purposes; 

(b)make such arrangements as it 

considers appropriate for the carrying 

out of research and the publication of 

the results of research and the provision 

of training and information, and 

encourage research and the provision of 

training and information by others; 

(c)make such arrangements as it 

considers appropriate to secure that the 

following persons are provided with an 

information and advisory service on 

matters relevant to those purposes and 

are kept informed of and are adequately 

advised on such matters— 

(i)government departments, 

(ii)local authorities, 

(iii)employers, 

(iv)employees, 

(v)organisations representing employers 

or employees, and 

(vi)other persons concerned with 

matters relevant to the general purposes 

of this Part. 

(3)The Executive shall submit from time 

to time to the Secretary of State such 

proposals as the Executive considers 

appropriate for the making of 

regulations under any of the relevant 

statutory provisions. 

(4)In subsections (1) to (3)— 

(a)references to the general purposes of 

this Part do not include references to the 

railway safety purposes; and 

(b)the reference to the making of 

regulations under the relevant statutory 

provisions does not include a reference 

so far as the regulations are made for 

the railway safety purposes. 

(5)It shall be the duty of the Executive—
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(a)to submit to the Secretary of State 

from time to time particulars of what it 

proposes to do for the purpose of 

performing of its functions; 

(b)to ensure that its activities are in 

accordance with proposals approved by 

the Secretary of State; and 

(c)to give effect to any directions given to 

it by the Secretary of State. 

(6)The Executive shall provide a 

Minister of the Crown on request— 

(a)with information about its activities 

in connection with any matter with 

which the Minister is concerned; and 

(b)with advice on any matter with which 

he is concerned, where relevant expert 

advice is obtainable from any of the 

officers or servants of the Executive, but 

which is not relevant to the general 

purposes of this Part. 

 

１.５.１.２ HSWA 第１２条 

（試訳）（未了） 

(1)The Secretary of State may approve 

any proposals submitted to him under 

section 11(5)(a) with or without 

modifications. 

(2)The Secretary of State may at any 

time give to the Executive— 

(a)such directions as he thinks fit with 

respect to its functions, or 

(b)such directions as appear to him 

requisite or expedient to give in the 

interests of the safety of the State. 

(3)The Secretary of State may not under 

subsection (2) give any directions with 

regard to the enforcement of the 

relevant statutory provisions in any 

particular case. 

(4)The reference to directions in 

subsection (2)(a)— 

(a)includes directions modifying the 

Executive's functions, but 

(b)does not include directions conferring 

functions on the Executive other than 

any functions of which it was deprived 

by previous directions given under 

subsection (2)(a). 

 

１.５.１.３ HSWA 第１３条 

（試訳）（未了） 

(1)Subject to subsection (2), the 

Executive shall have power to do 

anything which is calculated to 

facilitate, or is conducive or incidental 

to, the performance of its functions, 

including a function conferred on it 

under this subsection. 

(2)The power in subsection (1) shall not 

include the power to borrow money. 

(3)The Executive may make agreements 

with a government department or other 

person for that department or person to 

perform any of its functions, with or 

without payment. 

(4)Subject to subsections (5) and (6), the 

Executive may make agreements with a 

Minister of the Crown, with a 

government department or with a public 

authority to perform functions 

exercisable by that Minister, 

department or authority, with or 
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without payment. 

(5)The functions referred to in 

subsection (4)— 

(a)in the case of a Minister of the Crown, 

include functions not conferred by an 

enactment; 

(b)shall be functions which the 

Secretary of State considers can be 

appropriately performed by the 

Executive; and 

(c)do not include any power to make 

regulations or other instruments of a 

legislative character. 

(6)The Executive may provide services 

or facilities, with or without payment, 

otherwise than for the general purposes 

of this Part, to a government 

department or public authority in 

connection with the exercise of that 

department's or authority's functions. 

(7)The Executive may appoint persons 

or committees of persons to provide it 

with advice in connection with any of its 

functions and, without prejudice to 

subsection (8), it may remunerate these 

persons. 

(8)The Executive may, in connection 

with the performance of its functions, 

pay to any person— 

(a)travelling and subsistence 

allowances, and 

(b)compensation for loss of remunerative 

time. 

(9)Any amounts paid under subsections 

(7) and (8) shall be such as may be 

determined by the Secretary of State, 

with the approval of the Minister for the 

Civil Service. 

(10)The Executive may— 

(a)carry out, arrange for, or make 

payments for the carrying out of, 

research into any matter connected with 

its functions, and 

(b)disseminate or arrange for or make 

payments for the dissemination of 

information derived from this research. 

(11)The Executive may include, in any 

arrangements made for the provision of 

services or facilities under subsection 

(6), provision for the making of 

payments to the Executive, or any 

person acting on its behalf, by other 

parties to the arrangements and by 

persons using those services or facilities.

 

１.５.１.４ 附則第２条 

（試訳）（未了） 

THE HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE 

1The Executive shall consist of— 

(a)the Chair of the Executive, and 

(b)at least seven and no more than 

eleven other members (referred to in this 

Schedule as “members”). 

2(1)The Secretary of State shall appoint 

the Chair of the Executive. 

(2)The Secretary of State shall appoint 

the other members of the Executive 

according to sub-paragraph (3). 

(3)The Secretary of State— 

(a)shall appoint three members after 

consulting such organisations 
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representing employers as he considers 

appropriate; 

(b)shall appoint three members after 

consulting such organisations 

representing employees as he considers 

appropriate; 

(c)shall appoint one member after 

consulting such organisations 

representing local authorities as he 

considers appropriate; and 

(d)may appoint up to four other members 

after consulting, as he considers 

appropriate— 

(i)the Scottish Ministers, 

(ii)the Welsh Ministers, or 

(iii)such organisations as he considers 

appropriate, including professional 

bodies, whose activities are concerned 

with matters relating to the general 

purposes of this Part. 

(4)Service as the Chair or as another 

member of the Executive is not service in 

the civil service of the State. 

(5)The Secretary of State, with the 

approval of the Chair, may appoint one 

of the other members appointed under 

sub-paragraph (2) to be the deputy chair 

of the Executive. 

TERMS OF APPOINTMENT OF THE 

EXECUTIVE 

3Subject to paragraphs 4 and 5, a person 

shall hold and vacate office as the Chair 

or as another member according to the 

terms of the instrument appointing him 

to that office. 

4The Chair or any other member of the 

Executive may at any time resign his 

office by giving notice in writing to the 

Secretary of State. 

5The Secretary of State may remove a 

Chair or other member who— 

(a)has been absent from meetings of the 

Executive for a period longer than six 

months without the permission of the 

Executive; 

(b)has become bankrupt or has made an 

arrangement with his creditors; 

(c)in Scotland, has had his estate 

sequestrated or has made a trust deed 

for creditors or a composition contract; 

(d)has become incapacitated by physical 

or mental illness; or 

(e)is otherwise, in the opinion of the 

Secretary of State, unable or unfit to 

carry out his functions. 

REMUNERATION OF MEMBERS 

6(1)The Executive shall pay to each 

member such remuneration and such 

travelling and other allowances as may 

be determined by the Secretary of State.

(2)The Executive shall pay to, or in 

respect of, any member, such sums by 

way of pension, superannuation 

allowances and gratuities as the 

Secretary of State may determine. 

(3)Where a person ceases to be a member 

otherwise than on the expiry of his term 
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of office, and the Secretary of State 

determines that there are special 

circumstances which make it right that 

he should receive compensation, the 

Executive shall pay to him such amount 

by way of compensation as the Secretary 

of State may determine. 

PROCEEDINGS OF THE EXECUTIVE 

7(1)The Executive may regulate its own 

procedure. 

(2)The validity of any proceedings of the 

Executive shall not be affected by any 

vacancy among the members or by any 

defect in the appointment of a member. 

(3)The Executive shall consult with the 

Secretary of State before making or 

revising its rules and procedures for 

dealing with conflicts of interest. 

(4)The Executive shall from time to time 

publish a summary of its rules and 

procedures. 

STAFF 

8(1)The Executive shall, with the 

consent of the Secretary of State, appoint 

a person to act as Chief Executive on 

such terms and conditions as the 

Secretary of State may determine. 

(2)The Executive shall appoint such 

other staff to the service of the Executive 

as it may determine, with the consent of 

the Secretary of State as to numbers of 

persons appointed and as to the terms 

and conditions of their service. 

(3)The Executive shall pay to the 

Minister for the Civil Service at such 

times as that Minister may direct, such 

sums as the Minister may determine in 

respect of any increase attributable to 

this paragraph in the sums payable out 

of monies provided by Parliament under 

the Superannuation Act 1972. 

(4)A person appointed to the staff of the 

Executive may not at the same time be a 

member of the Executive. 

(5)Service as a member of staff of the 

Executive is service in the civil service of 

the State. 

PERFORMANCE OF FUNCTIONS 

9(1)Subject to sub-paragraphs (2) to (4), 

anything authorised or required to be 

done by the Executive (including 

exercising the powers under this 

paragraph) may be done by— 

(a)such members of the Executive or 

members of staff of the Executive as the 

Executive considers fit to authorise for 

that purpose, whether generally or 

specifically; or 

(b)any committee of the Executive which 

has been so authorised. 

(2)Sub-paragraph (1)(b) does not apply to 

a committee whose members include a 

person who is neither a member of the 

Executive nor a member of staff of the 

Executive. 

(3)The Executive— 

(a)shall authorise such of its members of 

staff as it considers fit to authorise for 
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that purpose, to perform on its behalf 

those of its functions which consist of the 

enforcement of the relevant statutory 

provisions in any particular case; but 

(b)shall not authorise any member or 

committee of the Executive to make 

decisions concerning the enforcement of 

the relevant statutory provisions in any 

particular case. 

(4)The Executive shall not authorise any 

person to legislate by subordinate 

instrument. 

(5)The Executive shall publish any 

authorisations which it makes under 

this paragraph. 

ACCOUNTS AND REPORTS 

10(1)It shall be the duty of the Chief 

Executive— 

(a)to keep proper accounts and proper 

records in relation to the accounts; 

(b)to prepare in respect of each 

accounting year a statement of accounts 

in such form as the Secretary of State 

may direct with the approval of the 

Treasury; and 

(c)to send copies of the statement to the 

Secretary of State and the Comptroller 

and Auditor General before the end of 

November next following the accounting 

year to which the statement relates. 

(2)The Comptroller and the Auditor 

General shall examine, certify and 

report on each statement referred to in 

sub-paragraph (1)(c) and shall lay copies 

of each statement and his report before 

each House of Parliament. 

(3)As soon as possible after the end of the 

accounting year, the Executive shall 

make to the Secretary of State a report 

on the performance of the Executive's 

functions during the year. 

(4)The Secretary of State shall lay the 

report referred to in sub-paragraph (3) 

before each House of Parliament. 

(5)In this paragraph, “accounting year” 

means the period of 12 months ending 

with 31st March in any year; but the 

first accounting year of the Executive 

shall, if the Secretary of State so directs, 

be of such other period not exceeding 2 

years as may be specified in the 

direction. 

SUPPLEMENTAL 

11The Secretary of State shall not make 

any determination or give his consent 

under paragraph 6 or 8 of this Schedule 

except with the approval of the Minister 

for the Civil Service. 

12(1)The fixing of the common seal of the 

Executive shall be authenticated by the 

signature of the Chair or some other 

person authorised by the Executive to 

act for that purpose. 

(2)A document purporting to be duly 

executed under the seal of the Executive 

shall be received in evidence and shall be 

deemed to be so executed unless the 

contrary is proved. 

－ 118 －



分担研究報告書（三柴 丈典） 
 

 
 

(3)This paragraph does not apply to 

Scotland. 

 

１.５.１.５ HSWA 第１４条 

（試訳）（未了） 

(1)This section applies to the following 

matters, that is to say any accident, 

occurrence, situation or other matter 

whatsoever which the Executive thinks 

it necessary or expedient to investigate 

for any of the general purposes of this 

Part or with a view to the making of 

regulations for those purposes; and for 

the purposes of this subsection 

(a)those general purposes shall be 

treated as not including the railway 

safety purposes; but 

(b)it is otherwise immaterial whether 

the Executive is or is not responsible for 

securing the enforcement of such (if any) 

of the relevant statutory provisions as 

relate to the matter in question. 

(2)The Executive may at any time— 

(a)investigate and make a special report 

on any matter to which this section 

applies; or 

(b)authorise another person to 

investigate and make a special report 

into any such matter. 

(2A)The Executive may at any time, 

with the consent of the Secretary of 

State, direct an inquiry to be held into 

any matter to which this section applies.

(3)Any inquiry held by virtue of 

subsection (2A) above shall be held in 

accordance with regulations made for 

the purposes of this subsection by the 

Secretary of State, and shall be held in 

public except where or to the extent that 

the regulations provide otherwise. 

(4)Regulations made for the purposes of 

subsection (3) above may in particular 

include provision— 

(a)conferring on the person holding any 

such inquiry, and any person assisting 

him in the inquiry, powers of entry and 

inspection; 

(b)conferring on any such person powers 

of summoning witnesses to give evidence 

or produce documents and power to take 

evidence on oath and administer oaths 

or require the making of declarations; 

(c)requiring any such inquiry to be held 

otherwise than in public where or to the 

extent that a Minister of the Crown so 

directs. 

(5)In the case of a special report made by 

virtue of subsection (2), or a report made 

by the person holding an inquiry by 

virtue of subsection (2A), the Executive 

may cause the report, or so much of it as 

the Executive thinks fit, to be made 

public at such time and in such manner 

as it thinks fit. 

(6)The Executive— 

(a)in the case of an investigation and 

special report made by virtue of 

subsection (2) above (otherwise than by 

an officer or servant of the Executive), 

may pay to the person making it such 

remuneration and expenses as the 

Secretary of State may, with the 
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approval of the Minister for the Civil 

Service, determine; 

(b)in the case of an inquiry held by 

virtue of subsection (2A) above, may pay 

to the person holding it and to any 

assessor appointed to assist him such 

remuneration and expenses, and to 

persons attending the inquiry as 

witnesses such expenses, as the 

Secretary of State may, with the like 

approval, determine; and 

(c)may, to such extent as the Secretary of 

State may determine, defray the other 

costs, if any, of any such investigation 

and special report or inquiry. 

(7)Where an inquiry is directed to be 

held by virtue of subsection (2A) above 

into any matter to which this section 

applies arising in Scotland, being a 

matter which causes the death of any 

person, no inquiry with regard to that 

death shall, unless the Lord Advocate 

otherwise directs, be held in pursuance 

of the Fatal Accidents and Sudden 

Deaths Inquiry (Scotland) Act 1976. 

 

１.５.２ MS を用いた監督指導の実際 

１.５.２.１ 概要 

 HSE の安全衛生監督官（inspectors）は、

調査に当たって監督ツールを用い、作業関

連ストレスの観点から組織的なパフォーマ

ンスの評点（score）を行う。この監督ツー

ルは、以下の２つの要素から成る 。 

 ・問題解決志向の備忘録（ an aide 

memoire） 

 ・パフォーマンス評価指標（A set of 

performance indicators）１５９ 

 監督指導の実際については、厚生労働省

の石津克己氏（元在英国日本国大使館書記

官、現職業安定局派遣・有期労働対策部企

画課課長補佐）の２０１０年３月時点での

調査から、以下の事柄が判明している。 

１）メンタル・ヘルス対策を目的とした

監督の方法は、現時点においては、メンタ

ル・ヘルスの維持向上の観点から職場の環

境を整備していくよう事前に指導するとい

う方法によっている。具体的には、安全衛

生監督官が事業場を臨検し、上述の法令の

規定に関連して MS に沿って、職場のリス

ク調査を行うよう指導し、これに従わない

雇用者に対しては改善命令（improvement 

notice）を発し、改善報告の提出を求める

とともに、一定期間経過後に事業場を再度

臨検し、改善措置を確認するという手順に

なる。 

２）MS を利用した臨検及び指導は、２

００４年から２００９年までの５年間で延

べ約１，６００事業所に及ぶが、そのうち

半分の約８００件は２００９年に行われて

いる。また、実際に臨検した事業所数は、

約１，０００事業所である。 

３）雇用者がリスク調査を怠った事実が

確認された場合、その事実のみを以てＨＳ

ＷＡ第２条第１項違反に該当する事件とし

て検察官に送致し（つまり事前送致し）、刑

法犯として処罰する可能性も、法的には否

定されていない。 

 ４）しかし、HSE は、現段階では、より

多くの事業主に対してメンタル・ヘルス対

策の重要性に関する認識を持たせていく段

階であり、特定少数の雇用者に対して刑事

罰を課すことは不相当との認識の下、同人
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への措置を改善命令にとどめており、事前

送致を行った例はない。 

５）また、雇用者がメンタルヘルス対策

を怠ったことが原因となり労働者の不調が

発生したという因果関係を証明する法的証

拠を監督官が収集し、事件として検察官に

送致することも、現時点では実務上困難で

ある。そのため、２０１０年３月末時点に

おいて、事後送致の例も英国では存在しな

かった。 

 

１.５.２.２ 問題点と講じられた対策 

イギリス（UK）では、１８３３年の工場

法の制定期以来、事務所や商店は、労働保

護を要するリスクがさほど大きくなく、地

方の環境衛生行政に委ねるほうが効率も良

い、ということで、国法の規制対象は、工

場などに限られてきた。この傾向は、１９

４９年の ILO第８８号条約（労働監督条約）

の批准、１９７４年の HSWA 制定によって

も変わることはなく、「リスクに応じた役割

分担」という呼び声で慣行化してきた。そ

の背景には、博士号取得者を含め、関係領

域の専門家を擁し、高い専門性に基づいて

施策を立案、遂行する中央機関と、少ない

人員で多領域の職務をカバーする地方機関

の間の信頼関係の壁も寄与してきたと解さ

れる。しかし、同じ業種でも事業場内の些

細な違いにより管轄が決まること（例えば、

小売業の商店の場合、商店主の居住用家屋

との一体性の程度により中央の監督になる

こともあれば、地方の監督になることもあ

る）や、家内労働は、一般に労働保護上の

リスクが低いにもかかわらず国の管轄とな

ることなどの弊害が指摘されていたうえ、

メンタルヘルス対策が実施されるとなると、

旧来の管轄区分は、いよいよ現実的妥当性

を失うこととなり、「歴史的事故」（historic 

accident）として、自嘲の的となっていた。 

そこで同国では、両者のパートナーシッ

プを強化すべく、様々な対策が講じられて

きた。 

例えば、２００３年には、HSE が、「衛

生安全庁と地方公共団体の関係の見直し」

（Review of the relationship between the 

Health and Safety Executive and Local 

Authorities）と題する文書を公表し、①地

方公共団体に一元化する、②HSE に一元化

する、③現行の分担体制を維持する、④業

種別分担から事業場規模別分担に改める、

⑤労働安全衛生に関する監督を他の政策分

野（例えば食品安全）と統合する、⑥労働

安全衛生に関する自主規制団体を設け、行

政機関による監督は例外的に行う、という

６種類の案を提示して意見を募集した。し

かし、多く（殆どは地方公共団体からのも

の）は③を支持する意見であった。その後、

HSC は、「２０１０年以降の英国における

労 働 衛 生 安 全 戦 略 」（ Strategy for 

workplace health and safety in Great 

Britain to 2010 and beyond）を公表し、再

度意見を募集したが、やはりその能力面や

全国展開企業への対応の必要性などから、

地方公共団体への権限委譲について懸念す

る意見が多く出された。 

２００４年には、HSE と地方公共団体規

制 行 政 調 整 機 構 （ Local Authorities 

Coordinators of Regulatory Services; 

LACORS）が、制度的見直しに先んじて、

現行制度の下での運用の見直しを進めるべ

き旨の共同声明を発表し、その後、政府は、

５００万ポンド（当時の為替レート（１ポ
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ンド＝約２００円）で換算すると約１０億

円）の基金を造成するとともに、約３０設

置 さ れ て い る 地 方 事 務 所 （ Regional 

Offices）に対して管轄区域内の地方公共団

体と共同で研修プログラムを策定、実施さ

せた。これは、地方公共団体ごとに大きく

異なっていた監督官の能力向上を図ること

を主眼とするもので、中央と地方の両者か

らおおむね好意的な評価を受けた。 

しかし、以上の取り組みは、結局国と地

方の旧来的な管轄区分が抱える問題（「歴史

的事故」）を本質的に解消するものではなか

った。けれども、２００５年に至り、とあ

る地方公共団体の監督官の機転がきっかけ

で、監督官相互任命制度（Flexible Warrant 

Scheme）という制度ができあがり、地方の

監 督 官 が 管 轄 権 限 を 有 す る 市 町 村

（District）と中央の監督官がほんらい管轄

権限を有する国（実際には、全国に約３０

ある地方事務所の管轄区域内で活動してい

る）の中間に位置する県（County）レベル

で運用されることとなった。この制度は、

HSE は地方公共団体の監督官に中央政府

の監督官の権限の一部を付与し、地方公共

団体は HSE の監督官及び隣接する地方公

共団体の監督官に対して同様の措置を執る

ことを通じて、１人の監督官に業種横断的

及び地域横断的な権限を付与し、監督の効

率を上げようとするものである。実際には、

HSE の地方事務所が音頭を取り、管轄区域

内の県ごとに市町村と協議を行って覚書

（Memorandum of Understanding）を作

成し、実際に権限を付与し合う監督官の氏

名リストを交換し、それぞれ HSE 長官及び

市町村の責任者に報告する。これを踏まえ、

HSE 長官と市町村の責任者は、それぞれの

監督証票を相手方に交付する。この制度は、

全国一律的な強制より、地域ごとの信頼関

係の醸成による方が却って効果的との考え

に則って運用されているが、既に首都ロン

ドンの一部でも試行されており、全国的な

拡大が見込まれている。 

 

１.５.３ MS の浸透を支援する民間の専

門機関 

（未了） 

 

１.６ 雇用にかかる精神障害者差別禁止

法 

（未了） 

 

１.７ メンタルヘルス情報の取扱いに関

する法規制 

（未了） 

 

１.８ 関係判例 

（未了） 

 

２ 私法 

（未了） 

２.１ 根拠法 

 

２.２ 関係判例 

 

２.３ 確認できる効果 

 

３ その他の重要な個別的論点 

（未了） 

３.１ アブセンティズムとプレゼンティ

ズム 

（未了） 
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Ｄ及びＥ．考察及び結論 

 以上の通り、イギリスでは、職場の安全

衛生や厚生水準の確保を罰則付きで義務づ

けるイギリス労働安全衛生法（HSWA）の

一般的義務条項及びその下にあってリスク

管理の実施を罰則付きで義務づける安全衛

生管理規則に基づき、MS（Management 

Standards：ストレス管理基準）と呼ばれ

るガイダンスを用いて、公権力の介入する

作業関連ストレス対策（MSA）が図られて

きたが、その背景には、①政府の財政支出

（福祉給付）を減らすことを主要な目的の

１つとする「福祉から就労へ」政策、②世

界をリードする安全衛生法政策を展開して

きた伝統に関する自負と、多額の国家的損

失を生み出している（とされる）作業関連

疾患対策を同法政策の一環として行う必要

性認識の高まり、③国際競争など組織をと

りまく経済・経営環境が変化する中での休

業率上昇や生産効率低下への対応の必要性

認識の高まりなどがあったと解される。 

 具体的な仕組みとしては、基本的に既存

のリスク管理手法を応用するものだが、評

価ツールとして、職務上の要求、裁量、支

援を要素とする職務の内容と、職務上の人

間関係、役割、変化を要素とする職務の背

景を対象かつ指標とするストレス評価モデ

ルを採用している。また、この仕組み（MS）

は、その根拠となる法規定との関係からも、

本来的に一次予防的な性格を有しているが、

（だからこそ）「～せねばならない」、「～し

てはならない」といった要件や禁止事項を

定めて強制する方式ではなく、個々の要素

について理想的な条件を掲げ、それと実際

の職場との乖離を自発的にチェックさせ、

あるべき方向に誘導する方式が採られてい

る。現に、これまでのところ、MS に関す

る罰則の適用例は１件もないようであり、

法規定の根拠は、行政官による介入と予算

措置の裏付けという実質にとどまっている

ように思われる。 

 問題は、かような方策の実際の効果だが、

結論的に、現段階では可視的な成果がナシ

ョナル・レベルで充分に認められる状況に

はない。たしかに、２００４年の MSA 導

入以後、ストレス関連の症例の推定発生件

数が７％減少したとするデータは出ている

が、説得的な値とは言えない。本文で示し

た２００９年の心理社会学的労働環境に関

す る 調査報 告 （ Psychosocial Working 

Conditions in Britain in 2009 HSE 2009）

の結論もはかばかしいものではなかった。

とはいえ、その効果を否定する材料にも乏

しい。例えば、労災・作業関連疾患統計上、

自己申告上のストレス、抑うつ状態、不安

を原因とする推計逸失労働日数は、全産業

で２３％減少しているが、これに MSA が

貢献した可能性は否定できないし、個別の

組織での MS の活用が多額のパフォーマン

スをもたらしたことを示すデータも複数出

されている。また、上掲の心理社会学的労

働環境に関する調査報告からは、一般的に、

未だ雇用者側でできる努力が多々あること

もうかがわれる。 

 MS の開発は、作業関連ストレスという

定性的、定量的評価の困難な心理的課題を

直接的な対象とすることから、心理社会学

者や産業保健学者を中心とする研究グルー

プに委ねられてきた経緯があり、もとより

純粋な自然科学ではなく、主に公衆衛生疫

学的な知見をベースとしてきたと解される。

その意味でも、確たるデータ上の成果が認
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められないことにやむを得ない面はあろう

が、（おそらくは）多額の公的資金を得て

MS を開発推進してきた研究者らに、可視

的な成果や、それが認められないならばそ

の理由と今後の具体的展望の呈示が求めら

れている事情はうかがわれる。 

 対してノッティンガム大学の研究グルー

プなどの MS 推進派は、従来の MS への有

力な批判を要改善点として積極的に受け止

めつつ、従来の Job-Demand-Control- 

Support モデル（職務上の要求・裁量・支

援をストレス評価の主な尺度とするモデ

ル）をベースとしたリスク管理モデルから、

より積極的かつ包括的な職場環境改善へと

視点をシフトさせていっていることがうか

がわれる１６０。すなわち、従前のモデルで

は、組織にある問題点を一つ一つ調査して

欠点として捉え、あるべき条件へ向け、バ

ンソコを貼るようにその改善を図っていく

というアプローチを予定していたが、今後

は、当該組織の歴史や脈絡を重視しつつ、

個々の組織にある良い点、優れた点に目を

向けて伸ばしていく中で、問題点の解消も

図っていくアプローチにシフトさせようと

いうことである。要するに、「～がいけない」

とか「～してはいけません」と叱るより、

「～ができて立派だね～」と褒めるほうが、

個人・組織を問わず長所の伸張と欠点の改

善に役立つ、という発想であろう。仮にそ

うならば、その限りで一理ありそうだが、

そうした発想や方策で、知略を駆使して確

信犯的に職場環境を悪化させている人物や

グループに対応できるか、特に経営者自身

の個性や考え方の偏りに根ざす問題や、当

該組織の歴史や脈絡に根ざすいわゆる組織

文化的な問題に対応できるか、等の疑問は

残る。また、そうした経営コンサルティン

グ的側面を持つ作用に公的支援を行ったり

公権力を介入させることの正当性も改めて

問われよう。 

 もっとも、イギリスの労働安全衛生行政

が、従前の作業関連ストレス対策に関する

調査研究や実際の取り組みを経たうえで、

「良い経営こそが、作業関連ストレス要因

を管理する鍵である（‘Good management 

is the key to managing the causes of 

work-related stress’）１６１」と宣言してい

ることは軽視できない。また、イギリスの

産業精神保健法政策は、彼国固有の文脈の

うえに成り立っていることにも留意する必

要がある。 

うち第１は、行政の権威である。繰り返

しになるが、イギリス安全衛生法は、職場

の安全衛生と厚生水準の確保を罰則付きで

雇用者に義務づけ、さらに下位の規則によ

って安全衛生に関するリスク管理を義務づ

けている。こうした解釈に裁量余地の大き

い一般条項などに罰則を付すことは、けっ

きょく、現場を巡る監督官の裁量・権限の

拡大に繋がる。周知のように、イギリスの

国家公務員は、伝統的に Her Majesty's 

Civil Service（「女王陛下の官吏」）と解さ

れており、こうした行政の権威の背景には

彼らの頂点に君臨する女王陛下（Her 

Majesty the Queen）の権威の存在を見ざ

るを得ないが、報告者の能力の限界を超え

るので、ここでその真偽や実際の詳細には

立ち入らない。 

第２は、貴族や学者の権威である。イギ

リスの安衛法典（HSWA）は、そもそもそ

の制定に際してローベンス卿の報告書を礎

とし、近年のメンタルヘルス対策（：作業
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関連ストレス対策）を含めた作業関連健康

問題対策の推進へ向けた政策展開に際して

ブラック卿の報告書の影響を大きく受けて

来た。また、MS の開発から展開まで心理

社会学者や産業保健学者が大きく貢献して

来たことも既述の通りである。（自然）科学

的な研究の蓄積や開発を重視する傾向はイ

ギリスに限らないだろうが、ここで重視す

べきは、学者、とりわけ貴族階級にある学

者に一定の権威を認めている点であろう。

権威となれば、たとえ（自然）科学的にい

まいち不明確なことでも、「～が述べている

から」という理由が公的にも力を持つこと

になる。 

 いずれも一長一短あろうが、彼国で公的

なメンタルヘルス対策を進めるうえではプ

ラスに作用してきたように思われる（それ

だけに、現在、その精算の時期を迎えてい

るのかもしれない）。 

 いずれにせよ、イギリスの産業精神保健

法政策が頓挫したと結論づけるのはまだ早

い。個別の組織レベルでの成果は多数報告

されているのに、ナショナル・レベルでの

成果が充分に認められていないということ

は、やはり、この問題については特に、”one 

size cannot fit all”ということを示してい

るのではなかろうか。つまり、国がモデル

を示す意義は大きいが、個人にしろ組織に

しろ、その脈絡を充分に踏まえない対策は

奏功し難いことを示唆している可能性は否

定できない。 

 以上が、本年度、MS に焦点を当てて報

告者が実施した調査研究から判明した事柄

の概要だが、本文で未了と記した部分を含

め、今後に託された主な調査課題は以下の

通り。 

 第１は、彼国の MS を含めた公的な作業

関連ストレス対策の具体的な射程の解明で

ある。基本的には健常者として通常勤務が

できていた者が不調状態に陥ったか、陥る

手前の段階を主な対象としているように思

われるが、彼国の 近のメンタルヘルス対

策に関する公的文書では、「社会的に排斥さ

れた成人のための公共サービス協定（PSA 

16）」との一体化の必要性を説くものもあり、

そもそも就業経験が乏しい者なども射程に

捉える流れが出来てきている可能性もある。 

 第２は、彼国で作業関連ストレス対策に

貢献している他の法制度やその背景にある

文化の解明である。法制度としては、解雇

保護法制度、失業者保護法制度、障害者差

別禁止法制度など、背景文化としては、転

職市場の発達などが考えられるが、いずれ

にせよ、改めて彼国の労働法制度全体を視

界に捉えたうえでの調査が求められよう。 

 第３は、彼国の精神障害に関する労災補

償や民事損害賠償請求訴訟の仕組みと動向

の解明である。 

 その全てを予定年限内に調査することに

は困難が予想されるが、できる限り完遂し

たいと考えている。 
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○別添（附則第３A 条） 

 

（試訳）（未了） 

Offence Mode of trial Penalty on summary conviction Penalty on conviction on 

indictment 

An offence under section 33(1)(a) 

consisting of a failure to discharge a 

duty to which a person is subject by 

virtue of sections 2 to 6. 

Summarily or 

on indictment.

Imprisonment for a term not exceeding 12 

months, or a fine not exceeding £20,000, or 

both. 

Imprisonment for a term 

not exceeding two years, 

or a fine, or both. 

An offence under section 33(1)(a) 

consisting of a failure to discharge a 

duty to which a person is subject by 

virtue of section 7. 

Summarily or 

on indictment.

Imprisonment for a term not exceeding 12 

months, or a fine not exceeding the 

statutory maximum, or both. 

Imprisonment for a term 

not exceeding two years, 

or a fine, or both. 

An offence under section 33(1)(b) 

consisting of a contravention of 

section 8. 

Summarily or 

on indictment.

Imprisonment for a term not exceeding 12 

months, or a fine not exceeding £20,000, or 

both. 

Imprisonment for a term 

not exceeding two years, 

or a fine, or both. 

An offence under section 33(1)(b) 

consisting of a contravention of 

section 9. 

Summarily or 

on indictment.

A fine not exceeding £20,000. A fine. 

An offence under section 33(1)(c). Summarily or 

on indictment.

Imprisonment for a term not exceeding 12 

months, or a fine not exceeding £20,000, or 

both. 

Imprisonment for a term 

not exceeding two years, 

or a fine, or both. 

An offence under section 33(1)(d). Summarily 

only. 

A fine not exceeding level 5 on the standard 

scale. 

 

An offence under section 33(1)(e), (f) 

or (g). 

Summarily or 

on indictment.

Imprisonment for a term not exceeding 12 

months, or a fine not exceeding £20,000, or 

both. 

Imprisonment for a term 

not exceeding two years, 

or a fine, or both. 

An offence under section 33(1)(h). Summarily 

only. 

Imprisonment for a term not exceeding 51 

weeks (in England and Wales) or 12 months 

(in Scotland), or a fine not exceeding level 5 

on the standard scale, or both. 
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An offence under section 33(1)(i). Summarily or 

on indictment.

A fine not exceeding the statutory 

maximum. 

A fine. 

An offence under section 33(1)(j). Summarily or 

on indictment.

Imprisonment for a term not exceeding 12 

months, or a fine not exceeding the 

statutory maximum, or both. 

Imprisonment for a term 

not exceeding two years, 

or a fine, or both. 

An offence under section 33(1)(k), (l) 

or (m). 

Summarily or 

on indictment.

Imprisonment for a term not exceeding 12 

months, or a fine not exceeding £20,000, or 

both. 

Imprisonment for a term 

not exceeding two years, 

or a fine, or both. 

An offence under section 33(1)(n). Summarily 

only. 

A fine not exceeding level 5 on the standard 

scale. 

 

An offence under section 33(1)(o). Summarily or 

on indictment.

Imprisonment for a term not exceeding 12 

months, or a fine not exceeding £20,000, or 

both. 

Imprisonment for a term 

not exceeding two years, 

or a fine, or both. 

An offence under the existing 

statutory provisions for which no 

other penalty is specified. 

Summarily or 

on indictment.

Imprisonment for a term not exceeding 12 

months, or a fine not exceeding £20,000, or 

both. 

Imprisonment for a term 

not exceeding two years, 

or a fine, or both. 

2(1)This paragraph makes transitional modifications of the table as it applies to England and Wales. 

(2)In relation to an offence committed before the commencement of section 154(1) of the Criminal 

Justice Act 2003 (general limit on magistrates' court's powers to imprison), a reference to 

imprisonment for a term not exceeding 12 months is to be read as a reference to imprisonment for a 

term not exceeding six months. 

(3)In relation to an offence committed before the commencement of section 281(5) of that Act 

(alteration of penalties for summary offences), a reference to imprisonment for a term not exceeding 51 

weeks is to be read as a reference to imprisonment for a term not exceeding six months. 
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○別添（産業別／職業別／事業場規模別データ） 

 

１）産業別データ 

２００３／０４年     ２００９／２０１０年 

全産業             １２８０３（０．５６）   ９８３０（０．４２） 

公共・防衛            ２０４３（１．２８）   １１３７（０．７１） 

保健・社会事業          １４９０（０．６１）   ２３２５（０．８２） 

製造               １２９７（０．３７）    ５４２（０．２０） 

金融仲介・不動産（仲介・賃貸等） １１２０（０．３０）   １１９３（０．２８） 

卸売・小売業           １０６８（０．３２）    ９５３（０．２４） 

（自動車修理、オートバイ、個人・家庭用グッズ） 

教育                ９８５（０．５６）   １１７３（０．５６） 

 

２）職業別データ 

２００３／０４年     ２００９／２０１０年 

全職種             １２８０３（０．５６）   ９８３０（０．４２） 

管理監督者            １９３１（０．４９）   １０８８（０．２６） 

技術士補その他技術者       １９２２（０．５８）   ２２０１（０．６２） 

経営・秘書            １６１４（０．６２）    ６３４（０．２７） 

うち経営管理者         １２７７（０．６５）    ５９４（０．３２） 

専門職              １３７２（０．４６）   １５１１（０．４３） 

単純作業             １０７５（０．４９）     不明 

個人的なサービスの提供       ７０２（０．４８）   １３８３（０．７９） 

 うち介護的業務          ５０４（０．４７）   １１３５（０．８３） 

営業・接客             ５５９（０．４１）     不明 

スキルを要する取引         ５６４（０．１８）    ８４１（０．３０） 

 

３）事業場規模別データ 

２００３／０４年     ２００９／２０１０年 

全産業             １２８０３（０．５６）   ９８３０（０．４２） 

小規模 

（被用者数５０人未満）      ４５４６（０．３７）   ４１９６（０．３４） 

中規模 

（被用者数５０～２４９人）    ２９３３（０．６２）   １７４９（０．３７） 

大規模 

（被用者数２５０人以上）     ２９６９（０．５７）   ２６１１（０．４８） 
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Step 1:Identify hazards 

第１段階：危険要因の特定） 

Step2:Decide who might 

      Be harmed & how 

第２段階：危険要因にばく露す

る可能性のある者及びその態

様の特定 

The Management 
Standards 

（ストレス管理基準） 

Gathering Information 
（情報の収集） 

Action planning 
行動計画の策定 

Evaluation / 
Continuous 
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評価／継続的改善 

Step3:Evaluate the risk 

      & take action 

第３段階：リスク評価と対応措

置の実施 

Step4:Record findings 

第４段階：記録 

Step5:Monitor & review 

第５段階：監視と見直し 

Linking to 
Problems 
問題の同定 

 
Communicating 

the results 
結果の周知 

Management Standards Approach: Risk Management 
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（図３） 

 

○イギリスのストレス管理基準（MS：Management Standard）のストレス評価指標 

 

職務の内容 

要求（Demands） 

これには仕事量、作業の型（パターン）、作業環境が含まれる。 

 基準： 

 ・被用者が、課せられた職務に対応できると述べているか。 

 ・個々人の苦情にその場所ごとに対応できる体制が整っているか。 

 達せられるべき事柄／状態 

 ・組織が、被用者に対して、所定労働時間との関係で充分かつ達成可能な要求を与え

ている。 

 ・その者のスキルや能力と仕事上の要求が見合っている。 

 ・職務が被用者の許容能力範囲内で設計されている。 

 ・被用者の作業環境に関する苦情が申し立てられている。 

裁量（Control） 

 仕事のやり方についてどれだけ意見を述べられるか。 

 基準： 

 ・被用者が、仕事のやり方について発言権を持っていると述べているか。 

 ・個々人の苦情にその場所ごとに対応できる体制が整っているか。 

 達せられるべき事柄／状態 

 ・可能な場面において、被用者自身が作業のペースを決定できる。 

 ・被用者が、職務遂行にあたり、保有するスキルを活用したり、積極性を発揮するこ

とが奨励されている。 

 ・可能な限り、被用者が新しく挑戦的な仕事を遂行できるようになるような新たなス

キルの習得が奨励されている。 

 ・被用者がそのスキルを高めることが組織的に奨励されている。 

 ・被用者が休憩をとるタイミングについて発言権を持っている。 

 ・被用者が、実施する作業の型（パターン）について協議することができる。 

支援（Support） 

 これには組織、ラインの管理職および同僚による励まし、援助、資源の提供が含まれ

る。 

 基準： 

 ・被用者が、充分な情報と同僚や上司からの支援を受けていると述べているか。 
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 ・個々人の苦情にその場所ごとに対応できる体制が整っているか。 

 達せられるべき事柄／状態 

 ・組織が、被用者を充分に支援できるだけの方針や手続を策定している。 

 ・管理者が部下を支援することが可能となり、奨励されるような体制がある。 

 ・被用者が同僚を支援することが可能となり、奨励されるような体制がある。 

 ・被用者が、どのような支援を活用でき、いつどのようにそれを得られるかを知って

いる。 

 ・被用者が、その職務遂行に必要な資源を得る方法を知っている。 

 ・被用者が、定期的で建設的なフィードバックを受けている。 

 

 

職務の背景 

人間関係（Relationship） 

 これには紛争を避けるための積極的な取り組みの促進や、受け入れがたい行為への対

応が含まれる。 

 基準： 

 ・被用者が、職場でのいじめなどの受け入れがたい行為に侵されていないと述べてい

るか。 

 ・個々人の苦情にその場所ごとに対応できる体制が整っているか。 

 達せられるべき事柄／状態 

 ・組織が、紛争を避け、公正さを確保するため、職場でのポジティブな行動を促進し

ている。 

 ・被用者が、作業に関する情報を共有している。 

 ・組織が、受け入れがたい行動を回避し、解決するための方針や手続を策定している。

 ・管理者が受け入れがたい行為に対応することが可能となり、奨励されるような体制

がある。 

 ・被用者が受け入れがたい行為を報告することが可能となり、奨励されるような体制

がある。 

役割（Role） 

 就労者が組織内での自身の役割を理解しているか、就労者が役割葛藤に陥らない状態

を組織が確保しているか。 

 基準 

 ・被用者が、自身の役割や責任を理解していると述べているか。 

 ・個々人の苦情にその場所ごとに対応できる体制が整っているか。 

 達せられるべき事柄／状態 
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 ・組織が、被用者に課される異なる役割の間で、できる限り調和がとれるようにして

いる。 

 ・組織が、被用者が自身の役割と責任を理解できるだけの情報を提供している。 

 ・組織が、被用者に課される役割が、できる限り明確になるようにしている。 

 ・被用者がその役割や責任に関する不明確さや葛藤について、苦情を申し立てること

が可能となり、奨励されるような体制がある。 

変化（Change） 

 （大小を問わず）組織的な変化が、当該組織内でどのように管理され、伝達されてい

るか。 

 基準 

 ・被用者が、組織的な変化に遭遇する際には組織の支援がなされていると述べている

か。 

 ・個々人の苦情にその場所ごとに対応できる体制が整っているか。 

 達せられるべき事柄／状態 

 ・組織が、被用者に対して、予定された変化の理由を理解させられるだけの時機に叶

った情報を提供している。 

 ・組織が、変化に関して被用者と充分に協議し、その予定について被用者の意見を反

映させる機会を提供している。 

 ・被用者が、変化がその職務に与える可能性の高い影響について認識している。また、

必要に応じて、その職務上の変化に応じた支援のための教育訓練の機会が提供されてい

る。 

 ・被用者が、変化のスケジュールを認識している。 

 ・被用者が、変化の過程でそれに関連する支援を受けられる。 
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１ WHO Profile Report 2009: Overview of Occupational Health and Safety. United 
Kingdom. 2009（以下、WHO Profile Report 2009 と略称する）at 39. 
２ HSE: Developing the Management Standards Approach within the Context of 
Common Health Problems in the Workplace, 2009（以下、HSE, 2009a という） at 7. 
 なお、ここでは以下の参照文献が挙げられている（以下、間接参照文献は、一括して文

献一覧に記載し、本文・脚注では文献一覧に掲げた略語のみを記載する）。 
Cox, 1993; Cox et al., 2000; Cox et al.,2003. 

３ 小畑史子:労働安全衛生法規の法的性質(2).法学協会雑誌,112:381-382,1995 を参考にしつ

つ、現行規定に基づいて報告者が整理した。 
４ 小畑前掲論文 383 頁を参照した。 
５ HSE: A Strategy for Workplace Health and Safety in Great Britain to 2010 and 
beyond, 2010（以下、HSE, 2010 という） at 2. 
６ 小畑前掲論文 383 頁を参照した。 
７ 小畑前掲論文 384 頁。 
８ 典型は、さまざまな会社に店舗を貸している１ブロックの商店街の所有者などである

（小畑前掲論文 385 頁）。 
９ 本規定は、まさに一般公衆の安全衛生も目的に含めた規定である。この規定のもとに規

則や附則（schedule）が策定され、有害物質の取扱いにライセンス・登録が要求されてい

る（小畑前掲論文 385 頁）。 
１０日本の安衛法でも、第３条第２項（努力義務、罰則なし）、第５章第１節（機械等に関

する規制）、同第２節（危険物及び有害物に関する規制）などに同様の規制がある。 
うち第５章第１節の規定に付された罰則は以下の通り。 
・第３７条第１項、第４４条第１項、第４４条の２第１項：１年以下の懲役又は１００

万円以下の罰金（第１１７条） 
・第５３条（第５３条の３から第５４条の２までにおいて準用する場合を含む。）、第５

４条の６第２項の規定による業務停止命令違反：当該違反者たる登録製造時等検査機関等

の役員又は職員に対して１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金（第１１８条） 
 ・第３８条第１項、第４０条第１項、第４２条、第４３条、第４４条第６項、第４４条

の２第７項：６か月以下の懲役又は５０万円以下の罰金（第１１９条第１号） 
 ・第４３条の２の規定による命令に違反した場合：当該違反者に対し同上（第１１９条

第２号） 
 ・第４０条第２項、第４４条第５項、第４４条の２第６項、第４５条第１項若しくは第

２項：５０万円以下の罰金（第１２０条第１号） 
 ・第４４条第４項又は第４４条の２第５項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示を

したとき：当該違反者に対し同上（第１２０条第３号） 
 ・第４９条（第５３条の３から第５４条の２までにおいて準用する場合を含む。）の規定

による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき：当該違反者たる登録製造時等検査機関等

の役員又は職員に対し５０万円以下の罰金（第１２１条第１号） 
 その他、製造時等検査、性能検査、個別検定又は型式検定の業務に従事する登録製造時

等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関の役員又は職員

の収賄等については、懲役刑の定めが設けられている（第１１５条の２）。 
他方、第５章第２節の規定に付された罰則は以下の通り。 
・第３７条第１項、第４４条第１項、第４４条の２第１項：１年以下の懲役又は１００

万円以下の罰金（第１１７条） 
・第５５条：３年以下の懲役又は３００万円以下の罰金（第１１６条） 
・第５６条第１項：１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金（第１１７条） 
・第５６条第３項もしくは第４項、第５７条の３第５項、第５７条の４第５項：６月以
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下の懲役又は５０万円以下の罰金（第１１９条第１号） 
・第５６条第５項の規定による命令に違反した場合：当該違反者に対し同上（第１１９

条第２号） 
・第５７条第１項の規定による表示をせず、もしくは虚偽の表示をし、又は同条第２項

の規定による文書を交付せず、もしくは虚偽の文書を交付した場合：当該違反者に対し同

上（第１１９条第３号） 
・第５７条の３第１項：５０万円以下の罰金（第１２０条第１号） 
・第５７条の４第１項の規定による命令又は指示に違反した場合：当該違反者に対し同

上（第１２０条第２号） 
１１ 「協力」義務は工場法等既存の労働安全衛生立法には規定されておらず、HSWA で初

めて設けられた義務であったという（小畑前掲論文 385 頁）。 
１２ もっとも、本条違反は、使用者が第２条所定の義務を果たしていたことが明らかにさ

れた場合にのみ問題とされるのが通例であるという（小畑前掲論文 385 頁）。 
１３ HSWA 立法の土台となったローベンス報告の示した方向性の中には、事後的な補償の

仕組みの構築による間接的なインセンティブよりも、専門性を持つ履行確保措置の担当機

関に禁止命令や改善命令の発令権限など、法の運用にかかる大きな権限を与えることとも

って、実効的な労災予防を図る方策が含まれていた（小畑前掲論文 379 頁）。 
１４ WHO Profile Report 2009 at 39. 
１５ Id. at 39-40. 
１６ Id. at 40. 
１７ Id. at 40. 
１８ 小畑前掲論文 379 頁。 
１９ HSE: Managing the Causes of Work-Related Stress(2d edition), 2007（以下、HSE, 
2007 という） at 2. 
２０ 英国健康保護局（HPA）は、同国政府により２００３年に設立された独立機関であり、

公衆を感染症や環境上の危険から保護することをその目的としている。その主な方法は、

公衆一般、医師・看護師等の衛生専門職、国・地方政府へのアドバイスの提供である。ロ

ンドンを含め計４か所にセンターを持ち、２０１２年には、英国保健省に新たに設置され

る英国公衆衛生庁（Public Health England）に組み込まれる予定である。 
２１ WHO Profile Report 2009 at 39; HSE, 2007 at 1. 
２２ WHO Profile Report 2009 at 40. 
２３ HSE, 2009a at 7. 

ここでは以下の参照文献が挙げられている。 
Cousins et al., 2004; Mackay et al., 2004. 

２４ HSE, 2009a at 7. 
２５ Ibid. 
２６ Ibid. 
 ここでは以下の参照文献が挙げられている。 

Cox et al., 2007b; Broughton et al., 2008. 
２７ このうち健康な職場づくりのための問題解決（SiP2）については、ストレスに関する

MSA と公共部門の疾病休業管理プログラムの MS との連携が図られてきた。しかし、この

連携の試みは、「いささか性急になされ、たしかにメッセージとして聞こえはよいが、い

ささか原理論的に過ぎる」と指摘されている。このような事態を招いた原因の一部には、

ストレスと疾病休業間の特別な関係についての理解不足があったが、のみならず、ブラッ

ク報告書が勧告していた「健康と労働の関係性の認識と強化（health and work）」へ向け

た一体的取り組みを支える概念的なモデル、知識、姿勢が未成熟であったことも指摘され

ている（HSE, 2009a at 8）。作業関連ストレス－健康－労働の三者関係に関する専門家を

含めた関係者の理解や、そうした理解に基づく関係強化のための概念づくりや仕組みづく
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りが進まなければ、実効的な対策が困難なことをうかがわせるが、逆に、そうした取り組

みの充実化が望ましい結果を担保するかは定かでない。 
２８ WHO Profile Report 2009 at 41. 
２９ Daniels, K., Karanika-Murray, M., Mellor, N.,Veldhoven M., Moving Policy and 
Practice Forward:Beyond Prescriptions for Job Characteristics. In 
Biron,C.,Karanika-Murray,M., Cooper,C.(Eds.). Organizational Stress and Well-being 
Interventions:Addressing Process and Context.Routledge, 2012（未刊。2012 年 6 月発刊

予定。以下、Daniels et al., 2012:Forthcoming:Forthcoming といい、ページ数には報告者

が Karanika-Murray 博士から得た生原稿のページを記載する）. 
本稿は、イギリスの国家的ストレス対策について新たな方向性を打ち出している。すな

わち、これまでの施策は、MS を含め、Job-D（Demand）C（Control）S（Support）モ

デルを活用したリスク調査・管理を中心としており、これらはいわば欠点を見つけ出して

バンソコを貼るような個別的、治療的な改善方式であったが、今後は、より積極的に理想

的な職場環境が持つ条件（competence）を類型化し、現実の条件をそれに沿わせていくこ

とで、良好な職場環境形成を包括的に実現していく改善方式（proactive approach）の方が

有効と考えるようになって来ている。喩えれば、西洋医学的アプローチから東洋医学的ア

プローチへ、と形容することもできるであろう。 
３０ ETUC, 2004; ILO, 2001; Leka et al., 2008; Leka et al., 2003（Daniels et al., 
2012:Forthcoming:Forthcoming at 1 に掲載された間接参照文献）. 
３１ Mackay et al., 2004（Daniels et al., 2012:Forthcoming:Forthcoming at 1 に掲載され

た間接参照文献）. 
３２ Cousins et al., 2004（Daniels et al., 2012:Forthcoming:Forthcoming at 1 に掲載され

た間接参照文献）. 
３３ Mackay et al., 2004（Daniels et al., 2012:Forthcoming:Forthcoming at 1-2 に掲載さ

れた間接参照文献）. 
３４ Cox et al., 2000（Daniels et al., 2012:Forthcoming:Forthcoming at 2 に掲載された間

接参照文献）. 
３５ HSE, 2007; Mackay et al., 2004（Daniels et al., 2012:Forthcoming:Forthcoming at 2
に掲載された間接参照文献）. 
３６ Cousins et al., 2004; Mackay et al., 2004（Daniels et al., 
2012:Forthcoming:Forthcoming at 2 に掲載された間接参照文献）. 
３７ Daniels et al., 2012:Forthcoming:Forthcoming at 2. 
３８ Ibid. 
３９ Rick et al., 2002（Daniels et al., 2012:Forthcoming at 2 に掲載された間接参照文献）. 
４０ Cousins et al., 2004（Daniels et al., 2012:Forthcoming at 2 に掲載された間接参照文

献）. 
４１ Kompier, 2004（Daniels et al., 2012:Forthcoming at 2 に掲載された間接参照文献）. 
４２ Daniels et al., 2012:Forthcoming at 2. 
４３ Ibid. 
４４ HSE, 2009a at 7. 
 ここでは以下の参照文献が挙げられている。 

Cox et al., 2007b; Broughton et al., 2008. 
４５ HSE, 2009a at 7. 
４６ HSC(Health and Safety Commission)は、従前は、HSWA に基づき創設された、いず

れの省庁にも属さないイギリス（UK）の独立国家機関であり、HSE の上位にある雇用年

金省の外局だったが、２００８年にHSE内部の役員会となった。委員長と公労使を代表す

る６～９名の委員から構成され、いずれも国務長官―現在は雇用年金大臣―により任命さ

れる。その職務は、①HSWA の運用に携わる要員を支援すること、②そうした業務に関連
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する調査や出版、教育訓練や情報提供を実施・支援すること、③そうした問題について、

政府の省庁・部局、雇用者、被用者、両者がそれぞれ組織する団体などが必要な情報の提

供を受け、またアドバイスを受けられるような条件を整えること、④規則を提案すること

などである。また、従前は、国務長官に自身の立案する計画について報告し、長官の政策

との整合性を維持する義務を負い、国務長官は、HSC に対して指令（direction）を与える

権限を持っていた。 
４７ HSE: The Secretariat Paper to Advisory Committee on Dangerous Pathogens: 
Redusing Risks, Protecting People: HSE’s Decision Making Process(ACDP/72/P12), 
2002（以下、HSE, 2002 という） at 1. 
４８ Id. at 2. 
４９ HSE, 2007 at 7. 
５０ Selye, 1936（斎藤瑞希,菅原正和:ストレスとストレスコーピングの実行性と志向性（Ⅰ）.
岩手大学教育学部附属教育実践総合センター研究紀要,6:231-243, 2007 などに掲載された

間接参照文献）. 
５１ Lazarus, 1966; Lazarus et al., 1984（斎藤,菅原前掲論文などに掲載された間接参照文

献）. 
５２ HSE, 2007 at 1. 
５３ Id. at 7. 
５４ Id. at 8. 
５５ Ibid. 
５６ Ibid. 
５７ HSE, 2007 at 7. 
５８ Psychosocial Working Conditions in Britain in 2007 HSE 2007, 
http://www.hse.gov.uk/statistics/pdf/pwc2007.pdf. 
５９ Self-Reported Work-Related Illness and Workplace Injuries in 2005/06: Results from 
the Labour Force Survey HSE 2007, http://www.hse.gov.uk/statistics/lfs/lfs0506.pdf. 
６０ Briner et al., 2003. 
６１ HSE: Organisational responses to the HSE management standards for work-related 
stress, 2009（以下、HSE, 2009b という）. 
６２ Lelliot et al., 2008（HSE, 2009b at 2 に掲載された間接参照文献）. 
６３ HSE Statistics 2007 年（HSE, 2009b at 2 に掲載された間接参照文献）。 
６４ Economic and Social Research Council, 2006（HSE, 2009b at 2 に掲載された間接参

照文献）。 
６５ Cox et al., 2000; Cox et al., 2002; Cox et al., 2003（HSE, 2009a at 14 に掲載された間

接参照文献）. 
６６ Kompier, 2006; Kompier et al., 2000; Jansen et al., 2005（HSE, 2009a at 14 に掲載さ

れた間接参照文献）. 
６７ Mackay et al., 2004; Cousins et al., 2004（HSE, 2009a at 14 に掲載された間接参照文

献）。 
６８ Kompier, 2004（HSE, 2009a at 14 に掲載された間接参照文献）. 
６９ HSE, 2009a at 14. 
７０ Cox, 1993; Cox et al., 2000（HSE, 2009a at 14 に掲載された間接参照文献）. 
７１ Mackay et al., 1986; Kasl et al., 1987; Cox et al., 2007a; Karanika, 2006（HSE, 2009a 
at 14 に掲載された間接参照文献）. 
７２ Macleod et al., 2003（HSE, 2009a at 14 に掲載された間接参照文献）. 
７３ McPherson, 2001（HSE, 2009a at 14 に掲載された間接参照文献）. 
７４ Griffiths, 1999; Cox et al., 2007a（HSE, 2009a at 14 に掲載された間接参照文献）. 
７５ HM Treasury, 2004（HSE, 2009a at 14 に掲載された間接参照文献）. 
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７６ Griffiths et al., 2006（HSE, 2009a at 14 に掲載された間接参照文献）. 
７７ WHO Profile Report 2009 at 40; HSE, 2009b at 2. 
７８ HSE, 2009b at 2. 
７９ このうち労災との関係を指摘する文献として、Briner, R.B. (Birkbeck College), Amati, 
C & Lardner R. (The Keil Centre): Development of Internal Company Standards of 
Good Management Practice and a Task-Based Risk Assessment Tool for Offshore 
Work-Related Stressors RR107 HSE 
Books(http://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/index.htm),2003（以下、Briner et al., 2003
という）. 
８０石津克己（厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部企画課課長補佐（元在英国日本

国大使館書記官））：英国の労働安全衛生～課題・政策・組織～.（未定稿。ページ数には生

原稿のページを記載する）,1,2010. 
８１ (a)は保健省が中心となって作成した１００頁にわたるガイダンスであり、後に保守

党・自民党連立政権下で新たなに上書きされた。上書き後のタイトルは、「メンタルヘル

スなくして健康なし～メンタルヘルスの改善に関する省庁横断的国家戦略～」（No Health 
Without Mental Health: A Cross-Government Mental Health Outcomes Strategy for 
People of All Ages）と命名されている。(c)はラカエル・パーキンス（Rachel Perkins）、

ポール・ファーマー（Paul Farmer）、ポール・リッチフィールド（Paul Litchfield）の３

名の学識者が雇用年金省に宛てた、政府のメンタルヘルス不調者支援の改善に関する建議

的な文書であり、次の３つの視点を基本としている。 
 ①メンタルヘルス不調状態にある人びとのニーズにより的確に応えられるような基盤を

増大させると共に、現行の仕組みの中にある神話（：できもしないことをさもできるかの

ように言うこと）を排除すること。 
 ②より充実した支援モデル～イギリス本国の歴史的文脈の中での「個人の就職支援

（Individual Placement and Support(IPS)）」～ 
 ③取り組みの成果の効果的な監視及び修正実行のためのシステムの確立 
そして、(d)は(c)に対する政府の基本的対応方針を記した文書である。 

８２ この文書と併せて、「社会的に排斥された成人のための公共サービス協定（PSA 16）」
（Socially excluded adults Public Service Agreement (PSA 16)）も公表されている。これ

は、中央政府、地方公共団体、両者の関係にまたがる優先的な共通指標を整理した協定・

戦略の一環として策定されたもので、８つの指標とガイドライン・ノートから成っている。

その目的は、社会的に排斥された成人（犯罪者、保護の必要性がありながら遺棄された者、

メンタルヘルス不調者、知的障害者など）に対し、サクセスフルな生活への道筋を付けさ

せるための調整を図ると共に、雇用・教育訓練機会を提供しようとする点にある。メンタ

ルヘルス不調者に対しては、外部支援機関への橋渡しが主な調整措置と位置づけられてい

る。 
８３ Health and Safety: The State of Play:XpertHR, Source: Health and Safety Bulletin 
Issue: 403 Date: 01/11/2011 Publisher: LexisNexis Butterworths. 
８４ Ibid. 
８５ HSE, 2009b at 2. 
８６ HSE, 2007 at 1. 
８７ HSE, 2009a at 12. 
８８ Mackay et al., 2004（HSE, 2009a at 12 に掲載された間接参照文献）. 
８９ HSE, 2009a at 12. 
９０ Cox, 1993; Cox et al., 2000（HSE, 2009a at 12 に掲載された間接参照文献）. 
９１ Jordan et al., 2003（HSE, 2009a at 13 に掲載された間接参照文献）. 
９２ Cousins et al., 2004（HSE, 2009a at 13 に掲載された間接参照文献）. 
９３ HSE, 2009a at 13. 
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９４ Rick et al., 2002（HSE, 2009a at 13 に掲載された間接参照文献）. 
９５ Cousins et al., 2004（HSE, 2009a at 13 に掲載された間接参照文献）. 
９６ HSE, 2009a at 13. 
９７ Karasek et al., 1990（HSE, 2009a at 13 に掲載された間接参照文献）. 
９８ Cox, 1978; Cox et al., 1981; Cox et al., 1996（HSE, 2009a at 13 に掲載された間接参

照文献）. 
９９ Michie et al., 2003（HSE, 2009a at 13 に掲載された間接参照文献）. 
１００ HSE, 2008（HSE, 2009a at 13 に掲載された間接参照文献）. 
１０１ HSE, 2009a at 13. 
１０２ WHO Profile Report 2009 at 40. 
１０３ HSE, 2007 at 2. 
１０４ Id. at 49. 
１０５ Id. at 41. 
１０６ HSE, 2009a. 
 この調査に際しては、並行して科学・政策関連論文や関連する灰色文献（政府や公的機

関による調査報告書など学者のピアレビューに付されていないもの）のレビューが実施さ

れ、デルファイ調査の解釈分析に活用された。 
１０７ HSE, 2009a at 26-27. 
１０８ Daniels et al., 2012:Forthcoming at 2-3. 
１０９ HSE Statistics, 2009（Daniels et al., 2012:Forthcoming at 2-3 に掲載された間接参

照文献）. 
１１０ HSE, Statistics 2009（Daniels et al., 2012:Forthcoming at 3 に掲載された間接参照

文献）. 
１１１ Ibid. 
１１２ Packham et al., 2009（Daniels et al., 2012:Forthcoming at 3 に掲載された間接参照

文献）. 
１１３ Daniels et al., at 3. 
１１４ Broughton et al., 2009（Daniels et al., 2012:Forthcoming at 3 に掲載された間接参

照文献）. 
１１５ HSE, 2009c（Daniels et al., 2012:Forthcoming at 3 に掲載された間接参照文献）. 
１１６ Daniels et al., 2012:Forthcoming at 3. 
１１７ HSE, 2007 at 8. 
１１８ Id. at 9. 
１１９ Id. at 10. 
１２０ Id. at 10. 
１２１ Id. at 11. 
１２２ HSE, 2009a at 15-16. 

もっとも、ここで Kompier の指摘する問題点は、いずれも致命的なものではなく、克服

可能な課題として肯定的に捉えられている。 
１２３ Kompier, M.A.J.: Does the ‘Management Standards’ approach meet the standard? 
Work & Stress, 18: 137-139, 2004（Kompier, 2004）. 
１２４ Main et al., 2005（Kompier, 2004 に掲載された間接参照文献）. 
１２５ この点について、HSE, 2009a at 15 は、「ただし、HSE が２００４年に基準値やフ

ィルター（filters）の考え方を放棄したことは銘記されるべきであろう」との注釈を付して

いる。 
１２６ Cousins et al., 2004; Mackay et al., 2004（Kompier, 2004 に掲載された間接参照文

献）. 
１２７ Daniels et al., 2012:Forthcoming at 3-4. 
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１２８ Cox et al., 2007b（Daniels et al., 2012:Forthcoming at 3 に掲載された間接参照文献）. 
１２９ Broughton et al., 2009（Daniels et al., 2012:Forthcoming at 3 に掲載された間接参

照文献）. 
１３０ HSE, 2009a（Daniels et al., 2012:Forthcoming at 3 に掲載された間接参照文献）. 
１３１ 未刊のため確認不可能。 
１３２ HSE, 2009a（Daniels et al., 2012:Forthcoming at 4 に掲載された間接参照文献）. 
１３３ Cox et al., 2007b; HSE, 2009a; Tyers et al., 2009（Daniels et al., 2012:Forthcoming 
at 4 に掲載された間接参照文献）. 
１３４ Broughton et al., 2009（Daniels et al., 2012:Forthcoming at 4 に掲載された間接参

照文献）. 
１３５ HSE, 2009a; Tyers et al., 2009（Daniels et al., 2012:Forthcoming at 4 に掲載された

間接参照文献）. 
１３６ European Agency for Safety & Health at Work, 2009（Daniels et al., 
2012:Forthcoming at 4 に掲載された間接参照文献）. 
１３７ Cox et al., 2007b; HSE, 2009a; Tyers et al., 2009（Daniels et al., 2012:Forthcoming 
at 4 に掲載された間接参照文献）. 
１３８ Cox et al., 2007b（Daniels et al., 2012:Forthcoming at 4 に掲載された間接参照文献）. 
１３９ Broughton et al., 2008; Cox et al., 2007b; HSE, 2009a; Tyers et al., 2009（Daniels et 
al., 2012:Forthcoming at 5 に掲載された間接参照文献）. 
１４０ HSE, 2009a（Daniels et al., 2012:Forthcoming at 5 に掲載された間接参照文献）. 
１４１ Broughton et al., 2008（Daniels et al., 2012:Forthcoming at 5 に掲載された間接参

照文献）. 
１４２ Tyers et al., 2009（Daniels et al., 2012:Forthcoming at 5 に掲載された間接参照文

献）. 
１４３ HSE, 2009a（Daniels et al., 2012:Forthcoming at 5 に掲載された間接参照文献）. 
１４４ HSE, 2009a at 27（Daniels et al., 2012:Forthcoming at 5 に掲載された間接参照文

献）. 
１４５ Tyers et al., 2009（Daniels et al., 2012:Forthcoming at 5 に掲載された間接参照文

献）. 
１４６ Cox et al., 2007b; HSE, 2009a（Daniels et al., 2012:Forthcoming at 5 に掲載された

間接参照文献）. 
１４７ Rick et al., 2002（Daniels et al., 2012:Forthcoming at 5 に掲載された間接参照文献）. 
１４８ Daniels, 2011（Daniels et al., 2012:Forthcoming at 5 に掲載された間接参照文献）. 
１４９ Daniels, 2006（Daniels et al., 2012:Forthcoming at 6 に掲載された間接参照文献）. 
１５０ Ibid. 
１５１ HSE, 2009a at 14-15. 
１５２ Rick et al., 2000（HSE, 2009a at 14 に掲載された間接参照文献）. 
１５３ Adams et al., 2004（HSE, 2009a at 15 に掲載された間接参照文献）. 
１５４ 報告者は、ここにイギリスがMSAの開発に関連して多額の予算を計上し、主な支援

の対象としてきた心理社会学（者）の発想の斬新さと危うさが凝縮的に同居しているよう

に感じる。メガ・コンペティション等の時代情勢を背景に、職場の健康管理についても後

ろ向き・保護的発想より前向き・自立的発想が求められるとの論旨に特段の異論はないが、

不調者の再生や職務適応には、時期や場面によっては、後ろ向きの発想を正面から受け止

め、手厚い保護の下で安心して休息できる環境条件を職域ないし職場内で形成することも

不可欠と解されるからである。例えば、日本の安衛法第６２条や安衛則第６１条第２項な

ども、疾病の治療や管理を全て個人の私生活に委ねる発想は採用していない。たしかに、

イギリスの安全衛生法は、安全衛生のみならず、厚生水準の確保をも罰則付きで義務づけ
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ている一方、国自体として、EU の労働・社会規制からの自律性を確保しようという動き

もあるようなので、日本と同じ文脈では論じられないであろう。しかし、各国の法令や法

理論は、一定程度時代の影響を受けはするものの、それなりの歴史や脈絡を踏まえて形成

されている以上、そうした前提を捨象し、軽視されるべきものではない。 
１５５ HSE, 2009a at 8. 
１５６ Ibid. 
１５７ Ibid. 
１５８ Ibid. 
１５９ WHO Profile Report 2009 at 40. 
１６０ 本文で示した HSE, 2009a や Daniels et al., 2012: Forthcoming からもうかがわれる

が、より直接的な情報は、報告者がノッティンガム・トレント大学心理学系上級講師

（senior lecturer）である Maria Karanika-Murray 氏との交信から得た。 
１６１ HSE, 2007 at 7. 
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研究要旨：デンマークにおける産業精神保健法制度は、労働環境法を中心として、いわゆる PDCA

サイクルに準じた形で心理社会的労働環境（psychosocial working environment）に関する職場リスク

評価とその改善という 1 次予防を中心として進めていくことを企業に義務づける形で発展してき

た。その上で、企業の労働環境改善の実施状況を労働環境局による予告なしの査察および認証を通

じて法の履行を確保するところに制度としての特徴を見ることができる。 

デンマークの法政策の背景としては、他国との比較で自殺率が高いなど元々メンタル不調を想定

させる国民の割合が多かったこと、また労働政策および社会保障政策において先進的な取り組みを

行ってきているにも関わらず、労働災害や労働を要因とする疾病休業が減少していないこと、人的

資源にさほど恵まれていないことからその活用を図っていかなければならないことなどが挙げら

れよう。デンマーク政府は、1990 年代後半からさまざまな行動計画や戦略を積極的に設定してき

ており、メンタルヘルス対策を含む労働環境の改善は、デンマークにとって重要な政策課題となっ

ているということができる。 

労働環境法に基づく職場のリスク評価は、労働状態の認識および対応関係の作成、問題の記述と

評価、疾病休業への関与、優先順位と行動計画、フォローアップという循環的な形で行われるもの

である。企業自身で取り組むことを主眼として、行政機関によるガイダンスツールや調査票の提供、

また外部のコンサルタントの利用を容易にする方策が展開されている。また、この職場リスク評価

のために独自の調査票（COPSOQ）の開発を行うなど、心理社会的労働環境の知見を積極的に活用

している点は注目に値すると思われる。 

このようなデンマーク政府の取り組みに対する具体的効果であるが、現時点では、良好な労働環

境を維持している企業が多く、その意味では労働環境法に基づく職場リスク評価と査察制度は一定

の効果を上げているものということができるが、これはあくまでも労働環境全体に対する評価であ

って、メンタル不調に起因する疾病休業を取得する被用者数について目立った減少が見られるわけ

ではなく、また 2010 年のデンマーク労働健康調査においても未だに多くの被用者が社会心理的労

働環境上の問題を抱えていることが明らかとなっている。 

こうした状況を受けて、 近のデンマーク政府および専門家の取り組みは、よりリスク要因の高

い企業に対する査察を強化すると共に、疾病休業を取得した被用者の職場復帰へと政策の焦点を

徐々に移行させているように見受けられるが、これまでの 15 年間で展開されてきた政策に対する
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評価にはもう少し時間が必要なのではないかと思われる。 
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A．研究目的 

統一研究課題に記されている通り、①諸

外国の産業精神保健法制度の背景・特徴・

効果を解明し、②わが国への適応可能性を

探ることにあるが、本年度と次年度の調査

研究は、①を目的としている。 

 

B．研究方法 

基本的には、第１回班会議（2011 年 4

月 23 日）でのブレインストーミングを踏

まえて研究代表者が作成、呈示したフォー

マット（「調査報告書の基本的な構成」）に

即し、原則として第一次資料のレビューに

基づいて必要事項を調査する方途を採用

した。本研究の対象国であるデンマークに

関しては、基本的に上記のフォーマットに

即して研究を行っている。 

 

C．研究結果 

デンマークは、人口約 554 万人ほどの小

国であるが、労働政策1、社会保障政策の

領域においては先進的な取り組みを行っ

ている国として知られている。デンマーク

における産業精神保健法制度は、基本的に

はわが国と同様に労働における安全衛生

確保という枠組の中で行われているが、デ

ンマークの場合は、いわゆる PDCA サイ

クルに準じた形で心理社会的労働環境

（psychosocial working environment）の職

場リスク評価とその改善という 1 次予防

を中心として進めていくことを企業に義

務づけた上で、その実施状況を労働環境局

による予告なしの査察および認証を通じ

て法の履行を確保していこうとするとこ

ろにその特徴をみることができる。この職

場リスク評価は、メンタルヘルス対策に特

化したものではなく、むしろ労働安全衛生

全般を対象として予防を図ろうとするも

のであるが、近年のストレスによる病気休

暇の増加傾向を受けて、よりメンタルヘル

ス対策としての側面を強めている。 

また、企業が職場リスク評価を行うにあ

たって、さまざまなガイダンスツールや調

査票に関する研究が積極的に行われてお

り、その成果はデンマークのみならず世界

各国で利用されるに至っている。 

1. 公法 

1.1. 法令、行政規則（ガイドラインなど）、

計画など 

1.1.1. 労働環境法（Working Environment 

Act, デ ン マ ー ク 語 ：

Arbejdsmiljøloven） 

デンマークにおける産業精神保健法制

度は、労働安全衛生に関する一般的規制を

定める法制度である労働環境法（Working 

Environment Act, デ ン マ ー ク 語 ：

Arbejdsmiljøloven）がその中心となってい

る。労働環境法の目的は、社会における技

術的社会的発展に調和した安全かつ健康

な労働環境を創設することであるが、それ

を労働環境局による行政的監督のみなら

ず、労使間の協約にも同等の効力を認めた

上で、これらによって労働環境に関する問

題の解決を図ろうとするところに特徴が

あるといえる（1 条）。このことは、72 条

b 1 項において、労働協約において労働環

境法に規定する法的義務と類似の義務を

含む場合には、労働環境局による行政的監

督を受けず、協約当事者の自治に委ねられ

る旨規定されている。この規定に従って、

2004 年 11 月 25 日行政命令 1156 号および

2005 年 8 月のガイダンスにより除外対象
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となる規定が定められている2。したがっ

て、デンマークにおけるメンタルヘルス対

策は、労働環境法のみならず、各産業にお

ける労働協約も重要な役割を果たしてい

るものと考えられるが、本報告では、ひと

まず立法上の規制内容を明らかにするこ

とに主眼を置くことにする。 

デンマークにおけるメンタルヘルス対

策は、心理社会的労働環境（Psychosocial 

Working Environment）を改善するというい

わゆる 1 次予防を中心とするが、労働環境

法の規定上重要なのは、使用者に対して職

場リスク評価を義務づける15条 aである。

同規定は、以下のように定めており、使用

者は、事業における労働の性質、手段、プ

ロセス、規模に留意しつつ、事業場におけ

る労働安全衛生の状態について書面で職

場リスク評価を行い、それを被用者がアク

セスできる場所に掲示しなければならな

い義務を負うとしている。さらに、職場リ

スク評価は、3 年ごとに改訂が義務づけら

れているため、職場における労働環境の直

近の問題点を洗い出して対応することが

必要となっている。 

 

1.1.2. 行政命令 559 号（2004 年 6 月 17

日） 

行政命令（Executive Order, デンマーク

語:Bekendtgørelse）559 号は、労働安全衛

生の改善を促進するための施策の導入に

関する 1989 年 6 月 12 日 EU 指令 6 条 2 項

に掲げられている予防原則3を前提としつ

つ、デンマークにおける労働環境の改善の

ための規則を定めている。 

1.1.3. 行政命令 96 号（2001 年 2 月 23

日） 

行政命令96号6条では、職場に関して、

メンタルヘルスへの影響を考慮してデザ

インしなければならないとしている。 

1.1.4. 職場リスク評価の準備および評価

に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン

（Guidelines to preparation and 

review of workplace assessments, 

D.1.1）（2002 年 11 月制定、2010

年改訂 2 版） 

労働環境法 15 条 a およびその関連行政

命令を踏まえて、職場におけるリスク評価

を行うためのガイドラインとして、「職場

リスク評価の準備および評価に関するガ

イドライン」が 2002 年に労働環境局によ

って作成されている4。このガイドライン

自体は法的な拘束力を持つものではない

が、法律および規則を遵守するに当たって

は、このガイドラインに基づく職場リスク

評価を行うことが必要となる。ガイドライ

ンの詳細については、後述の 1 次予防の項

目において扱う。 

 

1.2. 法の管轄機関・執行権限等 

労働環境法の執行に関する 高責任者

は、雇用担当大臣（Minister of Employment）

であり、労働における安全衛生に関する行

政上の権限を有する（労働環境法 69 条）。

労働環境局は、雇用担当大臣の援助の下で

実際の査察等を担当する（デンマークにお

ける労働安全衛生にかかる枠組について

は、図を参照）。また、デンマークの特徴

として、労働環境法において雇用担当大臣

の諮問機関として労使の代表により構成

される労働環境評議会（Working Environ-
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ment Council）が設置されており、労働安

全衛生分野における法政策形成に大きな

役割を果たしている。 

1.2.1. 労働環境局（Working Environment 

Authority; WEA デンマーク語： 

Arbejdstilsynet） 

労働環境局は、中央組織と地方の監督官

（regional inspectorates）により構成されて

おり、その権限については、労働環境法

72 条 1 項に定められている。デンマーク

における労働環境への査察制度は、72 条 a

に規定されているが、この部分は、2011

年 6 月の改正5により、リスクベースによ

る監督（risk-based supervision）が導入され

るに至っている。この改正は、後述する

2011 年 3 月の与野党合意を反映したもの

であり、労働環境についてもっとも問題の

ある企業への査察を確保すること、また 2

名より多くの正社員を雇用しているすべ

ての企業および1名または2名の正社員を

雇用している約半数の企業へ 2019 年度末

までに労働監督官が訪問することを確保

することをその目的とし、特にメンタルヘ

ルス対策に特別な焦点を合わせたものと

説明されている。 

1.2.2. その他の当事者 

直接的な法の執行権限を有するわけで

はないが、メンタルヘルスに関する法政策

の形成や企業がメンタルヘルス対策を行

っていく上で重要な役割を果たしている

機関として、労働環境法に基づき設定され

ている労働環境評議会や、私企業による労

働安全衛生コンサルタントが挙げられる。 

1.2.2.1. 国立労働環境研究センター 

国立労働環境研究センター（National 

Research Centre for Working Environment; 

NRCWE, デンマーク語：Det Nationale 

Forskningscenter for Arbejdsmiljø）は、それ

までの国立安全衛生機構（National Institute 

of Occupational Health, デンマーク語：

Arbejdsmiljøinstituttet）を 2006 年に改組し

て設立されたものであり、健康および安全

に関する学術的なハブとして、雇用担当大

臣やソーシャル・パートナー、企業や労働

安全衛生コンサルタントなどが健康や労

働状態に関する専門的知見を提供する機

関として設置されており、所属する研究者

が、Scandinavia Journal of Public Health、

Scandinavia Journal of Work, Environment & 

Health といった北欧系の学術雑誌に 新

の研究成果を発表している。 

1.2.2.2. 労働環境評議会 

労働環境評議会（Working Environment 

Council）は、労働環境法第 12 章以下の規

定において、労働組合や使用者団体の中央

組織、および政府関係者の参加により設置

されている機関であり、その主な権限は、

（1）労働環境に関する目標および優先順

位、（2）労働環境評議会、産業別労働環境

評議会（現在建設業、重工業、小売業、農

業、サービス業、福祉業など 11 種の産業

について設立されている）、国立労働環境

研究センター間で、68 条に規定された基

金の分配、（3）労働環境の問題について雇

用担当大臣に対して助言を行い、必要に応

じて勧告を行うことである（法66条1項）。 

また、評議会は、労働環境に関して重要

な問題につき討議を行うことができ、また

その問題に関する意見を雇用担当大臣に

提出することができる。評議会は、その目

的のために、学際的な性格をもつ開発ある

いは分析活動を開始することや（同条 2

－ 151 －



分担研究報告書（井村 真己） 

 

項）、法の改正および新規立法に関する意

見や提案、法に基づく規則の草案作成に関

与することができる（同条 3 項）。 

このように、労働環境法は、労使参加に

よる評議会を通じて、法政策決定前に三者

間での協議を行うように規定されており、

労使が法の具体的内容に関して大きく関

与する余地があるということができるが、

これはメンタルヘルス対策に限らず、デン

マークの労働・社会保障関係の立法におけ

る一つの特徴であるといえよう。 

1.2.2.3. 労働安全衛生コンサルタント 

労働安全衛生コンサルタントは、労働環

境に関する分析を行い、職場の具体的なデ

ザインを提案することを通じて企業を援

助する私企業である。使用者が、その内部

に必要な労働安全衛生に関する専門家が

存在していない場合、労働安全衛生コンサ

ルタントに職場の労働環境について援助

を受けることができるが、法違反の是正に

関してはコンサルタントからの援助が義

務づけられる場合がある（法 12条・13条）。 

 

1.3. ストレスマネジメントの具体的方

策 

1.3.1. 1 次予防面 

労働環境局による査察により労働環境

の評価・改善のサイクルを通じて、企業に

よる心理社会的ストレス対策の取り組み

を進めることを目的としており、危険因子

（労働量、速度、感情負担、夜勤・交替制

勤務、暴力・脅威、いじめ・ハラスメント）

ごとにガイドラインツールの活用により

問題点を洗い出した上で、その改善のため

の対策を行っていくことが求められる。 

ガイドラインは、職場リスク評価を行っ

てより良い労働環境を構築することによ

る利点を以下の 4 点に集約している。 

 事故および職業上の疾病に起因する

コストの削減 

 病気休暇の削減 

 （病気等による）被用者の配置転換の

削減 

 ・労働満足度、モチベーション、およ

び生産性の向上 

1.3.1.1. 職場リスク評価の要件 

ガイドラインによれば、企業が職場リス

ク評価を遂行するに当たって必要となる

のは以下の点である。 

 職場リスク評価は書面によらなけれ

ばならない。 

 職場リスク評価は、管理職、被用者お

よび労働監督官が読むことのできる

場所に掲示されていなければならな

い。 

 職場リスク評価のプロセスに関して

は、通常 5 つのフェーズから構成され

ており、各企業は、その中からもっと

もよく作用すると考える手法および

ツールを選択しなければならない。 

 管理職および被用者は、職場リスク評

価のプロセスにおいて協働しなけれ

ばならない。 

職場リスク評価のプロセスについては、

労働環境法に基づいて設置が義務づけら

れている安全衛生委員会が関与すること

になる。このプロセスには、計画、編成、

監視および評価を含むものである。安全衛

生委員会の設置が義務づけられていない

企業においては、被用者の代表が同様に関

与しなければならない。 
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1.3.1.2. 職場リスク評価の 5 つの要素 

職場リスク評価を機能させるためには、

以下の 5 つの要素を含む形で職場リスク

評価を行わなければならないものとされ

ている。 

1.3.1.2.1. 労働条件の認識および対応関

係の作成 

職場リスク評価のプロセスは、事業のす

べての面における労働環境がどのように

なっているかを位置づけなくてはならな

い。この場合、事業場外での労働について

も同様に評価しなければならない。この位

置づけに関して具体的な要件は定められ

ていないが、少なくとも、被用者へとの面

談 、 円 卓 会 議 、 満 足 度 調 査

（Trivselsundersøgelser）、質問票の配布、

労働監督官によるチェックリストの利用、

労働環境評議会による資料の活用などを

通じて行わなければならない。問題がある

場合、それは場合に応じてエルゴノミクス、

バイオテクノロジー、化学、物理、社会心

理に関して記述する必要がある。 

1.3.1.2.2. 問題の記述と評価 

問題の認識と位置づけによって、安全に

関する問題が明らかとなった場合、当事者

は、当該問題について記述し、どのように

解決するかを評価しなければならない。こ

の場合、企業が当該問題の本質、重大性お

よびその範囲について記述することが重

要となる。同様に、問題の要因およびその

適な解決策について記述することも重

要である。解決策については、問題の再発

の回避、問題の源に向けられていること、

被用者がより適切な方法で労働を行うこ

とができるものであること、危険有害な状

態について、より安全／ストレスの少ない

／有害でない状態に置き換えること、でき

る限り多くの被用者を保護するものであ

ること、必要に応じて被用者への教育訓練

を行うこと、などが求められる。 

1.3.1.2.3. 病気休暇への関与 

安全かつ健全な労働環境は、被用者の長

期欠勤を回避させるということは、逆に言

うと労働環境に問題があれば、長期欠勤が

増えるということである。したがって、職

場リスク評価においては、企業の労働環境

と病気休暇との関連性について明らかに

することが重要となる。この場合の評価の

目的は、病気による休暇を減少することが

できるか否かである。病気休暇が問題とな

っていない場合でも、企業は労働環境が全

体としての病気休暇とどのように関連し

ているかについて評価を行わなければな

らない。病気の要因は多くの場合複雑かつ

個別的であるため、病気休暇を取得してい

る被用者は職場リスク評価に関与すべき

ではない。 

1.3.1.2.4. 優先順位とアクションプラン 

安全に関する問題は早急に解決される

べきであるため、企業は、安全に関する問

題を把握した場合、その解決のために 良

の方法を明らかにしなければならない。こ

のアクションプランは、問題の概略および

解決策の概略を記載することが求められ

る。職場リスク評価によって、健康に関す

る問題に被用者の安全衛生に喫緊の脅威

が含まれている場合、企業は、即座に当該

危険を除去するか受け入れ可能なレベル

まで減少するための手段を執らなければ

ならない。 

1.3.1.2.5. フォローアップ 

後に、企業がアクションプランをどの
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ようにフォローアップするかについてガ

イドラインを確立しなければならない。ア

クションプランを実施するのに誰が責任

を持つのかを明らかにしなければならず、

解決策がいつどのように機能しているか

見定めた上で、必要に応じてアクションプ

ランの改定を行わなければならない。 

1.3.2. 2 次予防面 

（この項未了） 

1.3.3. 3 次予防面 

1.3.3.1. メンタルヘルス、疾病休業およ

び職場復帰に関する調査報告お

よび勧告（Mental health, sick-

ness absence and return to work）
6 

（この項未了） 

 

1.4. 専門家や専門機関の活用によるス

トレスマネジメント 

デンマークにおけるメンタルヘルス対

策は、上述のように労働環境に対する職場

リスク評価とその改善が中心となってい

る。実際に政策を展開していくにあたって

は、国立労働環境研究センターによるさま

ざまな研究に基づく専門的知見が利用さ

れてきているが、そうした知見の中でも特

に重要なのは、労働環境の職場リスク評価

に関する標準的調査票として開発された

コペンハーゲン心理社会調査（Copenhagen 

Psychosocial Questionnaire; COPSOQ）では

ないかと思われる。以下、その背景と概要

について述べる。 

1.4.1. コペンハーゲン心理社会調査

（COPSOQ） 

1.4.1.1. COPSOQ 開発の背景と目標 

COPSOQ は、デンマークの労働環境の

専門家や研究者のために、広範囲な心理社

会的要素を包含した標準的かつ有効な調

査票として 1997 年に開発された7。その背

景には、労働における心理社会的なストレ

ス要因が、筋骨格障害（musculoskeletal 

disorder）、心臓血管系疾患（cardiovascular 

disease）、精神病、ストレス、燃え尽き症

候群（burnout）、生活の質（quality of life）

の低下、病気休暇（sick leave）、労働移動

（labor turnover）、モチベーションと生産

性の低下といったさまざまな問題を引き

起こす要因となっており、それは労働者の

みならず、企業にとっても社会にとっても

重大な問題となっているとの認識が存在

している。 

COPSOQ に関する研究は、1990 年代半

ばに当時のデンマーク国立労働衛生機構

に心理社会部門が設立されたことを契機

としており、労働衛生サービスや労働環境

局、労働衛生クリニックなどから労働環境

の専門家の知見を得て作成されている。

COPSOQ は、調査票の長さに応じて、研

究者向けとして詳細版、労働環境の専門家

向けとして中間版、職場での簡易調査向け

として簡易版という 3 種類により構成さ

れており、目的に応じて利用することがで

きるようになっている8。 

COPSOQ が目標としているのは、（1）

労働における心理社会的要素の評価のた

めの有効かつ妥当な手法の展開、（2）国内

的および国際的な比較を可能とすること、

（3）介入の評価を改善すること、（4）サ

ーベイランスおよびベンチマーキングの

促進、（5）利用者にとって難解な概念およ

び理論を理解しやすくすること、である。

その上で、COPSOQ における調査票は、（1）
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理論をベースとするが特定の理論に固執

するものではないこと、（2）様々な分析レ

ベル（組織、部門、職種、人と労働の界面

（person-work interface）、個人）に関連し

た次元により構成されていること、（3）職

責（worktasks）、組織労働、労働における

内部的人間関係、協働、リーダーシップに

関連した次元を包含していること、（4）潜

在的な労働へのストレッサーのほか、サポ

ート、フィードバック、コミットメント、

良好な健康状態のようなリソースを含め

ること、（5）包括的であること、（6）労働

市場におけるすべての産業部門（産業のみ

ならず、サービス部門、保健福祉部門、コ

ミュニケーション部門など）に適用可能で

あるという意味で一般的であること、（7）

調査票のうち、中間版および簡易版につい

ては、労働環境の専門家や被回答者（被用

者）にとってユーザーフレンドリーである

こと、といった原則により作成されている

9。 

1.4.1.2. COPSOQ II 

今日では、COPSOQ は労働環境におけ

る心理社会的状況を把握するためのツー

ルとして、特に労働環境法上定められてい

る職場リスク評価を行う際の標準的な調

査票として利用されるようになっている。

COPSOQ は、その後のフィードバックや

心理測定学的分析（psychometric analyses）

を利用することを可能とするために、現在

では、COPSOQ II へと発展を遂げている10。 

（この項未了） 

1.4.2. COPSOQ 調査に見るデンマーク

の労働環境の現状 

COPSOQ の調査票による労働環境の現

状測定は、デンマークのみならず、調査票

が各国語に翻訳されるなど世界各国にお

いて利用されるようになってきている。ま

た、その調査内容も、職種を区別しない一

般的な調査から、女性労働者、福祉サービ

ス労働者、看守、看護師など特定の労働者

を対象として、その労働環境の調査が行わ

れてきている11。 

また、デンマーク国内においては、国立

労働環境研究センターによって、2004 年

から 2005 年にかけて、COPSOQ II を利用

した心理社会的労働環境の全国調査が行

われている。これは、無作為抽出により

20歳から 60歳までのデンマーク国内に居

住する 8,000 人に対して、COPSOQ による

アンケート調査を行い、賃金労働者である

3,517 人から得られた回答をベースとして

デンマークの被用者の社会心理的労働環

境の現状を示したものである12。これを基

礎データとして、さまざまな研究が国立労

働環境研究センターを中心として展開さ

れてきている。以下にそのうちの主要な研

究の概要を述べる。 

1.4.2.1. デンマークにおける被用者の心

理社会的労働環境の推移に関す

る研究 

Pejtersen らによる研究は、上記 2004 年

から 2005年に行われたCOPSOQ IIによる

調査結果を、1997 年調査と比較してデン

マークにおける心理社会的労働環境の状

況の推移を分析したものである13。デンマ

ークの被用者の心理社会的労働環境は、上

記の期間中全体として悪化していると結

論づけており、特に攻撃的なふるまい

（offensive behavior）については、仕事上

の葛藤（conflicts at work）や中傷・陰口

（slander and gossip）などが増加している
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と指摘している。 

1.4.2.2. 心理社会的労働環境と病気休暇

の連関性に関する研究 

Rugulies らによる研究は、COPSOQ 調

査により測定された心理社会的労働環境

の状況をベースとして、調査後 1 年以内に

3 週間以上の病気休暇を取得した被用者

の心理社会的労働環境を健常者と比較し

て、被用者の心理社会的労働環境の状態と

病気休暇取得との関連性を調べたもので

ある14。それによれば、デンマークにおい

ては、特に高度の感情的要求（high emo-

tional demands）および高度の役割葛藤

（high role conflicts）が病気休暇取得に関

する重要なリスク要因となっており、これ

らの状態を把握することにより、COPSOQ 

II による社会心理的労働環境の調査は、個

別被用者の健康状態把握のためにも利用

できることを示唆している。もっとも、こ

の研究における調査対象の被用者の病気

休暇測定は、デンマーク全国社会移転支出

公報（Danish National Regsiter of Social 

Transfer Payments, DREAM）から病気休暇

給付の取得の有無を調査するという形で

行われているため、当該被用者の具体的な

病名については明らかではない。したがっ

て、メンタルヘルス対策として、上記の要

素について特に重視すべきということに

はならないものの、労働環境が被用者の健

康に与える影響の予測について COPSOQ

が利用できるという示唆は、メンタルヘル

ス対策にも重要な意義を有するものであ

るといえよう。 

 

1.5. 雇用にかかる精神障害者差別禁止

法 

1.5.1. 雇用差別禁止法 

（この項未了） 

 

1.6. メンタルヘルス情報の取扱いに関

する法規制 

1.6.1. 被用者データ保護法 

（この項未了） 

 

1.7. 法政策の背景 

デンマークは、1980 年には国民 100,000

人あたり 35 人が自殺するという世界で有

数の自殺率の高さが社会問題となってい

ることが指摘できる15。この数値自体は

年々減少傾向にあるものの16、今日でも毎

日2名から3名のデンマーク人が自殺して

いるとされ、未遂も含めればほかのヨーロ

ッパ諸国との比較では未だに高く、自殺者

対策は、デンマーク社会にとって喫緊の課

題となっている。こうした自殺率の高さの

要因は必ずしも自明ではないものの、自殺

を試みようとすること自体が何らかのメ

ンタル不調を抱えている可能性を強く示

唆するものであるといえよう。このことを

裏付けるように、上記「メンタルヘルス、

疾病休業および職場復帰に関する調査報

告および勧告」では、デンマークにおける

成人人口のうちメンタルヘルス問題を抱

える人の比率は、他のヨーロッパ諸国と比

較して 12％から 27％ほど高いことが指摘

されており17、メンタルヘルスの問題は、

過去 20 数年にわたってデンマーク社会に

おける一つの大きな課題であり続けてい

るといえよう。 

以上のようなデンマーク社会の一般的

状況を前提として、デンマークにおけるメ

ンタルヘルス対策が、なぜ心理社会的労働
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環境の改善を目標とし、それを職場におけ

る職場リスク評価とその結果に対する法

的介入という形での法政策を展開してき

たのか、その背景について政府機関により

公表されている報告書・白書を通じて検討

していく。 

1.7.1. 「クリーンな労働環境への行動計

画（Action Program for the clean 

working environment 2005, デン

マーク語：Handlingsprogram for 

et rent arbejdsmiljø år 2005）」 

この行動計画は、1996 年 4 月に雇用担

当大臣、労働環境局がソーシャル・パート

ナーと協力して、2005 年までの 10 年間に

おける安全衛生の改善に関する枠組とそ

の具体的な行動計画を設定したものであ

る18。デンマークにおいて安全衛生に関し

て包括的な行動計画について合意したの

は今回が初めてである。 

このような行動計画を策定した背景と

して、デンマークは、労働に関する安全性

は他国と比較して高く、労働災害を回避す

るための努力を続けているにもかかわら

ず、1994 年の段階で 47,500 件以上の労働

災害および 15,500 件の職業上の疾病が報

告されており、労働環境の状態が良好とは

いえないという状況が指摘されていた19。

こうした問題を受けて、「すべてのデンマ

ーク企業は、その将来像として人々を第一

としつつ持続可能な発展のための競争的

基礎として、（労働の）創造性、質、生産

性のための安全で健康的で刺激的な枠組

を提供しなければならない」として、労働

事故や危険・有害物による健康障害、重量

物運搬等に伴う筋骨格系障害、労働におけ

る心理社会的危険に起因する健康障害の

減少・排除のために必要な施策について設

定した。 

また、本行動計画策定にあたっては、

1995 年 4 月にソーシャル・パートナー、

雇用担当大臣、労働環境局の代表により構

成された委員会が、心理社会的労働環境に

関して、労働環境局の役割と方法に関して

詳細な調査を行い、雇用担当大臣に勧告を

行っている。この委員会では、企業、使用

者、労働組合、労働監督署など労働環境の

領域に関与する当事者が、心理社会的労働

環境に関連する問題をいかに取り扱うべ

きかについての提案がなされている20。そ

れによれば、心理社会的労働環境のリスク

要因は、企業の経営上の決定に関連してい

る要因（賃金、昇進、雇用の不安定性、職

場におけるいじめ、ハラスメントなど）と

被用者の労働状況に直接間接に関連して

いる要因（反復労働、暴力のリスク、単独

労働、シフト労働、バーンアウト）とに分

類し、前者については、被用者や安全衛生

の専門家と協力しつつ、企業が自身で解決

すべき要因であり、後者については、労働

環境局が介入すべき要因であるとしてい

る21。 

本行動計画により、労働環境法をはじめ

とする関連立法にについてさまざまな改

正が行われた。行動計画の報告書に示され

た法改正の概要は以下の通りである22。 

1997 年： 

 すべての企業に書面での職場リスク

評価を義務づけ 

 5 名以上の被用者を雇用する企業に安

全衛生委員会の設置を義務づけ 

 安全衛生の専門家のための 37 時間の

新しい訓練モデルの策定 
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 労働安全衛生コンサルタントに関す

る質的な保証制度の導入 

 労働安全衛生コンサルタントに関す

るテストスキームと評価の導入 

 産 業 別 安 全 衛 生 評 議 会

（branchesikkerhedsrådene, BSR）を 11

の 産 業 別 労 働 環 境 評 議 会

（branchearbejdsmiljøråd, BAR）へと改

組 

 労働環境基金（Arbejdsmiljøfondets）の

任務を産業別労働環境評議会と労働

環境評議会へと再割当 

 単一の組織としての労働環境局の編

成 

 新しい苦情申立制度の導入 

 独立した研究機関として国立安全衛

生機構の設立 

2000 年～2001 年： 

労働環境改善のための努力を強化するた

めに企業に対して経済的インセンティブ

を与えるための包括的パッケージの構築

が行われた。パッケージの内容は、以下の

通り。 

 常勤被用者数を基礎とした一般安全

衛生税（arbejdsmiljøafgift）および労災

委員会（Arbejdsskadestyrelsen）により

課された補償および損害賠償を基礎

とした税金の導入（Act No. 1247 of 

20/12/2000） 

 特に良好な労働環境であることを証

明した安全衛生認証を受けた企業に

ついては、当該企業が一般的安全衛生

上の義務のために費やした金額を補

助金として受け取れる可能性を認め

るという認証および補助金制度の導

入（Act No. 442 of 07/07/2001） 

 特に多忙な産業部門における労働環

境の監督のために手数料徴収制度の

導入 

2001 年には労働環境の改善のための法

改正が行われた。 

 社会心理的労働環境を含む労働環境

上の主要領域における法違反に対す

る過料決定の権限を労働環境局に与

える（Act No. 442 of 07/06/2001） 

 サービス提供事業者が労働環境法の

下で有する義務について提供者責任

（Udbyderansvar）の肯定（Act No. 331 

of 16/05/2001） 

 建造物所有者の責任の厳格化 

 労働安全衛生コンサルタントが健康

促進のために行うことのできる範囲

の拡大。2001 年財政法により、4 年間

でデンマークのすべての企業へ安全

衛生コンサルタントを展開すること

が決定された 

2002 年： 

 一般安全衛生税の廃止（Act No. 435 of 

10/06/2002） 

 一般労働安全税に対する補助金の廃

止（Act No. 436 of 10/06/2002） 

 10 名未満の被用者を雇用する企業に

対して安全衛生委員会の設置義務の

廃止 

 手数料徴収による監督制度の廃止 

 いじめに関する労働協約モデルを作

成し、セクシュアル・ハラスメントを

含む職場でのいじめの事例を監督し

処理する権限を当事者に与える労働

協約の交渉を当事者へ許可する 

 私宅における非営利的性質の労働に

対する監督権限の限定 
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2004 年： 

「被用者と企業にとっての良好な労働

環境（Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere 

og virksomheder）」と題して、以下のよう

な労働環境法の改正が行われた（Act No. 

425 of 09/06/2004）。 

 どの企業が労働環境局による監督を

必要とするか決定するために、被用者

を雇用するすべての企業は、今後 7 年

の間に査察を受けること 

 労働安全に関する援助を必要とする

企業に対して、労働安全衛生コンサル

トの利用義務づけを含む強制的コン

サルティング制度の創設 

 4 年をメドに企業内安全衛生サービス

義務の段階的廃止 

 労働安全衛生コンサルタントについ

て労働大臣による認可制度の創設 

 労働監督署のウェブサイトで 3種のス

マイリーによる企業の労働環境の状

態の表示 

 建設業の領域における労働安全衛生

のコーディネイターのための安全衛

生教育の強化 

 労働環境局が企業に対して拘束力の

ある助言を与えることを可能とする 

 企業における職場リスク評価に病気

休暇を含める 

1.7.2. 「将来の労働環境に関する報告書

（Report in Future Working Envi-

ronment 2010）」 

上記の行動計画に伴う法改正により、デ

ンマークにおける現在の労働環境改善に

関する制度枠組が構築されたこと受けて、

デンマーク政府は 2005 年 12 月に「将来の

労働環境に関する報告書」を発表し、2005

年から 2010 年までの 5 年間における労働

環境改善のための優先順位を設定した23。

この報告書は、労働環境に関して焦点を当

てるべき問題を明らかにした労働環境局、

国立安全衛生機構、労働災害全国委員会

（National Board of Industrial Injuries, デン

マーク語：Arbejdsskadestyrelsen）の三者に

よって 2005 年 5 月に発表された「将来の

労働環境（Fremtidens Arbejdsmiljø）」を技

術的な面における基礎とし、労働環境評議

会による「2010 年度までのデンマークに

おける全体的労働環境の優先順位に関す

る新国家行動計画に関する報告書（Oplæg 

til ny national handlingsplan og prioriteringer 

for den samlede arbejdsmiljøindsats i 

Danmark frem til udgangen af 2010）」と題す

る勧告により政策の優先順位と数値目標

が定められ、労働環境専門家を対象とした

公聴会開催による意見聴取を経て作成さ

れたものである。 

この報告書においても、労働環境局が毎

年 40,000 件以上の労働災害と約 12,500 件

の労働に関連した健康問題の報告を受け

ていること、また労働災害全国委員会でも

毎年 13,000 件から 14,000 件の労働災害お

よび 2,000 件から 3,000 件の職業関連の疾

病の報告を受けていることから、依然とし

て労働環境に起因する問題が解決してい

ないことが指摘されている。また、優先順

位の設定にあたっては、グローバリゼーシ

ョンと国際的競争の拡大、サービス産業の

成長、急速な技術発展、高齢化、移民人口

の増加など現在のデンマーク労働市場に

おける発展傾向と既知の労働環境の問題

の継続性、伝統的な生産関連の労働環境問

題により影響を受ける職種の減少、座業に
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よる職種の増加、肉体的負担のある職種の

増加、職場の人員構成の変化、技術発展に

より発生している新しいリスク要因の可

能性といった労働環境の発展傾向を考慮

すべきであるとしている。 

こうした考察を踏まえて、政府は、労働

災害、心理社会的労働環境、騒音、筋骨格

系障害の 4 つの労働環境問題について優

先課題として数値目標を設定した。このう

ち、メンタルヘルス対策にとって重要な心

理社会的労働環境の改善については、病気

休暇の 10 ％削減が数値目標として設定

されている。 

1.7.3. 「2020 年までの労働環境へのエ

フォートに関する戦略（A Strategy 

for working environment efforts up 

to 2020） 

上記のように 1990 年代後半から展開さ

れている心理社会的労働環境のリスク要

因の把握とその改善を労働環境局の査察

により担保していくというデンマークの

1 次予防を中心としたメンタルヘルス対

策は、さらなる展開を必要としている。こ

の点に関して 2011 年 3 月 22 日に政府（デ

ンマーク自由党、保守人民党）と野党（社

会民主党、デンマーク人民党、社会自由党）

との間で、2012 年から 2020 年の労働環境

に関する政策目標に関する合意がなされ

ている24。心理社会的労働環境に関しては、

2014 年と 2017 年の中間評価を経て 2020

年までに心理的に過負荷となっている被

用者数の 20％減少を達成すべき目標とし

て設定されている。 

また、この合意においては、19 項目の

新しいイニシアティブが掲げられている

が、中でもメンタルヘルス対策との関連で

重要と思われるのは、労働環境局による査

察について、二段階のリスク対応方式

（risk-based inspections in two tiers）により

行われるべきとしている点である25。これ

が意味するところは、もっとも深刻な安全

衛生問題を抱えている企業に対しては、現

在行われているよりも詳細な査察を行う

権限を労働環境局に与えるということで

ある。また、このことと関連して、2 名以

上の常勤被用者（Full-Time Employees, FTE）

を使用するすべての企業に対して査察を

行うべきこと、また 2 名未満の被用者を使

用するの半数についても同様に査察を行

うべきこと、について合意されており、か

かる合意に即した法改正もすでに行われ

ている。 

（この項未了） 

1.7.4. まとめ 

（この項未了） 

1.8. 確認できる効果 

デンマークに限らず、メンタルヘルス対

策について確認できる効果を測定するこ

とはそれほど容易ではない。しかし、デン

マークの場合は、心理社会的労働環境の職

場リスク評価とその改善を通じて被用者

のメンタル不調を阻止していくという 1

次予防が中心となっていること、また政策

目標として疾病休業の削減を掲げている

ことから、これらの点について効果がどの

ようなものであるかを俯瞰していく。 

1.8.1. 労働環境局による査察の結果 

労働環境局による各企業に対する査察

結果は、労働環境局のウェブページ（http:

//arbejdstilsynet.dk/da/）にスマイリーとし

て表示されている。本報告書の執筆時点（2

012 年 3 月 5 日）における各スマイリーの

－ 160 －



分担研究報告書（井村 真己） 

 

取得状況は、クラウンスマイリー：3,322、

グリーンスマイリー：87,125、イエロース

マイリー：4,552、レッドスマイリー：747

となっており、労働環境に問題のある企業

（イエロースマイリー・レッドスマイリー

の合計）の割合は、査察を受けた企業全体

の 5.5％となっている。この数値をどう見

るかについては評価が分かれようが、デン

マーク国内における企業数は 2009 年時点

で 299,248 であり26、査察を受けた企業の

割合が全体の3分の1程度にすぎないこと

に留意が必要であろう。 

1.8.2. 2010 年度デンマーク労働健康調

査（Work and health in Denmark 

2010） 

2005 年調査からの改善として、上司や

同僚によるメンタルヘルス問題への援助

がより期待できるようになっていること

が挙げられている。 

悪化した点としては、労働における感情

的な要求の増大、意義ある労働と感じる労

働者数の低下などが挙げられている。 

また、上記「メンタルヘルス、疾病休業

および職場復帰に関する調査報告および

勧告」によれば、メンタルヘルス問題にか

かる直接・間接費用の総計が 550 億デンマ

ーククローネであり、医療に関する直接費

用は全体の 10％を占めていると推計され

ている。間接費用は、早期退職、長期疾病

休業、個人の生産性の低下などが挙げられ

ている27。 

2. 私法 

（この項未了） 

 

ＤおよびＥ．考察および結論 

デンマークにおける産業精神保健法制度

は、労働環境法を中心として、いわゆる

PDCA サイクルに準じた形で心理社会的

労働環境（psychosocial working environ-

ment）に関する職場リスク評価とその改善

という 1 次予防を中心として進めていく

ことを企業に義務づける形で発展してき

た。その上で、企業の労働環境改善の実施

状況を労働環境局による予告なしの査察

および認証を通じて法の履行を確保する

ところに制度としての特徴を見ることが

できる。 

デンマークの法政策の背景としては、他

国との比較で自殺率が高いなど元々メン

タル不調を想定させる国民の割合が多か

ったこと、また労働政策および社会保障政

策において先進的な取り組みを行ってき

ているにも関わらず、労働災害や労働を要

因とする疾病休業が減少していないこと、

人的資源にさほど恵まれていないことか

らその活用を図っていかなければならな

いことなどが挙げられよう。デンマーク政

府は、1990 年代後半からさまざまな行動

計画や戦略を積極的に設定してきており、

メンタルヘルス対策を含む労働環境の改

善は、デンマークにとって重要な政策課題

となっているということができる。 

労働環境法に基づく職場のリスク評価

は、労働状態の認識および対応関係の作成、

問題の記述と評価、疾病休業への関与、優

先順位と行動計画、フォローアップという

循環的な形で行われるものである。企業自

身で取り組むことを主眼として、行政機関

によるガイダンスツールや調査票の提供、

また外部のコンサルタントの利用を容易

にする方策が展開されている。また、この

職場リスク評価のために独自の調査票
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（COPSOQ）の開発を行うなど、心理社会

的労働環境の知見を積極的に活用してい

る点は注目に値すると思われる。 

このようなデンマーク政府の取り組み

に対する具体的効果であるが、現時点では、

良好な労働環境を維持している企業が多

く、その意味では労働環境法に基づく職場

リスク評価と査察制度は一定の効果を上

げているものということができるが、これ

はあくまでも労働環境全体に対する評価

であって、メンタル不調に起因する疾病休

業を取得する被用者数について目立った

減少が見られるわけではなく、また 2010

年のデンマーク労働健康調査においても

未だに多くの被用者が社会心理的労働環

境上の問題を抱えていることが明らかと

なっている。 

こうした状況を受けて、 近のデンマー

ク政府および専門家の取り組みは、よりリ

スク要因の高い企業に対する査察を強化

すると共に、疾病休業を取得した被用者の

職場復帰へと政策の焦点を徐々に移行さ

せているように見受けられるが、これまで

の 15 年間で展開されてきた政策に対する

評価にはもう少し時間が必要なのではな

いかと思われる。 

以上が、今年度の調査において判明した

事実の概要であるが、本文中に未了となっ

ている項目を含めて、今後は、以下の点に

ついて焦点を当てて研究を進めていくこ

とにする。 

第一に、デンマークの法政策全般から見

たメンタルヘルス対策の歴史的展開につ

いてである。元々自殺者が多いというとこ

ろからさまざまなメンタルヘルス対策が

行われてきたという背景があるため、労働

者に限らずメンタルヘルス対策の全体的

な枠組の中で労働環境改善が果たしてい

る役割の抽出が必要になると思料してお

り、その点を踏まえた調査を進めていきた

い。 

第二は、3 次予防に関して、疾病休業か

らの復帰をどのように進めているのか、そ

の政策および専門家による研究内容の解

明である。また、このような 3 次予防が

これまで展開されてきた 1 次予防とどの

ように接合していくのかについても明ら

かにしていきたい。 

第三に、デンマークにおける精神障害に

関する労災補償や民事損害賠償請求訴訟

の仕組みと動向の解明である。 

その全てを予定年限内に調査すること

には非常に困難であると考えているが、で

きる限り完遂したいと考えている。 

 

Ｆ．研究発表 

1．論文発表 

該当せず。 

 

2．学会発表 

該当せず。 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 

該当せず。 

 

2．実用新案登録 

該当せず。 

 

3．その他 

該当せず。 
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http://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/12-engels

k/rapporter/2020%20engelskpdf.ashx 

 

 
25 Id. at 5-6. 
26 FRA DANMARKS STATISTIK Nr. 538, 

17 November 2011, 

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR53

8.pdf なお、この数値自体は前年度から約

3.9％の減少している。 
27 NRCWE, supra note 6 at 5. 
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資料１：労働環境法（試訳）（抜粋） 

 

第 1 章 目的および範囲 

Kapitel 1 Formål og område 

 

1 条 本法の規定は、以下を創設することを目的とする。 

1）社会における技術的社会的発展に調和した安全で健康な労働環境および 

2）使用者団体および労働組合によるガイドラインと労働環境局（Working Environment Authority; WEA）

によるガイドラインと監督の下で健康と安全に関する問題を解決するための基礎 

§ 1. Ved loven tilstræbes at skabe 

1) et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvik-

ling i samfundet, samt 

2) grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra 

arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet. 

 

第 2 章 労働安全衛生における協力 

Kapitel 2 Samarbejde om sikkerhed og sundhed 

 

5 条 個別事業者における労働安全衛生は、使用者、監督者およびその他の被用者の間での協力を通

じて実施されなければならない。 

§ 5. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet i den enkelte virksomhed varetages gennem samarbejde mellem 

arbejdsgiveren, arbejdslederne og de øvrige ansatte. 

 

第 4 章 一般的義務 

Kapitel 4 Almindelige pligter 

 

15 条 a 1 項 使用者は、事業において適用される労働の性質、労働の手段および労働のプロセスのみ

ならず事業組織の規模にも適切な関心をとりながら、事業場における労働安全衛生の状態に関して書

面での職場リスク評価の準備を確実に行わなければならない。職場リスク評価は、事業場に掲げた上

で、職場リスク評価の査察を行う労働監督署のみならず、事業場内の管理者、被用者が利用可能なも

のでなければならない。職場リスク評価は、労働、労働の手段、労働のプロセスなどの変化に応じて

改訂されなければならず、かつこれらの変化は、労働安全衛生にとって重要でなければならない。職

場リスク評価は、少なくとも 3 年ごとに改訂されなければならない。 

§ 15 a. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og 

sundhedsforholdene på arbejdspladsen under hensyntagen til arbejdets art, de arbejdsmetoder og 

arbejdsprocesser, der anvendes, samt virksomhedens størrelse og organisering. Arbejdspladsvurderingen skal 
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forefindes i virksomheden og være tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet, som 

fører tilsyn med arbejdspladsvurderingen. En arbejdspladsvurdering skal revideres, når der sker ændringer i 

arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v. og disse ændringer har betydning for sikkerhed og sundhed 

under arbejdet, dog senest hvert tredje år. 

 

2 項 職場リスク評価は、事業場における労働安全衛生に関する問題およびこれらの問題が労働安全

衛生法規に規定された予防原則に則して以下に解決されるかを含むものでなければならない。評価に

は以下の要素が含まれていなければならない： 

1．企業における労働安全衛生の状態の認識および位置づけ 

2．企業における労働安全衛生問題の記述および評価 

3．企業における労働安全衛生問題を解決するための優先順位およびアクションプラン 

4．アクションプランをフォローアップするためのガイドライン 

Stk. 2. En arbejdspladsvurdering skal omfatte en stillingtagen til virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og 

hvordan de løses, under iagttagelse af de forebyggelsesprincipper, der er angivet i arbejdsmiljølovgivningen. 

Vurderingen skal indeholde følgende elementer: 

1) Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold. 

2) Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. 

3) Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. 

4) Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. 

 

3 項 使用者は、1 項および 2 項に規定された職場リスク評価の計画、組織、編成およびフォローア

ップについて、労働安全委員会または被用者に関与しなければならない。 

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal inddrage arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i planlægningen, 

tilrettelæggelsen og gennemførelsen af samt opfølgningen på arbejdspladsvurderingen, jf. stk. 1 og 2. 

 

4 項 雇用担当大臣は、第 1 項から第 3 項における義務に関してより詳細な規則を策定することがで

きる。 

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om arbejdsgiverens pligter efter stk. 1-3. 

 

5 項 雇用担当大臣は、被用者の健康診断に関連して、労働衛生調査について責任を有する医師、産

業保健診療所、衛生当局による企業の職場リスク評価へのアクセスを確保するための使用者の義務に

関してより詳細な規則を策定することができる。 

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om arbejdsgiverens pligt til at sikre, at læger, 

arbejdsmedicinske klinikker og sundhedsmyndigheder med ansvar for arbejdsmedicinske undersøgelser har 

adgang til virksomhedens arbejdspladsvurdering, når det er relevant for helbredskontrollen af de ansatte. 
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16 条 使用者は、労働が安全かつ健康への危険なしに履行されることについて効果的な監督を確保

しなければならない。 

§ 16. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt forsvarligt. 

 

72 条 1 項 労働環境局は、以下の責務を有する: 

1）企業、産業別労働環境評議会、被用者並びに労働組合、および一般公衆に対して、労働安全衛

生のすべての問題に関するガイダンスの提供 

2）4 名以下の被用者を使用する企業に対して、前号に定めるよりも多くのガイダンスの提供 

3）本法に基づく規則の策定準備に関して、雇用担当大臣の援助 

4）雇用担当大臣の名の下で規則の策定 

5）労働環境における労働安全衛生の促進のための活動を改善するという見地から、技術的社会的

発展への認識の堅持 

6）労働のプロセス、作業場、技術装置など並びに物質・材料、および法または行政規則に基づく

ライセンスの発行に関する計画の精査 

7）法 17 条 a-c を除いて、本法に基づき規定された法律およびその規則への遵守の確保 

§ 72. Arbejdstilsynet har til opgave at 

1) vejlede virksomheder, branchearbejdsmiljøråd, arbejdsmarkedets organisationer og offentligheden om 

arbejdsmiljømæssige spørgsmål, 

2) yde virksomheder med 1-4 ansatte yderligere vejledning end den, der er nævnt i nr. 1, 

3) bistå Beskæftigelsesministeriet med forberedelse af regler i henhold til loven, 

4) udstede forskrifter i henhold til bemyndigelse fra beskæftigelsesministeren, 

5) holde sig orienteret om den tekniske og sociale udvikling med henblik på forbedring af arbejdet for 

sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet, 

6) behandle planer for arbejdsprocesser, arbejdssteder, tekniske hjælpemidler m.v. samt stoffer og materialer 

og meddele tilladelser i henhold til loven eller administrative regler, 

7) påse, at loven og de forskrifter, der gives med hjemmel i loven, overholdes, bortset fra §§ 17 a-c. 

 

2 項 （省略） 

 

72 条 a 1 項 72 条 1 項 7 号に基づく査察の任務の一部として、労働環境局は、被用者を使用する

企業に対してリスク対応の査察を行わなければならない。 

§ 72 a. Som led i tilsynsopgaven efter § 72, stk. 1, nr. 7, gennemfører Arbejdstilsynet risikobaserede tilsyn 

på virksomheder med ansatte. 

 

2 項 雇用担当大臣は、労働安全衛生状態の記録を有している企業が 1 項に基づく査察から除外さ
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れるためより詳細な規定を策定することができる。 

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at virksomheder, der kan dokumentere et 

godt arbejdsmiljø, fritages for screening. 

 

72 条 b 1 項 雇用担当大臣は、行政機関または使用者団体を一方当事者とし、労働者団体を他方当

事者として締結された労働協約が本法に基づく規制と類似の義務を包含している場合、労働環境局は

本法に基づいて策定された規則遵守を確保する責務を負わないことを規定する規則を策定すること

ができる。 

§ 72 b. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at Arbejdstilsynet ikke har til opgave at påse 

overholdelsen af regler, der udstedes i medfør af denne lov, når en tilsvarende forpligtelse er dækket af en 

kollektiv overenskomst, hvor aftaleparterne er landsdækkende myndigheder eller organisationer på den ene 

side og en landsdækkende lønmodtagerorganisation på den anden side. 

 

2 項 使用者は、1 項の労働協約によって包含される類似の義務を記録しなければならない。 

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal dokumentere, at en tilsvarende forpligtelse er dækket af en kollektiv overens-

komst, jf. stk. 1. 

 

3 項 1 項の規定にもかかわらず、労働協約の当事者が、第 1 項の労働協約によって包含される義

務への違反に対する紛争解決手続の開始を意図していない場合には、労働環境局は、規則遵守の確保

を行う義務を負う。 

Stk. 3. Uanset stk. 1 har Arbejdstilsynet til opgave at påse overholdelsen af reglerne, hvis den faglige aftale-

part ikke agter at iværksætte fagretlig behandling for overtrædelse af forpligtelser, som er dækket af en kollek-

tiv overenskomst, jf. stk. 1. 

 

4 項 1 項の規定にもかかわらず、労働監督署は、労働協約の適用範囲に含まれない被用者に関連

して、規則遵守の確保を行わなければならない。 

Stk. 4. Uanset stk. 1 har Arbejdstilsynet til opgave at påse overholdelsen af reglerne i forhold til ansatte, som 

ikke er dækket af en kollektiv overenskomst. 

 

5 項 1 項ないし 4 項の規定は、7 条 1 項、7 条 a 2 項、17 条 c、および 55 条の規定により締結さ

れた協定に対しては適用されない。 

Stk. 5. Stk. 1-4 gælder ikke for aftaler indgået i henhold til § 7, stk. 1, § 7 a, stk. 2, § 17 c og § 55. 
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資料 2：行政命令 559 号（2004 年 6 月 17 日）（試訳）（抜粋） 

 

第 2 章 労働に関する計画および組織 

Kapitel 2 Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet 

 

4 条 労働は、すべての側面において、労働者の安全衛生状態を保障するために計画されまた組織

されなければならない。労働に関する計画および組織は、附則 1 に規定された予防原理を考慮に入れ

なければならない。労働の履行に関連して健康または安全を危険にさらすかその他侵害するようなデ

ザイン、計画、詳細な解決策または労働手法がないことが規定されるかまたは用いられていることを

確保しなければならない。さらに、労働環境における全体的なインパクトが短期またはより長期にわ

たって被用者の健康と安全を脅かすことがないことを確保しなければならない。 

§ 4. Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen 

til de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bilag 1. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller 

forudsættes anvendt konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige 

for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Endvidere skal det sikres, at de sam-

lede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed. 

 

第 3 章 労働の履行 

Kapitel 3 Arbejdets udførelse 

 

7 条 1 項 労働は、すべての側面において、個別的査定および短期またはより長期にわたって被用

者の肉体的または精神的健康に影響する労働環境の肉体的、人間工学的、および心理社会的状態の全

体的査定の両方について、健康と安全を確保するために履行されなければならない。 

§ 7. Arbejdet skal i alle led udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en 

enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort 

eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. 

 

2 項 短期またはより長期にわたって肉体的または精神的に有害かストレスフルである労働の場

合、労働環境局（Arbejdstilsynet）は、特別な職業的健康予備安全診断を実行することを求めること

ができる。かかる診断は、特別な福祉診断および疾病、疲労、事故などの予防のために必要な職業的

健康および安全診断である。 

Stk. 2. Ved arbejde, som virker fysisk eller psykisk skadeligt eller belastende på kort eller lang sigt, kan 

Arbejdstilsynet stille krav om, at særlige arbejdsmiljømæssige foranstaltninger skal gennemføres. Sådanne 

foranstaltninger kan være særlige velfærdsforanstaltninger og andre arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, som 

er nødvendige for at forebygge sygdom, nedslidning, ulykker m.v. 
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9 条 労働の履行に関連して、以下のエフォートが確保されなければならない。 

1) 短期またはより長期にわたって肉体的または精神的損傷の危険を内在している単純作業は、回

避または制限されるようにすること 

2) 労働の速度が短期またはより長期にわたって肉体的または精神的な健康を危険にさらすことが

ないようにすること 

3) 肉体的または精神的健康の損傷の危険の要因となる孤立した労働は、回避または緩和されるよ

うにすること 

§ 9 Ved udførelsen af arbejdet skal det tilstræbes 

1) at ensidigt belastende arbejde, som medfører fare for fysisk eller psykisk helbredsforringelse på kort eller 

lang sigt, undgås eller begrænses, 

2) at arbejdstempoet er således, at det ikke medfører fare for fysisk eller psykisk helbredsforringelse på kort 

eller lang sigt og 

3) at isoleret arbejde, som kan medføre fare for fysisk eller psykisk helbredsforringelse, undgås eller 

begrænses. 

 

第 9 条 a 労働の履行に関連して、労働が、セクシュアル・ハラスメントを含む暴力の結果として

健康へ肉体的または精神的損傷の危険を内在しないように確保すること 

§ 9 a. Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk 

helbredsforringelse som følge af mobning, herunder seksuel chikane. 

 

特別規定 

Særlige krav 

 

11 条 1 項 被用者が、労働のプロセスに関与する唯一の人間であり、かつそのことが当該個人に

関連する明白な危険を内在する場合には、労働は、かかる危険を予防するために組織されなければな

らない。かかる危険が予防できない場合、被用者は労働自体を許されるべきではない 

§ 11. Hvis den ansatte går alene ved en arbejdsproces, og dette kan medføre en særlig fare for den pågæl-

dende, skal arbejdet tilrettelægges således, at denne fare imødegås. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte 

ikke arbejde alene. 
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資料 3：行政命令 96 号（2001 年 2 月 23 日）（試訳）（抜粋） 

 

第 2 章 職場における立案とデザイン 

Kapitel 2 - Planlægning og indretning af arbejdsstedet 

 

6 条 職場は、短期またはより長期にわたって被用者の肉体的精神的健康に影響を与える労働環境

条件の個別的および全体的評価の両面を基礎として、安全および健康に関して完全に適切でなければ

ならない。 

§ 6. Arbejdsstedet skal indrettes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis 

og samlet vurdering af de forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den 

fysiske eller psykiske sundhed. 
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資料 4：デンマークにおける労働安全衛生の枠組（Framework for occupational health and safety in 

Denmark） 

 

 
 

出典：デンマーク労働環境評議会 Web サイト 

<http://www.amr.dk/Default.aspx?ID=1052> 
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厚生労働科学研究費補助金 

分担研究報告書 

 

ドイツの産業精神保健法制度 

 
分担研究者 水島 郁子  大阪大学大学院法学研究科・准教授 

 

研究要旨 

ドイツでは近年、労働関係において精神保健への関心が高まっている。2008 年に公表

されたあるレポートによれば、就業者の 5 人に 1 人が 2006 年の 1 年間に精神障害の診断

を受けたとされている。労働関係において精神疾患に罹患した労働者とどのように関わ

っていくかは、喫緊の課題である。 

ドイツにおけるこのような状況は、日本の状況に一見類似する。しかし、産業精神保

健へのアプローチや取り組みは、日本のそれとかなり異なる。その背景には日本と異な

る事情がある。 

第 1 に、ドイツでは疾病労働者に対する保障が充実している。労働者が疾病を理由に

労働不能となった場合、その疾病が業務上のものであるか私傷病であるかを問わず、労

働者は 長 6 週間にわたり、賃金継続支払法に基づき、使用者から賃金が継続支払いさ

れる。いわば、 長 6 週間の有給の病気休暇が、労働者に保障されている。このように

疾病時の所得保障が充実しているので、疾病労働者は安心して欠勤することができる。

もちろんそれが私傷病であれば、労働者は医療費の自己負担分を支払うことになる。た

だ、ドイツの医療保険における自己負担額は非常に低額であるので、自己負担額が大き

な負担になることはなく、疾病労働者が医療アクセスに躊躇することはほとんどない。

このように所得保障・医療保障が充実しているので、疾病労働者は安心して欠勤して療

養に専念することができる。 

他方で、このような労働者に対する保障は、使用者にとってはマイナスに働きかねな

い。疾病労働者の欠勤により経済的負担が生じるうえ、労働者がしばしば欠勤すること

は労働意欲を減退させ事業所内のモチベーションを低下させることにつながりうる。そ

こで使用者の多くは、効率的で快適な企業運営のために労働者の欠勤を少なくしたいと

考える。そのためには労働者の健康に留意し、必要な措置を講じるべきであると、使用

者は考えるのである。実際に使用者が、労働者の健康に関してどの程度配慮し、どのよ

うな措置を講ずるかはさまざまであるが、それは企業の業種や規模だけでなく、企業の

カルチャーが大きく影響するという。 

使用者のこのような配慮の必要は、法的規制とも関係する。労働保護法は、使用者に、
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労働における安全衛生に関して必要な労働保護措置を講じることを義務づける。労働が

労働者の健康を害することがないよう、使用者は対処すべきことになる。実務上、精神

疾患等に作用しうる労働上の要因については把握できると考えられており、企業の適切

な対処が求められる。さらに使用者には、別の角度からも法的義務が課されている。社

会法典第 9 編は、1 年間に 6 週間以上疾病による労働不能となった労働者に関して、使用

者に事業所編入マネージメントの実施を義務づける。事業所編入マネージメントは、労

働者が再び労働不能に陥ることがないよう、ひいては職を失うことがないよう、使用者

に対策を求めるものである。具体的な内容として、段階的な職場復帰や業務変更に伴う

教育訓練があげられる。事業所編入マネージメントに参加すれば、疾病労働者は自分の

労働能力に適した職務に就き、雇用が維持される可能性が高まる。事業所編入マネージ

メントを適切に実施したか否かは、使用者が疾病を理由として労働者を解雇できるか否

かの法的判断に、大きく影響する。 

疾病労働者に対するこのような使用者による配慮ないし措置が法律で定められ、事業

所の従業員代表委員会と協力して実行されていることが、第 2 の背景事情である。なお、

これらの法律上の規制は疾病労働者全般に関わるものである。精神保健に限定した法規

制は現在のところ存在しない。 

 第 3 に、労働者の精神疾患は基本的に私傷病であると理解されている点である。精神

疾患が業務上と判断される例は、労働者が強盗に遭遇したなど特定の場面に限定されて

いる。もちろん精神疾患の原因が業務になく、労働者の私傷病であるとしても、使用者

は労働者の職場における健康を確保するために、心理的負荷を与えるような労働上の要

因を軽減ないし排除すべきである。使用者が精神疾患罹患者に対応を行うのはこのよう

な意味であり、業務上災害を理由とする賠償・補償リスクを避けるためというわけでは

ない。 

 これらの背景事情も踏まえてドイツの産業精神保健法制度の特徴をまとめると、①国

は法規制や労働監督により労働者の安全衛生全般について責任を果たすが、その詳細を

国が決めてしまうのではなく、具体的措置は使用者に任せているということ、②使用者

は従業員代表委員会と協力して、労働者の安全衛生・健康の問題に積極的に取り組んで

いること、③使用者の積極的な取り組みは、使用者の法的責任を果たすためでもあるが、

それ以上に、企業の経済的効率性や企業カルチャーの維持・尊重が重要であるとの意識

が強いことを、指摘できる。 
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Ａ．研究目的 

 統一研究課題に記されているとおり、研

究目的は①ドイツの産業精神保健法制度の

背景・特徴・効果を解明し、②わが国への

適応可能性を探ることにあるが、初年度で

ある本年度はまず、①を目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

 本年度は、文献調査と訪問調査を実施し

た。 

 文献調査については、研究代表者が作成、

呈示した「調査報告書の基本的な構成（フ

ォーマット）」に即し、文献資料等のレビュ

ーに基づいて必要事項を調査した。なお、

研究要旨に記したとおり特有の背景事情が

ドイツには認められることから、フォーマ

ットの項目を一部変更している。 

 訪問調査については、平成 23 年 11 月上

旬にベルリン市で行った。訪問先等は、以

下のとおりである。 

H23. 

11.2.

（水） 

ドイツ使用者連盟 

Herr Norbert Breutmann 社会保

障局担当官 

Frau Anne Schloz（社会保障担

当） 

Frau Julia Kaute（国際関係担当）

同上 ドイツ法定労災保険組合 

Herr Dirk Scholtysik 局長 

Frau Dr. Marlen Hupke 労災保険

労働衛生研究所員 

11.3.

（木） 

ドイツ労働組合総同盟 

Herr Dr. Hanns Pauli 社会政策専

門員 

11.4.

（金） 

連邦労働安全衛生所 

Herr Prof. Dr. Hans Martin 

Hasselhorn 労働衛生局長 

Frau Dr. Gabriele Freude メンタ

ルヘルスと認知能力グループ長 

各訪問先では、レクチャー、質疑応答、資

料等によって、多くの情報提供を受けた。

訪問調査に際しては、在ドイツ連邦共和国

日本国大使館一等書記官渡辺正道氏（厚生

労働省）に多大なご協力をいただいた。テ

ィーテン礼子氏には通訳の労をとっていた

だいた。 

 

Ｃ．研究結果 

 ドイツでは従来から、疾病労働者の労働

不能（欠勤）日数が重要な関心事の 1 つで

あり、近年は疾病の中でも精神疾患を理由

とする欠勤が増加傾向にあることから、精

神保健の必要性が高まっている。国や社会

保険の各保険者もこの問題に対して関心を

持ってはいるが、現段階では使用者による

対応が産業精神保健の中心をなしているよ

うにみえる。 

以下では、ドイツにおける「１ 問題状

況」を明らかにしたうえで、「２ 公法的規

制」として、まず「２．１ 労働安全衛生

法制」をとりあげる。ドイツは安全衛生制

度や監督の仕組みは整備されているが、精

神疾患に特有な仕組みが設けられているわ

けではない。実際には労働関係においてこ

れらの制度が労使によってどのように具体

化されるかが鍵となる。これについては、

「３ 労働関係における労働保護法の具体

化」で紹介する。ドイツの「２．２ 労災

保険法制」の歴史は古いが、現在に至るま

で、精神疾患は基本的に私傷病であると理

解されている。したがって、労働関係にお

ける精神疾患に関する取り組みは業務上疾

病対策として行われるわけではなく、労働
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上の要因が労働者に心理的負荷を与えうる

かといった観点から、措置を講じることに

なる。 

精神保健の問題は、「４ 障害者法制」

とも関連する。ドイツでは、社会法典第 9

編（障害者のリハビリテーションおよび参

加）において、障害者、とりわけ重度障害

者の労働生活への参加に重点的に取り組ん

でいる。社会法典第 9 編には、疾病労働者

に対する事業所編入マネージメントも規定

されている。事業所編入マネージメントは、

疾病労働者が再び労働不能に陥ることがな

いよう、ひいては職を失うことがないよう、

使用者に対策を求めるものである。事業所

編入マネージメントの適用対象は、障害者

に限定されず、一定期間疾病により労働不

能の状態にある労働者がすべて対象となる。

事業所編入マネージメントについても、近

年精神疾患に罹患した労働者のケースが増

加している。 

 なお、日本では民事裁判例が少なからず

使用者の産業精神保健面での取り組みに影

響を与えているが、ドイツでも、たとえば

ハラスメントを理由とする民事紛争が生じ

ている（「５ 民事上の解決」）。もっとも、

その影響力は未だ大きいものではない。 

 

１ 問題状況 

 

１．１ 精神障害の診断に関する統計調査 

 近年、ドイツの労働関係においても精神

保健は重要な問題となっている。2008 年に

技術者疾病金庫１が公表したレポートには、

就業者の 5 人に 1 人が、2006 年中に少な

くとも 1 回、精神障害の診断を受けた、と

記された２。これは全国民を対象とした統

計調査ではなく、以下の方法から推計され

たものである。同金庫は、2006 年 1 月 1

日に同金庫の被保険者等である 15 歳から

64歳までの労働能力がある者（246万 2933

人）を対象として、外来診療において 2006

年中に ICD10 第 V 章に該当する診断がな

された件数を調べた。女性の 32.9％（修正

後 32.1％）、男性の 16.1％（修正後 15.0％）

が、少なくとも 1 回、ICD10 第 V 章に該

当する診断を受けていた。これを全人口に

あてはめて換算すると 22.1％となること

から、就業者の 5 人に 1 人が精神障害の診

断を受けたと判断された。 

 就業者のメンタルヘルスに関する全国民

レベルの統計調査はなく、各疾病金庫が行

う統計調査か（ただし、勤労世代のメンタ

ルヘルス統計が各金庫で行われているとは

限られない）、連邦統計局の患者統計による

ことになる。また、上述の技術者疾病金庫

によるレポートでは ICD10 第 V 章という

大枠での件数調査のため、日本の労働関係

でイメージされるメンタルヘルスとは必ず

しも一致しない。連邦統計局の患者統計に

よれば、退院した慢性患者のうち、精神お

よび行動の障害（F00-99）を有する者の約

3 割はアルコールによる精神障害である３。

この傾向は男性に強く、男性が、精神およ

び行動の障害（F00-99）のうち、もっとも

多く診断されるのは、精神作用物質使用に

よる障害（F1）であり、なかでもアルコー

ル依存が多い４。ちなみに女性に多いのは

感情障害（F3）、とくにうつ病である。 

近では、就業者の約半数近くが精神不

調を訴えているとも言われるが、それを直

接示す統計調査はない。 
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１．２ 疾病を理由とする労働不能に関す

る欠勤統計 － 地区疾病金庫の統計を例

として 

ドイツでは、疾病を理由とする労働不能

による欠勤についての統計がとられており、

参考になる。以下では、地区疾病金庫５の

統計を用いる。同統計によれば、欠勤が多

くみられる疾病は、筋・骨疾患（24.2％）、

負傷（12.9％）、呼吸器疾患（12.0％）に続

き、精神疾患（9.3％）は 4 番目に多い６。

精神疾患は他の疾患と比較して次の特徴が

ある。すなわち、1999 年以降の約 10 年間

で、精神疾患を理由とする欠勤日数は約

80％増加した。前年との比較でも 9.5％増

加しており、これは労働不能主要疾病の中

で も高い増加率である。2010 年の欠勤日

数は 11.6 日であるが、精神疾患の日数は平

均 23.4 日であり、他の疾病と比べて欠勤が

長い傾向が見られる。さらに、6 週間を超

える労働不能が見られるケースも、筋・骨

疾患（20％）、負傷（13％）に次いで、精

神疾患（10％）に多く見られる。これらの

統計からは、精神疾患を理由とする欠勤は、

傷病を理由とする欠勤の中でもっともポピ

ュラーなものであるとは言えないにしても、

件数の増加傾向や日数の長期化傾向を見る

と、今後の重要な欠勤原因となるであろう

ことがうかがえる。 

精神疾患の中では、うつ病エピソード

（F32）、重度ストレス反応および適応障害

（F43）、身体表現性障害（F45）、他の神

経性障害（F48）が上位にあがっている７。

同統計からはアルコール依存の者が多いか

否かはわからない。 

 産業分類別に見ると、精神疾患による欠

勤事例は第 3 次産業に多く見られ、とくに、

サービス業（12.9％）、公務・社会保険分野

（12.3％）、銀行・保険業（12.0％）に多い

８。サービス業の中では、看護助手（17.0％）

や介護士（16.9％）に比較的多い。欠勤日

数の多さという点では、この 2 つの職業に

加え、看護師や運転手が上位になる。 

 さて、ドイツではバーンアウトやバーン

アウト症候群の語を目にすることが多いが、

バーンアウト自体は生活管理困難（Z73）

として位置づけられ、労働不能の原因とな

りうる精神疾患として診断されるわけでは

ない９。医師は精神疾患にかかる付加情報

としてバーンアウトの診断を行うことがで

きる。バーンアウトの診断事例の欠勤日数

は、2004 年の 8.1 日から 2010 年には 72.3

日と、約 9 倍に増加した。欠勤日数は男女

間の差が大きく、女性が平均 101.9 日であ

るのに対して、男性は 49.7 日にとどまる。

バーンアウトについても精神疾患の場合と

同様に、医療・介護分野の労働者の欠勤日

数が非常に多くなっている。バーンアウト

の診断が付加される精神疾患としては、う

つ病エピソード（F32）と重度ストレス反

応及び適応障害（F43）が圧倒的に多い。 

 

１．３ 社会に与える影響 

労働者の労働不能の原因となる精神疾

患は、労働関係だけでなく、経済や社会保

険財政に影響を与えうる。 

 労働者が精神不調に陥ったり、精神障害

を発症したりすると、就業中の労働効率低

下、あるいは欠勤により、企業の経済効率

性が損なわれうる。後述のとおり疾病を理

由とする欠勤は有給である（使用者が欠勤

期間中の賃金を支払う）ので（１．４参照）、

欠勤による企業の損失は日本におけるもの
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より大きい。また、労働者の精神不調の原

因が職場環境にあるような場合には、その

こと自体が生産性や競争力を低下させる可

能性もある。企業の生産性や競争力の低下

は、国の経済力を弱めることにつながる。 

 医療保険においては、問題はより深刻で

ある。患者の増加は、保険給付の増加につ

ながるからである。後述のとおり精神疾患

が業務上であると認められることはほとん

どないため（２．２参照）、精神疾患にかか

る医療給付はもっぱら医療保険が行うこと

になる。また、治療の一環として行われる

テラピーは医療保険の対象であるが、精神

疾患罹患者のテラピーにかかる費用が医療

財政に負担をかけている可能性がある１０。 

 年金保険にも影響を与えている。精神疾

患を理由とする稼得能力減退年金の支給決

定件数は、1995 年には 55,000 件で、その

後はほぼ横ばいに推移していたが、2010

年には 71,000 件に増加した１１。精神疾患

は、同年金の支給原因の第 1 位となってい

る。支給決定件数の増加に加え、精神疾患

が原因の受給者の受給開始年齢がやや低い

（48.3 歳）ことは、国民経済や社会保障シ

ステムへの影響も懸念されている１２。また、

年金保険による入院リハビリテーションの

内訳は、筋・骨等疾患（32％）に次いで、

精神疾患（20％）が多い１３。筋・骨等疾患

に対するリハビリテーションが、10 年前と

比べると減少しているのに対して、精神疾

患に対するリハビリテーションは増加して

いる。このことも、年金保険財政に影響を

与えうる。 

 また、労働者と失業者を比較すると、労働

者の方が明らかに、精神障害を理由とする

労働不能日数が少ない。この事実からは、

精神障害の原因が必ずしも仕事にないこと

を明らかにするものであるとか、失業や失

業に対する不安が精神障害の重要な原因と

なることを示すものであるとかといった解

釈がなされうるが、ここでは精神障害を有

する失業者の求職がうまくいかず失業手当

の受給期間が長くなり、雇用保険等からの

給付が増加する可能性のみ、指摘しておく。 

 

１．４．小括と補足 

 文献調査（統計調査）、訪問調査のいずれ

からも、精神疾患罹患者が増加しているこ

と、そして産業精神保健対策の重要性が

年々増していることが確認できた。 

 しかし、 近の働き方や職場環境の変化

がその直接の原因であるとするものは、見

受けられなかった。むしろ、以前と比べて

精神疾患に詳しい医師やテラピストが増え

精神疾患の診断が多くなされるようになっ

たとか、患者はバーンアウトの「診断」結

果を受け入れやすい（仕事を一生懸命した

という満足感、恥ずべき行為でないという

意識）といった意見や、精神疾患の原因は、

プライベートの交友関係、家族関係、本人

の性格など多様であり、かつ複数の要素が

影響していることもあり、労働関係による

対策（だけ）では精神疾患罹患を避けられ

ない、といった意見があった。 

 また、精神疾患は基本的に業務上認定さ

れない（後述２．２参照）。訪問調査でも、

精神疾患は（例外的事例を除いて）私傷病

であるという見解で一致していた。労働に

原因があるかもしれない精神疾患が私傷病

として取り扱われることは、一見、労働者

の不利益が非常に大きいように思われるが、

ドイツでは労働者の私傷病に関する保障は、
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日本よりも手厚い。 

 労働者が疾病を理由に労働不能となった

場合、労働者の欠勤にかかわらず、使用者

は通常の賃金を支払わなければならない

（賃金継続支払法 3 条）。この賃金継続支

払の対象となるのは、少なくとも当該使用

者のもとで 4 週間雇用されていた労働者に

限られるが、それ以外はとくに制限がない。

フルタイム・パートタイム労働者を問わず、

賃金継続支払請求権がある。また、労働者

の疾病が、業務上であるか私傷病であるか

は問われないし、精神疾患も当然含まれる。

労働者の労働不能による欠勤中、労働者に

は 長 6 週間にわたり賃金が継続支払いさ

れる。労働者の労働不能が 6 週間を超える

場合には、以降の期間は医療保険から傷病

手当金が支給される（社会法典第 5 編（公

的医療保険）44 条）。傷病手当金の額は通

常賃金の 70％で（社会法典第 5 編 47 条）、

同一の疾病につき 3 年間で 長 78 週まで

支給される（社会法典第 5 編 48 条）。 

 このように、労働者は欠勤しても賃金を

喪失しないので、疾病により労働不能とな

った場合には、安心して欠勤することがで

きる。賃金の継続支払いを受けるために、

労働不能が 4 日以上となるときは、労働者

は使用者に、次の出勤日までに医師による

労働不能の診断書を提出しなければならな

い（賃金継続支払法 5 条）。この場合の労

働不能とは、単なる精神不調による労働不

能では足りず、疾病に罹患していること故

の労働不能でなくてはならない。 

 次に、労働者は治療にあたり医療保険を

使用するわけであるが、自己負担は、通院

の場合は 3 カ月ごとに 1 回、初診時に 10

ユーロを負担し、薬剤等については 10％

（その大半は上限が 10 ユーロとされてい

る）等と、自己負担はきわめて軽い（社会

法典第 5 編 61 条以下）。 

 精神疾患は基本的に私傷病として取り扱

われるが、私傷病時の所得保障も医療保障

も、ドイツは日本と比べて充実している。 

 

２ 公法的規制 

 

２．１ 労働安全衛生法制（未了・次年度） 

２．１．１ 労働安全衛生法制の概要 

 ドイツの労働安全衛生法制の歴史は古い

が、現行法の中心となるのは 1996 年制定

の労働保護法（Arbeitsschutzgesetz）であ

る１４。労働保護法は、1989 年の労働安全

衛生の改善を促進するための施策の導入に

関する EU 理事会指令に適合させるために

制定されたものであるが、同時にそれまで

各法に分散していた労働安全衛生法制を体

系的にした。労働保護法は、労働安全衛生

法制の基本法として位置づけられる。 

労働保護法の特徴は、一般規定を中心に

構成されている点にある。柔軟な枠組み規

定が置かれ、労働保護措置の計画、遂行、

効果の審査や改善については、企業の裁量

に任せられている。労働保護法の適用対象

は、ほとんどすべての組織にわたり、適用

対象者も労働者だけでなく労働者類似の者

等にも広く及ぶ（労働保護法 1 条、2 条）。 

労働保護法には、使用者の責任、そして

使用者と並んで責任を負う者が明示されて

いるが（労働保護法 3 条、14 条）、そのう

ち使用者の義務は、同法 3 条 1 項において

次のように記されている。「使用者は、就業

者の労働における安全衛生に影響する条件

に配慮しつつ、必要な労働保護措置をとる
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べき義務を負う。使用者は、その効果につ

いて審査し、必要であればその他の臨機応

変な対応をしなければならない。その際に

使用者は、就業者の安全衛生の改善に努め

なければならない。」使用者がとるべき労働

保護措置は、同法 2 条 1 項において「人間

としてふさわしい労働を具体化するための

措置をも含む、労働災害と労働に関係した

健康上の危険を防止するための措置」と定

義されている。同法 3 条 1 項の使用者の基

本的義務に加えて、同法 5 条は使用者にさ

らなる義務を課す。すなわち同法 5 条 1 項

において「使用者は、労働と結びついてい

る労働者に対する危険性を評価することに

より、労働保護にいかなる措置が必要であ

るかを調査しなければならない」とし、使

用者が労働者の労働条件等から労働上の危

険性を評価すべき義務を課している。危険

性評価の結果は文書化することが義務付け

られている（同法 6 条）。 

 労働保護措置や労働上の危険性評価の対

象には、精神疾患にかかるものも含まれう

るが、法律上それが明示されているわけで

はない。また上述のとおり、労働保護法自

体は枠組みを呈示するものであるので、労

働関係における具体化は、労使に任せられ

ているといえる（後述３参照）。 

心理的負荷に言及している法規に、ディ

スプレイ作業命令（Bildschirmarbeits- 

verordnung）がある。同命令 3 条は次のよ

うに規定する。「労働保護法 5 条により労

働条件を評価する際に、使用者は、ディス

プレイ作業場の安全・健康にかかる条件を、

とくに視力に対する、また身体上の問題な

らびに心理的負荷となりうる危険の観点か

ら、調査し評価しなければならない。」同命

令 3 条は、労働保護法 5 条に基づく危険性

評価の対象として、身体的負荷の観点のみ

ならず心理的負荷の観点からも調査するこ

とを義務づける。 

２．１．２ 事業場における安全衛生体制 

２．１．３ 監督行政 

２．１．４ 小括と補足 

 

２．２ 労災保険法制 

２．２．１ 労災保険の概要 

 労災保険制度は、社会法典第 7 編（公的

災害保険）において定められている。同編

（公的災害保険）の適用対象は、労働者の

ほか、障害者作業所等で就労する障害者、

家内労働者とその配偶者、医療福祉施設の

ボランティア、さらには、事故災害救助者

（救助活動が対象）、学生・生徒（修学活動

が対象）など、広範囲に及ぶが（社会法典

第 7 編 2 条）、以下では労働者について述

べる（そのため以下では「公的災害保険」

の語を用いず、「労災保険」とする）。労災

保険の保険者は、産業・業種別に設立され

る労災保険組合である。 

労災保険の保険事故は、労働災害と職業

性疾病である（社会法典第 7 編 7 条 1 項）。

いずれも労働者に健康侵害が生じたことが

前提となるが、この健康侵害には精神障害

も当然含まれる。しかし精神障害について

業務上と判断されるケースは、きわめて限

られている。 

２．２．２ 労働災害 

労働災害とは、補償対象となる活動にお

ける被保険者の事故のことであり、ここで

事故とは、時間的に限定された、外部から

身体に作用する、健康侵害もしくは死亡を

もたらす出来事をいう（社会法典第 7 編 8
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条 1 項）。精神障害が労働災害と認定され

るには、時間的に限定された外部から身体

に作用する出来事、すなわち具体的事故が

必要である。精神障害が労働災害と認めら

れるケースは、頭部外傷を原因として精神

障害を発症した場合や、重大事故の目撃や

体験により精神障害を発症した場合に、限

定される。連邦社会裁判所も、精神障害を

事故によるものと認めるためには、その精

神障害が ICD10やDSMIVといった国際的

な診断基準に該当する疾病であることをま

ず必要とし、さらに通常の因果関係（業務

と事故との間の因果関係、事故と健康障害

との間の因果関係）に加え、現在の医学的

知見により事故もしくは事故の結果が当該

精神障害を引き起こすと一般的にいえる場

合に限り、労働災害として認めるという判

断枠組みを示している１５。精神障害につい

ては、事故との因果関係がより慎重に判断

される。 

２．２．３ 職業性疾病 

職業性疾病は、連邦政府が連邦参議院の

同 意 を 得 て 、 職 業 性 疾 病 規 則

（Berufskrankheiten-Verordnung）によ

り定める（社会法典第 7 編 9 条 1 項）。同

規則の別表１（職業性疾病リスト）に、職

業性疾病が列挙されている。職業性疾病リ

ストに入れられる疾病は、①医学的な見識

に基づくもので、②特別な作用によりもた

らされるものであり、かつ、③特定のグル

ープに、その活動を通じて、他の人々より

も非常に高い程度で生じるものである（社

会法典第 7 編 9 条 1 項）。現在、職業性疾

病リストに精神障害は含まれていない。 

職業性疾病リストそれ自体は限定列挙

である。しかし、これに登載されていない

疾病であっても、災害保険の保険者は、新

しい医学的知見に基づき 1 項の要件を充た

す疾病があれば、それを職業性疾病として

承認しなければならない（社会法典第 7 編

9 条 2 項）。したがって、職業性疾病リスト

に登載されていない疾病も、新たな医学的

知見が得られれば職業性疾病として認めら

れる可能性がある。しかし、精神障害につ

いて、1 項の要件のうち③の要件が充たさ

れるケースは想定しにくい。精神障害に罹

患した者が、自己の精神障害と業務との間

の因果関係を医学的に立証できたとしても、

それだけでは職業性疾病として認めるに足

りず、職業グループに特有な原因が存在し、

かつ個別事例においても精神障害と業務と

の間の因果関係が肯定されるときに限り、

職業性疾病として認められるのである。そ

のため 2 項適用によっても、精神障害が職

業性疾病と認められる可能性はきわめて低

い。 

下級審では、PTSD を 2 項の意味での職

業性疾病と認めた例がある。バーテン・ヴ

ュルテンベルク州社会法裁判所は、開発途

上国援助のソーシャルワーカーとして長年、

西アフリカ諸国で働いていた者のPTSDに

ついて、要件の③の特定のグループとして、

「開発途上国の援助に従事する者」を措定

し、PTSD を引き起こす作用がこれらの者

の活動には十分ありうるとして、PTSD が

職業性疾病にあたることを認めた１６。しか

し、連邦社会裁判所（上告審）は手続法上

の理由から原判決を取り消した１７。連邦社

会裁判所は当該事案についての判断を行っ

ていないものの、判断枠組みとして 1 項の

要件を充たさなければならないこと、とく

に要件の②の特別の作用は、抽象的・一般
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的に疾病の重要な原因であることが学術的

に示されなければならないとし、慎重な態

度を示している。 

２．２．４ 小括と補足 

 精神障害を職業性疾病として認めること

は、法制度上困難である。連邦社会裁判所

もこれまで、精神障害を職業性疾病として

認めていない。訪問調査からも、精神障害

は職業性疾病として認められないという実

務上の理解を確認できた。 

 したがって、精神障害について労災保険

給付支給が認められるとすれば、それは労

働災害の場合に限られる。労働災害として

認められるケースは、極度の心理的負荷に

よる外傷を伴わない精神的外傷（トラウマ）

と、身体的外傷後に生じる精神的障害とが

ある。訪問調査では、まず前者について、

当該精神的外傷が労働災害によるものと意

識されないこともあり、当該疾病と極度の

心理的負荷を与えた事故（強盗事件や自殺

者の目撃など）との因果関係の判断に時間

を要することがあるとの問題を聞きとれた。

ちなみに、このような事故に遭遇するリス

クの高い業種では、使用者等が対策を講じ

ているとのことである。後者については、

病院では身体的外傷の治療が優先され、精

神的外傷に注意がはらわれないことがしば

しばあり、そのことが精神障害を悪化させ

ることがあるとの問題が指摘された。 

 

３ 労働関係における労働保護法の具体化 

 

３．１ 実務書における質問票の例 

 使用者が労働法上の義務を履行するため

に、実務書が手助けとなることがある。使

用者が、労働保護法上義務づけられた、事

業所内の安全や労働者の健康を保護する責

任を果たすために、参考となりうる実務書

が出版されている。たとえば、Haufe 社か

ら 出 版 さ れ て い る Mustermappe 

Arbeitsschutz im Büro（オフィスの労働保

護モデルファイル）には、労働安全衛生に

関する情報や知識とともに、様式例（労働

者向け文書、質問票やチェックリストなど）

が掲載されている。以下では、心理的負荷

に関する質問票を紹介する。 

 表１は、従業員に対する質問票の項目で

ある。この質問票では、従業員に直接質問

を行い、従業員は匿名で、質問項目 1～16

につき、自分の職場の精神面での実状を 5

段階で（1－いつも、2－ほとんどいつも、

3－しばしば、4－たまに、5－ない）評価

し、回答する。質問項目 17 は、自由記述

回答となっている。回答結果の分析評価は、

事前に決められた利益代表者が行うものと

されている。 

 

表１：質問票－ 労働者の職場の実状につ

いて〔質問項目のみ抜粋〕１８ 

1. 自分の仕事は、いつも、通常の労働

時間内に終わらせることができる。

2. 自分の仕事は、自分の能力に見合っ

ている。 

3. 自分の仕事は、自分のチーム／部課

全体の成果に重要な貢献をしてい

ると思う。 

4. 自分の仕事は、楽しく変化に富んで

いる。 

5. 自分の仕事におけるルーティンの

程度に満足している。 

6. 自分の仕事の予定〔期日・納期〕は、

はっきりと明らかになっている。 
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7. 自分の仕事を、自分の責任でやりく

りできる。 

8. 周りの人とうまく仕事をしている

と思う。 

9. 自分の仕事について、同僚や上司と

話し合うことができる。 

10. 自分の仕事中に邪魔をされること

は、ほとんどない。 

11. 仕事の質について、フィードバック

されている。 

12. ミスの原因は客観的に調べられる。

13. 自分の仕事と関連する、全体の見通

しがある。 

14. 他の仕事や休憩をすることにより、

ディスプレイ機器を用いた自分の

仕事を、自分で中断できる。 

15. 仕事に際して、自分の意見や考えを

述べることができる。 

16. 何かをする体調にある（余力があ

る）と、仕事の後に感じることがし

ばしばある。 

17. とくに負担となっているのは： 

 

 表２の質問票は、産業医、安全衛生担当

者や人事担当者など広義の労働安全衛生従

事者が評価・調査するためのものである。

従業員には間接的に質問することになる。

各項目について「はい」もしくは「いいえ」

で回答する。「いいえ」と回答された項目に

ついては、何らかの措置が必要と考えられ

る。質問票の「はい」、「いいえ」の回答欄

の横には、備考欄が設けられている。 

 

表２：質問票－ 精神面での労働の実状の

評価 〔質問項目のみ抜粋〕１９ 

1 仕事の課題 

1.1 仕事の課題が明確に提示されている 

1.2 仕事の課題が完全に示されている 

1.3 ルーティン作業は多くない 

1.4 仕事の課題が見通せる 

1.5 指示 

2 労働体制 

2.1 時間的拘束がない 

2.2 柔軟な労働時間 

2.3 残業がない 

2.4 交替制労働 

2.5 休憩の定め 

2.6 邪魔をされない 

3 仕事の裁量 

3.1 決定についての裁量 

3.2 具体化についての裁量 

3.3 自分の責任 

4 〔資格〕評価 

4.1 評価が〔仕事の〕課題にあわせられ

ている 

5 コミュニケーション／協力 

5.1 仕事の結果についてのフィードバッ

ク 

5.2 課題処理にあたっての支援 

5.3 事業所内の情報伝達系統への組入れ 

6 技術的な労働手段／ソフトウェア 

6.1 労働手段が適切におかれている 

6.2 講習会 

6.3 技術の〔故障・障害〕耐性 

6.4 相談担当者 

6.5 短期間での問題解決 

7 労働環境 

7.1 推奨基準に適合した室内環境〔温度

等〕 

7.2 推奨基準に適合した騒音レベル 

7.3 推奨基準に適合した照明 
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7.4 推奨基準に適合した部屋の区分 

8 仕事の形成 

8.1 身体作業 

8.2 混合した作業 

9 全般 

9.1 ポジティブな事業所環境 

 

 表１、表２の質問票は、モデル例ではあ

るが、労働関係において想定されている心

理的負荷の内容や、使用者の精神疾患の問

題に対するアプローチを、ある程度読み取

ることができる。 

 これらの質問項目は、大きく 2 つのグル

ープに分けられる。第 1 のグループは、労

働安全衛生や労働条件に関わるものである。

労働体制（表２－2、表１－1,10,14,16）や

労働環境（表２－7、表１－14）に関する

質問項目がこれに該当する。労働時間や休

憩が適切に定められ、必要な休息を自ら取

ることができ、推奨基準に適合した労働環

境下での労働が、労働者に保障されるべき

である。これらが保障されない場合、とく

に 低基準を下回るようなことになれば、

労働者にストレス（心理的負荷）を与える

ことは十分に予測できる。 

注目されるのは第 2 のグループである。

ここに分類されるのは、労働者の仕事に対

する意識や満足度（表１－3,4,5）、労働者

に示された課題（表２－1、表１－5,6,13）、

労働者に与えられた裁量（表２－3、表１

－7,15）などで、これらは企業理念や人事

戦略とも関係する労務管理に関わるもので

ある。自分の仕事が所属部署や企業に重要

な貢献をしているか、自分の仕事は楽しく

変化に富んでいるか（単調ではないか）、仕

事の課題が明確に示されているかといった

質問項目は、労働者が自分の仕事に意義を

見出して働くことができているかを問うも

のでもある。労働者が自分の仕事を意義が

あるものととらえ、満足して働くことがで

きれば、心理的負荷は緩和されよう。もう

１つのポイントは、労働者に仕事の裁量が

与えられているかである。労働者が、企業

において歯車としてではなく、自律した人

間らしい働き方ができているかは、心理的

負荷に影響しうる。 

 さて、職場における心理的負荷に着目し

て、労働者の働き方を見直したり、必要な

措置を講じたりすることは重要である。そ

の際、心理的負荷を与えるマイナス要因を

探し出す方法もあるが、表１、表２はその

ような方法を取っていないようにみえる。

表１、表２は、労働者に心理的負荷がかか

らないためのプラス要因をあげている。こ

れは、この質問票ひいてはドイツ労働関係

における産業精神保健のアプローチの特徴

を示すものであると考える。すなわち、前

者の方法（マイナス要因の発見）は補償・

賠償法アプローチに、後者（プラス要因が

維持されているかの確認）は予防法アプロ

ーチに馴染みやすい。表１、表２は、予防

ないし問題の早期発見のために心理的負荷

を見つけ出そうとするものであるが、この

ような方法は、使用者が行う労務管理マネ

ージメント、すなわち使用者がいかに労働

者の労働能力や労働意欲を引き出すかとい

うことと矛盾するものではない。むしろ近

い関係にあり、このようなアプローチは使

用者に受け入れられやすいと考える。 

 

３．２ ダイムラー社における危険性評価 

（未了・次年度） 
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３．２．１ 危険性評価に関する事業所協

定 

 労働保護法 5 条が使用者に義務づける危

険性評価に関し、ダイムラー社と同社の総

従業員代表委員会２０は、2005 年 12 月 15

日に「ダイムラー株式会社における労働保

護法に基づく危険性評価の具体化に関する

全体事業所協定」を締結した。その後、こ

の危険性評価の構成要素に「心理的負荷」

を加えることは、心理的負荷の観点から労

働条件を評価することを容易にし、それは

労働者の労働安全保護のさらなる発展につ

ながるとの考えから、ダイムラー社と同社

の総従業員代表委員会は、2008 年 5 月 23

日に「心理的負荷の評価に関する方法」に

ついて合意し、同年 6 月 30 日に両者間で

協定が締結された。 

 ダイムラー社はドイツを代表する大企業

であり、従業員総数は約 26 万人である２１。

そのため同協定の実施による効果が期待で

きるが、その効果は同社にとどまらず、関

連産業を中心に、他社でもダイムラー社の

方法の導入が進められているとのことであ

る。 

３．２．２ 危険性評価 

３．２．２．１ プロセス 

 ダイムラー社では、危険性評価のプロセ

スを 7 つのステップで構成する。①危険性

の調査、②危険性の評価、③措置への誘導、

④措置の具体化（開始）、⑤記録、⑥情報委

託、⑦実効性の検証、である。①、②は労

働保護法 5 条 1 項の危険性評価義務、⑤は

労働保護法 6 条の文書化義務を履行するも

のといえる。 

３．２．２．２ 組織 

 ダイムラー社の協定によれば、危険性評

価に関係するのは、以下の 3 つの組織であ

る。 

 まず、労働安全法 11 条に基づき設置さ

れる労働安全委員会である。労働安全委員

会は、事業所の責任者（使用者）、産業保健

責任者、安全責任者、計画責任者、社会法

典第 7 編 22 条に基づく安全管理者、従業

員代表委員会の代表者 2 名から、構成され

る。 

 次に、「危険性評価のための定期的なコミ

ュニケーション会議」である。同会議は、

危険性評価の問題を調整するために、定期

的に（たとえば 6 週間ごとに）開催される。

同会議は、労働安全委員会の構成員である

安全責任者と従業員代表委員会からの 1 名、

あわせて 2 名を核として、必要に応じて、

産業保健や計画その他の専門家や従業員代

表委員会委員を、メンバーとする。同会議

では、危険性分析のスケジュール、分析の

委託（場所、方法、分析の範囲の決定等）、

分析チームが実施した危険性評価の評価、

措置の種類やスケジュールおよびその具体

化、実効性の検証時期やその基準および実

施等が、合意・決定される。これは、危険

性評価の実施にあたり、その計画や内容が、

事業所における労働安全衛生の必要（利益）

と従業員代表委員会により代表される労働

者の利益を勘案して、決められることを意

味する。 

 分析チームは、「危険性評価のための定期

的なコミュニケーション会議」の委託を受

けて設置される。分析チームは、安全専門

員、産業医、専門領域の管理職、専門領域

の安全管理者、従業員代表委員会委員に、

必要に応じて従業員や専門家を加えて、構

成される。分析チームは、危険性の分析を
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行い、評価について提案し、判断について

同種の職場をまとめ、措置ならびに具体化

された計画を提案する。 

３．２．２．３ 構成要素 

 危険性評価は、各構成要素の危険性評価

を通じて行われる。従来の構成要素は、「安

全教育」、「予防検診」、「防火検査」、「爆発

予防記録」、「通行許可」、「火気作業許可証」、

「安全巡視」、「労働手段に関する危険性評

価」などであった。2008 年に、「心理的負

荷」と「分析チームによる特別な危険性評

価」が構成要素に追加された。 

 2005 年の協定により、危険性評価の制度

は作られていたが、それは心理的負荷の要

素を欠くものであった。2008 年に追加され

た 2 つの構成要素により、心理的負荷の観

点からも危険性評価が行われるようになっ

た。 

３．２．３ 心理的負荷に関する危険性評

価 

３．２．３．１ 心理的負荷に関する危険

性評価の概要 

 心理的負荷に関する危険性評価は、職場

に関する一般的なデータ調査（たとえば労

働時間がどのように規制されているか）、従

事者の職務の内容の調査、負荷要因ないし

要求因子の調査の、3 つから構成される。 

 心理的負荷に関する危険性評価に特徴的

なのは、3 つ目の負荷要因である。負荷要

因として調査されるのは、労働の複雑性、

行動の裁量、可変性、時間についての裁量、

責任の範囲、労働の中断、集中の必要性、

協働の必要性の 8 つである。 

心理的負荷に関する危険性評価は、心理

的負荷を与えうるこれらの要因の（危険な）

組み合わせに関して、労働条件を客観的に

調べようとするものである。 

分析を行うのは、労働安全衛生や産業保

健の従事者ならびに従業員代表委員会委員

から構成された専門家チームであり、これ

らの者は事前に訓練を受ける。この専門家

チームに、管理職と当該領域の従業員代表

委員会委員が加わって、分析チームが構成

される。さらに専門家が加わることもある。

分析結果は、所定の分析フォームに記載さ

れる。 

 分析により危険な組み合わせが適示され

た場合には、まずは職場の管理職が、続い

て当該部門で働く労働者が、心理的負荷を

回避・軽減するために適切な措置を講ずる

か、適切な対処方策をとる措置の遂行の責

任は管理職が負う。 

３．２．３．２ 調査・評価の方法 

心理的負荷に関する危険性評価は、1979

年に Karasek が提唱した要求・指揮監督モ

デルを基礎としている。同モデルは、「仕事

に対する要求」と「行動の裁量」の 2 つの

ベクトルを使用する。   

 

表３：要求・指揮監督モデル 

（多） 

行 動 の

裁量 

 

（少） 

「あまり負荷

を受けない活

動」 

「積極的な活

動」 

「消極的な活

動」 

「強い負荷を

受けた活動」

（少）仕事に対する要求（多）

 

 表３で示すように 4 通りに分類されるが、

左上から右下に進むにつれて、健康に作用

する負荷が大きくなる。 

 仕事に対する要求が高いこと、たとえば

責任の度合いが高いことそれ自体に、危険
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性があるわけではない。このような例とし

て、医師やパイロット、マネージャーの仕

事が指摘される。それに対して、責任の度

合いが高く、行動の裁量がわずかにしか認

められない場合（たとえば敗戦したら解任

されるサッカーの監督）には、適切でない

負荷がかかる。 

このことを踏まえて、心理的負荷に関す

る危険性評価では個々の要因に着目するの

ではなく、負荷要因となる危険な組み合わ

せを評価するという方法を採用している。 

３．２．３．３ プロセス 

 心理的負荷に関する危険性評価のプロセ

スは、基本的に危険性評価のプロセス（前

述３．２．２．１参照）にしたがうが、危

険な組み合わせが生じているか否かによっ

て、ステップ数が異なる（表５、表６参照）。 

まず、危険な組み合わせを表４に示す。 

 

表４：危険な組み合わせ 

労働の複雑性 ↑ 行動の裁量 ↓ 

時間の裁量 ↓ 

労働の中断 ↑ 

協働の必要性 ↑ 

労働の複雑性 ↓ 集中の必要性 ↑ 

行動の裁量  ↓ 責任の範囲 ↑ 

労働の中断 ↑ 

可変性   ↑ 

 

責任の範囲 ↑ 

労働の中断 ↑ 

集中の必要性 ↑ 

可変性   ↓ 集中の必要性 ↑ 

時間の裁量  ↓ 

 

責任の範囲 ↑ 

労働の中断 ↑ 

集中の必要性 ↑ 

協働の必要性 ↑ 

責任の範囲 ↑ 集中の必要性 ↑ 

 協働の必要性 ↑ 

労働の中断  ↑ 

 

集中の必要性 ↑ 

協働の必要性 ↑ 

 

 危険な組み合わせが生じていない場合の

プロセスは、表５で示すように 3 つのステ

ップで行われる。 

 

表５：心理的負荷に関する危険性評価の分

析プロセスⅠ 

①危険性の調査 職場の分析を行う。 

②危険性の評価 分析を評価し、危険な

組み合わせを検討す

る。 

⑤記録 記録し、記録結果を労

働安全部に保存する。 

 

 これらは、所定のフォームを用いて行わ

れる。 

それに対して、危険な組み合わせが見ら

れる場合には、表６のとおり、6 つのステ

ップとなる。 

 

表６：心理的負荷に関する危険性評価の分

析プロセスⅡ 

①危険性の調査 職場の分析を行う。 

②危険性の評価 分析を評価し、危険な

組み合わせを検討す

る。 

③措置への誘導 危険な組み合わせに対

しては、原則として心

理的負荷を除去ないし

克服するための措置に

導く。 

④措置の具体化 

⑤記録 記録し、記録結果を労

働安全部に保存する。 
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⑥実効性の検証 措置の実効性を、検

討・評価する。 

 

 措置や実効性の検証にあたっては、個別

事例ごとに対応することになる。 

３．２．３．４ 役割 

３．２．４ 小括と補足 

 

４ 障害者法制 

 

４．１ 障害者差別禁止法制（未着手・次

年度） 

 

４．２ 障害者雇用法制（未了・次年度） 

４．２．１ 障害者雇用（労働生活参加）

法制の概要 

社会法典第 9 編（障害者のリハビリテー

ションおよび参加）は、障害者に対するリ

ハビリテーション、労働生活参加のための

給付、社会生活参加のための給付等に加え、

障害者の参加について定める。 

障害者とは、身体的機能、知能もしくは

精神的な健康状態が、高い蓋然性で６カ月

以上、その年齢に典型的にみられる状態か

ら逸脱しており、それゆえ社会生活への参

加が妨げられる者をいう（社会法典第 9 編

2 条）。障害の程度の認定は、10 ごとの単

位で、20 から 100 の間でなされる（社会

法典第 9 編 69 条）。障害の程度が 50 以上

の者は重度障害者であり、障害の程度が 30

もしくは 40 の者は一定の要件のもとで重

度障害者と同等に取り扱われる（社会法典

第 9 編 2 条）。 

 このうち、重度障害者ならびに重度障害

者と同等に取り扱われる者（以下、重度障

害者等とする）に関して、使用者にさまざ

まな義務が課されている（社会法典第 9 編

68 条以下）。  

その 1 つが割当雇用制度である。20 以上

の雇用ポストを有する使用者は、少なくと

もその 5％について重度障害者等を雇用し

なければならない（社会法典第 9 編 71 条）。

その際、とくに女性障害者に配慮するもの

とする。例外として、雇用ポストが 40 未

満の使用者は 1 名、60 未満の使用者は 2

名の重度障害者等を雇用すれば足りる。雇

用率を達成できない使用者には、調整金の

支払が義務づけられる（社会法典第 9 編 77

条）。調整金の額は雇用率に応じて定められ

ており、雇用ポスト 1 つにつき 105 ユーロ

（達成雇用率 3％以上）、180 ユーロ（同 2％

以上 3％未満）もしくは 260 ユーロ（同 2％

未満）である。調整金制度は、使用者に重

度障害者等の雇用を喚起するとともに、使

用者間でのコスト調整としての機能がある。 

 さらに使用者は、雇用ポストに空きが出

た場合に、重度障害者等、とくに雇用エー

ジェンシーに求職登録をしている失業中の

もしくは求職中の重度障害者等を、雇用で

きるか否かを審査すべき義務を負う（社会

法典第 9 編 81 条 1 項）。審査にあたり使用

者は、重度障害者代表を参加させ、意見を

聴取することが義務づけられる。同条は使

用者に審査義務を課すにとどまり、雇用を

義務づけられるわけではないが、審査過程

に重度障害者代表を参加させることによっ

て、雇用ポストについての適性がある重度

障害者等の雇用可能性は大きくなる。さら

に割当雇用制度における雇用義務を果たし

ていない使用者の決定に関し、重度障害者

代表等の同意が得られない場合には、使用

者はなぜそのように決定したかの理由を説
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明しなければならない。このように法は、

使用者が形式的に審査をするだけではなく、

真摯に実質的な審査をすることを、強く求

めている。 

 そのほか、重度障害者等は使用者に対し

て、自己の能力と知識に適した就労を求め

る権利を有しており、それに対応して使用

者は義務を負う（社会法典第 9 編 81 条 4

項）。使用者が重度障害者等を解雇する場合

には、事前に統合局の同意を得なくてはな

らない（社会法典第 9 編 85 条）。この手続

きにおいても、重度障害者代表等が関与す

る。 

 このように、重度障害者等については労

働生活参加のための状況が整えられている。

これは障害の種類にかかわらず、重度障害

者等に妥当する制度である。したがって、

精神障害者もこの制度の適用を受けるが、

精神障害者について当該制度がどれほど機

能しているかは、文献調査、訪問調査のい

ずれによっても把握できなかった。精神保

健のテーマについては、むしろ次に述べる

事業所編入マネージメントがきわめて重要

であることが、訪問調査から明らかになっ

た。 

４．２．２ 事業所編入マネージメントの

位置づけと意義 

 事業所編入マネージメントは、社会法典

第 9 編において、予防として位置づけられ

ている（社会法典第 9 編 84 条）。同条 1 項

は使用者に、雇用関係を脅かすおそれのあ

る人物・行動や企業に原因のある問題を除

去し、雇用関係を維持するような支援等を

検討することを義務づけている。同条項は、

重度障害者等の雇用関係を維持するために

必要な予防対策をするよう使用者に義務づ

ける。 

事業所編入マネージメントの規定は、

2004 年に同条 2 項に追加された。これは、

一定の労働不能の状態にある就業者が、新

たな労働不能に陥ることなく、雇用関係を

維持できるよう、使用者に予防対策を求め

るものである。同条項の対象は重度障害者

等に限定されておらず、障害の有無にかか

わらず、該当するすべての就業者に適用さ

れる。 

同条 2 項の規定は、次のとおりである。

「就業者が、１年間に中断することなくも

しくは繰り返して、6 週間を超えて労働不

能である場合に、使用者は第 93 条に基づ

く管轄の利益代表者ならびに、重度障害者

については重度障害者代表者と、当該者の

同意と関与のもとで、どうすれば労働不能

ができるだけ克服されるのか、そしてどの

ような給付や支援によって新たな労働不能

を防ぎ、雇用ポストを維持できるのか、そ

れらの可能性を明らかにする（事業所編入

マネージメント）。必要であるならば、工

場医もしくは産業医の助言が求められる。

当該者もしくはその法定代理人にはあらか

じめ、事業所編入マネージメントの目的な

らびに、そのために収集・使用されるデー

タの種類と範囲が示される。労働生活に参

加するための給付やそれに伴う支援が問題

となる場合に、地域の共通サービス機関、

もしくは重度障害の就業者については統合

局の助言が使用者により求められる。これ

らは、必要な給付もしくは支援が遅滞なく

申請され、第 14 条第 2 項第 2 文の期間内

に履行されるよう努める。第 93 条に基づ

く管轄の利益代表者ならびに、重度障害者

については重度障害者代表者は、説明を求
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めることができる。これらの代表者は、こ

の規定により課せられた義務を使用者が履

行するよう、監視する。」 

さらに同条 3 項は、「リハビリテーショ

ン機関と統合局は、事業所編入マネージメ

ントを導入する使用者に報奨金もしくは奨

励金による助成を行うことができる。」と規

定する。 

このような規定が設けられた背景には、

次のような事情があった。疾病、とくに慢

性疾病は、労働者の労働不能（欠勤）を引

き起こすことがある。なかでも労働不能（欠

勤）日数の増加は、長期疾病（6 週間を超

えて労働不能をもたらす疾病）が大きな原

因となっている。長期疾病が悪化すると障

害の状態に至ることもある。実際に障害の

原因の 8 割以上は疾病が原因である。さて、

労働者の労働不能の期間が長くなると、医

療保険者や事業所の負担は大きくなる。疾

病による労働者の欠勤についてはじめの 6

週間は使用者が賃金を継続支払いし、その

後は医療保険が傷病手当金を支給する。労

働者の労働不能は生産力の低下につながり

市場に悪影響をもたらす。そのため、長期

疾病労働者は労働市場から排除されやすく

なる。長期疾病労働者は疾病を理由に解雇

されるかもしれないが、再就職にも困難が

予想される。そうなると、その後の生活は、

失業手当を受給するか、あるいは早期年金

を受給するか、いずれにせよ社会保障給付

に頼らざるを得なくなるであろう。このよ

うな事態は、国・社会にとって、将来の労

働力の減少と社会保障システムにかかる負

担という問題をかかえることになる。もち

ろん、長期疾病者が労働市場から排除され

社会保障給付に依存することなく、そして

何よりも健康に生活できることが望ましい

ことはいうまでもない。そこで、労働者の

健康改善強化のための措置が検討された。 

４．２．３ 関係当事者 

４．２．４ プロセス 

４．２．５ 精神障害事例 

４．２．６ 個人情報の保護 

４．２．７ 解雇との関係 

４．２．８ 使用者に対する援助 

４．２．９ 評価 

４．２．１０ 小括と補足 

 

５．民事上の解決（未着手、次年度） 

 

ＤおよびＥ．考察および暫定的結論 

 ドイツにおいて、産業精神保健法制度と

いう枠組みが確立しているとは言い難い。

産業精神保健へのニーズや関心が高まって

いるものの、独自の法制度を樹立するので

はなく、既存の労働安全衛生法制の枠組み

の中で制度が実施されている。 

 またドイツでは従来から、疾病労働者の

労働不能（欠勤）が重要な関心事であった。

疾病労働者に対する手厚い保障を行う一方

で、使用者も国も、いかにして労働者の健

康を保持するかに苦慮してきた。長期疾病

罹患者や障害者の労働生活への参加を促す

ことは、これらの者が社会から疎外されな

いようにするためでもあるが、同時に、企

業や社会保障制度に大きな負担がかかるこ

とが危惧されるからでもある。疾病労働者

に対する保障や処遇の問題は、ドイツの労

働関係における 1 つの重要なテーマであり、

精神保健の問題が生じて初めて注目された

わけではない。1 年間に 6 週間以上疾病に

よる労働不能になった労働者に実施されう
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る事業所編入マネージメントは、ドイツの

1 つの特徴を示す制度であるが、これも疾

病一般に対する問題関心から導入された制

度であり、精神疾患罹患者を念頭に置いて

作られた制度ではない。 

 現在は、既存の枠組みや制度を利用しつ

つ、それを精神疾患事例にうまく適合させ

る方法が模索されている段階であるように

思われる。 

産業精神保健法制度というよりは、産業

保健法制度全般の特徴ではあるが、以下の

3 つの特徴を指摘して、暫定的なまとめと

したい。第 1 に、国は法規制や労働監督に

より労働者の安全衛生全般について責任を

果たすが、その詳細を国が決めてしまうの

ではなく、具体的措置は使用者に任せてい

ることである。第 2 に、使用者は従業員代

表委員会と協力して、労働者の安全衛生・

健康の問題に積極的に取り組んでいること

である。労使の協働が見られるわけである

が、労働側の当事者が労働組合ではなく従

業員代表委員会であることが注目される。

第 3 に、使用者の積極的な取り組みは、使

用者が自らの法的責任を果たすためでもあ

るが、それ以上に、企業の経済的効率性や

企業カルチャーの維持・尊重が重要である

との意識が強いことである。 

 

Ｆ．研究発表 

 無 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

無 

 

Ｈ．引用文献 

 文末脚注参照 

 
                                                  
１ 技術者疾病金庫は、公的医療保険の代替

金庫の１つであり、医療保険の保険者であ

る。同金庫は、毎年、医療レポート

（Gesundheitsreport）を公表しているが、

2008 年のテーマが精神障害であった。 
２ Techniker Krankenkasse, 
Gesundheitsreport 2008, S.20. 
３ Statistiches Bundesamt, Statistisches 
Jahrbuch 2010, S.245. 
４ Hibbeler, Mehr psychische 
Erkrankungen, Deutsches Ärztblatt 
2011 108(37), A1884. 
５ 地区疾病金庫は、公的医療保険の重要な

保険者の 1 つであり、公的医療保険の加入

者の約 3 分の 1 をカバーする。 
６ Meyer/Stallauke/Weirauch, 
Krankheitsbedingte Fehlzeiten in der 
deutschen Wirtschaft im Jahr 2010, in 
Badura/Ducki/Schröder/Klose/Macco(Hrs
g.), Fehlzeiten-Report 2011, 2011, 
S.223ff. 
７ Meyer/Stallauke/Weirauch(Anm. 6), S. 
251. 
８ Meyer/Stallauke/Weirauch(Anm. 6), S. 
261. 
９ Meyer/Stallauke/Weirauch(Anm. 6), S. 
266f. もっともこれは、医療保険の保険者

の見解であることに留意する必要がある。

民間保険契約の事案であるが、バーンアウ

トを業務疾病と認めた下級審裁判例も存在

する。LG München vom 22.3.2006,  I Az 
25 O 1979803. 同地裁判決は、控訴取下

げにより、確定した。 
１０ 2011 年 11 月 6 日付 Berliner 
Morgenpost の記事によれば、精神疾患者

に対する誤ったテラピーに、少なくとも年

間 50 億ユーロが支払われているという。

テラピーにより、4 人に 1 人は病状が改善

せず、10 人に 1 人はむしろ悪化していると

いう。同記事は、不要なテラピーも多く行

われていると、指摘する。 
１１ BDA, Erfolgsfaktor Psychische 
Gesundheit (kompakt), 2010, 2011. 
１２ しかし他方、受給者が若年者や女性の

場合、実際に支給される年金額がわずかで

ありそれでは生活できないといった問題も、

訪問調査から得られた。なお精神疾患罹患
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者は、他の疾病と比べると若年者に多く、

男女間では女性に多い。 
１３ Hibbeler(Anm. 4), A1884. 
１４ 労働保護法の詳細は、三柴丈典『労働

安全衛生法論序説』（信山社、2000 年）137
頁以下を参照。 
１５ BSG vom 11.5.2006, NZS 2007, 212. 
１６ LSG Baden-Württemberg vom 
14.5.2009. 
１７ BSG vom 20.7.2010 (juris). 
１８ Schurr(Hrsg.), Mustermappe 
Arbeitsschutz im Büro, 2011, S. 297. 
１９ Schurr(Anm. 19), S. 298f. 
２０ 従業員代表委員会は、法律により労働

者数 5 人以上の事業所に設置が義務づけら

れている、労働者の利益を代表する組織で

ある。1 つの企業に複数の従業員代表委員

会がある場合に、総従業員代表委員会が設

置される。ドイツでは一般に、労働組合が

産業別に組織されるため、従業員代表委員

会は企業内の利益代表として重要な役割を

担っている。産業精神保健に関する課題に

は、産業全体というよりも、各企業ないし

事業所ごとに取り組むべきであると考えら

れており、従業員代表委員会の果たすべき

役割は大きい。 
２１ 
http://nachhaltigkeit.daimler.com/report
s/daimler/annual/2011/nb/German/6020/
beschaeftigung.html 
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厚生労働科学研究費補助金 

分担研究報告書 

 

フランスの産業精神保健法制度 

 
分担研究者 勝亦 啓文 桐蔭横浜大学法学部・准教授 

 

研究要旨 

 フランスの産業精神保健制度においては、労働法典に基づく使用者の義務に加え、その

義務と連接する形で、労働医、従業員代表制度が機能している。労使が「社会的パートナ

ー」として、立法レベルと現場レベルにおいて、その具体化に取り組んでいることが、フ

ランスの制度の特徴であろう。 

他方、国の取り組みは、監督行政だけではなく、社会保障部門を中心に、対策に関わる

調査研究を行い、事業主および労働者に対する情報提供や援助を行うことで、相互補完的

にメンタルヘルスの問題に取り組んでいる。 

本報告は、こういった枠組みの中でどのような取り組みが有効に機能し、あるいは問題

があるのかを検証する研究のための基礎的調査である。 
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Ａ．研究目的 

 統一研究課題に記されている通り、①諸

外国の産業精神保健法制度の背景・特徴・

効果を解明し、②わが国への適応可能性を

探ることにあるが、本年度と次年度の調査

研究は、①を目的としている。 

 

Ｂ．研究方法 

 第１回班会議（平成２３年４月２３日）

での議論を踏まえて研究代表者が作成、呈

示したフォーマット（「調査報告書の基本的

な構成」）に記された必要調査事項について

文献調査を実施した。ただし、フランスで

は、産業精神保健法制度が確立しておらず、

その詳細を体系的に整理した文献がないこ

と、時間上の制約に加え、彼国で産業精神

保健に大きな役割を果たしている労働医に

関する詳細な調査は、研究協力者の鈴木俊

明氏に委ねられていることなどから、本年

度の調査対象は、関連法制度の基本的枠組

みにとどめた。 

 

Ｃ．研究結果 

１ 公法 

 

１.１ 法令、行政規則（ガイドラインなど）、

計画など 

 産業精神保健の分野では、労働法典にお

いて、モラル・ハラスメントの防止の観点

からの規制と、身体的な安全に加えた精神

面での安全の確保という観点からの、労働

安全衛生の一環としての精神的ストレスの

防止および対応に関する使用者の義務が定

められている。 

労働法典 L.4121-1 は、使用者の義務につ

いて、以下のように定めている。 

L'employeur prend les mesures nécessaires 

pour assurer la sécurité et protéger la santé 

physique et mentale des travailleurs. 

Ces mesures comprennent : 

1° Des actions de prévention des risques 

professionnels et de la pénibilité au travail ; 

2° Des actions d'information et de formation ; 

3° La mise en place d'une organisation et de 

moyens adaptés. 

L'employeur veille à l'adaptation de ces 

mesures pour tenir compte du changement 

des circonstances et tendre à l'amélioration 

des situations existantes. 

訳： 

使用者は、労働者の安全を確保し、身体

的及び精神的健康を維持するために必要な

措置をとらなければならない。 

この措置は次のものを内容とする。 

1° 職業上のリスク及び労働の苦痛を予

防する行動 

2°情報伝達及び研修のための行動 

3° 組織と調整手段の設置 

 

使用者は環境の変化を考慮し、また既存

の状況の改善を目指して、これらの手段を

採用するよう努めるものとする。 

 

 これを具体化するものとして、同

L.4121-2 条は、次のような一般的義務を使

用者に課している。 
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L'employeur met en oeuvre les mesures 

prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement 

des principes généraux de prévention 

suivants : 

1° Eviter les risques ; 

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas 

être évités ; 

3° Combattre les risques à la source ; 

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier 

en ce qui concerne la conception des postes 

de travail ainsi que le choix des équipements 

de travail et des méthodes de travail et de 

production, en vue notamment de limiter le 

travail monotone et le travail cadencé et de 

réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la 

technique ; 

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui 

n'est pas dangereux ou par ce qui est moins 

dangereux ; 

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans 

un ensemble cohérent, la technique, 

l'organisation du travail, les conditions de 

travail, les relations sociales et l'influence des 

facteurs ambiants, notamment les risques liés 

au harcèlement moral, tel qu'il est défini à 

l'article L. 1152-1 ; 

8° Prendre des mesures de protection 

collective en leur donnant la priorité sur les 

mesures de protection individuelle ; 

9° Donner les instructions appropriées aux 

travailleurs. 

訳： 

使用者は、以下に関する予防についての

一般原則に基づき、L. 4121-1 条に定める

措置を実施するものとする。 

1° リスクを避けること。 

2° 不可避なリスクについて、評価を行

うこと。 

3° 根源的なリスクに対処すること。 

4° 労働を人間に適応させること。特に

労働のポスト、並びに労働の設備及び労働

と生産の手法の選択にかかわる事項につい

て、単調な労働を制限し、その労働が健康

な耐える効果を軽減するよう、特に留意す

ること。 

5° 技術の発展状況を考慮すること。 

6°危険のある状態を、危険がないか、よ

り危険が少ない状態に転換すること。 

7°技術、労働の組織編成、作業条件、社

会関係及び特に L.1152-1 条に定められた

精神的ハラスメントに関わるリスクを含む

作業環境に影響する要因を統合的に考察し

た、全般的な予防計画を策定し実行するこ

と。 

作業環境に影響する要因を首尾一貫して

考察した 

8°個人レベルの保護措置に優先して、集

団レベルの保護措置を実施すること。 

9°労働者に適切な指示を与えること。 

 

ここであげられる労働法典 L.1152-1 は、

次のような規定である。フランスにおいて

は、まずモラル・ハラスメントについて使

用者の防止義務が制定された後で、一般的
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なメンタルヘルス対策が使用者に課されて

きた経緯がある（1-7 参照）。 

Aucun salarié ne doit subir les agissements 

répétés de harcèlement moral qui ont pour 

objet ou pour effet une dégradation de ses 

conditions de travail susceptible de porter 

atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer 

sa santé physique ou mentale ou de 

compromettre son avenir professionnel. 

訳： 

いずれの労働者も、その尊厳に関わる権

利を毀損され、身体若しくは精神の健康を

増悪させ、又はその職業における今後のあ

り方を危険にさらす可能性のある、労働条

件の低下を目的とし、又はその効果を有す

る、反復した精神的な嫌がらせ行為を被る

ことがあってはならない。 

 

次いで、L.4121-3 条は次のように定める。 

 

L'employeur, compte tenu de la nature des 

activités de l'établissement, évalue les risques 

pour la santé et la sécurité des travailleurs, y 

compris dans le choix des procédés de 

fabrication, des équipements de travail, des 

substances ou préparations chimiques, dans 

l'aménagement ou le réaménagement des lieux 

de travail ou des installations et dans la 

définition des postes de travail. 

A la suite de cette évaluation, l'employeur met 

en oeuvre les actions de prévention ainsi que 

les méthodes de travail et de production 

garantissant un meilleur niveau de protection 

de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il 

intègre ces actions et ces méthodes dans 

l'ensemble des activités de l'établissement et 

à tous les niveaux de l'encadrement. 

訳： 

 使用者は、事業場の活動の性格を考慮し

て、労動者の健康及び安全に対するリスク

を評価するものとする。これには、製造工

程、労働における設備、化学物質、又はそ

の材料の選択、労働の場所又は設備の設置

の向上若しくは改善、並びに労働のポスト

における評価を含む。 

 

 評価の終了後、使用者は予防措置の実地

並びに、労働者の健康と安全を保護するた

めにより優れた水準を確保できる労働及び

生産の方法を実行する。使用者は、事業場

の活動全体および部門構成のすべてのレベ

ルにおいて、この行動と措置を実施するも

のとする。 

 

 以上が使用者の一般的義務であるが、使

用者は、この取り組みの内容について、年

に一度文書を作成して公表する義務が課さ

れており（R.4121-1 条、同-2 条）、この文

書を労働者、安全衛生労働条件委員会ない

しその職務を担当する機関、従業員代表、

労働医、労働監督官その他の機関に提出す

る義務を負っている（R.4121-4 条）。 

 

同時に、労働組合支部や従業員代表の関

与（図表 1 参照）による各企業内における

具体的取り組みの具体化が図られる。 

安全衛生労働条件委員会の権限について、

労働法典 L.4612-1 条は以下のように定め

ている。 
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Le comité d'hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail a pour mission : 

1° De contribuer à la protection de la santé 

physique et mentale et de la sécurité des 

travailleurs de l'établissement et de ceux mis à 

sa disposition par une entreprise extérieure ; 

2 °  De contribuer à l'amélioration des 

conditions de travail, notamment en vue de 

faciliter l'accès des femmes à tous les emplois 

et de répondre aux problèmes liés à la 

maternité ; 

3 °  De veiller à l'observation des 

prescriptions légales prises en ces matières. 

 

訳： 

安全衛生労働条件委員会は、次の職務を行

う。 

1°事業場の労働者及び外部の企業により

配置された労働者の身体及び精神の健康、

並びにその安全を保護することに貢献する。 

2°労働条件の向上に貢献すること。特に、

女性がすべての雇用にアクセスすることを

容易にし、母性に関わる問題に対応するた

めの措置。 

3°これらの事項に関わる法規の遵守状況

の監視。 

 

 この基本的権限を前提に、労働者が曝さ

れるリスクおよび労働条件の分析（同-2条）、

使用者への事業場におけるリスク軽減に関

する勧告（同-3 条）、事業場の巡察（同-4

条）、アンケートの実施（同－5 条）、所

管の労働者に不快な影響を与える近隣事業

場長への苦情申立（同‐6 条）、監督官の

臨場を使用者から通知され、その分析を伝

える（‐7 条）といった権限が付与されて

いる。 

 

従業員代表委員の権限に関する一般規定

は、L.2313-条である。 

 

Si un délégué du personnel constate, 

notamment par l'intermédiaire d'un salarié, 

qu'il existe une atteinte aux droits des 

personnes, à leur santé physique et mentale 

ou aux libertés individuelles dans l'entreprise 

qui ne serait pas justifiée par la nature de la 

tâche à accomplir, ni proportionnée au but 

recherché, il en saisit immédiatement 

l'employeur. Cette atteinte peut notamment 

résulter de toute mesure discriminatoire en 

matière d'embauche, de rémunération, de 

formation, de reclassement, d'affectation, de 

classification, de qualification, de promotion 

professionnelle, de mutation, de 

renouvellement de contrat, de sanction ou de 

licenciement. 

L'employeur procède sans délai à une enquête 

avec le délégué et prend les dispositions 

nécessaires pour remédier à cette situation. 

En cas de carence de l'employeur ou de 

divergence sur la réalité de cette atteinte, et à 

défaut de solution trouvée avec l'employeur, le 

salarié, ou le délégué si le salarié intéressé 

averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le 

bureau de jugement du conseil de 

prud'hommes qui statue selon la forme des 

référés. 

Le juge peut ordonner toutes mesures propres 

à faire cesser cette atteinte et assortir sa 

décision d'une astreinte qui sera liquidée au 
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profit du Trésor. 

 

訳： 

 従業員代表委員が、特に労働者を介して、

人権の侵害、身体及び精神の侵害、又はそ

の遂行する職務の性格から正当化しえず、

達成すべき目的とも整合しない個人の自由

の侵害を確認したときは、それを使用者に

直ちに通告する。特に、この侵害は、雇入

れ、職業訓練、給与体系、配置、格付け、

昇進、配置換え、契約の更新、制裁、又は

解雇の領域のおけるすべての差別的措置か

ら生じる。 

使用者は遅滞なく代表委員への聴取を実

施し、その状況を解消するための必要な措

置を講ずる。 

 使用者がその侵害の実情に応じた義務を

履行せず、又は見解が異なったとき、及び

使用者との解決がなしえなかったときは、

当該労働者、又は当該労働者が書面により

反対しないことを示した場合に代表委員は、

労働審判所に急速審理命令の申し立てを行

う。 

 裁判官は、その侵害を停止させるために

必要なあらゆる措置を命じ、又は国庫に帰

属する制裁金の支払いを命じることができ

る。 

 

 また企業委員会は、事業主の諮問対象機

関であるが、企業の運営全般に関わる事項

がこの委員会への諮問対象とされており

（L.2323-1）、メンタルヘルス対策、スト

レス対策も、この諮問の対象となる。 

 

１.２ 法の管轄機関・執行権限者 

 労働監督官が、労働法典にかかわる規制

監督をおこなっている。監督官は、使用者

に対して一般的な義務の履行や個別労働者

の権利保護の場面で、一定の作為や不作為

を命じ、罰則を伴う権限をもってそれを命

じることができる。 

一方で、各企業の取り組みに対して、

ARACT（地方労働条件改善所）と CARSAT（退

職者・健康保険基金・旧 CRAM＜地方健康保

険基金＞が、使用者および労働者、従業員

代表への情報の提供やコンサルティングサ

ービスをおこなっており、国の社会保障部

門による労使への援助の役割は大きいとさ

れる。 

 

１.３ ストレスマネジメントの具体的な

方策（仕組み・流れ） 

実際の企業内の取組みにおいて、一義的

に実行主体が定められているわけではなく、

また、体系的な組織があるわけでもないた

め、各当事者が、それぞれの責任の範囲内

で、その実行を担っている。 

労働安全衛生の関係者として、たとえば、

Loïc Lerouge は、1.使用者、2.労働者、3.

従業員代表、4.労働医を中心とする医療サ

ービス、これに加えて労働監督官や国の労

働・社会保障機関等の企業外の機関をあげ

ている（１）。 

また、P-Y.Verkindit は、1.労働者本人、

2.従業員代表、3.安全衛生労働条件委員会、

4.外部機関を挙げているのに対し（２）、

Y.grasset らは、1.使用者、2.労働者、3.

従業員代表と組合代表、4.労働監督官をあ

げている（３）。 

 しかし、企業内の取組みの枠組みを設定

するという点では、2008 年 7 月 2日の全国

職際協定（1-7 参照。2009 年 4 月 23 日に拡
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張適用）によって、職業上のリスク評価と

予防義務の一環として、職場における暴力

及びハラスメントと同様に、労働が与える

ストレスに対して使用者が必要な措置を取

ることが定められた（図表 2）。 

 これについては、ARACT（地方労働条件

改善所）と CARSAT（退職者・健康保険基

金、旧 CRAM＜地方健康保険基金＞）が、

そのための評価シートを作成し、提供する

こととされた。 

なお全国労働条件改善所（ANACT）の評

価キットが、インターネットでも配布され

ている（“Kit méthodologique. Prendre en 

compte les risques psychosociaux dans le 

Document Unique” 

http://www.anact.fr/web/actualite/essen

tiel?p_thingIdToShow=23389598#form） 

 

１.４ 専門家や専門機関の活用によるス

トレスマネジメント 

フランスの労働医は、従業員代表の合意

を得て選任され、独自の権限を付与されて、

独立して、労働者の安全衛生に必要な措置

を使用者に助言できるほか、労働安全衛生

委員会等に出席し、意見を述べることがで

きる。労使双方に対するアドバイザーとし

て重要な役割を果たしている。企業の労働

環境、労働条件につき、使用者および CHSCT

に助言し (R. 4624-1 条以下)、労働者の心

身の状況を配慮して、妥当な措置を提案す

る権限が与えられており、労働の場を監視

することができる(R. 4623-1 条)。 

 この権限の中で行われるストレスマネジ

メントについては、次年度、研究協力者で

ある鈴木俊晴氏から報告される予定である。  

 

１.５ 雇用にかかる精神障害者差別禁止

法 

次年度調査予定。 

 

１.６ メンタルヘルス情報の取扱いに関

する法規制 

次年度調査予定。 

 

１.７ 法政策の背景 

心理社会的（risque psychosocial）なリ

ス ク の 分 類 と し て は 、 1) 嫌 が ら せ

（harcèlement）、2)苦悩（souffrance）、

3)ストレス（stress）がありうるが、法領

域では、1)と 3)への対処が主眼であるとさ

れる（４）。 

 立法の進展を見てみると、1989 年 6 月 12

日の職業上のリスク排除・縮減に関する EU

指令の国内法化、1992 年 7 月 22 日法、同

11 月 2 日法 セクシュアル・ハラスメント

に対する罰則付与、2002 年 1月 17 日法 社

会近代化法によるモラル・ハラスメント規

制と精神的健康の保護、2008 年 7 月 2日の

全国職際協定 使用者のストレス評価に対

する取り組みの促進（2004 年 10 月 8 日欧

州枠組協定の国内規範化）、2010 年 5 月 26

日の全国職際協定 労働におけるハラスメ

ントと暴力に関する全国職際協定（2007 年

4月 26 日の欧州枠組協定の国内規範化）が、

メンタルヘルスに対する取り組みを促進し

てきた。 

 フランスの場合、メンタルヘルス対策は、

EU 指令が牽引してきたこと、その実現にお

いて、労使団体による職際交渉が牽引して

きたこと、ハラスメント対策から精神的健

康の確保への拡大がみられる。 

 もっとも、労働関係法領域におけるルー
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ル設定において、労使が全国レベルで交渉

し、その結果を立法に反映させることは、

この問題に限らず、フランスの労働立法の

特徴である。 

また、社会的には、2008 年にフランステ

レコムでの従業員連続自殺が社会問題化し

た中で、ハラスメントの禁止と予防という

観点を超えて、メンタルヘルス一般に対す

る措置の義務化に対する社会的な理解、関

心は高まってきた。 

政府も、自殺対策として、「労働におけ

る健康計画（Plan Santé au Travail）」

（ 2005 ） 、 「 Plan National Santé 

Environnement」(2004～2008)、2008 年 11

月 25 日デクレ 2008-1217 号による「労働条

件における方向性協議会（Conseil d’

orientation sur les conditons du 

travail）」での心理社会的ストレスに関す

る分科会設置、「労働における健康計画Ⅱ

（Plan Santé au TravailⅡ）」（2010）な

どの政策を進展させてきた。 

 

１.８ 確認できる効果 

 保健省管轄下の国立公衆衛生監視研究所

（L'Institut de veille sanitaire (InVS)）

による調査研究がおこなわれている、次年

度調査予定。 

 

２ 私法 

 

２.１ 根拠法 

 社会保障法典に基づき、労働に起因する

障害、疾病については、CPAM（医療保険一

次金庫）による労災認定が行われた場合は、

公的保険給付でその補償がおこなわれるこ

とになる。 

しかし、その障害・疾病が使用者の faute 

inéxcusable（弁解の余地のない過失、重過

失の中でも、高度なものと解されてきた）

によるものである場合には、最終的には加

害行為者が負担する付加給付を請求できる

とされている（社会保障法典 L.452-2 条、

-3 条）。  

  

２.２ 関係する判例 

破毀院社会部 2002 年 2 月 28 日判決が、

アスベストによる疾病と死亡につき、「使

用者は、労働者が曝されていた危険に気づ

いており、または気づくべきであったとき

であって、その危険を除去するために必要

な措置を講じていなかったときは、」この

弁解の余地のない過失が認められるとした

（５）。また、すぐその後の破毀院社会部

2002 年 4 月 11 日判決とあわせ（６）、付

加給付の請求要件に関する従前の解釈を緩

和したと解されている。 

労働者の自殺ないしその企てによる後遺

症について使用者の責任を認める例も出て

きていることから、民事責任の面からの使

用者の取り組みへの強制が作用している可

能性もある。 

 

２.３ 確認できる効果 

 次年度調査予定。 

 

Ｄ及びＥ．考察及び結論 

フランスの場合、国は産業精神保健制度

の大枠を設定して、直接的には行政監督に

より、また間接的には民事損害賠償による

予防効果により、使用者にその義務の履行

を諮る一方で、国は調査研究と労使双方に

対する情報の提供や援助を行うことにより、
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産業精神保健制度を構築している。メンタ

ルヘルス対策は、この基本枠組みの中で、

特にここ 10 年間において、その取り組みが

強化されてきたといえる。 

ただし、フランスが先進的かつ独自のこ

のような取り組みを行ってきたというわけ

ではなく、メンタルヘルス対策自体は、EU

指令を国内法化する形で実現してきた。 

また、国内規範の設定の場面と、各企業

内における取り組みの実質化の場面で、従

業員代表（ただし、労働組合支部が存在す

る場合、実質的には、労働組合支部がその

運営に大きな影響を与えるし、組合代表委

員は、労働者の個人的苦情について使用者

に交渉申し入れができる）が大きな役割を

果たしている。 

これらは、CHSCT（安全衛生労働条件委員

会）を除けば安全衛生に特化した代表でな

く、企業の運営への参加と、労働条件一般

に対する意見表明の機会を保障するための

制度である。この点で、ただちに日本にお

けるメンタルヘルス対策においてこの方式

をそのまま導入できるものではないが、メ

ンタルヘルス対策のための企業内での体制

に従業員が参加する場合に、必要な視点、

支援内容を考える上で、参考になるだろう。 

最後に次年度の調査研究への展望につい

て述べる。 

「Ｂ．研究方法」で述べた事情から、本

年度は、関連法制度の基本的な枠組みに関

する文献調査（の一部）を実施するにとど

めたが、1)国による取り組みの具体的内容

（実態や成果、その検証の実際など）、2)

全国および地方レベルでの労使交渉での決

定内容（協定など）、3)各企業における実

際の取り組みの内容などに関する詳細な調

査は、次年度の課題として残されている。 

 特に、1.InVS による調査研究の内容、2. 

ARACT および CARSAT による労使に対する援

助措置の内容、3.従業員代表及び労働組合

支部の取り組みの具体的内容、4.労働医の

具体的取り組み内容などにつき、資料収集、

ヒアリング等を行い、企業レベルで実際に

行われている取り組みの内容・程度につい

て、詳細な調査研究を行う必要があると考

えている。 

 

Ｆ．研究発表 

1．論文発表 

なし。次年度以降に公表予定。 

 

2．学会発表 

なし。 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 

なし。 

 

2．実用新案登録 

なし。 

 

3．その他 

なし。 
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図表 1 従業員代表組織 

 

 

図表 2 職業上のリスクに対する対応

 
＊ＡＮＡＣＴの評価キット、Fiche.1 の図表を参照して作成 

 

 

組合代表委員 

 

従業員代表委員 企業委員会 

 

安全衛生労働条件委

員会 

代表的組合が指名 11 人以上を雇用す

る事業場で選挙によ

り選出 

50 以上を雇用する

事業場または企業で

選挙により選出 

50 以上を雇用する

事業場または企業で

選挙により選出 

団体交渉、苦情提出 従業員の個人的およ

び集団的な苦情の申

し立て 

使用者からの情報提

供と諮問を受ける 

安全衛生に関する諮

問を受ける 
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分担研究報告書 

 

アメリカ（障害者差別禁止法とメンタルヘルス） 

 
分担研究者 長谷川 珠子  福島大学行政政策学類・准教授 

研究要旨 

アメリカでは、障害者差別禁止法（障害をもつアメリカ人法（Americans with 

Disabilities Act、ADA））が障害者の雇用にとって非常に重要な役割を果たしており、本

研究課題の主要テーマである「メンタルヘルス対策」にとっても障害者差別禁止法が一

定の役割を果たしているといえる。 

例えば、ADA のもっとも重要な概念の一つである「合理的配慮」（reasonable 

accommodation）とは、障害者が障害ゆえに職務遂行上の支障がある場合、そのバリア

を取り除くものであり、そのような合理的配慮を提供しないことが障害を理由とする差

別に該当する。精神障害者に対する合理的配慮としては、労働時間の短縮、勤務スケジ

ュールの変更、職場における各種のルールの修正、配置転換などが考えられるが、これ

らの合理的配慮は、実際に精神疾患に罹患した従業員に対する「３次予防」的な側面を

有すると考えられる。 

しかし、ADA は、使用者が応募者や従業員に対して障害に関連する調査をすることや

医学的検査を行うことを原則として禁止しているため、２次予防として従業員のなかに

メンタルヘルスの不調者がいないかどうかを調査することが差別に該当するおそれがあ

る。同時に、精神障害者が望まない対応を使用者が行った場合には、それが労働者の健

康のために行われたものであったとしても、差別に該当するおそれが生じる。 

これらは、障害に対する偏見や差別を解消するという差別禁止法の趣旨には適する制

度設計といえるが、労働者が健康を害することを事前に防ぐというメンタルヘルスケア

対策の点からは、問題があると考えられる。日本でも、労働者のプライバシー保護と使

用者の安全（健康）配慮義務の関係が議論されているが、今後は、アメリカにおいて労

働者の健康確保のための措置が、差別禁止法とどのような関係にあるのかについて検討

したいと考えている。 
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Ａ．研究目的 

 統一研究課題に記されている通り、①諸

外国の産業精神保健法制度の背景・特徴・

効果を解明し、②わが国への適応可能性を

探ることにあるが、本年度と次年度の調査

研究は、①を目的としている。 

 

Ｂ．研究方法 

 第１回班会議（平成２３年４月２３日）

での議論を踏まえて研究代表者が作成、呈

示したフォーマット（「調査報告書の基本的

な構成」）に記された必要調査事項に対応す

る法令、行政のガイドライン及び裁判例に

ついて調査を実施した。ただし、アメリカ

では障害者差別禁止法が主たる調査対象と

なるため、適宜フォーマットの項目や順番

を変更した。 

 

 

C. 研究結果目次 
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１ 私法 

 アメリカは、世界で初めて包括的な障害

者差別禁止法を制定した国であり、この障

害者差別禁止法が障害者の雇用にとって非

常に重要な役割を果たしていることは、既

に広く知られているところである。さらに、

本研究の主要テーマである「メンタルヘル

ス対策」にも、同法が一定の役割を果たし

ている。そこで本分担研究報告書では、差

別禁止法アプローチによるメンタルヘルス

への取り組みについて検討する（労働安全

衛生法などによるアプローチについては、

次年度、他の分担研究者により実施される

予定である）。なお、本年度においては、障

害者差別禁止法とそれに関連する法制度が

メンタルヘルス対策にどのような形で関

与・寄与し得るのかを中心的な研究課題と

し、同法に基づき、具体的に企業において

どのようなメンタルヘルス対策が行われ、

どのように労働者のメンタルヘルスの維

持・改善につながっているのかといった実

態的な側面については、来年度実施予定の

現地調査等を踏まえ、来年度以降の研究に

委ねる。 

 

１.１ 障害者差別禁止法 

１.１.１ 障害者差別禁止法制定における

背景と問題の所在 

 アメリカにおいて、障害を理由とする差別

が連邦法として 初に禁止されたのは、1973

年の「リハビリテーション法（Rehabilitation 

Act of 1973）」１である。このリハビリテーシ

ョン法は、もともと、アメリカにおける障害

をもつ人々の生活全般（教育、職業訓練、就

労、医療等）に関係する多様な施策を規定す

る法律として存在していたが、1973 年の同法

改正によって、連邦政府及び連邦政府から財

政補助を受けるすべてのプログラム及び事業

について、適格性を有する障害者に対し、参

加の自由を奪うこと、利益の享受を否定する

こと、又は差別をすることを禁止する条項が

追加された（リハビリテーション法 504 条）。

さらに同法 501 条は、連邦政府に対して、適

格性を有する障害者の採用、配置及び昇進な

どについて積極的差別是正措置（Affirmative 

Action）のためのプログラムを計画・実施す
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ることを義務付けるとともに、同法 503 条（a）

によって、連邦政府と 10,000 ドルを超える契

約を締結する民間企業に対し、適格性を有す

る障害者の雇用及び昇進について積極的差別

是正措置をとるよう義務付けている２ 。 

 しかしながら同法の規制を受けるのは、主

として連邦政府であり、一般の民間企業につ

いては、上述したように、連邦政府と一定額

（10,000 ドル）以上の契約を締結した民間企

業に限定されていた。そのため、保護の対象

となる者も、連邦の公務員や上記要件を満た

す、ごく一部の民間企業の従業員のみであっ

た。そこで 1980 年代以降、障害者団体を中

心に、障害を理由とする差別の禁止を一般の

すべての民間企業にまで拡大することが強く

求められるようになった。NCH（National 

Council on Handicapped、全米障害者評議会

（ 現 在 は NCD （ National Council on 

Disability）。以下「NCD」という）３は、1986

年に「自立に向けて（Toward Independence）」

４と題するレポートを提出し、包括的な障害者

差別禁止法の制定に向けた提言を行った。さ

らに NCD は、1988 年に、障害を理由とする

差 別 の 禁 止 と 合 理 的 配 慮 （ reasonable 

accommodation）の提供を義務付けること等

を内容とする「自立の入口（On the Threshold 

of Independence）」５と題するレポートを提出

した。これが、1990 年に制定された「障害を

も つ ア メ リ カ 人 法 」（ Americans with 

Disabilities Act with Disabilities Act of 

1990、以下「ADA」という）６の草案となっ

たものである。ADA 法案は 1988 年 4 月に第

100 回連邦議会に提出されたが、審議時間が

足りず見送られ、翌第 101 回連邦議会に再提

出された。当初の法案はいくつかの修正を受

けたものの、1990 年 7 月に下院及び上院にお

いて賛成多数で可決され、同月 26 日、当時の

George Bush 大統領による署名を受けて、成

立した。ADA は、一部を除き、1991 年 7 月

から施行されている。 

 リハビリテーション法は、もともと傷痍軍

人を対象とした職業訓練や教育を提供するこ

と、すなわち「職業リハビリテーション」を

その目的としていた７。その対象は、1920 年

の「スミスフェス法」（Smith-Fess Act）に

よって、傷痍軍人だけではなく身体障害をも

つすべてのアメリカ人に拡大され、さらに、

1943 年の法改正によって身体障害者だけで

なく、精神障害者や知的障害者にも拡大され

たが、それでもなお、職業訓練とカウンセリ

ングを主要な目的とするものであり、このよ

うなアプローチが、障害者をむしろ社会から

「分離」させる結果につながったといわれて

いる。つまり、支援を受けるための条件が障

害者の働こうとするインセンティヴを妨げ、

障害者はプログラムに依存するようになり、

そのことが障害者を社会から分離するとい

う方向に働く、という悪循環に陥ってしま

った。 

 このような状況のなか、1950 年代後半か

ら 1960 年代前半にかけてアメリカで広が

った「公民権運動」の影響を受けて、障害

者の自立生活を求める草の根運動が拡大し

ていくこととなる。公民権運動は、人種、

皮膚の色、性、宗教又は出身国を理由とす

る差別を禁止した1964年の公民権法（Civil 

Rights Act of 1964）の制定という成果を達

成する。確かに、障害を理由とする差別は

公民権法には取り入れられることはなかっ

たが、同法の制定がその後の障害者運動の

方向性に大きな影響をもたらしたといえる

８。 
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 1973 年のリハビリテーション法改正に

よる差別禁止条項の追加や、その後の 1990

年の ADA の制定の背景には、このような公

民権運動を契機に活発となった障害者の自

立運動の拡大がある。これに加え、ADA の

制定過程においては、障害者が隔離・差別

され、社会的又は経済的に劣位な立場にお

かれていることが改めて確認され、このよ

うな差別によって、①障害者が社会参加の

機会を失い、社会福祉プログラムに依存せ

ざるを得ず、結果としてアメリカ合衆国全

体として不必要な数十億ドルのコスト負担

につながっていること、②障害者の活用が

進まず、貴重な労働力の喪失につながって

いることが強調された９。つまり ADA は、

障害を理由とする差別を禁止することによ

り、①障害者の福祉プログラムへの依存に

よる社会保障費等の増大を回避し、②障害

者を労働力として活用することを目指して、

制定されたものといえる。ADA は、精神障

害者もその保護対象としており、本研究と

の関係では以下のことが指摘できる。精神

障害を抱える人に対して、使用者はその障

害を理由として差別することは許されず、

ADA の下では、原則として、メンタルヘル

ス不調者も、労働力として活躍することが

期待されているといえる。労働者の雇用の

維持のために、ADA では、障害者がその障

害ゆえに職務遂行上支障がある場合には、

その障壁を取り除くための「合理的配慮」

（reasonable accommodation）を提供する

ことを使用者に求めている。つまり、メン

タルヘルス不調者は、職務内容の軽減や労

働時間の短縮、配置転換等の合理的配慮の

提供を受けつつ、就労を継続することが可

能となる。ただし、①ADA の下での「障害

者」の定義や、②合理的配慮の内容・程度

によって、メンタルヘルスの不調者が ADA

によって保護される範囲は大きく影響を受

ける。したがって、ADA の基本的枠組みの

なかで、メンタルヘルス不調者が保護され

る境界を明らかにすることが重要となる。 

 なお、メンタルヘルスと関連する差別禁

止法として、ADA のほかに、2008 年に制

定された「遺伝子情報差別禁止法」（Genetic 

Information Nondiscrimination Act of 

2008、以下「GINA」という）１０がある。

同法は、従業員及び応募者の遺伝子情報を

得ることを原則として禁止し、遺伝子情報

に基づく差別を雇用の全局面において禁止

する。同法は 2009 年 11 月から施行されて

いる。GINA についても、メンタルヘルス

と関わりのある範囲において、検討対象と

する。 

  

１.１.２ ADA の概要 

 1990 年に制定された ADA は、法の目的や

用語の定義を設けた「総則」、「雇用における

差別の禁止」を定めた第 1 編、「地方公共団体、

州、連邦政府などの公共サービス及び公共交

通機関によるサービスの提供における差別の

禁止」を定めた第 2 編、「民間企業によって運

営される施設及びサービス提供における差別

の禁止」を定めた第 3 編、「テレコミュニケー

ション」について定めた第 4 編、及び、「雑則」

を定める第 5 編から構成される包括的な障害

者差別禁止法であり、ADA によって、生活全

般における障害を理由とする差別が禁止され

ている。以下では、「雇用差別」についてのみ

検討の対象とし、特に断らない限り ADA 第 1

編を ADA とする。 

 ADA が 1990 年に制定されて以降、2008
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年に一度改正されている。ADA 制定後、裁

判所が「障害」の範囲を狭く解釈する傾向

にあったことから、ADA の起草者や障害者

団体を中心に批判が高まり１１、2008 年に

ADA が 改 正 さ れ た （ Americans with 

Disabilities Act Amendments Act of 2008、

以下「ADA 改正法」という）１２ １３。詳細

は後述するが、2008 年改正では、障害の定義

について、従来の定義をそのまま踏襲しつつ、

障害の範囲が狭く解釈される余地がなくなる

ようにするために、その内容が明確化された

１４。 

 

１.１.３ 施行規則及びガイドライン 

 ADA の施行規則を作成する権限を有する

EEOC１５は、ADA 改正法制定後、同法の施行

規則の改定作業に取りかかり、暫定版を作成

するとともに、各地で公聴会を開くなどして

意見を集めた。その結果、EEOC は、2011

年 3 月 25 日に ADA 改正法施行規則を実施す

るための 終版となる規則（29 C.F.R. Part 

1630 Regulations to Implement the Equal 

Employment Provisions of the Americans 

with Disabilities Act, as Amended、以下、

「ADA 改正法施行規則」という）を発行し、

その内容を反映させる形で、2011 年 7 月 1 日

に、ADA 施行規則を改定した（29 C.F.R. Part 

1630 Regulations to Implement the Equal  

Employment Provisions of the Americans 

with Disabilities Act、以下、「ADA 施行規則」

又は「施行規則」という）１６。さらに、この

ADA 施行規則には、「第 1630 部の付録‐障

害を持つアメリカ人法第 1 編の解釈ガイダン

ス」（29 C.F.R. Appendix to Part 1630 - 

Interpretive Guidance on Title I of the 

Americans with Disabilities Act）がついて

おり、ADA 第 1 編についての詳細な解釈が

なされている（以下、「ADA 解釈ガイダン

ス」という）。 

 EEOC は、さらに詳細なガイドラインを作

成している１７。ガイドラインの数は多数ある

ため、本研究との関連があると思われるもの

に限って紹介する１８。 

・ ADA における合理的配慮と過度の負担

（Undue Hardship）についてのガイド

ライン〔改訂版〕（2002年 10月）（Revised 

Enforcement Guidance: Reasonable 

Accommodation and Undue Hardship 

Under the Americans With Disabilities Act 

・ 採用前の障害に関連する調査と医学的

検査についてのガイドライン（1995 年

10 月）（ADA Enforcement Guidance: 

Preemployment Disability-Related 

Questions and Medical Examinations、以下

「採用前調査ガイドライン」という） 

・ ADA における従業員に対する障害に関

連する調査と医学的検査についてのガ

イドライン（2000 年 7 月）Enforcement 

Guidance on Disability-Related Inquiries 

and Medical Examinations of Employees 

Under the Americans with Disabilities Act 

(ADA)、以下「採用後調査ガイドライン」

という） 

・ 労働災害補償とADAについてのガイド

ライン（1996年9月）（EEOC Enforcement 

Guidance: Workers' Compensation and the 

ADA） 

・ ADA と精神障害についてのガイドライ

ン（1997 年 3 月）（EEOC Enforcement 

Guidance on the Americans with 

Disabilities Act and Psychiatric Disabilities、

以下「精神障害ガイドライン」という） 
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 なお、裁判所は、施行規則をはじめとし

てEEOCの各種のガイドラインの内容には

拘束されないが、使用者はガイドラインを

順守することによって無用な訴訟を回避す

るできる可能性が高くなることから、企業

の行動に対する実質的な効果は大きいと評

価されている。 

 

１.２ ADA の管轄機関と実施機関 

 ADA を管轄するのは、連邦の労働省

（United States Department Labor）であ

る。このなかの障害者雇用政策局（Office of 

Disability Employment Policy 、 以 下

「ODEP」という）１９が、障害者差別禁止

法をはじめとする、障害者の雇用全般に関

わる連邦の様々な施策を実施している。

ODEP は、障害者の雇用機会拡大のために

国家的なリーダーシップを発揮することを

目的として、2001 年に労働省内に設置され

た機関である。ただし、労働省の 2001 年度

予算の中でODEPを設置する予算が組まれ

たもので、ODEP の設立根拠となる立法は

ない。 

 ADA に関し、施行規則やガイドラインを

作成し、雇用差別の救済窓口となるのは、

雇用機会均等委員会（Equal Employment 

Opportunity Committee、以下「EEOC」

という）である。EEOC は、連邦の雇用差

別禁止法の実効性を確保することを目的と

して、1964 年の公民権法制定と同時に、連

邦政府の独立機関として創設された機関で

ある（公民権法 705 条）２０。現在、EEOC

が扱う連邦の雇用差別禁止法は、ADA 及び

リハビリテーション法の差別禁止規定のほ

か、1963 年の「同一賃金法」（Equal Pay Act 

of 1963）、1964年の「公民権法第7編」（Title 

Ⅶ of the Civil Right Act of 1964）、1967

年の「雇用における年齢差別禁止法」（Age 

Discrimination in Employment Act of 

1967）、1991 年公民権法第 7 編及び GINA

である。EEOC は、これらの連邦の雇用差

別禁止法について施行規則や各種のガイド

ラインを作成する権限と、行政上の救済機

関としての権限をもつ。 

 EEOC は、上院の助言と承認を得て、大

統領によって任命される 5 名の委員から構

成される。5 名はそれぞれ、各種の差別問

題について専門的知識・経験をもつ人々で

構成されている。本部はワシントン DC に

あり、全米に 53 の支部をもつ。スタッフ数

は、2,400 名程度であり、予算は 367,303

ドルである（2010 年）。 

 

１.３ ストレスマネジメントの具体的な

方策 

 

１.４ 専門家や専門機関の活用によるス

トレスマネジメント 

 1.3 ストレスマネジメントの具体的な方

策及び、1.4 専門家や専門機関の活用による

ストレスマネジメントについて、下記

1.5.4.3 において、ADA の下での合理的配

慮との関連で触れることとし、差別禁止の

枠組みを超える部分については、来年度の

研究対象とする。 

 

１.５ 雇用にかかる精神障害者差別禁止

法 

 ここでは、ADA について精神障害者差別

に焦点を当て、さらに詳しく検討する。 
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１.５.１ 規制対象 

 ADA の規制対象である「適用対象事業体」

（covered entity）には、使用者（employer）、

雇用斡旋機関（employment agency）、労働

団体（labor organization）又は労使合同委

員会（joint labor management committee）

が含まれる（ADA101 条(2)）。使用者とは、

当年又は前年において 20 週以上の各労働

日に 15 人以上の従業員を使用する者で、州

際通商に影響を与える産業に従事するもの

をさす（同条(5)(A)）２１。従業員数の算定

は、事業所ごとではなく、企業ごとに行わ

れる。規制対象を定めた規定は、人種、皮

膚の色、宗教、性、又は出身国を理由とす

る雇用差別を禁止した公民権法第 7 編の規

定を ADA にも利用したものであり、従業員

数の要件が定められている理由は、ごく小

規模な企業では同族的経営が多いことに配

慮されたものであるとされている２２。 

 なお、使用者には、アメリカ合衆国、ア

メリカ合衆国政府が完全所有する法人又は

インディアン部族は含まれない。アメリカ

合衆国及び同政府が完全所有する法人は、

リハビリテーション法により類似の規定の

適用を受ける（ADA101 条(5)(B)(ⅰ))。 

 

１.５.２ 保護対象‐「障害」（disability）

の定義‐ 

１.５.２.１ ADA における障害の基本的

定義と ADA 改正法の要点 

 ADA における障害とは、以下のいずれかを

さす（ADA3 条(1)）。 

（A）その人の一つ以上の主要な生活活動

（one or more major life activities）を実質的

に制限する（substantially limits）身体的又

は精神的機能障害（a physical or mental 

impairment）。 

（B）そのような機能障害の記録（record）。 

（C）そのような機能障害をもつとみなされ

ること（being regarded）。 

 この定義は、1990 年の ADA 制定当初から

規定されていたもので、ADA 改正法において

もこの基本となる定義はそのまま踏襲されて

いる。ただし、ADA 改正法では、①ADA3 条

(2)に「主要な生活活動」の内容が追加され、

②上記 ADA3 条(1)(C)に「第(3)項参照」との

一文が加えられ、ADA3 条(3)として、「その

ような機能障害を持つとみなされること」に

ついての説明が加えられている。さらに、③

ADA3 条(4)として、「障害の定義に関する解

釈ルール」が設けられた。ADA の障害の定義

は、これらの追加項目に従って解釈されなけ

ればならない。 

 

 

１.５.２.２ 「主要な生活活動」とは 

 連邦 高裁判所は、2002 年の Toyota 

Motor Mfg., Ky., Inc. v. Williams 事件判決

２３において、職務のなかのある特定の一種

類の職務を遂行できないことは、「主要な生

活活動」の制限ではないとの判断を下した。

連邦 高裁判所は、ADA の障害の定義のな

かの「主要な生活活動に対する実質的な制

限」であるというためには、「ほとんどの

人々の日常生活にとって中心的な重要性を

もつ活動」を妨げ、あるいは、極めて制限

する機能障害を有することであると判示し

た。 

 ADA 改正法以前、この「主要な生活活動」

については、ADA の法文上ではなく、施行

規則にその具体的内容が記載されていた。

それによると、主要な生活活動とは、「自分
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自身の世話をすること、手作業を行うこと、

歩くこと、見ること、聞くこと、話すこと、

呼吸すること、学ぶこと、働くこと」であ

った。しかし、連邦 高裁判所の狭い解釈

を受け、ADA 改正法では、「主要な生活活

動」の内容を法文上明記し、かつ、その内

容を拡充している。すなわち、新設された

ADA3 条(2)(A)では、主要な生活活動とは、

「自分自身の世話をすること、手作業を行

うこと、見ること、聞くこと、食べること、

眠ること、歩くこと、立つこと、持ち上げ

ること、かがむこと、話すこと、呼吸する

こと、学ぶこと、読むこと、集中すること、

考えること、コミュニケーションをとるこ

と、及び、働くことを含み、かつ、これに

限定されない。」とされている。また、主要

な生活活動には、主要な肉体機能（bodily 

function）の働きも含まれるとし、これに

は、「免疫システム、通常の細胞成長、消化

器官、膀胱、神経、脳、呼吸器、循環器、

内分泌機能、及び、生殖機能が含まれ、か

つこれに限定されない」とされる（ADA3

条(2)(B)）。 

 ADA 改正法後に作られた ADA 施行規則

§1630.2(1)(ⅰ)には、ADA の内容に加え、

「座ること、手を伸ばすこと、他者と交流

すること」が主要な生活活動に含まれると

定められている。ADA3 条(2)(A)や ADA 施

行規則を作成するに当たっては、使用者側

や障害者側から様々な意見が出された結果、

現在の規定となっている。ADA 改正法施行

規則において強調されていることは、これ

らの主要な生活活動の例は、あくまでも例

示列挙であって、限定列挙ではない点であ

る。 

 

１.５.２.３ 「機能障害をもつとみなされ

ること」とは 

 新たに追加された ADA3 条(3)(A)は、ど

のような場合に「そのような機能障害をも

つとみなされ」たことになるのかを明記し、

原告（障害者）側の立証すべき内容を明ら

かにした。すなわち、「個人が、実際の又は

知覚された（actual or perceived）身体的

又は精神的機能障害を理由として、本法の

下で禁じられた行為を受けたことを証明で

きた場合には、その機能障害が主要な生活

活動を実際に制限したかどうかにかかわら

ず、又は、制限すると思われていたかどう

かに関わらず、そのような機能障害をもつ

とみなされているとの要件を満たす」。ただ

し、続く ADA3 条(3)(B)において、「ADA3

条 (1)(C)は、一時的あるいはささいな

（minor）機能障害には、適用されてはな

らない。」と定められ、その一時的な機能障

害とは、「実際の又は予想される存続期間が

6 か月以下のものをさす。」とされた２４。 

 ADA 施行規則§1630.2(l)によれば、本法

の下で禁じられた行為とは、「採用拒否、降

格、休職命令、解雇、ハラスメント、その

他の労働条件に関する不利益取扱い等」が

含まれる。 

 

１.５.２.４ 障害の定義に関する解釈ル

ール 

 ADA 改正法は、今後、裁判所によって再

び障害の定義が狭く解釈されることのない

よう、ADA3 条(4)に、障害の定義に関する

5 つの解釈ルールを定めた。すなわち、 

(A)本法における障害の定義は、本法の下で

対象となる広範囲の個々人が有利となるよ

う、本法の用語により許される 大限の範
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囲において解釈されなければならない。 

(B)「実質的制限する（substantially limits）」

という用語は、2008 年 ADA 改正法の事実

認定と目的２５に従って解釈されなければ

ならない。 

(C)障害の有無を決するという目的におい

ては、主要な生活活動の一つを実質的に制

限する機能障害は、他の主要な生活活動を

制限する必要はない。 

(D)時々生じる又は寛解期にある（episodic 

or in remission）機能障害は、その症状が

あらわれた際に、主要な生活活動を実質的

に制限するのであれば、障害に該当する。 

(E)機能障害が主要な生活活動を実質的に

制限するかどうかは、軽減措置（mitigating 

measure）による改善効果に関わらず、決

定されなければならない２６。 

 これにより、ADA における障害の定義は、

上記のルールに従って解釈されなければな

らないこととなった。 

 EEOC は、この解釈ルールを受けて、施

行規則のなかの障害の定義に関する項目に

ついて改定を行った。改定内容は多岐にわ

たるため、以下では、大幅な改定が加えら

れた「実質的な制限」（substantially limits）

に関する施行規則を紹介する。 

 旧施行規則§1630.2(j)(1)は、実質的な制

限とは、「①一般人口のなかの平均的な人で

あれば実行できるような主要な生活活動を

実行できないこと、又は、②特定の主な生

活活動を実行する際の条件、方法又は持続

性に関して、一般人口における平均的な人

が同じ主要な生活活動を実行する際の条件、

方 法 又 は 持 続 性 に 比 較 し て 著 し く

（significantly）制限されていることをい

う。」と説明していた。これに対し、改定さ

れた施行規則§1630.2(j)では、「(1)(ⅰ)『実

質的に制限する』という文言は、ADA の用

語により許される 大限の範囲内において、

広範囲の個人が有利となるよう解釈されな

ければならない」としたうえで、「(ⅱ)一般

人口におけるほとんどの人と比較して、あ

る人が主要な生活活動を遂行する能力を機

能障害が実質的に制限するのであれば、そ

れは障害となる。実質的な制限かどうかを

判断する際に、機能障害がその人の主な生

活活動を行うことを、妨害、又は著しく

（significantly）又は厳しく(severely）制

約する必要はない。とはいえ、すべての機

能障害が本法の下での障害になるわけでは

ない。」と説明している。また、一般人口の

ほとんどの人々の能力と、その人の制限と

を比較する際には、多くの場合、科学的、

医学的又は統計的な証拠を用いる必要はな

いこと、生活活動への機能障害の制限具合

を検討するに際し軽減措置の改善効果は考

慮しないこと等、詳細に用語の説明がなさ

れている。 

 

１.５.２.５ 適格性（qualified）要件 

ADA において差別禁止の対象となるの

は、あくまで、合理的配慮があれば、ある

いはなくとも、当該労働者が、職務の本質

的 機 能 （ essential functions of the 

employment position）を遂行できる場合に

限られる。ADA は、職務の本質的機能が遂

行 で きる者 を 「適格 性 をもつ 個 人」

（ qualified individual ）として定める

（ADA101 条(8)）。使用者が、学歴、熟練、

経験等の職務に関連する基準を設定してい

る場合、障害をもつかどうかに関わらず、

その基準を満たしていなければ、適格性を
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欠くことになる。たとえば、連邦政府が定

める視力要件を満たしていないトラック運

転手が、適格性を欠くと判断された裁判例

がある２７。 

この「適格性要件」は、公民権法第 7 編

には定められていないが、障害がある場合、

その障害ゆえに職務遂行能力に影響を与え

る蓋然性が高いことから、あえて ADA の法

文上明記されているものであると考えられ

る。したがって、ADA においても使用者は

職務能力をもつ者を平等に取扱うことを義

務付けられているのであって、職務能力の

低い障害者を特別扱いするよう使用者に求

めるものではない。ただし、職務のうちの

本質的機能を遂行できればよいことから、

周辺的（marginal）な職務を遂行できない

としても、適格性判断には影響しない２８。

また、本質的職務を遂行できる場合には、

それを行う時間の変更やその方法を変更す

るといった合理的配慮が求められることも

ある。 

 

１.５.２.６ ADA における精神障害 

 以下では、EEOC の「精神障害ガイドラ

イン」に基づき、ADA における精神障害の

範囲について解説する。 

 ADA3 条(1)(A)における精神的機能障害

（mental impairment）には、以下のもの

が含まれる。 

・ うつ（major depression） 

・ 躁うつ（bipolar disorder） 

・ 不安障害（anxiety disorder）：パニッ

ク障害、強迫神経症、PTSD を含む 

・ 統合失調症（schizophrenia） 

・ パーソナリティ障害（ personality 

disorder）２９ 

 

 これらの精神的な機能障害がある場合、

その状態が自動的に障害となるわけではな

い。上述したように、そのような機能障害

が、その人の一つ以上の主要な生活活動を

実質的に制限することになってはじめて、

障害のレベルに達することになる。 

精神的機能障害によって制限されうる主

要な生活活動は、人によってさまざまであ

るが、典型には、「学ぶこと、考えること、

集中すること、他者と交流すること

（interact with others）、自分自身の世話を

すること、話すこと、手作業をすること３０、

眠ること」などが含まれる。 

 実質的に制限するかどうかは、上述した

ADA 改正法及び施行規則に基づいて、①制

限の程度と②その期間によって判断される

ことになる。存続期間については、ADA の

中では明記されていないが、EEOC の精神

障害ガイドラインによれば、生活活動を制

限する期間が少なくとも数か月以上３１継

続することが必要であるとされている。ガ

イドラインでは、以下の例が示されている。 

 

例１：激しい孤独感、出勤すること以外の

社会的引きこもり状態、深刻な不眠及び集

中できないという問題を抱え、うつ状態が

1 年以上継続していた従業員の例。この場

合、この従業員は、他者との交流、睡眠、

集中という能力に対し、機能障害（うつ病）

が深刻な制限をもたらしていたということ

がいえる。そのため、機能障害による影響

は、実質的な制限といいうる程度に深刻で

あり、存続しているということができる。 

例２：数か月間、躁うつ病の投薬治療を受
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けている従業員の例。投薬を受ける前は、

症状が深刻で、躁と鬱が頻繁に繰り返され、

次第に社会的に引きこもりがちとなり、自

分自身の世話をすることが困難となってい

た。投薬によって症状は落ち着いたが、医

師によれば、彼の躁鬱病は不安定であり、

長期に存続する可能性があった。この従業

員の機能障害（躁うつ病）は、投薬の影響

を考慮に入れなければ、他者との交流と自

分自身の世話という主要な生活活動に対

し、深刻な制限をもたらしているといえる。 

 

例３：恋人との別れにより、悲しみに打ち

ひしがれている従業員の例。彼は日常生活

はこなしていたものの、仕事において動揺

することが時折みられ、この状態が一か月

ほど継続していた。カウンセラーによれば、

彼の症状は「適応障害」（ adjustment 

disorder）であるが、症状は恋人との別れ

の件に起因するものであって、長期にわた

って継続することはないとされた。この場

合、彼は適用障害という機能障害を抱えて

いたものの、短期間だけのものであり、そ

の間も主要な生活活動を実質的に制限した

とまではいえない。したがって、この従業

員は、ADA における障害をもつとはいえな

い。 

 

 なお、慢性（chronic）のものであれ、一

時的なものであれ、また、寛解期にあるも

のであれ、その精神的機能障害の症状があ

らわれたときに、主要な生活活動を実質的

に制限する場合には、ADA における障害と

なる（ADA 3 条(4)(D)参照）。 

 

 以下では、ADA が、どのような場合に、

主要な生活活動への実質的制限となるとと

らえているのかを知るため、主要な生活活

動の類型ごとの判断枠組みを紹介する。原

則として、各種の生活活動において実質的

な制限をもつかどうかは、平均的な一般人

との比較で判断される３２。 

 

①他者との交流 

 同僚や上司と仲が悪いというだけでは、

不十分である。常に敵対的関係にある、社

会的引きこもりである、又は必要があるに

も関わらずコミュニケーションが取れない、

などの深刻な問題がある場合に限って、主

要な生活活動への実質的制限であると判断

される。 

 

②集中すること 

 関連のないものが視野に入ってくる、雑

音・騒音が耳に入ってくる、又は関連のな

い考えが頭に浮かぶ等によって、容易にか

つ頻繁に気が散る場合、集中するという主

要な生活活動への実質的制限となりうる可

能性がある。より具体的には、例えば、不

安障害のため集中できず、細かい仕事でミ

スを繰り返し、叱責された後も同様のミス

を繰り返すという場合、障害となる可能性

がある。他方で、長時間の会議で疲れ、集

中力が続かないというような場合は、多く

の人がそうなることが予想されるため、た

とえその人が慢性的なうつ病を抱えていた

としても、会議に集中できないということ

だけをもって、主要な生活活動への制限と

いうことはできない。 

 

③睡眠 

 例えば、PTSD のために何か月もの間、
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睡眠薬なしには、ごくわずかにしか眠るこ

とができないという場合、又は、うつ病の

ため数か月間 1 日に 2、3 時間しか眠ること

ができないといった場合には、睡眠という

生活活動への実質的制限となりうる。他方、

精神的機能障害により、寝つきが悪い、あ

るいは、時々十分な睡眠がとれないという

だけでは不十分である。 

 

④自分自身の世話 

 例えば、機能障害があるために、平均的

な人と比べて、朝に起床すること、風呂に

入ること、衣服を着替えること、食事を用

意して食べることなどの基本的な活動を行

うことができない場合、主要な生活活動へ

の実質的な制限となりうる。うつ病の場合、

睡眠過多となることが多く、それにより自

分自身の世話が十分にできなくなることが

考えられる。 

 

１.５.３ ADA の禁止する障害を理由と

する差別 

１.５．３．１ 差別禁止事項 

 ADA は、「いかなる適用対象事業体も、

応募手続き、労働者の採用、昇進、解雇、

報酬、職業訓練、並びにその他の雇用上の

規定、条件及び特典に関して、適格性を有

する人を障害を理由として差別してはなら

ない。」と定め、雇用の全局面における差別

を禁止している（ADA102 条(a)）。施行規

則§1630.4(a)(1)には、これらの項目に関す

る差別禁止のほかにも様々な差別禁止事項

が定められている３３。 

 なお、ADA 改正法を受けて改定された施

行規則では、§1630.4(b)として「障害がな

いことの申立」という項目が追加され、障

害のない人が提供してもらえない配慮を、

障害者が得られることを含めて、障害のな

い人が障害がないことを理由として差別を

受けることに関する申立に、本規則は何ら

根拠を与えないことが定められた。これは、

障害のない人が障害者よりも不利に取扱わ

れたという、いわゆる逆差別が ADA におい

ては成立しないことを明記したものである。 

 

１.５.３.２ ADA の禁止する差別の類型 

 ADA102 条(a)の「障害を理由とする差別」

には以下を含むとして、ADA102 条(b)にお

いて、7 種の差別が列挙されている。 

(1)応募者又は労働者を、その障害を理由と

して、その応募者又は労働者の機会又は地

位に不利な影響を及ぼす方法で制限、分離

又は分類すること。 

(2)使用者が、その使用者の応募者又は労働

者である適格性をもつ障害者を差別の対象

とする契約その他の取り決め又は関係に関

与すること。 

(3)障害を理由とする差別を引き起こす、又

は、共通の管理下にある他の人々の差別を

永続的にする管理上の基準（standards）、

判断規準（criteria）、方法（methods）を

用いること。 

(4)適格性をもつ個人が関係をもっている又

は 交 際 を し て い る （ relationship or 

association）ことが知られている者が既知

の障害を有していることを理由として、そ

の適格性をもつ個人に対し、均等な職務又

は特典を排除し、又は、否定すること。 

(5)(A)応募者又は労働者であるその他の点

では適格性をもつ障害者の既知の身体的又

は精神的機能障害に合理的配慮を提供しな

いこと。ただし、その配慮を提供すること
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が、使用者の事業の運営にとって過度の負

担を課すことを使用者が証明できる場合は

この限りではない。(B)労働者又は応募者の

身体的又は精神的機能障害に合理的配慮を

提供する必要があるという理由によって、

適格性をもつ障害者である応募者又は労働

者の雇用機会を否定すること。 

(6)障害者又は障害者集団を排除する又は排

除する傾向のある（tend to）適格性基準、

試験、その他の選考項目を用いること。た

だし、当該基準、試験又は選考項目が当該

職務に関連し、業務上の必要性に合致する

ことを、適用対象事業体が証明できる場合

は、この限りではない。 

(7)感覚、手作業又は発話技能が損なわれた

障害をもつ応募者又は労働者に試験を実施

する際に、その試験が測定することを目的

としている技能、適性、その他の要素を、

結果が正確に反映されるようにするのに

も効果的な方法によって、雇用に関する試

験を選択したり実施したりしないこと。 

 

 アメリカでは、直接差別を「差別的取扱

い」（disparate treatment）、間接差別を「差

別的インパクト」（disparate impact）と呼

ぶが、上記で示したように、ADA の条文上

はこれらの用語を用いた形で差別の禁止規

定が置かれている訳ではない。ただし、ADA

施行規則§1630.15 において、差別的取扱

いと差別的インパクトの訴えに対する抗弁

について説明されている。 

 それによると、ADA§102(a)、同条(b)(1)

～(4)及び同項(7)並びに ADA503 条（報復

差別）に基づく「差別的取扱い」の訴えに

対して、使用者は、「訴えられた行為は適法

であり、非差別的な理由により正当化され

る」という抗弁が可能である。 

 他方で、「差別的インパクト」とは、一律

に適用された基準が、特定の障害をもつ人

に不利な影響を及ぼすこと、又は障害者の

集団に不均衡な不利な影響を及ぼすことを

いうとされ３４、ADA102 条(b)(6)にその根

拠をもつ。このような差別的インパクトの

訴えに対しては、使用者は、適用された資

格基準、試験又は選考基準が職務に関連し、

業務上の必要性があること、及び合理的配

慮によっては問題が解決されないことを証

明する必要がある。 

 

１ . ５ . ４  合 理 的 配 慮 （ reasonable 

accommodation） 

 ADA102 条(b)(5)が定めるように、ADA

は、適格性をもつ障害者に対し、合理的配

慮を提供しないことが差別に該当すると定

める。以下では、ADA における合理的配慮

について解説し、その後、ストレスマネジ

メントとの関連に焦点を当てて検討する。 

 

１.５.４.１ 合理的配慮概念の誕生と

ADA における合理的配慮の規定 

 合理的配慮は、障害者差別の文脈で初め

て登場したものではなく、宗教差別の場面

で 1960 年代後半から登場していた概念で

ある。宗教的信念や戒律を労働者が守るよ

うにできるよう使用者が一定の配慮をすべ

きかどうか（例えば、安息日に労働義務を

免除すること）が問題となり、この問題の

解決のために、1972 年に公民権法が改正さ

れ、「宗教という文言には、合理的な配慮を

要する宗教的儀礼や慣行を含む」という文

言を第 7 編に明記することになった。これ

により、使用者は単に消極的に差別を禁止
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されるだけでなく、過度の負担とならない

範囲で、従業員の宗教上の行為に、「合理的

な配慮」を図るべき積極的な義務を負うこ

ととされた。ただし、その後の裁判例等で、

宗教差別における合理的な配慮については

「 小限のコストを超えるものは、過度の

負担となる」との判断がなされており、宗

教差別の文脈における使用者の合理的配慮

義務はそれほど高度の責任ではない。 

 これに対し ADA における合理的配慮は、

宗教差別の場面と比べても、使用者により

大きな負担を求めるものであり、 小限以

上のコストを課すものであることが連邦

高裁判所によって確認されている３５。 

 ADA では、以下のものが合理的配慮の具

体例として列挙されている。すなわち、 

ADA101 条(9)は、合理的配慮に含まれるも

のとして、「(A)従業員が使用する既存の施

設を障害者が容易に利用もしくは使用でき

るようにすること。」「(B)職務の再編成、労

働時間の短縮、勤務割の変更、空席の職位

への配置転換、機器や装置の購入・改良、

試験・訓練材料・方針の適切な調整・変更、

資格をもつ朗読者もしくは通訳の提供、お

よび障害者への他の類似の配慮。」を挙げて

いる。これらは、あくまでも例示列挙であ

り、限定列挙ではないことに注意しなけれ

ばならない。 

 障害をもつ応募者又は従業員が合理的配

慮を必要とした場合、原則として応募者や

従業員側から使用者に合理的配慮の必要性

を伝えなければならないが、その際に、

「『ADA』に基づいて必要である」というこ

とや、「『合理的配慮』として必要である」

という言葉を用いることは必要ではなく、

例えば、「うつ病のために労働時間を短縮し

てほしい」といった平易な言葉で伝えれば

よい３６。また、労働者本人ではなく、その

家族、友人又は専門家等の本人以外の者が

合理的配慮の必要性を使用者に伝えること

も可能である。これらの要求は書面である

必要はなく、口頭で伝えるだけでもよい。

ただし、使用者が、当該労働者が障害者で

あるかどうか、合理的配慮が本当に必要な

のかどうか、あるいは、どのような合理的

配慮が必要なのかを判断するために、労働

者に書面の提出を求めることができる。使

用者の指定する医師の診断を受けるよう労

働者に求めることは、職務関連性がありか

つ業務上の必要性がある場合にのみ許され

る。その際、診断にかかった費用は使用者

が負担するものとされている。 

 

１.５.４.２ 合理的配慮に対する抗弁－

過度の負担（undue hardship）等‐ 

 使用者が適格性を有する障害者に合理的

配慮を提供しなかった場合、差別が成立し

うるが、使用者が、当該合理的配慮を提供

することが「過度の負担」（undue hardship）

となることを証明できた場合には、この責

任を免れる（ADA102 条(b)(5)(A)）。過度の

負 担 と は 、「 著 し い 困 難 又 は 費 用

（significant difficulty or expense）を要す

る行為」を指し、配慮の性質及び費用、使

用者の財政状況、従業員数、使用者の事業

の種類等、多様な基準によって判断される

（ADA101 条(10)）。ADA の制定過程にお

いては、過度の負担の判断基準があいまい

で、使用者が混乱するとの懸念が示され、

従業員の年収の 10％を超えるものを過度

の負担としてはどうかとの議論があった。

しかし、過度の負担の判断は事例ごとに判
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断されるべきであり、一律の基準を設ける

べきではないとの考えから、年収の 10％の

という基準は取り入れられていない。 

 また、合理的配慮を提供してもなお、当

該障害者が職務の本質的機能を遂行できな

い場合には、使用者は配慮をする必要はな

い。 

 アメリカでは、合理的配慮に要するコス

トを直接的に政府が給付する仕組みはない。

ただし、企業規模によって税制上の優遇措

置が設けられている。まず、企業の総利益

が 100 万ドル以下又はフルタイムの従業員

が 30 人未満の企業では、障害者雇用に要し

たコストについて、年間 5,000 ドルを上限

に税額控除される。それ以上の規模の企業

については、建物の改築や交通・移動手段

に関するバリアを取り除くために係ったコ

ストを対象として年間 15,000 ドルの所得

控除が受けられる。 

 

１.５.４.３ 精神障害者に対する合理的

配慮 

 精神障害者への合理的配慮も、身体障害

者への合理的配慮と同様、非常に多種多様

であり、個々の事案ごとに判断されなけれ

ばならない。典型的には、職場のルールや

手続き、慣習等の変更、あるいは職場環境

や職場施設の変更が、精神障害者への合理

的配慮となる。どのような合理的配慮が適

切なのかが不明の場合、メンタルヘルス専

門家の助言や指導を受けることができる。

以下、具体的な合理的配慮の例について紹

介する３７。 

 

①労働時間の短縮、勤務スケジュールの変

更、休暇の付与 

 当該企業で一般的に認可されている有給

休暇を付与することや、追加的な無給休暇

を与えることはそれが過度の負担を課さな

い限り、合理的配慮となる３８。また、精神

障害の場合、服薬等で午前中の集中力が低

下することが多いため、勤務時間をずらす

こと（例えば、午前 9 時から午後 5 時まで

の勤務時間を、午前 10 時から午後 6 時にず

らす）は、精神障害者にとって有効な合理

的配慮となる。 

 

②職場環境・設備の変更 

 精神障害者にとって、余計な物が視界に

入ってくることや、騒音・雑音が職務遂行

の妨げとなることが多い。したがって、個

室を与えることやパーテーションで区切る

こと、あるいは、騒々しい場所から席を移

動させること、電話の音量を下げること又

はヘッドホンの着用を認めることなどが、

有効な合理的配慮となる。また、障害のた

めに集中力に欠ける場合には、訓練や会議

の際にテープレコーダーの私用を認めるこ

とも合理的配慮といえる。 

 

③職場のルール（workplace policy）の修正 

 職場のルールを変更することも合理的配

慮となりうる。例えば、職場のルールとし

て職場での飲食が禁止されており、休憩時

間も限られている場合であっても、服薬の

ため非常にのどが渇き、1 時間に 1 回の水

分補給が必要な従業員に対しては、既存の

飲食禁止のルールを修正する必要がある。

例えば、職場での水分補給を特別に許可す

ることや、水分補給のための短時間の休憩

を 1 時間に 1 回認めることなどが、合理的

配慮となる。 
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④ジョブコーチの提供 

 一時的にジョブコーチを障害者に付ける

ことも、合理的配慮となる。ジョブコーチ

を雇うためのコストは、民間又は公的な団

体からの補助をうけられる３９。 

 

⑤配置転換 

 配置転換が合理的配慮となるケースは、

現職での合理的配慮が使用者にとって過度

の負担となるか、現職において合理的配慮

を行うことが不可能な場合に限られる。ま

た、配置転換先が空席である場合にのみ、

使用者はその空席に障害をもつ労働者を配

置転換する義務を負う。空席がない場合に

は、下位のポジションに空席があるかどう

かを検討し、空席がある場合には下位のポ

ジションへ配置転換することが合理的配慮

となるが、下位のポジションも空席がない

場合には、これ以上の合理的配慮は不可能

となる。 

 

 なお、精神障害者にとって、きちんと服

薬することは非常に重要であるが、服薬を

きちんとしているかどうかを確認すること

は、職場に特有のバリアを取り除くもので

はないため、合理的配慮とはいえない。 

 

１.５.４.４ ストレスマネジメントの具

体的な方策－合理的配慮との関連において

－ 

 ADA においては、自身が障害者であるこ

と、及び、それゆえに合理的配慮が必要で

あることは、原則として労働者の側から使

用者に伝える必要があると考えられている

４０。このことは、使用者が労働者に対し障

害に関する調査や健康診断をすることが厳

格に制限されていることや（詳細は後述）、

合理的配慮を提供する義務が「既知の」

（ known ）障害に対してのみ生じる

（ADA102 条(b)(5)(A)参照）ことから導か

れる。 

 したがって、メンタルヘルスの不調者を

出さないための条件づくりという意味での

「1 次予防」的対応は、障害をもつ・持た

ないに関わらず、従業員全員に対して、あ

るいは職場全体で行われるものであるため、

ADA における差別には該当しないと考え

られる。ただし、これらの一次予防的対応

は、ADA の文脈においては合理的配慮等の

一環として使用者に義務づけられるもので

はなく、使用者が任意で行うことは許容さ

れるものと整理できる。 

 次に「2 次予防」とは、従業員のなかに

メンタルヘルス不調者がいないかどうかを

調べ、精神的な疾患に罹患する前に事前に

予防しようとするものであり、不調者の調

査が後述する障害に関する調査に該当する

恐れがある。たとえ使用者が、不調者に該

当した従業員を不利益に取扱うつもりはな

く、当該従業員の利益のためにそのような

2 次予防を行ったとしても、障害をもつか

どうかを判明させるような調査を使用者が

行うことは ADA の禁止する差別に該当す

る恐れがある。ただし、業務上の必要性が

ある調査や職務遂行上必要な調査は許容さ

れる場合があるため、この点については後

ほど検討する。 

 労働時間の短縮や勤務割の変更、職場環

境の変更等、精神障害者に対する合理的配

慮として考えられている使用者の対応は、

実際に障害をもつに至った後の対応である
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「3 次予防」と親和的と解される。合理的

配慮を行わないことは差別に該当するため、

使用者は ADA における義務としてこれら

の 3 次予防的な措置を行うことが求められ

る。ただし、使用者が一方的にこれらの配

慮を行い、結果として障害者が不利益な取

扱いを受ける場合（例えば、配置転換によ

って下位の格付けになる場合や、労働時間

の短縮により賃金が減額される場合）には、

障害を理由とする差別的取扱いに該当する

恐れもあるため、合理的配慮を提供する際

には、使用者と労働者が十分に話し合うこ

とが重要となる。 

 なお、障害をもつとみなされた人（ADA3

条(1)(C)）に対しても、使用者は合理的配慮

を提供する義務を負うかどうかについて問

題となっていたが、この点について ADA

改正法は、そのような人に対しては合理的

配慮を提供する義務は負わないことを明ら

かにした（ADA501 条(h)）。同改正を受け

て改定された ADA 施行規則§1630.9(e)に

おいても、「適用対象事業体は、『現実の障

害』をもつ人と、『障害の記録』をもつ人で

あって、適格性を有する人に対して、過度

の負担にならない限りにおいて、合理的配

慮を提供する義務を負うが、障害をもつと

『みなされた』人に対しては、合理的配慮

を提供する義務を負わない。」と定められて

いる。 

 ADA では、従業員及び応募者の身体的又

は精神的機能障害に関する情報の取扱いに

ついて、厳格な規定を置いている。以下で

は、EEOC の採用前調査ガイドライン及び

採用後調査ガイドラインに基づいて、ADA

の下で、どのような障害に関連する調査が

許されているのか、あるいは許されていな

いのか、収集された情報をどのように取扱

うことが使用者に義務づけられているのか

について検討する。 

 

１.６ メンタルヘルス情報の取扱いに関

する法規制‐ADA における障害関連調査

と医学的検査の取扱い－ 

 歴史的に、採用プロセスにおいて、使用

者は、応募者の身体的及び（又は）精神的

状態についての情報を応募者に求め、その

者の職務遂行上の能力が評価されることな

く障害をもつ応募者が選考から漏れること

がしばしばみられてきた。そこで、連邦議

会は ADA を制定するに当たり、障害に関連

する調査や医学的検査に対し、特別の規定

を置くこととした。しかし、ADA のこれら

の規定は労働者の権利を守ることにあるだ

けでなく、使用者の権利も同時に守ること

を意図して作られている。すなわち、採用

時の調査を制限することによって、自身の

能力のみによって評価されるという従業員

及び応募者の権利を守るとともに、職務の

本質的機能を当該労働者が十分に遂行でき

るかどうかを使用者が確実に知る権利を保

障してもいる。このように双方の権利を保

障するため、 

 ADA102 条(d)は、障害に関連する調査

（disability-related inquiry）及び医学的検

査（medical examination）調査及び検査に

対し、「3 段階」、すなわち、①採用前

（pre-offer）、②採用後（post-offer）、③雇

用期間中（during employment）に分けて

規制している。 

 

①採用前診断 

 採用前において、使用者は、応募者に対
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し、医学的検査を行ったり障害についての

調査をすること（障害をもつかどうか又は

障害の程度や種類について質問すること）

が禁止されている。これらの調査又は検査

を行った場合、障害を理由とする差別とな

る。ただし、職務遂行に関連する応募者の

能力に関する調査を行うことは許される

（ADA102 条(d)(2)）。 

 職務遂行能力に関連する調査とは、一定

の重さの物を持ち上げる能力があるか、梯

子を上ることができるかといった身体的な

職務要件に関する質問、学歴・職歴・免許

等の医学的要素をもたない能力に関する質

問、実際に職務をさせてみることなどが含

まれる。 

  

②採用後、配置前診断 

 採用決定後、就労前の期間においては、

①障害の有無にかかわらず採用されるすべ

ての応募者が同じ検査を受け、かつ、②応

募者の健康状態や病歴に関して得られる情

報が、個別の書式で個別の医療ファイルに

収集・保管され、秘密の医療記録として扱

われる場合に限り、使用者は応募者に医学

的検査を義務づけ、又はそのような医学的

検査の結果を採用提示の条件にすることが

できる（ADA102 条(d)(3)）。この段階にお

ける調査は、採用前のように職務に関連す

るものである必要はない。使用者がこの調

査や検査の後に当該応募者の採用を取り消

した場合には、取消しが調査又は検査の結

果に基づいて行われたかどうかを細かく調

べることになる。もしも、調査又は検査が

障害者を排除するものであった場合には、

使用者は、当該取消の理由が職務に関連し

業務上の必要性に合致するものであること

を証明しなければならなくなる。 

 

③雇用期間中診断 

 就労開始後の雇用期間中においては、職

務に関連し業務上の必要性に合致したもの

であると証明できる場合に限り、使用者は

従業員に対し、障害に関連する質問や医学

的検査を実施することができる（ADA102

条(d)(4)）。その際得られた情報については、

第 2 段階と同様の形で扱われなければなら

ない。 

 

「障害に関連する調査」とは、障害に関す

る情報を引き出す可能性のある質問を意味

する。 

 

【障害に関連する調査に該当する質問の

例】 

・ 労働者に対し、障害をもつか（かつて

有していたか）どうか、どのようにし

て障害を負ったのか、障害の性質や程

度を問うこと。 

・ 障害に関する医療情報を提出するよう

労働者に求めること。 

・ 労働者の障害について、当該労働者の

同僚、家族、医師、その他の者に問う

こと。 

・ 労働者の遺伝子情報について尋ねるこ

と。 

・ 労災補償を受けたことがあるかどうか

問うこと。 

・ 何らかの処方薬を現在服用しているか

どうか（過去に服用していたかどうか）

を問うこと、及び、そのような服薬を

しているか監視すること。 
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【使用者が自由に労働者に問うことができ

る質問の例】 

・ 「元気ですか」などの一般的な問いか

けをすること、疲れて見える労働者に

対し「大丈夫ですか」と問うこと、鼻

をすすったり咳をしている労働者に対

し「風邪ですか」又は「アレルギーで

すか」と問うこと、近親者の死や離婚

等を経験した労働者に対して「大丈夫

か」と問うこと。 

・ 障害に結びつかない機能障害（骨折等）

について問うこと。 

・ 飲酒しているかどうか問うこと。 

・ 現在、違法な薬物使用をしているかど

うか問うこと。 

・ 妊娠している労働者に対して、具合は

どうか、又は、いつ出産するのかを問

うこと。 

 

  

 「医学的検査」とは、個人の身体的又は

精神的機能障害や健康状態についての情報

を求める手続き及び検査を意味する。 

【当該手続きや検査が ADA の定める「医学

的検査」に該当するかの判断要素】 

以下の要素を総合的に考慮して判断され

る。 

・ 検査がヘルスケアの専門家によって実

施されるかどうか。 

・ 検査がヘルスケアの専門家によって解

釈されるかどうか。 

・ 検査が機能障害や身体的又は精神的な

健康状態を明らかにするために作成さ

れたかどうか。 

・ 体内に器具を挿入させるような検査か

どうか。 

・ 検査が労働者のパフォーマンスを測る

ものかどうか。 

・ 検査が通常の医療現場で用いられてい

るものかどうか。 

・ 医療器具を用いるかどうか。 

・  

【医学的検査に該当する例】 

・ 視力検査。 

・ アルコールを検出するための血液・

尿・呼気検査 

・ 病気や遺伝情報を明らかにするための

血液・尿・唾液・毛髪検査 

・ 血圧検査及びコレステロール検査 

・ 神経の状態を測る検査 

・ 筋肉の強さや機能を測るための運動能

力検査 

・ 肺活量検査 

・ 精神的不調や精神的機能障害を確認す

るために作成された心理テスト 

・ MRI 等 

 

【医学的検査に該当しない例】 

・ 現在の違法な薬物使用を明らかにする

ための検査 

・ 実際の職務能力を測るための身体的な

敏捷さの検査 

・ 実際の職務遂行の能力を測るための読

解力や認識力の能力検査 

・ 正直さ、好み、癖などの個性を測るた

めの心理テスト 

・ うそ発見器による検査 等 

 

 ADA は、障害者に対する偏見や差別を防

ぐことを目的として、障害に関連する調

査・検査を厳格に規制している。確かに、

応募者又は従業員の能力を、障害を考慮に
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入れずに、中立的に判断するという点では、

これらの規制は重要といえる。しかし、雇

用期間中の従業員に対して障害に関連する

調査・検査が禁止されていることは、メン

タルヘルス対策としての 2 次予防の点から

は大きな問題といえる。 

 

１．７ 法政策の背景 

 法政策の背景については、1.1.1 参照。 

 

１.８ 確認できる効果 

 ADA の制定前後における障害者の就業

率の推移については、様々な調査がなされ

ているが、いずれの調査によっても ADA

の制定によって障害者の就業率が悪化した、

又は変化なしとの結果がみられている４１。

Cornell 大学が行った、1980 年から 2008

年までの障害をもたない人と障害をもつ人

の就業率の推移に関する調査によっても、

障害者の就業率が 1990 年の ADA制定以降

低下していることが明らかとなっている

４２。この調査では、就業年齢（21 歳から

64 歳）にある者に対し、「健康問題や障害

により、働くことができないか？あるいは、

労働時間や業種の面で一定の制約を受ける

か？」という問いにより、障害者か、障害

者ではないかを振り分け、それぞれの就業

率を調査したものである。1980 年に 24.2％

（73.9％）であった障害者の就業率は、1990

年に 28.4％（78.4％）まで上昇したが、そ

の後、1995 年 24.6％（79.6％）、2000 年

24.1％（81.7％）、2005 年 18.6％（79.5％）、

2008 年 17.7％（79.7％）と低下している（カ

ッコ内は、障害のない者の就業率）。障害が

ない者の就業率には大きな変化がないなか

で、障害者の就業率だけが、ADA 制定後低

下していることがみてとれる。 

 上記の調査内容は、身体障害者、知的障

害者及び精神障害者を含むものであるため、

精神障害者に関して特徴的な結果が生じて

いるかどうかについては、来年度以降の検

討対象とする４３。 

 

１.９ 関連判例 

 ADA に関連する裁判例については、本文

中に挙げた。2008 年 ADA 改正以降の裁判

例については、来年度以降の研究対象とす

る。 
                                                  
１ Pub. L. 93-112, 87 Stat. 394. 
２ リハビリテーション法の下における差別

禁止規定の導入の背景や内容の変遷につい

ては、中川純「障害者に対する雇用上の『便

宜的措置義務』とその制約法理－アメリ

カ・カナダの比較研究（一）」北学研究 39
巻 2号（2003年）185頁以下、リチャード・

Ｋ・スコッチ（竹前栄治監訳）『アメリカ初

の障害者差別禁止法はこうして生まれた』

（2000 年、明石書店）66頁以下に詳しい。

また、アメリカにおける障害者施策の歴史

的背景・経緯については、障害者職業総合

センター編『資料シリーズ No.58 欧米の

障害者雇用法制及び施策の現状』（2011 年）

113 頁以下〔長谷川珠子執筆部分〕参照。 
３ 障害者施策に関して、独立した立場から

総合的な評価及び提言を行うために 1978
年に設立された機関

（http://www.ncd.gov/）。 
４ National Council on the Handicapped, 
Toward Independence: An Assessment of 
Federal Laws and Programs Affecting 
Persons with Disabilities with Legislative 
Recommendations, Feb. 1986. 
５ National Council on the Handicapped, 
On the Threshold of Independence, Jan. 
1988. 
６ Pub.L. 101-336, 104 Stat. 327. 
７ 1918 年の「スミスシアーズ法」

（Seare-Smith Veterans’ Rehabilitation 
Act）。 
８ Jonathan R. Mook ed., Americans with 
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Disabilities Act: Employee Right & 
Employer Obligations 1.31 (2002), citing 
Scotch, From Good Will to Civil Rights: 
Transforming Federal Disability Policy 2 
(Temple Univ. Press 1984). 
９ S. Rep. No. 116, 101st Cong., 1st Sess. at 
6 (1989) (Senate Committee on Labor and 
Human Resources). 
１０ Pub. L. 110-223, 122 Stat. 881. 
１１ Chai R. Feldblum, Definition of 
Disability Under Federal 
Antidiscrimination Law: What 
Happened? Why? And What Can We Do 
About It?, 21-1 Berkley. J. Emp. & Lab. L. 
91, 160 (2000). 
１２ Pub. L. 110-325, 122 Stat. 3553. 
１３ ADA 改正法は、2008 年 9 月 25 日に、

当時の George W. Bush 大統領により署名

され、2009 年 1 月 1 日より施行されてい

る。 
１４ ADA 改正法の内容は、1990 年 ADA に

組み込まれている。 
１５ EEOC については、次節で説明する。 
１６ 29 C.F.R. Part 1630 Regulations to 
Implement the Equal Employment 
Provisions of the Americans with 
Disabilities Act  (2011) (hereinafter cited 
as 29 C.F.R. §1630). 
１７ 各種のガイドラインについては、以下

の HP 参照

（http://www.eeoc.gov/laws/types/disabili
ty_guidance.cfm）。 
１８ 障害の定義を狭く解釈する1999年の連

邦 高裁判所の判決を受けて、EEOC は、

1999 年 12 月に Instructions for Field 
Offices Analyzing ADA Charges After 
Supreme Court Decisions Addressing 
"Disability" and "Qualified”を作成したが、

2008 年の ADA 改正を受けて、これを廃止

している。 
１９ ODEP(http://www.dol.gov/odep/). 
２０ EEOC(http://www.eeoc.gov/). 
２１ ADA 施行日（1992 年 7 月）以降の 2
年間は、従業員数 25 人以上の規模の使用

者が対象とされていた。 
２２ 中窪裕也『アメリカ労働法〔第 2 版〕』

（弘文堂、2010 年）196 頁。 
２３ 534 U.S. 184 (2002). 
２４ この 6 か月の存続期間は、あくまで「み

                                                                      
なされた障害」を認定する場合に問題とな

るものであって、通常の「障害」の成立要

件ではない。 
２５ ADA改正法 2条(a)において、障害の定

義が連邦 高裁判所により誤って解釈され

ていること、その影響により下級審裁判所

においても誤った判断がなされていること

等の「事実認定」をしたうえで、同条(b)に
おいて、連邦 高裁判所が用いた理論構成

や解釈を拒否し、「差別をなくすための明

確かつ包括的な国家的命令を設けること」

及び「差別に対処するための明確かつ一貫

性のある施行可能な基準を設けること」と

いう ADA の目的を実現するために、ADA
改正法を制定することが明記されている。 
２６ 軽減措置として挙げられているものは、

(ⅰ)薬剤、医療用品、機器又は器具、弱視

用機器（通常の眼鏡やコンタクトレンズは

含まない）、義手・義足、補助具を含む補

装具、補聴器等の聴覚補助具、移動補助具

等、（ⅱ）支援技術の資料、（ⅲ）合理的

配慮、補助手段又はサービス等である。 
２７ Albertson’s Inc. v. Kirkingbrug, 527 
U.S. 555 (1999). 
２８ 当該職務が本質的かそうでないかの判

断は、個々の事案ごとに判断されなければ

ならないが、当該職務を取り除くと、その

雇用上の地位の性質を変えてしまうような

場合には、本質的なものであると判断され

ることになる（Davidson v. America 
Online, Inc., 337 F.3d (10th Cir. 2003）. 
２９ ただし、違法な薬物使用による精神的

な機能障害は、ADA における障害から除

外される。 
３０ 働くことは、主要な生活活動の一つで

はあるが、働くことができる場合でも、精

神的機能障害により他の生活活動に相当程

度の制限が生じている場合には、障害を構

成しうる。 
３１ ただし、ADA の文言上は、機能障害の

存続期間又は存続予想期間についての定め

はおかれていない。 
３２ 精神障害ガイドライン参照。 
３３ 詳しくは、障害者職業総合センター・

前掲注２、120 頁参照。 
３４ ADA 解釈ガイダンス§1630.15(b)(c)。 
３５ US Airways, Inc. v. Barnett, 122 S. Ct. 
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1516 (2002).  
３６ 以下、精神障害ガイドライン参照。 
３７ 精神障害ガイドライン参照。 
３８ 以下の記述では、「使用者に対し過度

の負担を課さない限り」との留保は付さな

いが、上述したように、合理的配慮を提供

する義務が生じるのは、当該合理的配慮を

提供することが使用者にとって過度の負担

とならない場合に限られる。 
３９ ジョブコーチの提供に限らず、各種の

合理的配慮を使用者が実施する際に、どの

ような支援制度が設けられているかについ

ては、ストレスマネジメントの具体的な方

策との関連で重要と思われるため、来年度

以降の研究対象とする。 
４０ ただし、精神障害者は、身体障害者と

異なり、自らに障害があることの認識がな

い場合や、合理的配慮の必要性やどのよう

な合理的配慮が必要かを使用者に適切に伝

えることが困難である場合が少なくない。

そのため裁判例の中には、使用者が、当該

従業員に精神的障害があると認識している

場合には、使用者から積極的な働きかけを

行うよう要請するものもある。例えば、

Bultemeyer v. Fort Wayne Cmty. Schs.事
件判決（100 F.3d 1281 (7th Cir. 1996)）で

は、重度の精神障害をもつ、学校の用務員

であった原告が、精神疾患を理由とする休

業明けの配置転換に際し、何ら合理的配慮

をされなかったために結果的に解雇された

事案において、第 7 巡回区控訴裁判所は、

合理的配慮を提供する際の「相互関与プロ

セス」（interactive process）が重要である

ことを強調し、特に労働者の障害が精神疾

患である場合には、当該労働者が合理的配

慮を必要とする旨を適切に伝えることが困

難であるとして、使用者は障害者と話し合

いをもつことにより、その内容を特定する

義務を負うとした。他方で、原告が自らの

障害の状況と、それに伴って必要とされる

合理的配慮について、使用者に適切に伝え

ていなかったこと等を理由に、原告の訴え

を退けた裁判例もある（Reed. V. LePage 
Bakeries, Inc.事件判決（244 F.3d 254 (1st 
Cir. 2001)。躁うつ病に罹患していた原告

が、セラピストから、ストレスを軽減する

ような合理的配慮を使用者に要請するよう

                                                                      
助言されたものの、そのような要請を使用

者に対して行わず、結果として原告が使用

者に暴言を吐くなどして解雇された事

案）。 
４１ ADA 制定前後において、障害をもたな

い労働者と障害をもつ労働者の賃金水準と

と雇用水準の変化を検討した結果、賃金に

ついては変化がみられないものの、雇用水

準については、特に 21 歳から 39 歳の範囲

の労働者について、障害をもつ労働者の雇

用水準が下がったことについて報告した論

文として、Daron Acemoglu and Joshua D. 
Angrist, Consequence of Employment 
Protection? The Case of Americans with 
Disabilities Act, 109 J. Pol. Econ. 915 
(2000)がある。また、同様の結果を示した

論文として、 Thomas DeLeire, The Wage 
and Employment Effects of the 
Americans with Disabilities Act, 35 J. 
Hum. Resouces 693 (2000)。 
４２ Melissa J. Bjelland et al., Progress 
Report on the Economic Well-Being of 
Working-Age People with Disabilities, 
Cornell University ILR School (2009). こ
の調査を紹介した論文として、所浩代「ア

メリカの障害者雇用政策－障害者差別禁止

法（ADA）の成果と課題－」海外社会保障

研究 171 号（2010 年）62 頁以下。 
４３ ただし、アメリカでは、日本のように

機能障害の種類と程度によって、身体・精

神・知的に障害の種別とその重度が分類さ

れているわけではなく、また、日本のよう

な障害者手帳制度も存在しないため、精神

障害者のみに対する効果を測ることは容易

ではない。 
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適応論的観点に基づいたメンタルヘルス支援 
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研究要旨 

臨床精神医学と産業精神健康の双方で現場活動を行って来た精神医学者としての立場

で，文献情報と報告者自身の現場経験等を踏まえた内省・整理を行い，今後の産業精神健

康活動の望ましいあり方について一定の指針を得ることを目的として，わが国の産業精神

健康活動の現状と歴史的経緯，報告者自身の現場活動等から得られた知見を整理した。そ

の結果，次のことが明らかになった。①職域においてはストレス関連疾患が多い。②それ

らに対して，一次予防として効果が確認されたものはない。③二次予防および三次予防で

は，治療効果，再発予防という点で効果的な介入方法が認められている。 

これらの結果より，適応論的観点に基づいた措置（介入）が有効であると考えられた。

この措置（介入）を有効にするためには，企業の人事労務管理と産業保健活動との間で互

いの独立性を担保しつつ相互交流を維持する努力および枠組みが必要である。さらに，「鍛

え育てる」という視点も有用であると考えられた。 
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Ａ．研究目的 

 法学者が諸外国の法制度調査を実施す

るうえで基礎となる精神医学的な知識お

よび視点を提供するため，臨床精神医学と

産業精神健康の双方で現場活動を行って

来た精神医学者としての立場で，文献情報

と報告者自身の現場経験等を踏まえた内

省・整理を行い，今後の産業精神健康活動

の望ましいあり方について一定の指針を

得ること。 

 

Ｂ．研究方法 

 第１に，準備作業として，わが国の産業

精神健康活動の現状と歴史的経緯に関す

る文献情報，報告者自身の現場活動等から

得られた知見を整理し，適応論的観点に基

づく産業精神健康活動の重要性について

論じた（添付資料（原著論文））。第２に，

主任研究者から示された課題（総括研究報

告書に記載された「関連領域の専門家の調

査課題」）に即した回答を試みた（本報告

書）。 

 

Ｃ．研究結果 

１．精神疾患における，病態およびその発

症要因の科学的な解明の度合と，今後の解

明の可能性について 

 精神病理学者クレペリン Kraepelin, E

（１８９６）１）は，同一の原因，症状，

経過，転帰，病理組織変化をもつものを「疾

患単位 disease entity」と定義づけたが，

精神疾患・精神障害と，その他の一般身体

疾患との端的な違いは「疾患単位」である

か否かである。一般身体疾患に比べて精神

疾患・精神障害は，原因不明であったり，

器質的な病理組織変化を伴わない機能的

疾患であったりすることが多く，そのため

疾患単位としての要件を満たしていない

ことが多い。ヤスパース Jaspers, K（１

９１３）２）は，精神疾患は疾患概念の理

念には「無限に遠い未来にあっても到達で

きない」と記している。 

 精神疾患のほとんどは，個人の準備性と

環境要因との相互関係によって発症する

と考えられており，それ以上の科学的解明

は行われておらず，現時点では今後も解明

される可能性は低いと考えられる。 

 

２．わが国の職域において多くみられる精

神疾患の類型および様相について 

 精神疾患は，その病因から外因性精神疾

患，内因性精神疾患，心因性精神疾患に分

類され，職域においてはそのいずれもが認

められうる。 

 しかし，職域においては年齢的な意味で

も労働できているという意味でも，外因性

精神疾患に含まれる，身体疾患に基づいて

生じる症状性精神病や器質性精神病の発

生は少ない。唯一，外因性精神疾患の中の

中毒性精神病に含まれるアルコール症は，

古くから産業精神保健の３A の一つに数

えられている。因みに，あとの二つは常習

欠勤 absenteeism と事故頻発 accident で

ある。 

 統合失調症および躁うつ病が含まれる

内因性精神疾患の発症率は，一般人口にお

ける発症率よりも低く１，０００〜１，５

００人に１人程度といわれている３）。 

 職域で多くみられる精神疾患としては，

先のアルコール症に加えて，うつ病，不安

障害，身体表現性障害，そしてパーソナリ

ティ障害がある４），５），６），７）。うつ病は
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内因性精神疾患に含まれる重症例は少な

く，軽症のものが多く，神経症と呼ばれる

病態（不安障害や身体表現性障害が含まれ

る）やパーソナリティ障害との鑑別が困難

な場合が少なくない６）。最近，現代型う

つ病などと呼ばれて注目されている典型

的でないうつ病は，典型的なうつ病に比べ

て，どこまでが病気でどこまでが性格かは

っきりしないことが多い。 

 こうした職場で多くみられる病態は，環

境と個人との間の不適合により生じる精

神疾患を表す心因性精神疾患としてまと

めることができる。表現を変えれば，職域

ではストレス関連疾患が多いということ

も可能である。 

 

３．職域における精神疾患の発症予防の効

果について 

現在，うつ病を中心にいくつかの一次予

防の試みが行われているが，ハイリスク群

に対する介入を除けば，一般人口や職員全

体に対する介入でうつ病の発症を低下さ

せる効果が確認されているものは認めら

れない。一方，二次予防，三次予防に関し

ては，職域内外で治療効果，再発予防効果

という点で効果的な介入法が数多く認め

られている。したがって，現状では二次予

防および三次予防が貢献の期待できる介

入方法である。 

 

Ｄ．考察 

１．適応論的観点に基づいた措置（介入）

の可能性について 

職域においてはストレス関連疾患が多

いことを踏まえると，人と環境との関係性

を適応という視点で捉える，適応論的観点

に基づいた措置（介入）が有効である可能

性がある。職域はストレス関連疾患が生じ

たまさに現場であり，それはつまり，原因

解決のためにさまざまなアプローチが存

在する場所であるという捉え方ができる。

原因によっては環境に働きかけること（職

場管理監督者への指導，あるいは職場異動

など）で解決を図ることが可能である。ま

た，労働者が不適応に陥った状況を彼らと

ともに振り返り，そこから彼らの成長課題

を見いだし，彼らがその課題を達成できる

ような措置（介入）を行うことで，再発を

防ぐことも可能である。その意味で，発症

要因は労働者にとって人としてあるいは

企業人としての成長を促す機会となりう

るのである。 

しかしながら，適応論的観点には不可避

的に価値観が含まれるために，企業として

の価値基準が精神健康活動の中に入り込

み混同される危険性を孕むことになる。こ

れは，産業精神健康活動に携わる精神科医

等が知らぬ間に企業利益の代理人となる

危険性としてしばしば指摘されてきた点

である。したがって，職域において適応論

的観点に基づいた措置（介入）を実施する

際には，その措置（介入）が精神保健活動

としての独立性を担保できる対策を併せ

て講じる必要がある。ただし，こうした対

策は，組織的な整備や，守秘義務とか個人

情報保護といった法的な規制だけでは硬

直的になりがちで不十分なことが多い。何

故なら，そうした対策はともすれば，企業

の人事労務管理と産業健康活動を隔絶す

ることになるからである。つまり，それら

を如何に運用するかという視点が重要に

なるのである。適応論的観点に基づいた措
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置（介入）が有効性を発揮するためには，

人事労務管理と産業保健活動との間で互

いの独立性を担保しつつ相互交流を維持

する努力が必要であり，そこには互いに対

等であるという認識や，互いの違いを認め

尊重する態度などが含まれてくる。 

 

２．臨床精神医学と産業精神健康との違い

について 

 臨床精神医学においては，精神医学的判

断に基づいて患者の利益を最大限実現す

ることを目指す。就業が精神疾患の悪化に

つながる可能性が低ければ就業を許可し，

病状悪化につながる可能性がある場合に

は業務負荷を制限するよう企業に求める

といった具合である。一方，産業精神健康

の場面においては，精神医学的判断の価値

は相対化される。企業の利益や職場の利益

も勘案されて，最大公約数的な利益，つま

り「落とし処」が模索される。たとえば，

精神疾患により休業した労働者が職場復

帰する際には，就業が病状悪化をきたさな

いことだけでなく，企業が求める生産性を

ある程度発揮できることも求めるといっ

た具合である。 

 

３．「鍛え育てる」という視点の妥当性に

ついて 

産業精神健康活動の一つである適応論

的観点に基づいた措置が企業利益の代理

人となる危険性を孕んでおり，この点の対

策の重要性は既に述べたとおりである。そ

のため，こうした危険性を十分認識し，人

事労務管理との間で互いの独立性を担保

しつつ連携する関係性を構築した上で，一

つずつ手続きを踏みながら労働者と成長

促進に取り組むことが重要であるし，さら

にその過程を管理監督する仕組みも必要

かもしれない。しかしながら，こうした対

策を講じたとしてもなお，適応的観点に基

づいた措置を非難する声がある。たとえば，

そのやり取りの結果が，企業が配慮しうる

限界と，労働者が発揮しうる生産性との間

に埋めがたい解離が存在していることが

明らかになった場合などである。こうした

労働者にとって苦痛や苦難となる結果だ

ったことが，労働者に対して「やさしくな

い」とか「保護的でない」とされるのであ

る。確かに，この結果は退職などにつなが

る可能性もあり，労働者だけでなくその家

族にも大きな不利益をもたらしかねない。

適応論的観点に基づいた措置を実践する

者は，そのことは重く受け止めなければな

らない。とはいえ，産業精神健康に関わる

問題（精神疾患に伴う休業だけでなく，出

勤していても生産性の上がらない労働者

の問題など）は企業の体力を奪い，競争力

の低下をもたらす要因となっている現状

が存在することもまた事実である。こうし

た現状は少なくとも部分的には，精神疾患

をもつ労働者に対応する人々が上述の非

難や重い結果を回避し続けてきた結果で

あるといえる。この現状を改善していくに

は，精神疾患をもつ労働者に対応する人々

すべてが適応論的観点に基づいた産業精

神健康活動の必要性とその痛みを実感し

た上で，その整備に努めることが重要であ

ると考える次第である。 

 

Ｅ．結論 

 精神医学および産業精神健康に関する

文献および現場の活動経験に基づいて，我
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が国における産業精神健康活動の歴史的

経緯および現状について調査し，職域にお

いてはストレス関連疾患が多いことが明

らかになった。それらに対して，一次予防

として効果が確認されたものはない。一方，

二次予防および三次予防では，治療効果，

再発予防という点で効果的な介入方法が

認められている。その中で，適応論的観点

に基づいた措置（介入）が有効であると考

えられた。この措置（介入）を有効にする

ためには，企業の人事労務管理と産業保健

活動との間で互いの独立性を担保しつつ

相互交流を維持する努力と枠組みが必要

である。さらに，「鍛え育てる」という視

点も有用であると考えられた。 

Ｆ．研究発表 

1．論文発表 

白波瀬丈一郎（２０１１）：パーソナリ

ティ障害を持つ社員の復帰後支援〜枠組

みを作るアプローチ〜．産業精神保健，１

９（３）：１５７−１６１． 

白波瀬丈一郎（２０１１）：パーソナリ

ティ障害．日本産業精神保健学会編：ここ

が知りたい 職場のメンタルヘルスケア 

精神医学の知識＆精神医療との連携法：１

３８−１４４．南山堂． 

白波瀬丈一郎（２０１１）：企業におけ

るうつ状態−主治医と経営者はなぜ手を結

べないのか−．治療，９３（１２）：２４

４３−２４４６． 

 

2．学会発表 

白波瀬丈一郎（２０１１）：成長課題を

「今−個々で」取り扱う方法としての

KEAP．第１８回日本産業精神保健学会シ

ンポジウム I「職場復帰場面における成長

支援を考える」． 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得：なし 

  

2．実用新案登録：なし 

 

3．その他 

 

Ｈ．引用文献 

1）Kraepelin, E (1896): Psychiatrie: Ein 

Lehrbuch für Studierende und Ärzte.

（西丸四方，遠藤みどり訳：精神分裂病．

みすず書房） 

2 ） Jaspers, K (1913): Allgemeine 

Psychopathologie.（西丸四方訳：精神病

理学原論．みすず書房） 

3）加藤清明（１９８５）：序説．小此木

啓吾他（編著）：産業精神医学，臨床産

業医学全集７；１−３． 

４）中村裕（１９８５）障害者管理−発見

からアフターケアまで−．小此木啓吾他

（編）：産業精神医学 臨床産業医学全

書７：３０５−３１６．医歯薬出版株式

会社． 

５）小此木啓吾（１９８７）：産業精神医

学の課題．精神神経学雑誌，８９（１

１）：９３２−９３８． 

６）広瀬徹也（１９８８）：精神障害の早

期発見・治療に直結する精神科産業医の

毎週勤務−企業嘱託医１６年の経験から

−．精神神経学雑誌，９０（１０）：８

８７−８９３． 

７）島悟，荒井稔，大西守他（１９９７）：

勤労者における精神障害に関する多施

設共同研究．精神医学，３９（１０）：

－ 237 －



分担研究報告書（白波瀬 丈一郎） 

 

１１１７－１１２２． 

－ 238 －



分担研究報告書（白波瀬 丈一郎） 
 

 

添付資料（原著論文） 

適応論的観点に基づいたメンタルヘルス支援 

 

 慶應義塾大学医学部 

 精神・神経科学教室 

 白波瀬 丈一郎 

 

１．はじめに 

 小此木（１９８７）は，産業精神医学が孕むジレンマと発展のための課題に

ついて次のように述べている。「産業精神衛生場面における診療関係の場合，一

般の治療関係に比べて企業内に共通の利害関係のある現実的な人間関係をもつ

ことを避けることができなかったり，あるいはその産業精神科医が同じ企業の

一員としてのさまざまな組織の中での利害や圧力の中にいることもまた避けら

れない場合がある。また，情報連絡についても，（略）ある範囲の病状や見通し

についての連絡を，職場の人事・労務関係者ととることがどうしても必要とな

る場合がある。・・・これらの点を十分にのみ込んだところで，しかもなお，基

本的な精神科医としてのアイデンティティをどのように全うしていくかが，産

業精神医学の最大のジレンマであると同時に，今後の発展の上でどうしても達

成しなければならない課題である」と述べている。 

 精神疾患は原因不明のことが多く，客観的な評価も困難である。それでいて，

産業場面においては，統合失調症やうつ病といったいわゆる精神疾患に加えて

勤怠の乱れ，生産性の低下，あるいは職場の対人関係トラブルなどのさまざま

な問題が精神医学領域に属すると見なされることが多く，産業臨床に関わる精

神科医がこれらの問題の解決を求められる。これらの問題は多岐にわたり境界

が曖昧なため，当然のことながら精神医学的な方法だけでは十分な対応ができ

ないことが少なくない。その一方で，これらの問題は休復職などその労働者の

労働者生命を左右しかねない可能性を含んでいる。産業臨床に関わる精神科医

はこうした問題に対応しなければならないのである。本論では，産業精神医学

の抱える困難やジレンマを振り返りつつ，一つの解決策として「適応論的観点

に基づいた，産業メンタル支援」を提唱する。 

 そして，最後に適応論的観点に基づいたメンタル支援を実施する上で法律に

望むことを述べる。 
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２．精神疾患の病因 

 精神疾患は，その病因から外因性精神疾患，内因性精神疾患，心因性精神疾

患に分類される。 

 外因性精神疾患には，中毒性精神病，症状性精神病，器質性精神病が含まれ

る。中毒性精神病とは，産業化合物（一酸化炭素，有機溶剤，有機水銀，鉛，

マンガン，砒素など），嗜好品（アルコール，ニコチン，カフェイン），医薬品

（向精神薬，ジギタリス，降圧剤など），麻薬（大麻，覚醒剤，幻覚薬）といっ

た化学物質の摂取により生じる精神病を指す。症状性精神病とは，脳を除く身

体疾患に随伴して生じる精神障害に対する総称である。症状精神病を生じる基

礎疾患としては，急性伝染病，代謝疾患，内分泌疾患などがある。器質性精神

病とは，脳の器質変化や解剖学的変化に伴う精神障害を指し，基礎疾患として

は頭部外傷，脳腫瘍，脳血管障害（脳出血，脳梗塞），変性疾患，脳炎などがあ

る。以上述べたとおり，外因性精神疾患は原因が明らかな精神疾患であり，原

因が除去されば，原則として精神症状は改善する。 

 内因性精神疾患には，統合失調症，躁うつ病（双極性障害），非定型精神病，

真性てんかんが含まれる。これらはなんらかの身体的基盤を原因として生じる

精神疾患であると想定されているが，その身体的基盤は未だ解明されていない。

この未だ解明されていないにもかかわらず，身体基盤の存在を無批判に想定す

ることへの批判が，１９６０年代前半から１９７０年代にかけて現れた反精神

医学である。わが国では反精神医学は学生運動と合流したが，その影響は精神

医学，特に産業精神医学に長く影を落とすことになる。この点については後述

する。 

 心因性精神疾患とは，環境と個人との間の不適合により生じた精神疾患をい

う。シュナイダーSchneider, K は環境との相互関係において個人に生じる反応

を正常な体験反応と異常な体験反応とに分類した。正常な体験反応とは，環境

との相互関係に相応しい悲嘆，抑うつ，不安，怒り等の感情的反応と，それに

伴う意欲や行動の変化を意味する。その典型的な例が，配偶者などの親しい存

在を失ったときにみられる悲嘆反応である。これに対して，異常体験反応とは，

相互関係に対する反応の強さ，持続，反応の外観，態度の異常が正常な体験反

応から偏っているものをいう。その要因が環境側により多くの比重が存在する

場合を狭義の異常体験反応という。たとえば，自然災害やテロリズムによる心

的外傷後ストレス障害 PTSD であるが，産業場面ではいじめやハラスメントに
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よる精神疾患がこれにあたる。一方，その要因が個人側により多くの比重があ

る場合は内的葛藤反応という。このような整理があるものの，環境と個人の間

には複雑な相互関係があり，狭義の異常体験反応と内的葛藤反応を明確に区別

することは困難となる。さらに，これらは責任や補償問題にも関わってくるた

め，極めてデリケートな問題である。この課題は，適応論的観点から引き続き

検討する。 

 精神病理学者クレペリン Kraepelin, E（１８９６）は，同一の原因，症状，

経過，転帰，病理組織変化をもつものを「疾患単位 disease entity」と定義づけ

たが，精神疾患・精神障害と，その他の一般身体疾患との端的な違いは「疾患

単位」であるか否かである。外因性精神疾患を除くと精神疾患は，一般身体疾

患に比べて，原因不明であったり，器質的な病理組織変化を伴わない機能的疾

患であったりすることが多く，そのため疾患単位としての要件を満たしていな

いことが多い。ヤスパース Jaspers, K（１９１３）は，精神疾患は疾患概念の

理念には「無限に遠い未来にあっても到達できない」と記している。 

 このことは，精神科医の場合に一般身体科の医師に比べて医師の拠って立つ

医学的基盤が脆弱であることにつながり，さらに精神科医が自らの活動範囲を

医療場面から産業精神保健活動の場面へ拡大するのを躊躇する要因の一つにも

なっている。医療場面においては医学的判断が最優先されるという前提が成立

するのに対して，産業精神保健活動の場面では医療的判断の価値が相対化され

る故に，自らの判断に対して他の関係者の理解を得るためには，それを分かり

やすく説明したり議論したりする必要がある。ところが，その際の根拠となる

医学的基盤が脆弱な分，精神科医はこうした場面を敬遠したり，逆に強引な主

張を押し通そうとしたりする態度につながる場合がある。 

 

３．職場におけるメンタルヘルスと，適応・不適応 

 適応とは，人が環境や状況の中で，その要請に応じつつ，同時に自らの要求

をも生かして，著しい葛藤や不安などのストレスを経験することなしに生活す

ることをいう。換言すれば，人と環境との間には齟齬をきたす可能性が常に存

在しており，齟齬防止のために，人は環境に働きかけたり自らを変化させたり

するよう努力する必要がある。 

 職場環境と人との間にも同様の関係性があり，適応に失敗した結果として精

神疾患が生じる危険性がある。ただし，職場環境への適応の失敗が常に精神疾
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患という結果に至るわけではない。むしろ，精神疾患という結果となるのは不

適応のごく一部であり，多くは勤怠問題（遅刻欠勤），生産性の低下，事故頻発，

職場の対人関係問題や士気の低下などのより広い問題を呈する。さらにそうし

た問題は，昇進や昇給，さらに雇用契約を継続するか否かといった問題にまで

波及していく。また，不適応と精神疾患の関係は，不適応の結果精神疾患が発

生するという関係性だけでなく，精神疾患が要因となって種々の不適応が生じ

てくる場合もある。いずれの場合も，適応困難となる要因が職場環境にある場

合と人の側にある場合とを両極として，その中間に環境と人との相性が位置づ

けられる連続体を想定することができる。 

 以上のような理解を小此木（１９８５）は適応的観点と呼び，「産業精神医学

の領域では，職場環境と個体のかかわりが最も基本的である。産業精神医学の

実践では，患者または症例としての個々人を扱うだけでなく，その個々人が適

応すべき環境側とその相互関係をも診断し，治療するという方法論が特徴的で

ある」と述べている。換言すれば，適応的観点は，産業精神医学の実践におい

て狭義の精神疾患を取り扱う場合だけでなくより広範な問題に対応するために

欠かせない視点である。と同時にこの視点は，産業精神医学の実践が精神科医

のみによって担えるものではなく，産業医，保健師，看護師，臨床心理士，社

会福祉士，さらに人事・労務担当者や職場管理監督者など，多職種からなるチ

ームによって担われるべきものであることをも示している。 

 また，適応的観点は単純な因果関係に留まらない。不適応は単なる結果では

なく，それは新たな適応のための出発点でもある。人には，不適応に陥った経

験からさらなる成長課題を見出し，その課題達成に向けて努力する能力がある。

産業精神医学の実践には，不適応となった人がそこから成長課題を見出し，そ

の課題達成に向けて努力するのを支援することもまた含まれる。すなわち，小

此木が適応的観点に「治療」を含めたとおり，産業精神医学の実践は労働者が

不適応を起こしている現場に精神科医が赴き，本人に加えてさまざまな人々か

らの情報を得ると共に，そうした人々と連携して，不適応に陥った労働者の成

長を促す取り組みであるといえる。こうした成長支援を「適応論的観点に基づ

いたメンタルヘルス支援」と呼びたい。 

 

４．産業領域における精神疾患の疾患構造 

 一般に日本の企業における内因性精神疾患の発生率は，一般人口におけるそ
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れ（統合失調の発症率は１％弱，躁うつ病のそれは０．２％）よりも少なく１，

０００〜１，５００人に１人といわれている（加藤，１９８５）。 

 中村（１９８５）の示したデータによれば，中村が九州電力で活動を開始し

た１９５７年頃は，「しばしば劇的な精神症状を呈し，精神障害の中核ともいえ

る」統合失調症や，「性格的な偏りが強く，そのため職場集団の中でさまざまな

トラブルを起こしやすい」精神病質の割合が比較的大きいが，年月を経るうち

にこれらの割合は縮小する。逆に，アルコール症の割合が拡大する。神経症の

割合は１９５７年当初から最も大きいが，年月を経るにつれますます拡大する

傾向にある。うつ病，心身症，神経症，心因反応，アルコール症はストレス関

連疾患として一括されることがあり，これらをあわせると１９５７年から１９

６１年までの期間を除いて，おおよそ５５％〜６５％の割合で推移している（表

１．参照）。広瀬（１９８８）はある保険会社の東京本社圏の従業員３，７０７

名（男性２，１７７名 女性１，５９０名）を対象とした医務室を訪れた受診

者の診断名別件数をまとめている（表２．参照）。ストレス関連疾患は６０．５％

を占めている。小此木（１９８７）は，ある金融機関の本社圏（東京）従業員

約１万人を対象とした健康管理センターで彼が２０年間に面談した５２７例の

うち，内因性精神疾患は４７例で，残り４８０例（９１．１％）は適応障害，

神経症などのストレス関連疾患だったと報告している。田中ら（１９９２）は

鉄鋼業企業の精神保健相談室を１９６０年から１９９０年の間に訪れた来室者

３１６例の診断名別件数をまとめている。それによると，統合失調症の割合は

２５．６％（８１例）で，ストレス関連疾患の割合は５４．４％（１７２例）

である。島ら（１９９７）は，勤労者における精神障害に関する多施設共同研

究を行っている。１９９３年から１９９４年に各施設を訪れた来談者２５０名

のうち，統合失調症の割合は１８．４％で，ストレス関連疾患の割合は７１．

０％である。 

 厚生労働省の患者調査によれば，医療機関に受診する患者数は増加傾向にあ

り，その中でもうつ病と認知症の増加が著しい（図１．参照）。こうした傾向は

おそらく産業場面においても同様であると考えられる。さらに，すでに広瀬（１

９８８）がうつ病は軽症が多く，神経症やパーソナリティ障害との鑑別が困難

な例もあると述べているが，近年産業場面では新型，現代型，未熟型，非定型，

逃避型，あるいはディスチミア親和型などと呼ばれる典型的でないうつ病が増

加している。樽味と神庭（２００５）によるメランコリー親和型うつ病（典型
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的なうつ病）とディスチミア親和型うつ病（典型的でないうつ病）との対比（表

3．参照）からも分かるように，典型的でないうつ病はより性格に基づく部分の

大きい精神疾患であるといえる。中村と行正（２００７）は，こうした典型的

でないうつ病は職場不適応症に代表されるとしている。 

 以上のことから，わが国の，少なくとも大企業においては内因性精神疾患の

割合は小さく，ストレス関連疾患の割合が大きいといえる。こうした疾病構造

という側面からも，適応論的観点に基づいたメンタルヘルス支援の重要性が支

持される。 

 

５．軍隊精神医学 military psychiatry：産業精神医学の出自の一つ 

 欧米における産業精神保健のはじまりは，１９２３年から１９３２年までの

期間，ウェスタン・エレクトリック社のホーソン工場において行われた，メー

ヨーら産業心理グループによる取り組みであるとされる。この実験は労働者の

メンタルヘルスの保持向上を目的としており，その成果は非指示的面接，イン

フォーマル・リーダーの重要性，および管理監督者の教育にまとめることがで

きる（加藤正明 １９９８）。 

 しかし，そうした成果によっても，労働者における精神疾患の発生を未然に

防ぐことはできなかったために，その後の産業精神保健には精神科医が関わる

ようになった。その大きな流れの一つが軍隊精神医学である。加藤（１９８５）

は「戦後，産業精神医学ないしは産業精神衛生の課題を取り上げた産業医の多

くが，かつて軍隊内で健康管理や予防医学を経験した医師であったことは，欧

米でも日本でも共通していると思われる」と述べている。 

 メニンガーMenninger, W らは米国陸軍において軍医総監の精神科チーフコ

ンサルタントを務め，集団精神療法やグループワークなどの軍隊精神保健活動

を行った。さらに，グリンカーGrinker, RR とシュピーゲル Spiegel, JP（１９

４５）は，北アフリカの前線に赴き英米の陸軍および空軍の部隊で生じる急性

の戦争神経症の治療に当たった。英国においてはビオン Bion,WR（１９６１）

を中心とした精神分析医のグループがノースフィールドにあるホリームア病院

において，精神疾患のために前線から本国に後送された兵士の治療にあった。

この取り組みはノースフィールド実験として知られている。１９３９年９月か

ら１９４４年７月までの期間に精神障害のために英国陸軍を除隊した兵士の数

は実に１１８，０００名にのぼったという。ノースフィールド実験に参加した
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メイン Main, TF は，当時の精神科医による対応について次のように述べている。

「英国がまさに生き残りをかけて戦っていた１９４０年のある日，一人の恐怖

症の歩兵が，指揮官の命を受けた軍医によって，ある精神科医のところへ送ら

れてきた。診察の結果を精神科医は『この兵士にはライフルの取り扱いを免除

し，じゅうたん用スリッパをはかせ，ブラッドフォードの彼の自宅から半径 2

マイル以内に任務地を準備するべきである』と報告した」とのことである。こ

の精神科医の考え方を含め当時の英国陸軍の状況は，現在の産業精神保健の現

状とよく似ている。ノースフィールドの精神科医たちはこうした状況の打開を

試みた。ビオンは，兵士を単なる砲弾の餌食と考えるのはとんでもない勘違い

であるといって，メインが描いたような精神科医の考え方を軽蔑したという。

そして，彼は神経症と「戦う」ために患者を集めたのである。ノースフィール

ド実験における取り組みは，後述する集団力動に関する理解の礎となっている。 

 軍隊精神医学においては，戦争神経症の発症を如何に防ぐか，さらに戦争神

経症を発症した兵士については如何に早く戦線に復帰させるかが大きな課題で

ある。この課題に軍隊精神医学が取り組むとき，それは戦闘という過酷なスト

レス状況による有害な影響に対する兵士の耐性を高めることを目指すわけであ

るが，視点を変えれば，軍隊精神医学は有害な影響のもとで兵士が酷使され続

けるのに手を貸すことになるという危険性を孕んでいるともいえる。軍隊精神

医学の流れを汲む産業精神医学もまた同様の危険性を孕むことになり，その危

険性を認識しつつ，労働者の適応を支援するとはどういうことなのかを常に考

え続けなくてはならない。 

 

６．学生運動と反精神医学：適応論的観点に基づいたメンタルヘルス支援の前

に立ち塞がるもの 

 １９６０年代前半から１９７０年代にかけて現れた反精神医学は内因性精神

疾患，特に統合失調症について，その身体的基盤が明らかになっていないこと

を問題視した。新版精神医学事典（１９９３）によれば，反精神医学は「１９

世紀以来の伝統的精神医学が『正気と狂気』に対して身体医学的な枠組みを無

批判に適用し，つねにあるいは暗黙に，狂気イコール病気と仮定し続けてきた

視点の一面性への異議申立てであり，『正気と狂気』の問題を社会的政治的次元

において見直すことを要求」している。「戦後日本の精神医学・医療の再検討」

を総会テーマとした，１９７５年の日本精神神経学会総会において「精神分裂
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病とは何か」というテーマでシンポジウムが組まれた。これに対して小澤（１

９７５）は次のように痛烈な非難を浴びせている。「『精神分裂病とは何か』と

いう問いは，過去の代表的な問い方である。そして，このような問い方こそ，

解答のすべてを誤らせたものであったと，今，われわれははっきりと宣言しよ

う。われわれの問はこうでなければならない。『誰がいかなる都合で精神分裂病

というレッテルを必要としたのか』」。「なぜにかかる非論理が論理としてコンセ

ンサスを得るにいたるのであろうか。それは，上の文脈を逆にたどればよいの

だろう。つまり，まず『ある一群の人間を人間以下の生物に転落させる必要性』

が『社会的要請』として存在し『必要性』を『必然性』にすりかえるために『生

物学的過程』が要請され、かかる要請を基盤にその要請を証明するべく、ある

一群の人間にスティグマが『発見』されるという手順である」。こうして，搾取

する者と搾取される者という構図が定置され，その構図は産業精神医学，すな

わち使用者と労働者の関係に当てはめられる。岡田と小坂（１９７０）は「精

神衛生の名のもとに差別を合理化する動きさえでています。大企業で注目して

きている産業精神衛生がそれです。そこでなされていることは，精神衛生的な

職業環境の整備などよりは，精神障害者を企業から排除しようということで，

そのためにあやしげなチェック・リストがいくつもつくられています。職場に

不満をもつことも，精神障害と見なすような項目をそれは含んでいます。さら

には，組合活動家に精神障害のレッテルを貼って追い出すようなことも，産業

精神衛生の名で行われています」と糾弾したのである。 

 確かに企業の目的とするところは生産性と収益性の向上であり，その阻害要

因に対しては除去を目指すことは企業にとってある意味道理にかなった姿勢で

ある。精神科医がそこに関わるとき，こうした企業の論理に利用される可能性

は否定できない。実際，業務ができるかできないかではなく診断名だけで処遇

を決めたり，採用時にパーソナリティ障害や発達障害を見分けそれらを排除す

るための方法を精神科専門医に求めたりする企業が現在もなお存在することを

耳にする。したがって，岡田と小坂の糾弾を完全に否定することはできない。 

 

７．学生運動と反精神医学に抗った者，そしてその姿勢について 

 そのような困難な状況を十分に承知した上で「実践家」でありつづけようと

した小西（１９７１）の言葉は重い。「たしかに，われわれ『企業の精神科医が，

どれほど良心的であり，どれほど精力的に活動したとしても，その企業のポリ
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シーの限界をこえることは，極めて困難』なことは認めるものである。しかし

企業という社会が現に存在し，その中で精神障害者になる人もあれば治って職

場に復帰する人もある以上，精神衛生管理対策がないよりはあったほうがよく，

また誰かがそれに従事しなくてはならないだろう。ここではっきりいえること

は，たとえ企業のポリシーを越えることが困難であっても，精神科医が企業に

関与しないよりはしている方が，精神障害者の利益になっているということで

ある。かりに企業の中に精神衛生管理体制がまったくなかった場合，企業内に

発生した精神障害者の扱いはそれこそ人事管理一辺倒で処理されてしまうであ

ろう。ベストの方法がとれるのでなければ，精神科医の企業への関与は無意味

であるとするのは，現実軽視の理想論にすぎない。われわれは時には企業のポ

リシーと患者の利益との間で板ばさみになることはあっても，ベストではない

がベターである方策を懸命に模索しているつもりである」。 

 この小西の姿勢に触れて想起されるのが，児童精神医学の第一人者である小

倉（２００６）である。精神療法の副作用という原稿依頼を受けた小倉は，そ

れを奇異に思う以上に，怒りを感じたという。そして，次のように述べている。

「奇異な感じがするというのは，やはり精神療法では副作用というふうな考え

方をしないものであるらしいからである。精神療法というものはもちろん技術

的な面もあるが，それよりも治療者と患者との人間的なぶつかり合い全体を問

題にするものであり，治療過程の過程全体を究極的にはみのりあるものにもっ

てゆこうと努力するものなのである」。「たとえば，子どもの性格の発達上，精

神療法の過程が、何らかの意味で外傷体験になるようなものであるかというこ

とになれば，その時点において外傷体験のようにみえたとしても，全体として，

全経過として，それを人間成長の上に役立つようにもってゆくというわけであ

る」。 

 小西にも小倉にも，自らの取り組みの不完全性や矛盾を認識しつつ，それで

も自らが相対する患者を少しでもよい方向にもっていこうと努力し続けるとい

う点で共通している。この姿勢は，先に述べた「適応論的観点に基づいたメン

タルヘルス支援」を実践していく上で欠かせないものである。われわれは常に

合理的で正しい判断をできるとは限らない。そもそもわれわれには全体を俯瞰

する能力はないし，その上「企業のポリシーと患者の利益」との狭間で双方か

らさまざまな影響を受けることを避けられない。そのことを常に認識し続けな

がら，目の前の労働者への支援を少しでも「みのりのあるものにもってゆこう」
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と努力して行かなくてはならない。 

 小此木（１９８１）は，「職場の精神健康管理」という命題に対して，精神衛

生管理との関係を用いて次のような議論を展開している。「これらの職種の人々

（精神科医，心理学者，精神科ソーシャルワーカー）にとって，“精神衛生”と

いうことばは，縁起の悪いことばになりかけている。精神衛生法に代表される

ように，どうも精神衛生……ということばがつく組織や機能は、ここの精神健

康よりも全体—社会の側からものを見，ともすると『個』尊重と矛盾する面を

もつ，という印象が強くなってしまったからである」。「しかし，せんじつめる

と，“精神健康管理”ということばを使ったから，この種のマイナスが現実にな

くなるわけでもないし，“精神衛生管理”ということばを使う人が，みなお役所

や企業のご用係になるわけでもないだろう」。「要は，この定義問題に反映して

いるさまざまな現実的問題について，充分な洞察をもつかどうかだと思う。し

たがって簡単にどちらのことばがよいかときめるよりは，この定義をめぐって

ますます論議を深めることのほうが，より生産的な歩みをもたらすのではない

かと思う」。 

 この小此木の議論から理解されるのは，固定観念化への警告である。われわ

れは複雑な問題に直面したときに，問題を適当に切り分けて単純化し対応しよ

うとする。こうした方法は効率化を考えるときには欠かせない。しかし，この

方法は短絡を生み出し，さまざまな固定観念を作り出す。「結局，企業が望んで

いるのは，メンタルヘルス不調者の排除である」とか「企業に関わるとき，精

神科医は企業に利用されないように十分気をつけなくてはいけない」といった

言葉を耳にすることがある。これらの言葉は真実であることも真実でないこと

もあるだろう。しかし，ここで問題なのは，それが真実かどうかではなく，そ

れを当然のこととして無批判に受け入れ，それを前提に思考を進めていくこと

である。産業メンタルヘルスの現場は複雑多岐であることに加え，しばしば利

害の対立を伴う状況である。こうした状況においては，固定観念が誤った判断

につながることが多い。したがって，産業メンタルヘルスに関わるとき，われ

われは自らの固定観念化へ向かおうとする衝動に常に注意を向け，それに抗わ

なくてはならない。産業メンタルヘルスにおいては力動的な視点および思考が

欠かせないといえる。 

 

８．経済不況による衝撃：「触れがたいもの」という，新たな排除へ 
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 著者が産業精神医学活動に関わりはじめた１９９７年当時，特に印象的だっ

たのは，労働者がメンタルヘルス不調に陥っていることや，そのために企業内

の健康管理組織を利用していることを職場管理監督者や人事担当者に知られる

ことがないように，健康管理組織の職員がプライバシーの保護に最大限の配慮

をしていることだった。理由を問うと，労働者が会社側にそのことを知られる

と，出世に差し支えるとか会社を辞めさせられるといって不安に思うからだと

いわれた。はじめは「なるほどそうか，やはり会社というものは厳しいものな

のだ」と考えて納得した。広瀬（１９８８）の記述から，その様子がよく窺え

る。「会社のビルの一角にある医務室は（略）プライバシーも保てる物理的構造

になっている。時間予約制と内線による呼び出しの二本立で，待合室で待つこ

となく，診察を受けられるようになっている。精神科医が勤務する時間帯は他

の診察室は使われていないため，他科受診の社員と顔を合わせるおそれもない」。

「自発的受診者の秘密保持を完全にし，来室社の不安を減らすため，精神科の

み保険診療は行わず，薬は会社負担とし，カルテには処方のみを記し，記事は

筆者のノートに期すという配慮をしている」。ところが，産業精神医学活動の経

験を積むうちに，徐々に何のためにこうした配慮をしているのか，その目的が

分からなくなった。そして，何かプライバシーを保護すること自体が目的化し

ているように感じて疑問をもつようになった。周囲の人々に疑問を投げかけて

みたり新たな提案を行ってみたりしたが，周囲の人々がもつ変化することへの

抵抗は強く，従来のやり方を変えるところまでは至らなかった。 

 変化は外圧によってもたらされた。１９９０年代後半からの経済状況の悪化，

リストラに伴う終身雇用制度の実質的崩壊，そして業務のアウトソーシングな

どの動きによって，２０００年以降産業メンタルヘルスを取り巻く状況は一変

した。まず，ストレスやメンタルヘルス不調は当たり前のこととなった。精神

科診療所の診療報酬引き上げという動きも相俟って，精神科や心療内科の診療

所は急増し，多くの人が気軽に精神科にかかるようになった。そして，うつ病

は市民権を得て，精神科受診はもはや隠すべきことではなくなっていった。他

方，経済状況の悪化等は，企業がメンタルヘルス不調者を抱えておく体力を確

実に奪っていった。しかし，同時にメンタルヘルス不調者を排除することにつ

いては，企業に対して強いブレーキがかかっていた。１９９６年に電通過労自

殺訴訟の第一審判決で会社側の損害賠償責任が認められたことをきっかけにし

て自殺を中心とした精神疾患の労災問題が喧伝されるようになり，それに応え
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る形で２０００年以後次々と厚生労働省から発表される「事業場における労働

者の心の健康づくりのための指針」，「職場における自殺予防と対策」，「過重労

働による健康障害防止のための総合対策」，「心の健康問題により休業した労働

者の職場復帰支援の手引き」などにより，企業はメンタルヘルス対策の重要性

を認識するようになった。とはいえ，その認識の多くはリスクマネジメントと

いうものだった。そのため，不安と警戒心に彩られたメンタルヘルス支援は過

剰とも思われる保護的な対応となりがちである。こうした「触らぬ神に祟りな

し」という対応は，メンタルヘルス不調者の自信や自己効力感を損なうだけで

なく，周囲の士気の低下につながり生産性の低下をもたらす。その影響はます

ます拡大する傾向にあるといえる。 

 かつて企業のメンタルヘルス不調者は，メンタルヘルス不調故に昇進の道を

断たれ，さらには退職を迫られるのではないかという排除を体験していた。こ

うした排除は現在もまだ続いているが，さらにここ１０年あまりでメンタルヘ

ルス不調は不用意に触れられないものとなり，「触らぬ神に祟りなし」という対

応により新たな形の排除を生み出しているといえる。うつ病が市民権を得たと

いう状況がある反面で，実は本当の意味では誰もがその問題に触れがたい状況

が生まれているのである。この状況が，心の健康問題による長期休業者や，出

社はしていても生産性が上がらない労働者の増加の一因となっているのだろう。 

 

９．産業精神医学が目指すところ 

 小西（１９６９）は，精神科主治医が診断書の診断名をぼかすことに対して

「問題の本質は診断書に本当の病名を書く書かぬということではなく，病名を

ぼかすことで患者のプライバシーが守られ，患者に利益を与えることができる

という考えかたの安易さにあると思う」と指摘すると共に，「要するに精神病者

のプライバシーがとくに問題になるのは，治療医学としての精神医学がまだま

だ無力であることにも一因があるといえばいいすぎだろうか」と述べている。 

 現在までに，精神医学においては薬物療法やリワーク・プログラムなど治療

医学としての進展がみられる。さらに精神医学以外にも EAP の取り組みなどが

ある。しかし，それらの成果は十分とはいえない。産業精神医学自体が治療医

学としてのさらなる一歩を踏み出さなくてはならないのではないだろうか。著

者の考えるその一歩は，一つはメンタルヘルス不調者個人への介入であり，も

う一つは彼らを取り巻く環境への介入である。前者は適応論的観点に基づいた
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メンタルヘルス支援であり，後者はビオンによる集団力動に基づく実践である。 

 

１０．適応論的観点に基づいたメンタルヘルス支援の実践 

 メンタルヘルス対応がリスクマネジメントの文脈で捉えられることの多くな

った結果として，企業はメンタルヘルス不調者をリスクと見なし，彼らへの対

応は保護的な側面に偏りすぎたきらいがある。長期休業していた労働者の職場

復帰を受け入れるにあたって，企業側から「まずは，半日勤務からでもいい。

できることからやればいい」とか「はじめは会社に来るだけでいい。あとは様

子を見ながら仕事のペースを上げていこう」という声かけを耳にすることがよ

くある。一見，労働者に配慮した声かけのように感じられる。しかし，そこに

はステップアップの具体的なプランもなく，実質的に負荷をかけないこと自体

が目的化している可能性がある。確かに職場管理監督者にしてみれば，業務負

荷を上げていくための何の目安もなく，その上労働者が再び調子を崩したり休

みはじめたりすれば，自分の管理責任となりかねないのである。「保護的」な対

応になるのも致し方ないといえる。当の労働者の中には，「何も言われないので，

これでいいんだ」と思い，ただただ受身的にその状況に安住してしまう人もい

れば，「周囲はみな忙しく働いているのに，自分だけ仕事がなくボーッとしてい

る。とても申し訳ない」と思いが焦りにつながり再び調子を崩してしまう人も

いる。 

 著者はこの状況に対応するために，新たな職場復帰支援プログラムの開発に

取り組んでいる。その職場復帰支援プログラムは KEAP（KEIO Employee 

Assistance Program：キープ）といい，２００９年から従業員１万人規模の企

業と共同開発中である。KEAP のミッションは「メンタルヘルス不調者の働く

能力の再生と，彼らを取り巻く人々の働く能力の回復」であり，ビジョンは「働

くことに伴うストレスを，健康と成長のための糧とできる世界の実現」である。

その特徴は，「保護的」な職場復帰支援からの脱却と，職場復帰の主役は本人で

あることの明確化である。職場復帰支援とは，支援者が労働者を仕事に戻して

あげるのではなく，労働者が職場復帰に取り組む（挑戦する）のを支援するこ

とである。その過程は「骨折したプロ野球選手が骨折を治し，トレーニングを

積んで，試合に戻り，さらにレギュラー復帰を果たすのを，周囲の人が手伝う」

ということに喩えることができる。さらに，KEAP では，この喩えに基づいて

「故障者リスト入りした選手を鍛え育てる」というパラダイムを掲げている。 

－ 251 －



分担研究報告書（白波瀬 丈一郎） 
 

 

 労働者にとっての「レギュラー復帰」とは，企業がその労働者に期待する生

産性を持続的に発揮できることを意味している。したがって，休業している状

態から仕事に戻るという意味での職場復帰はゴールではなく，職場復帰プロセ

スのスタートにすぎない。KEAP では職場復帰後６カ月間でゴールに到達する

ことを目指している。正確に表現すると，職場復帰したら何が何でも６ヶ月で

「レギュラー復帰」を果たすのを目指すのではなく，労働者の回復状態を関係

者がそれぞれの立場でしっかり評価し，６ヶ月後の「レギュラー復帰」が十分

可能であろうという見極めができてはじめて，職場復帰を開始するという手続

きを徹底しているということである。その開始にあたっては，６カ月間の職場

復帰プランの作成を行う。まず，その労働者に求められる，６ヶ月後の「レギ

ュラー」とはどのような業務役割であるかを労働者と職場管理監督者が中心に

なって具体化する。そこから遡る形で，職場復帰４ヶ月目に到達すべき業務役

割，２ヶ月目に到達すべき業務役割，そして職場復帰時に到達できているべき

状態といった具合に，職場復帰プランの可視化・具体化を進める。次に，この

職場復帰プランに基づいて，労働者の精神症状の改善度合，日常生活リズムの

安定性，活動性，作業能力，今回のメンタルヘルス不調の振り返りに基づく再

発予防策の作成具合を労働者本人，職場管理監督者，人事担当者，そして精神

科専門医がそれぞれの立場で評価する。振り返りと再発予防においては，精神

科専門医がまずメンタルヘルス不調をもつ労働者本人に，職場復帰は再適応の

ための取り組みであり，周囲は可能な配慮や支援を行うものの，再び病状悪化

をきたすリスクをゼロにすることはできない旨説明して，労働者の職場復帰の

意思を確認する。その上で，複数回の面接で適応論的観点に基づいた分析を行

い，再適応のための課題を設定し，課題の実行度合を評価する。また，正式職

場復帰の前に試し出勤を実施して，職場環境における状態についても評価確認

する。こうした評価を関係者が持ち寄って，職場復帰の可否を合議制で決定す

る。 

 職場復帰開始時には，２ヶ月毎に業務負荷を段階的に上げていく職場復帰プ

ランについてもう一度確認すると共に，労働者が取り組む再適応のための課題

が共有され，関係者はその課題取り組みへの協力を求められる。職場復帰後は，

関係者間で緊密に連携して，労働者の病状を観察する。ただし，病状悪化がみ

られたとしても職場復帰プランの修正は原則行わず，既定の職場復帰プランを

継続しつつ病状回復に取り組むよう労働者に促すか，職場復帰プランを中止す
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るかのどちらかを判断する。中止理由が労働者の準備不足と判断されれば，再

度休業して準備を整えてくるように伝える。中止理由がその労働者の到達可能

な限界，換言すればそれ以上の回復は今後望めないと判断されれば，職場復帰

プランはそこで終了とする。その後は，到達時点の業務負荷でその労働者の雇

用を継続する対応について，雇用継続するかどうかを含めて人事担当者が検討

する。 

 

１１．集団力動に基づいた実践：基底的想定集団から課題集団へ 

 職場復帰には病状悪化の危険性だけでなく，雇用継続に関する問題が伴って

いる。「いつまでも休んでいると，会社を辞めさせられるのではないか」という

労働者の側の不安であったり，「こんな状態で戻ってきても，任せられる仕事が

ない」という使用者側の懸念や「かといって，強引なことをしたら，不当解雇

で訴えられたり，自殺につながったりするのでは」という不安であったりする。

このように職場復帰に際しては，労使間の利害対立が惹起されやすく，緊張と

不安を伴い疑心暗鬼に陥りやすい（白波瀬 ２０１１）。職場復帰支援プログラ

ムを実行性のあるものにするためには，こうした緊張と不安への対応が必要と

なってくる。著者の考案した職場復帰支援プログラムでは，職場復帰プランの

可視化と合議制という方法で不安緩和を図っている。しかし，それだけでは職

場管理監督者や人事担当者の理解は知的なものに留まり，頭では分かるものの

行動にはなかなか移せなかった。労働者，職場管理監督者，そして人事担当者

が過剰な緊張や不安によって振り回されることなく，主体性をもって職場復帰

のプロセスに関わるためには，さらなる工夫が必要だった。そのヒントがビオ

ン（１９６１）による集団力動に関する研究である。 

 ビオンによれば，すべての集団には課題集団 work group と基底的想定集団

basic assumption group という二つの側面が存在している。課題集団とは，そ

の集団が担っている課題の解決に向けてメンバーが主体的に取り組むことがで

きている状態をさす。一方，基底的想定集団とは，メンバー同士が打ち合わせ

たわけでもないのに集団全体を非合理的な想定が支配しているような状態をさ

す。心理的重圧に曝されると基底的想定集団の側面が活性化する。この状態に

陥った集団のメンバーたちは自分たちに課題解決はできないという思いに支配

され，みな受動的になるという特徴がある。ビオンは基底的想定集団の例とし

て，依存集団，逃走−逃避集団，つがい集団を挙げている。職場復帰に関する場
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面でしばしば目にする光景はこの基底的想定集団によく当てはまる。依存集団

では，課題はリーダーにしか解決できないという想定があるかのように，メン

バーはみなリーダーに依存的となり盲目的に従属する。産業精神医学において

は，職場管理監督者や人事担当者が精神科専門医にメンタルヘルス不調者の処

遇を決めてもらおうとする状況である。逃走−逃避集団とは，課題が解決しない

原因を誰かに負わせて，その人を非難したり攻撃したりする集団である。そこ

には，原因となっている人がちゃんとすれば，課題は解決するという想定が存

在するかのようである。それが「犯人探し」という形で表面化すると，集団内

の軋轢が強まる。健康管理組織のスタッフの「人事は，産業衛生を何たるかを

何も分かっていない」という発言や，人事担当者の「健康管理組織のスタッフ

は個人情報を盾にとって，何も協力しない」という発言がそれにあたる。一方，

迫害者を集団の外側に見出した場合は，「本人はわがままばかりいっている」と

か「主治医は会社の状況を何も分かっていない」といった議論がおこり，集団

は偽りの団結力を示す。つがい集団では，集団内のカップルにより何か新しい

ものが生み出され，それによって課題は解決するという想定があるように，メ

ンバーはカップルのやりとりを見守り続ける。いつかカップルから救世主が生

み出され，自分たちは救われるという救世主願望である。 

 このような基底的想定集団が活性化した集団において，課題集団としての側

面を回復させるためにはまず，１）こうした基底的想定集団という現象が普遍

的なものであることを集団全体で理解すること，２）立て直しを目的として集

団で話し合う場をもつこと，３）その場で自らが感じている情緒を率直に話し，

自分たちが心理的重圧に直面していることをそこで感じている情緒を含め全体

で共有することである。 

 こうした取り組みは定期的なカンファレンスの開催によって実践される。カ

ンファレンスを運営するときに心がけるべきなのは，対等であるという文化の

醸成である。具体的には，一見的外れな発言や少数意見を無視せず尊重するこ

とが挙げられる。こうした姿勢は，集団の中に自由に発言できる雰囲気を育む

一助となる。カンファレンスにおいて，話題になりづらいものとしてネガティ

ブな感情がある。「そんな発言をしたら、非常識と思われ非難される」という不

安につながり，その結果集団内でそうした感情を発言することははばかられて

しまう。しかし，こうしたネガティブな感情は言葉にしなくても，言葉の端々

や態度に現れ，他者との関係性を損なう原因になることが多い。したがって，
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こうした悪影響を防ぐためにも，自らが抱いたネガティブな感情はカンファレ

ンスで仲間と共有し，そうした感情を抱くにいたった経緯を考え，その対処方

法を話し合うのが有効である。こうしたコミュニケーションを促進するために，

リーダーが時に自らのネガティブな感情を率直に言葉にすることが有効である。

また，自由な発言を保障するための工夫として，カンファレンスにおいて結論

が出ない場合もあるという選択肢をリーダーが担保しておくこともまた有用で

ある。 

こうした取り組みによって，課題集団としての側面が回復してくると，メン

バーに，問題を解決するために自らに何ができるのかを考える姿勢が見られる

ようになる。他人任せではない主体的な姿勢である。こうした動きが出てくれ

ば，メンバーでアイデアを出し合い，それを集団全体で協議して，実効性のあ

る対策を生み出す作業を始める。対策が決まったら，それを実行に移しその効

果を再び話し合い，その結果に基づいてより実効性の高い対策を模索していく。

こうして，課題集団としての側面はさらに確実なものになっていく。 

さらに，心理的重圧→基底的想定集団の活性化→課題集団の回復という作業

を通して，メンバーたちは自らの技術にさらに磨きをかけ，より積極的に目的

達成に取り組み，緊密に連携を取るようになる。これが集団としての成長につ

ながるのである。 

 

 以上の集団力動に関する理解に基づいて著者が取り組んだのは，企業内に専

門チームを作ることだった。まず，KEAP の側で精神科専門医２名と臨床心理

士３名からなるチームを作り，契約先企業に精神科専門医はそれぞれ週２回３

時間ずつ勤務し，臨床心理士は週４日間勤務するという体制とした。このチー

ムに，契約先企業の産業保健スタッフおよび人事担当者を含めたメンタルヘル

ス対応の専門チームを作った。臨床心理士が契約先企業に常駐することで，労

働者に対して細やかに対応できるようになったのに加えて，職場管理監督者や

人事担当者とのコミュニケーションも密になったことで，新しい職場復帰支援

プログラムの現場への浸透は促進された。さまざまな機会を利用して関係者で

カンファレンスを開き，課題集団の活性化も積極的に行うことができた。また，

精神科専門医や臨床心理士がメンタルヘルス不調者への対応の仕方をやってみ

せることで，職場管理監督者や人事担当者は「そんなふうに接すればいいんだ」

とか「そこまで率直な話し合いをしてもいいんだ」と納得し安心するという効
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果もみられている。 

 

１２．おわりに：法律に望むこと 

 労働法に適応的観点を適用すると，それは次のように理解できのではないだ

ろうか。 

 まず，労働法の目的は，労働契約においては使用者と労働者との間に不平等

が存在しているために，使用者が生産性向上のために労働者にとって適応困難

な労働環境を設定したとしても，労働者はその条件で契約を結ばざるをえない

状況が存在している。この状況を修正して，平均的な個人が適応可能であると

想定できる，平均的な環境条件を保障することである。その意味で，労働法は

適応的観点に基づいたメンタルヘルス支援の適切な実践を保障するための前提

条件ということになる。と同時に，「１０．適応論的観点に基づいたメンタルヘ

ルス支援の実践」の冒頭で触れたように，労働者を保護する視点が強調されす

ぎると，労働法がメンタルヘルス不調の労働者が再適応のために取り組むべき

課題を免除する結果につながりうる可能性ももっている。その意味で適応的観

点に基づいたメンタルヘルス支援の実践を困難にしている側面がある。 

 著者の考える，適応的観点に基づいたメンタルヘルス支援の実践から法律に

望むことは，労働者を保護するだけでなく，彼らの成長促進を目的とした誠実

な取り組みをも保障する枠組みである。 

  

－ 256 －



分担研究報告書（白波瀬 丈一郎） 
 

 

【文献】 

・ Bion, WR (1961): Experiences in group and other papers. Routledge. 

・ Grinker, RR and Spiegel, JP (1945): War neuroses. Ayer Co Pub. 

・ 広瀬徹也（１９８８）：精神障害の早期発見・治療に直結する精神科産業医

の毎週勤務−企業嘱託医１６年の経験から−．精神神経学雑誌，９０（１０）：

８８７−８９３． 

・ Jaspers, K (1913): Allgemeine Psychopathologie.（西丸四方訳：精神病理学

原論．みすず書房） 

・ 加藤正明（１９８５）：序説．小此木啓吾他（編）：産業精神医学 臨床産業

医学全書７：１−３．医歯薬出版株式会社．  

・ 加藤正明他（編）（１９９３）：新版精神医学事典．弘文堂． 

・ 加藤正明（１９９８）：精神医学，精神保健における歴史．加藤正明（監修）

産業精神保健ハンドブック：２−９．中山書店． 

・ 小西輝夫（１９６９）：企業と精神科医の問題．精神医学，１１（１２）：９

５３−９５８． 

・ 小西輝夫（１９７１）：企業のなかの精神衛生．精神医学，１３（１２）：１

１６３−１１６７． 

・ Kraepelin, E (1896): Psychiatrie: Ein Lehrbuch für Studierende und 

Ärzte.（西丸四方，遠藤みどり訳：精神分裂病．みすず書房） 

・ 中村純，行正徹（２００７）：気分障害．日本産業精神保健学会（編）：産業

精神保健マニュアル：３０７−３１１．中山書店． 

・ 中村豊（１９８５）：障害者管理−発見からアフターケアまで−．小此木啓吾

他（編）：産業精神医学 臨床産業医学全書７：３０５−３１６．医歯薬出版

株式会社． 

・ 小倉清（２００６）：子ども・思春期の精神療法の副作用．小倉清：小倉清

著作集１「子どもの臨床」：６６−７４．岩崎学術出版社．  

・ 岡田靖雄，小坂英世（１９７０）：市民の精神衛生．勁草書房． 

・ 小此木啓吾（１９８１）：無題．小沼十寸穂（著編）：労働科学叢書５７ 職

場の精神健康管理の実際−諸家の知見と方策から−：６０−６２．労働科学研

究所． 

・ 小此木啓吾（１９８５）：精神健康と適応・不適応．小此木啓吾他（編）：産

業精神医学 臨床産業医学全書７：２７−３３．医歯薬出版株式会社． 

－ 257 －



分担研究報告書（白波瀬 丈一郎） 
 

 

・ 小此木啓吾（１９８７）：産業精神医学の課題．精神神経学雑誌，８９（１

１）：９３２−９３８． 

・ 小澤勲（１９７５）：呪縛と陥穽−精神科医の現認報告．田畑書店． 

・ 島悟，荒井稔，大西守他（１９９７）：勤労者における精神障害に関する多

施設共同研究．精神医学，３９（１０）：１１１７−１１２２． 

・ 白波瀬丈一郎（２０１１）：企業におけるうつ状態−主治医と経営者は何故手

を結べないのか−．治療，９３（１２）：２４４３−２４４６． 

・ 田中雅人，廣尚典，小田島恵子他（１９９２）：職域における精神保健相談

（第１報）．産業医学，３４：９１２． 

・ 樽味伸，神庭重信（２００５）：うつ病の社会文化的試論−特に「ディスチミ

ア親和型うつ病」について−．日本社会精神医学会雑誌，１３（３）：１２９

−１３６． 

 

 

－ 258 －



－ 259 －



0

50

100

150

200

250

300

350

1996 1999 2002 2005 2008

58.9
58.5

50

42.446.6
104.192.4

71.1
44.143.3

79.575.773.466.672.1

認知症 統合失調症など うつ病など
不安障害など その他 薬物・アルコール症
てんかん

図１．医療機関に受診する患者の疾病別内訳

【出典】患者調査

表３．メランコリー親和型とディスチミア親和型うつ病との対比2

メランコリー親和型 ディスチミア親和型

年齢層 層 年 青層 年 高 中

関連する気質 執着気質
メランコリー性格

スチューデント・アパシー
退却傾向と無気力

病前性格
社会的役割・規範への愛着
規範に対して好意的で同一化
秩序を愛し，配慮的で几帳面
基本的に仕事熱心

自己自身(役割ぬき)への愛着
規範に対して「ストレス」であると抵抗する
秩序への否定的感情と漠然とした万能感
もともと仕事熱心ではない

症候学的特徴
焦燥と抑制
疲弊と罪業感(申し訳なさの表明)
完遂しかねない“熟慮した”自殺企図

回避と他罰的感情(他者への非難)
衝動的な自傷，一方で“軽やかな”自殺企図

薬物への反応性 多くは良好(病み終える) 多くは部分的効果にとどまる(病み終えない)

認知と行動特性 疾病と服薬で全般に軽快しやすい どこまでが「生き方」でどこからが「症状経
過」か不分明

予後と環境変化 場・環境の変化は両価的である(時に自責的
になる)

休養と服薬のみではしばしば慢性化する
置かれた場・環境の変化で急速に改善するこ
とがある
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分担研究報告書 

 

 産業保健実務者および産業医の視点からみた 
日本の職域メンタルヘルス対策 

- 法令、行政規則・ガイダンス、公的支援体制、民間支援事業の効果と問題点

および諸外国への訪問調査に関する提言 - 
 

分担研究者  梶木繁之 産業医科大学産業医実務研修センター・講師 

 

研究要旨 

 これまでの日本の官民両者による職域メンタルヘルス対策について概観した

うえで、その効果ならびに問題点について産業保健実務者および産業医の立場

から整理・考察し、法学者が諸外国の訪問調査を行う際に注視すべき事項につ

いて提言することを目的として調査を実施した。 

職域におけるメンタルヘルス対策として、国は立法（労働安全衛生法）、行政

規則やガイダンス、法律に基づく公的機関による支援事業の推進を行ってきた。

その他、民間レベルでは EAP（Employee Assistant Program）などの支援機関

がその存在感を高めている。国レベルでは、5年に一度行われる「労働者健康状

況調査」の他、不定期に様々なメンタルヘルスケア対策に関する調査が実施さ

れている。これらの調査では、事業所と労働者の両方もしくは事業者のみを対

象に調査が行われており、メンタルヘルスに関する幅広い、様々な情報が収集

されている。 

しかし、既存の活動の効果を直接的に評価できる指標は乏しく、国内におい

て何らかのメンタルヘルスケア対策を展開する場合には、それらの取組成果が

直接検出（評価）できるような指標を開発する必要性が認められた。 

法学者による諸外国の訪問調査に際して注視すべき点としては、①メンタル

ヘルスに関する法律および関連するシステム（社会的な枠組み）の内容等、②

「メンタルヘルス不調者」の診断もしくは認定基準、③認定する場合の医師の

資格や診療科、専門、経験等、④メンタルヘルス不調による労災認定数ならび

に詳細、⑤当該国におけるメンタルヘルス不調者の周囲ないし社会からの受け

止められ方、⑥国レベルでの緊急相談窓口の設置状況、⑦復職可否を判断する

際の責任者、⑧EAP などの外部機関との連携状況、⑨法的な枠組みの一環として

行われるメンタルヘルススクリーニングの有無などが提示された。 
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Ａ.目的 
これまでの日本の官民両者による

職域メンタルヘルス対策について概

観したうえで、その効果ならびに問題

点について産業保健実務者および産

業医の立場から整理・考察し、法学者

が諸外国の訪問調査を行う際に注視

すべき事項について提示すること。 

 

Ｂ.方法 

政府による公的な職域メンタルヘ

ルス対策は、主として労働安全衛生法

上の法整備、行政規則やガイダンス、

法律に基づく公的機関による支援事

業の推進によって行われて来た。 

そこで先ず、三柴 1)の整理に従い、

労働安全衛生法におけるメンタルヘ

ルス対策に適用可能な条文を確認し

た。 

次に、1972 年の労働安全衛生法（以

下、安衛法という）制定以降のメンタ

ルヘルス対策に関連する主要な指針

等 2)を列挙し、関連施策展開の系譜を

確認した。 

第３に、メンタルヘルス対策に関す

る以下の公的サービスを列挙し、各サ

ービスの実施主体が独自に実施した

調査から判明した各サービスの効果

（ないしそれを推定させるデータ）等

を確認した。 

①独立行政法人・労働者健康福祉機

構が全国の産業保健推進センター等

にメンタルヘルス対策支援センター

を設置して実施して来た同名の支援

事業：同事業では、その利用者に対し、

平成 21 年度のサービス開始時よりア

ンケート調査を実施して来た 3)。 

②1964 年(昭和 39 年)に労働災害防

止団体法に基づき設立された中央労

働災害防止協会（以下、中災防ともい

う）におけるメンタルヘルス支援（各

種セミナー、社内研修会の講師派遣、

ストレスチェック等）活動：中災防が

実施する様々な研修プログラムでは、

実施するセミナー毎に受講者を対象

としたアンケートが行われて来た 4)。 

第４に、民間レベルで存在感を高め

ている EAP（Employee Assistant 

Program）が提供しているサービスの

概要と効果についてインターネット

等で検索した 5)。 

第５に、上記の法制度・施策等を踏

まえて個々の事業で実際に実施され

ているメンタルヘルス対策に関する

調査として、厚生労働省の「労働者健

康状況調査」6)と独立行政法人・労働

政策研究・研修機構の「職場における

メンタルヘルスケア対策に関する調

査」7)を採り上げ、対策の概要や効果

（を推定させるデータ）等について確

認した。 

以上の作業を踏まえ、諸外国の訪問

調査を行う際に注視すべき事項に関

し、産業医実務研修センターに所属す

る医師の内、産業医経験者 18 名（産

業医経験年数 2～15 年）で討議を行っ

た。 

 

Ｃ.結果 

１）職域におけるメンタルヘルス対策

に適用可能な条文 

三柴 1)は現行の安衛法の中で、メン
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タルヘルス（以下、この項においてＭ

Ｈと標記することがある）対策に適用

可能な条文について、以下のように整

理している。 

 

①これまで、産業ストレスに関連す

る災害の賠償事件において裁判所が

言及したもの 

 第２８条の２（業務に起因するリス

クのアセスメント及びマネジメント

の努力義務等） 

 第６５条の３（作業管理の努力義

務）（電通事件平成１２年３月２４日

労働判例７７９号１３頁など） 

 第３章（安全衛生管理体制の構築に

かかる義務及び努力義務）（真備学園

事件岡山地判平成６年１２月２０日

労働判例６７２号４２頁など） 

 

 ②メンタルヘルス指針（行政規則・

局長通達）の根拠とされたもの等 

 第６９条第１項（健康の保持増進を

図るための措置の努力義務）、第７０

条の２（厚生労働大臣による第６９条

第１項に定める措置に関する指針の

公表及びそれに基づく指導）  

 

 ③快適職場指針（行政規則・省告示）

の根拠とされたもの等 

第７１条の２（作業環境管理、作業

管理、労働者の疲労回復設備等の設

置・整備等による快適職場環境形成の

努力義務）、第７１条の３（厚生労働

大臣による第７１条の２に定める措

置に関する指針の公表及びそれに基

づく指針）、第７１条の４（国による

事業者の快適職場形成支援の努力義

務） 

 

 ④近年の法改正（平成１７年法第１

０８）において、主にＭＨ対策を意識

して策定されたもの 

 第６６条の８第１項、第３項、第４

項、第５項（長時間労働者面接指導等

の実施義務、その結果の記録義務、医

師への意見聴取義務、医師の意見を踏

まえた事後措置義務）、第６６条の９

（面接指導対象者以外の要配慮者に

対する措置の努力義務） 

 

 ⑤主にＭＨ対策を意識して策定さ

れたわけではないが、同対策も射程に

捉えられていたもの 

第７０条（健康の保持増進を図るた

めの体育活動、レクリエーション等の

活動についての便宜供与の努力義務）、

第７１条（国による事業者の健康の保

持増進措置のための援助の努力義務） 

なお、一般健診・特殊健診の実施義

務、都道府県労働局長による臨時健診

の指示、医師選択の自由について定め

る第６６条も、強制こそできないもの

の、問診等による「心身の欠陥」の調

査を予定しているから、これに連なる

第６６条の３（健診結果の記録義務）、

第６６条の４（健診結果についての医

師等への意見聴取義務）、第６６条の

５（医師等の意見を踏まえた事後措置

義務等）、第６６条の７第１項（健診

結果を踏まえた医師等による保健指

導の努力義務）も、任意に回答された

ＭＨ不調については射程に収めてい
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ると解される。 

 

 ⑥ＭＨ対策を射程に入れて策定さ

れたわけではないが、同対策にも類推

適用が可能と解されるもの 

第６５条の４（物理的に有害な作業

に従事する時間[作業時間]の制限）、 

第６８条（特定の疾病罹患者の就業

禁止措置義務）（本条所定の厚生労働

省令に当たる労働安全衛生規則第６

１条は、当初精神疾患罹患者も対象に

含めていたが、産業医に判断させるの

は適当でないとして、平成１２年改正

で除外された経緯がある。なお、本条

に関する京和タクシー事件京都地判

昭和５７年１０月７日労働判例４０

４号７２頁は、「左肺浸潤の疑、要精

査」との健診結果を受けながら、本人

にその結果を伝えず、漫然と従前通り

のタクシー運転業務に従事させたこ

とにより肺結核の重篤化を招いたと

して、本条違反を要素として事業者の

過失責任を認めている。） 

 

２）安衛法制定以降のメンタルヘルス

対策に関する主な指針等 

職域におけるメンタルヘルス対策

の主な指針として下が挙げられる。 

- 1979 年（昭和 54）   シルバー・

ヘルス・プラン 

- 1988 年（昭和 63）   トータル・

ヘルスプロモーション・プラン 

- 1992 年（平成 4）    快適な職場

環境の形成 

- 1996 年（平成 8）    過労死の労

災認定基準（改正） 

- 1999 年（平成 11）   心理的負荷

による精神障害等に係る業務上外

の判断指針 

- 2000 年（平成 12）   事業場にお

ける労働者の心の健康づくりのた

めの指針 

- 2002 年（平成 14） 過重労働によ

る健康障害防止のための総合対策 

職場における自殺の予防と対応 

- 2004 年（平成 16） 心の健康問題

により休業した労働者の職場復帰

支援の手引き 

- 2006 年（平成 18） 労働者の心の

健康の保持増進のための指針 

- 長時間労働者への医師による面接

指導の実施 

- 2009 年（平成 21） 心の健康問題

により休業した労働者の職場復帰

支援の手引き（改訂） 

- 2011 年（平成 23） 心理的負荷に

よる精神障害の認定基準 

 

３）メンタルヘルス対策支援センター

事業と利用者アンケート報告書 

独立行政法人・労働者健康福祉機構

では、全国のメンタルヘルス対策支援

センターの利用者に対し、年次毎のア

ンケート調査が行われて来た。これま

でに、平成 21 年度ならびに平成 22 年

度の報告書が作成されており平成 21

年度は、「相談、情報提供サービス」

の利用者 452 件、「訪問支援事業場サ

ービス」の利用者 2133 件、平成 22 年

度は、「相談、情報提供サービス」の

利用者 589 件、「訪問支援事業場サー

ビス」の利用者 2396 件より回答が得
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られていた。 

 平成 23 年度の報告書の内、「相談、

情報提供サービス」を利用した回答者

の職種が一番多いのは「人事労務担当

者：35.1%」で「衛生管理者：21.2%」、

「メンタルヘルス推進担当者：9.3％」

と続いた。また、回答者の所属する事

業所の規模でみると、100 名～299 名

が 30.2％と最も多く、以下、50 名～

99 名が 22.4％、10～49 名が 17％と続

き、回答者の多くが中小規模の事業所

であることが判明した。業種としては、

製造業の 38.5％に続き、建設業が

6.5％、運輸業 4.1％と続いた。 

 センターへの満足度については、

70.8％が満足していると答えており

特に「メンタルヘルス対策の構築に役

に立った」との回答率が 81.2％であっ

た。 

 一方、平成23年度の報告書の内、「訪

問支援事業サービス」を利用した回答

者の事業所規模は、100～299 名が

34.4％、50～99 名が 26.7％、10～49

名が 18.4％と続き、こちらも中小規模

事業所の利用が多いことが判明した。

業種の特徴も製造業、建設業、運輸業

の順で高い傾向が見られた。 

 メンタルヘルス支援センターの内

容に対する満足度調査では、64.3％が

満足していると回答しており、「相談、

情報提供サービス」同様、回答者は比

較的高い満足度であることが判明し

た。 

 

４）中央労働災害防止協会によるメン

タルヘルス関連セミナーと受講者ア

ンケートの結果 

平成 21 年度の「メンタルヘルス教

育研修担当者等能力向上研修会（札幌、

仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福

岡 計 7回）」の参加者 762 名の内 741

名（回収率 97.2％）より回答を得た。

参加者の内 52.3％が中小規模事業場

からの参加で参加者は事業場内産業

保健スタッフが 27.9％、以下、人事労

務管理スタッフ 24.2％、管理監督者

15.6％と続いた。研修会全体の印象で

は、「大変満足」と「満足」を併せる

と 93.6％の参加者が満足との回答で

あった。また、講義内容についても、

「大変有益である」と「有益である」

を併せると、86.6％～93.5％であり研

修会に対する参加者の高い満足度が

うかがえた。 

また、平成 21 年度の「メンタルヘ

ルス教育研修担当者等養成研修」では

229 名が参加し、218 名（回収率

95.2％）より回答を得た。参加者の内 

55％が300人以下の中小規模事業場か

ら参加しており、参加者の職種は人事

労務管理スタッフが 32%、ついで事業

場内産業保健スタッフ 16％、管理監督

者 13％と続いていた。研修会全体の満

足度は「大変満足である」と「満足で

ある」を併せると 96.2％であり、参加

者の高い満足度がうかがえた。 

この他、職場における、「自殺予防

セミナー：参加者 3758 名」や「心の

健康づくりシンポジウム–職場（組織）

の能力を発揮できるようにするため

に– 参加者 1210 名」なども開催して

いるが、アンケート結果からは 86.4％、
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92.5％の高い満足度が得られていた。

総じて、中央労働災害防止協会の提供

するメンタルヘルス関連のセミナー

は参加者の高い満足度が確認された。 

 

５）EAP 機関におけるメンタルヘルス

サービスの効果 

WEB 調査等による限り、民間の EAP

機関の効果に関する公的な調査結果

等は現段階で存在せず、それらが開設

している WEB ページ上、客観的に検証

可能な効果を明示した例も見あたら

ず、おおむねサービス内容の概要を示

すにとどまっていた。一例として、株

式会社イノベーションが提供する「メ

ンタルヘルスナビ 5)」があるが、ここ

でも日本国内でEAPサービスを提供す

る6社のサービス内容と特徴が紹介さ

れるにとどまっていた。 

 

６）個々の事業所で実施されているメ

ンタルヘルス対策に関する統計情報 

厚生労働省は「労働者健康状況調

査」を 5年ごとに実施し、その中で職

域におけるメンタルヘルス対策の概

要について報告している。直近（平成

19 年度）の報告書 6)では、 

事業所調査として 

１ 健康管理対策の実施状況 

２ 長時間労働者に対する面接指導

について 

３ 健康の保持・増進の実施状況 

４ 心の健康対策（メンタルヘルスケ

ア）の実施状況 

５ 喫煙対策の実施状況 

６ 労働者の健康管理対策として重

要な課題、を 

 

労働者調査として、 

１ 精神的ストレス等の状況 

２ 健康管理やストレス解消のため

に会社に期待すること 

３ 現在の健康状態及び将来の健康

状態に対する不安 

４ 喫煙状況及び喫煙対策、を報告し

ている。 

このうち事業所調査における「心の

健康対策（メンタルヘルスケア）の実

施状況」では、(1) 心の健康対策（メ

ンタルヘルスケア）の取組状況、(2) 

心の健康対策（メンタルヘルスケア）

を推進するにあたっての留意事項、

(3) 心の健康対策（メンタルヘルスケ

ア）のための専門スタッフの配置状況、

(4) 心の健康対策（メンタルヘルスケ

ア）の効果、(5) 心の健康対策（メン

タルヘルスケア）に取り組んでいない

理由及び今後の取組予定、(6) メンタ

ルヘルス上の理由により休業・退職し

た労働者【新規調査項目】について報

告がなされていた。 

それらによると、心の健康対策に取

り組んでいる事業所の割合は３３．

６％［前回２３．５％］で、これを事

業所規模別にみると、１，０００人～

４，９９９人及び５，０００人以上の

規模では９割を超えており、また、１

００人以上のすべての規模で６割を

超えていた。 

心の健康対策に取り組んでいる事

業所のうち、心の健康対策の取組内容

（複数回答）をみると、「労働者から
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の相談対応の体制整備」（５９．３％）

が最も高く、次いで「労働者への教育

研修・情報提供」（４９．３％）、「管

理監督者への教育研修・情報提供」（３

４．５％）の順となっていた。 

心の健康対策に取り組んでいる事

業所のうち、留意している事項がある

事業所の割合は９５．７％［前回８８．

６％］で、これを事業所規模別にみる

と、すべての規模で９割を超えていた。 

留意している事項がある事業所のう

ち、具体的な留意事項内容（複数回答）

としては、「労働者の個人情報の保護

への配慮」（６７．９％）が最も高く、

次いで「職場配置、人事異動等」（５

９．４％）、「心の健康問題に関する誤

解等の解消」（５１．０％）の順とな

っていた。 

心の健康対策に取り組んでいる事

業所のうち、「専門スタッフがいる」

とする事業所の割合は５２．０％［前

回４９．８％］となっていた。これを

事業所規模別にみると、３００人以上

のすべての規模で８割を超えていた。 

専門スタッフがいる事業所のうち、

専門スタッフの種類（複数回答）別の

配置状況をみると、「産業医」（５６．

５％）が最も高く、次いで「衛生管理

者又は衛生推進者等」（３０．７％）、

「カウンセラー等」（２７．１％）、「保

健師又は看護師」（２２．５％）の順

となっていた。 

心の健康対策に取り組んでいる事

業所のうち、「効果があると思う」と

する事業所の割合は６７．０％［前回

６１．３％］で、これを事業所規模別

にみると、すべての規模で６割を超え

ていた。 

心の健康対策に取り組んでいない

事業所について、取り組んでいない理

由（複数回答）をみると、「専門スタ

ッフがいない」（４４．３％）とする

事業所の割合が最も高く、次いで「取

り組み方が分からない」（４２．２％）、

「必要性を感じない」（２８．９％）、

「労働者の関心がない」（２７．７％）

の順となっていた。事業所規模別にみ

ると、３０人以上のすべての規模で

「専門スタッフがいない」とする事業

所の割合が最も高くなっていた。今後

の取組予定としては、「取り組む予定

である」は４．４％であり、「取り組

む予定はない」が５１．９％、「検討

中」が４２．８％となっていた。 

過去１年間にメンタルヘルス上の

理由により連続１か月以上休業又は

退職した労働者がいる事業所の割合

は７．６％となっていた。 

 

労働者調査における「精神的ストレ

ス等の状況」では、(1) 仕事や職業生

活に関する不安、悩み、ストレスにつ

いて相談できる人の有無、(2) 仕事や

職業生活に関する強い不安、悩み、ス

トレス、に関する調査結果が報告され

ていた。 

自分の仕事や職業生活での不安、悩

み、ストレスについて「相談できる人

がいる」とする労働者の割合は８９．

７％となっており、女（９３．１％）

の方が男（８７．４％）より高くなっ

ていた。「相談できる人がいる」労働
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者が挙げた具体的な相談相手（複数回

答）としては、「家族・友人」（８５．

６％）が最も高く、次いで「上司・同

僚」（６５．５％）の順となっていた。

男女別にみると、「家族・友人」を挙

げた労働者の割合は女（９１．２％）

の方が男（８１．４％）より高く、「上

司・同僚」は男（６７．４％）の方が

女（６２．８％）よりやや高くなって

いた。 

自分の仕事や職業生活に関して強

い不安、悩み、ストレス（以下、仕事

でのストレスという）が「ある」とす

る労働者の割合は５８．０％［前回６

１．５％］となっていた。「仕事での

ストレス」がある労働者が挙げた具体

的なストレスの内容（３つ以内の複数

回答）としては、「職場の人間関係の

問題」（３８．４％）が高く、次いで

「仕事の質の問題」（３４．８％）、「仕

事の量の問題」（３０．６％）の順と

なっていた。男女別にみると、「職場

の人間関係の問題」（男３０．４％、

女５０．５％）は女が男より高く、「会

社の将来性の問題」（男２９．１％、

女１２．９％）、「昇進、昇給の問題」

（男２４．９％、女１５．６％）は、

男が女より高くなっていた。就業形態

別にみると、一般社員は、「職場の人

間関係の問題」（３７．７％）、「仕事

の質の問題」（３６．７％）、「仕事の

量の問題」（３２．０％）が高く、契

約社員は、「雇用の安定性の問題」（３

６．２％）、「職場の人間関係の問題」

（３４．４％）、パートタイム労働者

は、「職場の人間関係の問題」（４５．

８％）が高くなっていた。 

また、「健康管理やストレス解消の

ために会社に期待すること」として、

「健康管理やストレス解消のために

会社に期待することがある」とする労

働者の割合は６８．８％［前回６５．

１％］となっていた。そのうち、期待

する内容（３つ以内の複数回答）とし

ては、「がん検診や人間ドックの受診

費用の負担の軽減」（４１．６％）、「休

養施設・スポーツ施設の整備、利用の

拡充」（３３．４％）、「健康診断の結

果に応じた健康指導の実施」（２７．

０％）、「施設整備等の職場環境の改

善」（２０．５％）の順となっていた。 

年齢階級別にみると、年齢が上にな

るほど、「健康診断の結果に応じた健

康指導の実施」が高くなっており、年

齢が下になるほど、「休養施設・スポ

ーツ施設の整備、利用の拡充」が高く

なっていた。 

 その他、職域メンタルヘルス対策に

特化した最新の公的調査として、独立

行政法人・労働政策研究・研修機構が

平成23年 6月 23日に結果報告を行っ

た「職場におけるメンタルヘルスケア

対策に関する調査」がある。 

（調査対象：農・漁業を除く全国の従

業員数 10 名以上の民間事業所 14000

ヶ所で、帝国データバンクの事業所デ

ータベースを母集団に産業・規模別の

層化無作為抽出、調査方法：郵送配

布・郵送回収、調査期間：2010 年 9

月 21 日～10 月 5 日、回収数：有効回

収数 5250 件/有効回収率 37.5％、集

計：集計結果は抽出母集団の産業・従
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業員規模に基づいてウェイトバック

した） 

メンタルヘルスに問題を抱えてい

る社員のいる産業（正社員）は、1 位

が医療・福祉 76.6％、2 位が情報通

信業 73.0％、3 位が製造業 67.9％

であった。 

メンタルヘルス不調者が現れる原

因についてどのように考えているか

の問い（複数回答）に対し、「本人の

性格の問題」が 67.7％と最多で、次い

で「職場の人間関係」（58.4％）、「仕

事量・負荷の増大」（38.2％）、「仕事

の責任の増大」（31.7％）、「上司・部

下 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 不 足 」

（29.1％）、「家庭の問題」（29.1％）、

の順となっていた。 

また、30 人未満の事業所では、「上

司が部下を育成する余裕がない」「成

果がより求められることによる競争

過多」を理由に挙げる事業所がそれぞ

れ 10.6％、25.0％と平均を大きく上回

っていた。 

メンタルヘルスケアの取組の有無

では、1 位が電気・ガス・熱供給・水

道業 88.8％、2 位が金融業・保険業 

75.3％、3 位が情報通信業 75.0％で

あった。 

メンタルヘルス対策の取組の有無

とメンタルヘルス不調者の復職状況

との関連を見ると、「取り組んでいる」

方が完全復帰の割合が高く、メンタル

ヘルスケアの取組が復職に関して一

定の効果を上げていることが分かっ

た。 

メンタルヘルスケアの取組の具体

的内容（複数回答）では、「労働者か

らの相談対応窓口の整備」の割合が

55.7％と最も高く、「管理監督者への

教育研修・情報提供」が 51.0％、「労

働者への教育研修・情報提供」が

41.7％、「メンタルヘルスケア対策に

ついて衛生委員会等での調査審議」が

32.3％と続いていた。 

メンタルヘルス不調者が復職する

場合のルール化の状況では、「人事担

当者がその都度相談してやり方を決

めている」事業所の割合が 43.1％と最

も多く、次いで「社内で復職に関する

手続ルールが定められている」32.9％

と続き、「復職はそれぞれの職場の上

司・担当者に任せている」が 17.4％と

なっていた。これを企業規模別にみる

とおおむね規模が大きいほど「手続ル

ールが定められている」割合が高かっ

た。「手続ルールが定められている」

割合は、休職・退職者がいる場合、

40.9％であるのに対し休職・退職者が

いない場合は 30.4％であり状況の深

刻な事業所では制度化が進んでいる

ことが観察された。 

今後のメンタルヘルスケアの位置

づけについては、「どちらかといえば

強化する必要がある」が 55.2％と過半

数を占め、「強化する必要がある」の

15.0％と合わせると強化するべきだ

と考えている事業所は7割を超えてい

た。 

若干の数値のずれはあるものの、当

調査結果は、平成 19 年度の労働者健

康状況調査の結果とほぼ同じ傾向が

確認された。 

－ 269 －



分担研究報告書（梶木 繁之） 
 

 
 

 

 

７）法学者による訪問調査の際に注視

すべき事項 

産業医科大学産業医実務研修セン

ターに所属し、産業医経験を持つ医師

による討議の結果、産業医的視点から、

法学者による諸外国の訪問調査にお

いて注視すべきと思われる事項とし

て、以下のようなものが提示された。 

 

① メンタルヘルス不調者を減らすた

めに国が行っている施策等（法令

以外） 

・メンタルヘルス対策に関する指針等 

・職域メンタルヘルス専門医（精神科

専門医の資格所有者）の育成・認定シ

ステム 

・健康診断などの有無とメンタルヘル

ス関連事項の追加・変更事項 

・学校教育でのメンタルヘルスに関す

る教育の導入状況（文部科学省関連） 

・自殺者の年齢層を考慮した高齢者に

対する対策（例：相談窓口の設置等） 

・業務の国家資格化など臨床心理士等

のカウンセラーの平均的スキルを向

上させるための仕組み 

・労働者に対する教育等（セルフケア、

管理者教育） 

・メンタルヘルスに関連する相談窓口

の状況（数、サービス内容等） 

・メンタルヘルス専門家の配置状況 

・紹介可能な（臨床）精神科医の状況 

・企業への復職時に開催される復職判

定会議等の有無、状況【関連する指針、

法令等の規定】 

・精神科医向け産業保健講習等の有無

や内容 

・過重労働対策（例：一定時間以上で

産業医の面談を行う等） 

・労働基準監督署等の行政機関による

メンタルヘルスに関する査察項目 

・復職支援施設の有無 

・復職面談の状況（専門職の関わり） 

 

② 職域におけるメンタルヘルス対策

に関連する事項 

・「メンタルヘルス不調者」の労災認

定にかかる定義、プロセス、基準 

・認定する場合に認定に当たる医師に

通常必要とされる資格や診療科、専門、

経験等 

・職域におけるメンタルヘルス不調の

発症増悪等にかかる民事責任の所在 

・メンタルヘルス不調にかかる労災認

定の有無 

・メンタルヘルス関連の裁判例の有無

とその詳細 

・人種や文化の違いがメンタルヘルス

不調者の割合に及ぼす影響、彼らの社

会での受け止められ方 

・緊急相談窓口の設置状況 

・メンタルヘルス不調に関する社会的

な歴史 

・復職診断の基準 

・メンタルヘルス疾患と身体疾患の区

別をどのように行っているか 

・「新型うつ病」などの疾患類型の有

無、有る場合、罹患労働者の扱い 

・EAP などの外部機関と事業所ないし

企業の連携状況 

 

③ メンタルヘルス対策を推進するた
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めに必要な法的規制等（法令関係） 

・ハラスメントに対する罰則の有無や

運用状況 

・産業医等の産業保健専門職の法的な

選任要件 

・産業医等の産業保健専門職に対する

法令上のメンタルヘルス関連教育の

有無と有る場合の内容 

・主治医との連携体制に関する法規定

等の有無と有る場合の内容 

 

Ｄ.考察 

 以上の調査から判明した点を整理

すれば、以下の通り。 

ア 行政は、労働者のメンタルヘル

スケアについて、法律の整備や指針等

の制定に加え、法律に基づく公的機関

による支援事業の推進などを通じて

積極的に関与していることがうかが

われた。 
イ このうち労働者健康福祉機構

や中災防が実施する公的サービスを

利用した企業や個人などのアンケー

ト結果からは、公的なメンタルヘルス

支援体制に対する受益者の満足度は

総じて高かったことがうかがわれ、特

に労働者健康福祉機構のメンタルヘ

ルス支援センターのサービスについ

ての満足度調査では、「メンタルヘル

ス対策の構築に役に立った」との回答

が８割を超えていたことから、実際に

職場での対策に貢献したと推定する

こともできる。 
ウ 実際に事業所が取り組んでい

るメンタルヘルス対策に関する労働

者健康状況調査によれば、労働者から

の相談対応体制の整備や、労働者や管

理監督者への教育研修を実施したり、

産業医をはじめとする産業保健の専

門スタッフを配置している事業所が

一定割合あり、そうした取り組みにつ

き、「効果があると思う」と回答した

事業所の割合は７割近くにのぼって

いる。 

他方、労働者対象の調査によれば、

「健康管理やストレス解消のために

会社に期待することがある」とする労

働者の割合も７割近くに達しており、

回答された具体的な措置の中には、

「休養施設・スポーツ施設の整備、利

用の拡充」（特に若年層）や「健康診

断の結果に応じた健康指導の実施」

（特に中高年層）のほか、「施設整備

等の職場環境の改善」も含まれていた。 

同じく独立行政法人・労働政策研

究・研修機構の「職場におけるメンタ

ルヘルスケア対策に関する調査」によ

れば、メンタルヘルス対策への取り組

みとメンタルヘルス不調者の復職状

況との関係について、前者があると後

者における完全復帰の割合が高かっ

た。また、メンタルヘルス不調による

休職・退職者がいる事業所の方が、い

ない事業所よりも、復職に関する手続

ルールが整備されている割合が多か

った。 

以上から、行政による取り組みとの

関係は定かではないが、民間組織が独

自にその組織の実状に応じた対策を

講じれば、一定の効果が見込める可能

性があることがうかがわれた。 
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エ しかし、そもそも、これまでの

活動の多くは、「職域のメンタルヘル

ス対策の推進」という大まかな目標を

意図して実施されて来たため、個別の

取組がメンタルヘルスケアの個々の

要素（例：1 次予防、2 次予防、3 次

予防）に対してどの程度有効であった

かを言及することは困難である。 
オ その反映という面もあるかも

しれないが、現状では様ざまなメンタ

ルヘルスケアの取組の効果を直接的

に評価できる指標は乏しく、今後はそ

れらの取組成果が直接検出（評価）で

きるような指標の開発が必要と思わ

れた。 

カ もっとも、先述の通り、「復職

に関する手順ルールが定められてい

る」事業所では、「ルールが定められ

ていない」事業所と比較して、職場復

帰の成功率が高いことを示す報告も

あることから、少なくとも 3次予防に

関する「心の健康問題により休業した

労働者の職場復帰支援の手引き（改訂

版）」等の行政規則、ガイダンスは、

メンタル不調者の復職支援という目

的を考えた場合、高い効果があるもの

と推測された。 

キ 他方、諸外国の訪問調査に際し

て注視すべき点としては、①メンタル

ヘルスに関する法律および関連する

システム（社会的な枠組み）の内容等、

②「メンタルヘルス不調者」の診断も

しくは認定基準、③認定する場合の医

師の資格や診療科、専門、経験等、④

メンタルヘルス不調による労災認定

数ならびに詳細、⑤当該国におけるメ

ンタルヘルス不調者の周囲ないし社

会からの受け止められ方、⑥国レベル

での緊急相談窓口の設置状況、⑦復職

可否を判断する際の責任者、⑧EAP な

どの外部機関との連携状況、⑨法的な

枠組みの一環として行われるメンタ

ルヘルススクリーニングの有無など

が提示された。 

 

Ｅ.結論 

現状では、公民両者による様ざまな

メンタルヘルスケアの取組の効果を

直接的に評価できる指標は乏しいが、

これまで実施されて来た特定の予防

活動と直接対応しない調査からも、

「心の健康問題により休業した労働

者の職場復帰支援の手引き（改訂版）」

のように、これまで実施されて来た予

防活動の効果を推定できるものもあ

った。 

今後はそれらの取組成果が直接か

つ一般的に検出（評価）できるような

指標の開発が必要と思われた。 

 また、産業医経験を持つ医師による

討議から、法学者による訪問調査で注

視すべきと思われる事項が提示され

た。 
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企業経営におけるメンタルヘルス問題に関する調査研究 

－人事管理の観点を中心に－ 

 
 

分担研究者 團 泰雄   近畿大学経営学部 教授 

 

 

研究要旨 

 

本研究は、企業経営の観点からメンタルヘルス問題がどのように捉えられ、どのような

解決の方向が模索されているかを明らかにし、法学者による関連法制度調査の参考に供す

ると共に、可能な限り、企業経営の枠内で実施可能な解決策につき示唆を得ることを目的

としている。初年度にあたる本年度においては、まずメンタルヘルス問題が日本の企業に

対して主に人事管理面で及ぼしている影響について、組織運営はもちろん企業経営全体へ

の影響を含めて調査するため、関連する文献や資料の一部を渉猟した。以下、検討結果に

ついて簡潔に述べる。 

 

１．メンタルヘルス問題に対する企業の取り組みについて 

 近の各種調査結果によれば、日本企業はメンタルヘルス施策を積極的に実施している

ことがわかる。しかし、メンタルヘルス不調者が企業の対策によって相当程度減少したと

いう調査結果は、現在のところ見出せない。また他方で、労働者にとって厳しい労働環境

の実態を報告する文献も数多くあるという、相反する結果が生じている。 

その理由は、企業が制度を整備すべく対応を行っているという事実が重視されているこ

と、その際にはアウトソーシングを活用することが多く事態への対応がきめ細やかになさ

れないケースがあること、その結果として従業員による制度の利用率が低くなってしまっ

ていることなどにある。 

 

２．メンタルヘルス問題への対応と企業経営 

 企業がメンタルヘルス問題に対応しなければならない理由について検討した。労働

CSR の観点からは、雇用流動性が低い日本においては、正社員に対する雇用や労働条件
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維持の責任を企業が負うことが求められている。 

リスク・マネジメントの観点からは、労働災害訴訟や従業員の離職、パフォーマンス低

下などが企業の利益を損なうというリスクの増大への対応が求められている。利益の増大

に直接つながるのではなく、利益の減少を防ぐという受け身の要素が強いもので、なおか

つ効果が短期間に現れないことに対して、企業は経費をかけない傾向にあり、メンタルヘ

ルス問題もその一つであると考えることができるが、この問題への対応を怠れば企業経営

に支障が出るというリスクは高まっている。 

職場組織のマネジメントという観点からは、組織風土あるいは組織文化とメンタルヘル

スとの関係が注目されている。日本企業においては、職場でのコミュニケーション機会の

減少、職場での助け合い減少、個人で仕事をする機会の増加といったことが職場で感じら

れていることによって、メンタルヘルスを悪化させると人事担当者が感じていることを示

す調査結果が存在する。 

 

３．日本企業の人事管理の特性がメンタルヘルス問題への対応に与える影響について 

 日本企業がこれまでに構築してきた人事管理の特性がメンタルヘルスに対して与える

影響について検討を行った。 

日本企業は欧米で通常用いられる職務記述書を作成せずに、従業員個人の職務をすべて

事前に決めてしまうのではなく、ある程度の役割は決めつつも誰が行うのかは仕事を進め

る過程で決めていく余地を残すという職務構造がつくられ、それに適合するように他の人

事管理制度も形成されていった。 

人事考課では、職務の価値を算定して決定するのではなく、職務遂行能力に対する評価、

さらに仕事への取り組み姿勢を評価する情意考課が重視された。人材育成は職場での経験

を積むことによって実現され、企業にとっても育成投資を確実に回収するために長期雇用

を継続していった。 

しかし、日本企業における曖昧な職務構造は、職場全体で仕事を行う際に、メンバーの

働きぶりが相互に影響し合うことにつながりやすい。そのことが従業員に対してプレッシ

ャーを与えることになる場合もあり、ひいてはメンタルヘルスに影響を及ぼす可能性があ

る。 

一方、1990 年代以降、日本企業で広まった成果主義的な人事管理の発展は、成果を個

別に測定するために、仕事における相互影響を排除すべく各個人の仕事を切り分けること

につながった。これによって、従来の職務構造に起因する問題は解決することが期待され

たが、実際には、仕事が個別化したために、周囲とのコミュニケーションが取れず、孤立

感が高まるなど、従来とは異なる問題が生じた。 

以上に挙げた問題が日本企業において起きやすい理由の一つとして、雇用の流動化が進

展していないという状況において、労働条件の切り下げや長時間労働によってモチベーシ

ョンが下がってしまった従業員にとっては転職の機会がない、すなわち逃げ道がないこと
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がメンタルヘルス問題へとつながっているように思われる。 

また、近年、人事管理の特徴は企業が活動している国や社会によって決まるのではなく、

産業や職種によって決まってくるという主張もあるが、この点については今後の研究蓄積

が必要である。 

 

 

４．日本企業のメンタルヘルス問題における今後の課題について 

 休職期間長期化、メンタルヘルス不調の高い再発率、いわゆる新型うつの増加などの新

たな問題に対する企業の対応が今後の課題である。 

そこで、特にメンタルヘルスの問題にかかわる人（主に人事担当者と管理者）の対応力

を高めることが必要であるとの指摘がなされているが、彼らに過度の負担をかけないよう

な方法を考えなければならないということが注意すべき点として挙げられる。 

 また、効率性の原理に従う行動の行き過ぎを抑制するものが必要である。この点につい

ては、法制度と労働組合の行動がその役割を担うことが期待される。しかし、いずれも効

率性の原理や、企業の行動のしやすさを無視したものであってもいけないことから、他国

の状況を参考にする必要がある。 

 さらには、企業自体にとって、メンタルヘルス対策への積極的な取り組みを経営戦略と

しての一環とすることが可能であるかを検討する必要性を指摘した。 
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Ａ．研究目的 

 従業員におけるメンタルヘルス不調者の

増大の結果、企業経営に支障をきたすケー

スが増加したことを受けて、メンタルヘル

スに対する企業の関心は高まりを見せてい

る。 

すでに、厚生労働省の指針に応える形で、

企業の現場では、メンタルヘルスの知識や

メンタルヘルス不調者への対応に関する社

員教育が行われているところが全体の半数

程度あり、その効果についても関心が寄せ

られている。 

しかし、メンタルヘルス問題に対して実

際に企業がどのように対応しているのか、

対応のための施策が実際に効果をあげてい

るのか、それによって従業員がどのような

影響を受け、組織運営にどのような影響が

出ているのか、またそもそも経営者がどの

ようなスタンスでこの問題に対応しようと

しているのかといった問題について、企業

経営の視点から整理する必要がある。 

そこで本研究は、企業経営の観点からメ

ンタルヘルス問題がどのように捉えられ、

どのような解決の方向が模索されているか

を明らかにすることを設定課題とし、もっ

て法学者による関連法制度調査の参考に供

すると共に、可能な限り、企業経営の枠内

で実施可能な解決策につき示唆を得ること

を目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

初年度にあたる本年度においては、まず

メンタルヘルス問題が日本の企業に対して

主に人事管理面で及ぼしている影響につい

て、組織運営はもちろん企業経営全体への

影響を含めて調査するため、関連する文献

や資料の一部を渉猟した。 

 実際の調査にあたっては、本研究の視点

を支える経営学、また従業員の意識にかか

わる心理学の専門学術文献や、公刊されて

いる各種実態調査結果を活用した。 

 

Ｃ．及びＤ．研究結果及び考察 

 本研究は、文献や資料に基づくものであ

るため、結果と考察を明確に切り分けて議

論することが困難である。よって、考察を

含めてここで論じることにする。 

 

１．メンタルヘルス問題に対する企業の取

り組み 

メンタルヘルス問題に対して日本企業が

どのような施策を実施しているのか、また

施策がどの程度充実しているのかといった

観点から、近年いくつかの調査が実施され

ている。 

それらによれば、メンタルヘルス問題に

対して何らかの対策を講じているとする企

業が増加しており、具体的には EAP の導入、

相談窓口の設置、メンタルヘルス教育の実

施（管理職、一般職）といった施策が実施

されていることが多いことが明らかになっ

ている。 

また、 近では、メンタルヘルス対策の

担い手として、セルフケアよりもラインケ

アが重視される傾向を示唆する調査結果も

ある。つまり、このことは、メンタルヘル

スを個人が個々に対応すべきものとしてで

はなく、管理職を中心に職場組織運営の問

題として対応すべきであると考えられつつ

あることを示唆しているように思われる。 
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 しかし、メンタルヘルス不調者が企業の

対策によって相当程度減少したという調査

結果は、現在のところ見出せない。また、

労働者にとって厳しい労働環境の実態を報

告する文献も数多くある。 

なぜこのように相反する結果が生じるの

であろうか。この問題について以下で検討

する。 

 まず、メンタルヘルス問題に対応してい

る、あるいは制度を整備しているとする企

業の比率は増加しているが、制度が「ある」

のか「ない」のかを問うだけでは不十分で

あるということである。むしろ、その制度

が実際に利用されたかどうかが問題である。

利用率が低ければ対策の実効性が上がらな

いという点が問題となる。 

次に、メンタルヘルス問題に対応してい

るといっても、表面的であっても「対応し

ている」という事実が重視されている可能

性があるということである。EAP、相談窓

口の設置、メンタルヘルス教育の実施とい

った施策を社内に抱え込んで行っている企

業は多くなく、アウトソーシングするケー

スが多い。 

例えば、カウンセリングなどは管理職が

行うことが難しく、専門家の知識が必要と

されるが、逆にそれらの専門家は職場の問

題に対応することが困難である。そのため、

管理職と専門家との連携が重要となるが、

アウトソーシングしている場合には、サー

ビスの提供者は多数の企業にサービスを提

供するため、対応窓口を増やすことが難し

く、特定の企業に対するきめ細やかなフォ

ローを行うことが困難になる。そのため、

対応が不十分なままになっているケースも

少なくない。 

また、外部の企業に相談窓口を設けたと

しても、管理者の働きかけがないために利

用率が低いという問題もある。その解決策

の一つとして考えられるのは、セルフケア

教育の充実であるが、自分のことは自分で

対応するようにというメッセージを送って

しまうと、かえって利用率の向上にはつな

がらない可能性もある。 

しかし、企業が制度を整備することは確

かに重要であるが、それが難しい場面もあ

る。 

例えば、メンタルヘルス不調による休職

後の復帰に際して、その扱いを制度化する

ことについて、対応に苦慮する例が少なく

ない。 

対応が難しい理由は、人によって置かれ

ている状況、症状などにかなりの個人差が

あるため、対応が個別的にならざるを得な

いということであろう。このような場合、

それでも制度を一律に適用するか、運用に

よる個別対応を行うかの選択を行うことに

なるであろう。ただし、運用による対応で

は、現在のように労働条件が個別化し、ま

た処遇も個人差が大きくなっているという

状況の下では、他の従業員との公平性が問

題となってくる。 

これらの点が、企業はメンタルヘルス施

策を積極的に行っているというのに、従業

員にそのような実感が伴っていないという、

相反する結果を生み出している理由である

と考える。 

また、 近では先進事例を参考にしたい

というニーズもあることから、事例の開示

や、調査などが行われている。 

そこにおいて導き出されている示唆には

以下のようなものがある。 
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・ 継続的支援を行う仕組みを持つ会社は、

復職率を高めることができる可能性があ

る。 

・ トップが知識を持ち、取り組む覚悟が

あることが重要である。 

・ 管理者どうしが集まることによる意見

交換の場をつくることで、現場で対応する

管理者を孤立化させないことが重要であ

る。 

 ただし、この先進事例がなぜ生まれたの

か、その条件とは何かといった点について

現時点で一般化することは難しく、事例研

究を蓄積していくことが必要であると考

える。 

  

２．メンタルヘルス問題への対応と企業経

営 

 メンタルヘルス不調は個人において生じ

るものであるが、その影響は個人のレベル

にとどまらず、職場組織のレベルや、企業

全体のレベルにもおよぶ。そのため、メン

タルヘルス問題の解決に向けては、制度の

みならず、企業がこの問題に対してどこま

で責任を負うべきか、またどのような姿勢

で臨もうとしているのかという、企業経営

の視点からも検討しなければならない。 

 まず、なぜ企業はメンタルヘルス問題に

対応しなければならないのかという点につ

いて述べる。 

 メンタルヘルスへの対応は、経営学の領

域において、近年盛んに論じられている

CSR（企業の社会的責任）との関連で取り

上げられるようになった。 

 従来から、日本においては正社員の解雇

が厳しく制限されてきたことから、正社員

との長期的な雇用関係が維持されてきた。

近年、雇用の流動化が議論されているが、

実態として正社員の自発的な労働力移動は

進展しているわけではない。しかし、経営

環境が厳しくなる中で、長時間労働、賃金

の低下など、働く条件は厳しさを増してい

る。 

その結果、転職という選択を自発的に行

うことが現実的に困難である状況下で、正

社員（あるいは長期間雇用されている非正

社員）は条件の悪化を受け入れている状況

が長く続いている。これに対して企業は雇

用者としての責任を果たすべきであるとす

る考え方が広がっているのである。 

 また、メンタルヘルスへの対応を企業が

行わなければならない理由は、労働災害訴

訟や従業員の離職、パフォーマンス低下な

どの組織マネジメント上のリスクの増大に

あるという指摘も多くなされ、さらにはリ

スク・マネジメントの観点から対応すべき

という見解も見られる。 

 従業員を組織目的から離反しないように

組織へと統合していく人事管理の機能とい

う観点からも、この問題への対応が必要で

ある。例えば、従業員の離職に伴い、新た

な従業員を採用することによってメンバー

の変更が生じるよりも、休職後に同じ従業

員が復職する方が、教育訓練費は少なくて

済むと考えられる。 

 しかし、利益の増大に直接つながるので

はなく、利益の減少を防ぐという受け身の

要素が強いもので、なおかつ効果が短期間

に現れないことに対して、企業は経費をか

けない傾向にある（例えば教育訓練費は企

業業績が低下するとそれに伴って減少する

傾向がある）が、メンタルヘルス問題もそ

の一つであると考えることが可能であろう。 
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 事実、メンタルヘルス問題への対応は期

間も長く、また家族の問題、本人の性格の

問題など、会社の内部だけでは完結しない

という問題があり、どこまで踏み込むかが

難しい。そのため、企業の対策も遅れがち

であり、ゆっくりとした動きになってしま

うのであろう。 

 ただし、これらの問題は、対応を怠ると

利益の減少につながる可能性が高いと考え

られる。そのような中で、企業のメンタル

ヘルスへの対応を進めるためには、メンタ

ルヘルス不調による休業の後に復職した従

業員の仕事のパフォーマンスがどの程度元

に戻っているのか、どのように成功したの

かといった点について、明らかにしていく

必要があるだろう。 

 また、メンタルヘルス問題への対応は、

職場組織という観点からも検討される必要

がある。中でも、組織風土あるいは組織文

化とメンタルヘルスとの関係が注目されて

いる。 

例えば、日本企業を対象とした場合、職

場でのコミュニケーション機会の減少、職

場での助け合い減少、個人で仕事をする機

会の増加といったことが、メンタルヘルス

を悪化させると人事担当者が感じているこ

とを示す調査結果が存在する。 

あるいは、企業への一体感の低下が感情

的に企業から離れてしまうことにつながり、

それが離職志向の高まりや well-being の低

下に影響を与えているという研究がある。   

以上のような研究と同様のものが他国あ

るいは国内でも存在するかどうかについて

は、今後調査していく必要があるだろう。 

 

３．日本企業の人事管理の特性がメンタル

ヘルス問題への対応に与える影響 

従業員を組織目的から離反しないように

組織へと統合していく人事管理の機能とい

う観点からも、メンタルヘルス問題への対

応が必要であることはすでに述べたが、さ

らに具体的に日本企業がこれまでに構築し

てきた人事管理の特徴がメンタルヘルスに

対して与える影響についても、検討する必

要がある。 

ある国の企業の人事管理は、それが属す

る社会における経済制度や文化、法制度の

あり方によってある程度一定の方向に収斂

していくという考え方がある。 

日本企業においては、すでに述べたよう

に、雇用者の多くを占める大企業の正社員

に対して長期雇用が適用されてきた。長期

雇用は労働組合との交渉によって成立した

と言われているが、企業が従業員を長期雇

用によって定着を促すことは、育成された

人材を長期にわたって活用することが可能

となるため、企業の経営活動の安定化に寄

与すると考えられる。多くの大企業がこの

ような方法を採用したことによって、労働

者が企業間を移動するケースは少なくなっ

ていった。 

一方、長期雇用と引き替えに、日本企業

は企業主導型の異動やジョブ・ローテーシ

ョンを実施していった。すなわち、欧米で

通常用いられる職務記述書を作成せずに、

従業員個人の職務をすべて事前に決めてし

まうのではなく、ある程度の役割は決めつ

つも誰が行うのかは仕事を進める過程で決

めていく余地を残すことによって、このこ

とを可能にしていったのである。 

そして、このような職務構造に合うよう

に他の人事管理制度も形成されていった。
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人事考課では、職務の価値を算定して決定

するのではなく、職務遂行能力に対する評

価、さらに仕事への取り組み姿勢を評価す

る情意考課が重視された。人材育成は職場

での経験を積むことによって実現され、企

業にとっても育成投資を確実に回収するた

めに長期雇用を継続していった。 

しかし、このことは従業員に対してプレ

ッシャーを与えることになる場合もあり、

そのことがメンタルヘルスに影響を及ぼす

可能性がある。 

日本企業における曖昧な職務構造は、職

場全体で仕事を行う際に、個々のメンバー

の働きぶりが相互に影響し合うことにつな

がる。 

例えば、休職者が急に生じた場合、代わ

りの人を手配することになるが、同じ能力

レベルの人を改めて外部から採用すること

は難しく、その場合には職場の他のメンバ

ーがしばらく休職者の分の仕事を行うこと

になることがある。仕事の配分において過

度の偏りが生じることは、他のメンバーの

モチベーションにも影響するであろう。 

また、休職者が長期間の休職を経て復職

した場合、今度は復職者にどのような仕事

をどの程度与えるかが難しいという問題も

ある。 

さらに、人事考課において情意考課が重

視されているために、メンタルヘルス不調

であることが上司に知られると評価に響い

てしまうのではないかという不安にもつな

がるのではないかという指摘もある。 

1990 年代以降、日本企業で広まった成果

主義的な人事管理の発展は、成果を個別に

測定するために、仕事における相互影響を

排除すべく各個人の仕事を切り分けること

につながった。これによって、従来の職務

構造に起因する問題は解決することが期待

されたが、実際には、仕事が個別化したた

めに、周囲とのコミュニケーションが取れ

ず、孤立感が高まるなど、従来とは異なる

問題が生じた。 

例えば、仕事が個別化したために、周囲

とのコミュニケーションが取れず、孤立感

が生じたことなどがそれに当たる。コミュ

ニケーションが多いが周囲からのプレッシ

ャーも多い状況から、逆にコミュニケーシ

ョンが少ないが成果へのプレッシャーも多

いというように、このような急激な変化に

対して、働く人がついていくことができて

いないという問題がある。 

以上に挙げた問題が日本企業において起

きやすい理由の一つとして、雇用の流動化

が進展してないことがあると考えられる。

転職しにくい状況は、自分の働く環境を変

えることが難しいことも意味している。雇

用の流動化に対して、人材育成の費用回収

という観点からすれば、企業は避けたいと

考えるであろう。しかし、労働条件の切り

下げや長時間労働によってモチベーション

が下がってしまった従業員にとっては転職

の機会がない、すなわち逃げ道がないこと

がメンタルヘルス問題へとつながっている

ように思われる。 

ただし、全般的には転職しにくい状況だ

と言っても、例えば求人が激減する 40 歳代、

過労の 30 歳代、求人は比較的あると考えら

れる新卒 2～3 年の従業員というように、世

代ごとに直面する問題は異なると考えられ

る。これらの点についても検討していく必

要があろう。 

また、近年、人事管理の特徴は企業が活
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動している国や社会によって決まるのでは

なく、産業や職種によって決まってくると

いう主張もある。 

例えば、コールセンターや営業といった、

顧客と対面する仕事は、感情労働における

ストレス問題として固有の問題があると指

摘されている。 

また、仕事において他の人と接触するこ

との少ない職種や、職務に自律性を発揮す

る場面の少ないマニュアル化の進んだ職場

においてメンタルヘルス問題が多く生じて

いるとも考えられる。 

このような観点からの研究は、近年見ら

れるようになったものであり、また国際比

較なども必要になってくるため、今後も引

き続き研究の蓄積が必要である。 

 

４．日本企業のメンタルヘルス問題におけ

る今後の課題 

 職場レベルでの問題について、その背景

要因を前で述べたが、ここではもう少し実

践的な問題について検討しておく。 

 近の問題として、休職期間長期化、メ

ンタルヘルス不調の高い再発率、いわゆる

新型うつの増加が挙げられる。 

 これらの問題に対して、企業がいかに対

応していくかが今後の課題であり、特にメ

ンタルヘルスの問題にかかわる人（主に人

事担当者と管理者）の対応力を高めること

が必要であるとの指摘がなされている。セ

ルフケアからラインケアへと対応の際に重

視すべき部分が移っていることは前でも述

べたとおりである。 

 しかし、そこで注意すべきことは、彼ら

に過度の負担をかけないような方法を考え

なければならないということである。担当

者が疲れてしまう状況を放置することは事

態を悪化させるだけということになりかね

ない。 

 企業におけるメンタルヘルス問題に関し

ては、企業による主体的な対応が中心とな

ることは当然のことであるが、企業は経済

主体であり、利益に繋げるための効率性の

原理を無視して存続することはできない。

その一方で、効率性の原理を過度に強調す

ることで従業員のメンタルヘルスが損なわ

れることもまた、企業の存続を危うくする

ことにつながる可能性がある。 

 このような関係の中では企業側の立場が

強くなりやすいために、それを抑制するも

のが必要である。 

 一つは法規制であり、これは企業の行動

に対して直接的な拘束力を持つ。しかし、

法規制が厳しすぎると、企業が自律的に行

動できないという悩ましい部分をどう解決

するのかが問題になってくる。誰の利益を

主として守っていくのが現実的に対応可能

な選択肢であるのかを検討しなければなら

ない。この点に関しては他国の状況を参考

に考えていくことが必要であろう。 

 もう一つは、労働組合である。労働組合

は、従業員のニーズを細かくくみ取って企

業側との協議を行い、場合によっては交渉

を行う主体である。メンタルヘルス問題へ

の関心は高くなりつつあるが、各組合がど

のように対応しているのかについても明ら

かにしていくことが必要であろう。 

 また、メンタルヘルス問題への対応につ

いては、ワークライフバランスに対する企

業の対応が参考になる可能性がある。出

産・育児によって休職と復職という過程を

経る点や、対応を誤ると離職やモチベーシ
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ョン低下につながるという点は、両者にお

いて共通していると考えられる。例えば、

アメリカではワークライフバランスを経営

戦略の一部として考え、その結果を明確に

探ろうとしていると言われているが、メン

タルヘルスに対しても同様であるかという

ことも今後検討する価値があると考えられ

る。 

 

Ｅ．結論 

 経営学の一領域としての人事管理論にお

いて、メンタルヘルス問題が注目されるよ

うになったのは、ごく 近のことである。 

1990 年代に日本の大企業で導入が進め

られた成果主義人事管理の浸透過程におい

ては、能率促進機能の側面が注目され、さ

らに人件費削減を目的とした仕事や要員の

管理が前面に押し出されてきたように思わ

れる。 

一方、従業員の立場からすれば、成果主

義の下で大きなプレッシャーに晒されるこ

ととなり、また人件費削減によって働きに

見合った賃金も得られてないケースも増大

していることから、従業員の中にメンタル

ヘルス不調者が急増する結果となったと解

することもできる。 

それにより、離職者の増大、組織コミッ

トメントの低下、訴訟リスクなどの問題が、

企業経営のあり方に大きな影響を及ぼすこ

ととなった。 

しかし、これらの問題に対して企業がど

のような対応を行おうとしているのかにつ

いては、施策の実施度に関する調査がいく

つか見られる程度であり、またその対応の

結果が従業員の行動にいかなる結果をもた

らすのか、それらが組織運営にいかなる影

響を与えているのか、経営者は本音として

メンタルヘルス問題に対してどのように取

り組もうとしているのか、といったことに

ついての研究蓄積はまだ十分であるとは言

えないように思われる。 

今後の課題として、これらの問題につい

ては、まず法規制の対象であり、問題可決

の主体となる企業に対し、社内での施策の

実施状況や、その利用の度合い、効果や問

題点に関する聴き取り調査を行うことが挙

げられる。 

そして、さらに企業の施策の対象となる

従業員に対し、施策の利用状況や利用のし

やすさへの意識などに関する調査、また特

定企業の従業員という立場から離れる形で

の労働者への意識調査（聴き取りまたはア

ンケートによる）などを実施する必要があ

ると考える。 

 

Ｆ．研究発表 

1．論文発表 

  該当せず。 

2．学会発表 

   該当せず。 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 

   該当せず。 

2．実用新案登録 

   該当せず。 

3．その他 

   該当せず。 
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